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第１ 開発行為の許可（変更許可・届出） 
１．開発行為 
法第４条第１２項（定義） 

１２ この法律において「開発行為」とは，主として建築物の建築又は特定工作物の建設

の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 

土地の区画変更のなかには，文理上は土地の取引のみを目的とした権利区画の変更も含

まれるが，本法においては趣旨上権利区画の変更は規制の対象とせず，土地の区画の変更

とは建築物を建築するため，又は特定工作物を建設するための敷地の区画の変更を行うこ

とをいい，土地の形質の変更とは土地について切土，盛土等の物理的な行為を加えて土地

の性状，形質を変更することをいう。いわゆる宅地造成はこれに該当する。 

土地の区画及び形質の変更とは土地の区画の変更と土地の形質の変更を同時に行うこと

をいう。 

建築物の建築または特定工作物の建設行為自体と不可分な一体の工事と認められる基礎

打ち，土地の掘削等の行為は開発行為に該当しない。 

土地の区画形質の変更として扱われる行為は次の（１）～（３）のいずれかに該当する

場合をいうが，「開発行為」に該当するかは総合的に判断するものとする。 

 

（１）区画の変更 
土地の「区画の変更」とは，道路等の公共施設の新設又は改廃を伴う敷地の変更をい

い，土地の権利に関する分筆や合筆等の権利区画の変更は区画の変更に含まれない。 

（２）形の変更 
土地の「形の変更」とは，次のア～エのいずれかに該当する土地の切土及び盛土を行

う行為をいう。 

ア 高さが 1 メートルを超える盛土 

イ 高さが 2 メートルを超える切土 

ウ 高さが 2 メートルを超える一体の切土及び盛土 

エ 高さが 30センチメートル以上の切土又は盛土で，次に掲げる区域ごとにそれぞれに

規定する面積以上のもの 

・市 街 化 区 域：500 平方メートル 

・市街化調整区域：面積に関係なく対象となる 

・非線引き区域：1,000 平方メートル 

（３）質の変更 
土地の「質の変更」とは，（２）エに掲げる区域ごとにそれぞれに定める面積以上の

宅地以外の土地を宅地に変更することをいう。 

※宅地とは … 次のいずれかに該当する土地をいう。 

① 現に建築確認を受け，建築された建築物の敷地として利用されている土地又は建築物の

敷地として利用されていた土地（建築基準法施行前の建築物及び建築確認による証明が困

難な建築物の敷地は，課税上の地目等を考慮して判断） 

② 旧住宅地造成事業に関する法律に基づき建築物の敷地として造成事業が完了された土地 

③ 法による開発許可を受けて建築物の敷地として開発行為が完了された土地 

④ 法第２９条第１項第４号，第６号，第７号，第８号，第９号の規定に該当する開発行為
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の区域内の土地で，建築敷地として完了された土地 

⑤ 土地区画整理法の規定による土地区画整理事業の認可を受けた土地で仮換地指定後(原

則として使用収益開始後)の土地 

⑥ 租税特別措置法に基づくいわゆる優良宅地認定を受けた土地 

⑦ 地方公共団体等が過去に行った開発行為の区域内の土地で，建築物の敷地として完了し

た土地 

また，発電設備（電気事業法に基づく発電事業を除く。）に係る開発行為についての

取扱いは，次のとおりとする。 

・太陽光発電設備及びその付属施設が建築基準法第２条第１項に定める建築物でない場

合は開発許可を要しない。 

・風力発電機に付属する管理施設及び変電設備を設置する施設である建築物について

は，主として当該付属施設の建築を目的とした行為でないため，それ自体としては開

発許可を要しない。 

 

２．開発区域 
法第４条第１３項（定義） 

１３ この法律において「開発区域」とは，開発行為をする土地の区域をいう。 

開発区域とは，開発行為をする土地の区域をいう。 

なお，複数の開発区域及び造成工事（土地において行う切土又は盛土のことをいう。）の

区域について，一連性があるものとみなされる場合には，当該開発区域及び造成工事の区域

についても一体のものとみなす。 

（１）開発区域の対象 
次のア～キに掲げる土地が，それぞれ一連する場合は，開発区域の対象となる。 

ア 建築物の敷地又は特定工作物の敷地 

イ 駐車場その他前号の敷地と一体的に利用される土地 

ウ 当該開発行為により新設される公共施設又は公益的施設の用に供される土地 

エ 当該開発行為により既存の道路を拡幅する場合の拡幅される土地 

オ 造成工事を行う土地（造成協力地（造成工事の計画に伴い，造成工事を行う必要が生

じた土地又は造成工事を行うことが望ましい土地で，かつ，開発区域内の当該造成協力

地の土地所有者と当該開発区域内の造成協力地以外の土地所有者が異なっている土地

をいう。）を含む） 

カ 当該開発行為に関連して行われる道路及び水路等の付け替え，廃止及び払い下げが 

行われる土地 

キ 給排水施設及びその設置に伴う工事のために必要な土地（道路法及び下水道法等の許

可又は承認等を受けて行われる工事の部分を除く） 
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（２）一体性の判断基準 
二以上の隣接若しくは近接した一連の区域又は全部若しくは一部が重複する区域でそ

れぞれ行われる事業等であっても，次のア～ウのいずれかに該当する場合は，一体的な開

発行為として取扱う。なお，本基準により判断することが困難な場合，あるいは本基準の

適用が適切でない場合は，個別に判断するものとする。 

本基準の対象となるそれぞれの開発行為とは，１．（１）～（３）に定義する基準以下

（規制規模以下）の区画形質の変更（建築物の建築に伴う開発行為や，建築基準法第４２

条第１項第５号の規定による道路位置指定に係る開発行為など）を含むものとする。 

ア 開発行為に一体性があるものとして次のいずれかに該当する場合 

① 一の開発関係者が，一団の土地を一括して開発行為を行う場合 

② 同一の開発関係者が関与する二以上の開発行為のうち，先行する一方の開発行為が

完了する前又は近接した時期に引続きもう一方の開発行為が行われる場合 

③ 盛土規制法第１２条第１項の許可を受けたものの同法第１７条第２項の検査済証

が交付されていない造成工事若しくは旧宅造法第８条第１項の許可を受けたものの

同法第１３条第２項に規定する検査済証が交付されていない造成工事の区域又は当

該検査済証の交付後１年以内の造成工事の区域で，開発関係者の如何を問わず建築物

の建築又は特定工作物の建設を行う場合 

イ 公共施設に一体性がある場合 

一の開発関係者が，一団の土地において道路，排水施設等の公共施設を接続又は供用

する等一連のものと認められる二以上の開発行為を，重複する時期又は近接した時期に

行う場合 

ウ 土地利用に一体性がある場合 

一の開発関係者が，土地の利用が一体不可分で一連のものと認められる二以上の開発

行為を，重複する時期又は近接した時期に行う場合 

※開発関係者とは … 開発行為の事業者若しくは工事の施工者又は開発区域内の土地の

所有者若しくは土地の権利（貸借権，地上権等）設定者をいう。 

※近接した時期とは … 次のいずれかに該当する時期をいう 

① 先行する開発行為が法第２９条第１項の規定による許可を受けたものである場合は，

当該開発行為の法第３６条第３項による工事完了公告日から１年以内 

② ①以外の場合で，建築基準法第６条第４項の規定による確認済証の交付を受けた建築

等に係る開発行為にあっては，開発区域内における最終棟における同法第６条第４項に

よる確認済証の交付日から６ヶ月を経過した日又は開発区域内における最終棟における

同法第７条第５項の規定による検査済証の交付の日のいずれか早い日から１年以内 

③ 建築基準法第４２条第１項第５号の規定による位置指定道路の築造を伴う開発行為に

あっては，開発区域内における最終棟における同法第７条第５項の規定による検査済証

の交付日又は建築基準法施行規則第１０条による道路の位置の指定の日から６ヶ月を経

過した日のいずれか早い日から１年以内 

なお，新たに行う開発行為の開発区域内の建築敷地が，先行する開発行為の開発区域内

の建築敷地と不可分である場合は，当該建築敷地は時期に依らず一体的な開発区域として

扱う。  
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３．開発行為の許可 
法第２９条 

（開発行為の許可） 

第２９条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は，あ

らかじめ，国土交通省令で定めるところにより，都道府県知事（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市又は同法第２５２条の２２第１項

の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあっては，当該指定都市等の長。

以下この節において同じ。）の許可を受けなければならない。ただし，次に掲げる開発

行為については，この限りでない。 

一 市街化区域，区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内にお

いて行う開発行為で，その規模が，それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模

未満であるもの 

二 市街化調整区域，区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内

において行う開発行為で，農業，林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物

又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う

もの 

三 駅舎その他の鉄道の施設，図書館，公民館，変電所その他これらに類する公益上必

要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及

び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供す

る目的で行う開発行為 

四 都市計画事業の施行として行う開発行為 

五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

九 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の免許を受けた埋立地で

あって，まだ同法第２２条第２項の告示がないものにおいて行う開発行為 

十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

十一 通常の管理行為，軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において，それにより一定の市街地を形

成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は，

あらかじめ，国土交通省令で定めるところにより，都道府県知事の許可を受けなければ

ならない。ただし，次に掲げる開発行為については，この限りでない。 

一 農業，林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む

者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

二 前項第３号，第４号及び第９号から第１１号までに掲げる開発行為 

３ 開発区域が，市街化区域，区域区分が定められていない都市計画区域，準都市計画区

域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合にお

ける第１項第１号及び前項の規定の適用については，政令で定める。 

成田市は全域が都市計画区域（成田都市計画区域，下総大栄都市計画区域）で構成され

ている。また法第３３条第６項に規定する事務処理市町村であるため，開発行為に着手す

る前に市長の許可を受けなければならない。 
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４．開発行為の適用除外の主なもの（法第２９条第１項第１号から第１１号） 
政令第１９条 

（許可を要しない開発行為の規模） 

第１９条 法第２９条第１項第１号の政令で定める規模は，次の表の第１欄に掲げる区域

ごとに，それぞれ同表の第２欄に掲げる規模とする。ただし，同表の第３欄に掲げる場

合には，都道府県（指定都市等（法第２９条第１項に規定する指定都市等をいう。以下

同じ。）又は事務処理市町村（法第３３条第６項に規定する事務処理市町村をいう。以

下同じ。）の区域内にあっては,当該指定都市等又は事務処理市町村。第２２条の３，第

２３条の３及び第３６条において同じ。）は，条例で，区域を限り，同表の第４欄に掲

げる範囲内で，その規模を別に定めることができる。 

第 １ 欄 第 ２ 欄 第 ３ 欄 第 ４ 欄 

市街化区域 
1,000平方

メートル 

市街化の状況により，無秩序な市街化を防止

すため特に必要があると認められる場合 

300平方メートル以上1,000

平方メートル未満 

区域区分が定められて

いない都市計画区域及

び準都市計画区域 

3,000平方

メートル 

市街化の状況等により特に必要があると認

められる場合 

300平方メートル以上3,000

平方メートル未満 

２ 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に

掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用につい

ては，同項中「1,000平方メートル」とあるのは，「500平方メートル」とする。 

一 首都圏整備法（昭和３１年法律第８３号）第２条第３項に規定する既成市街地又は

同条第４項に規定する近郊整備地帯 

二～三 略 

政令第２０条 

（法第２９条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める建築物） 

第２０条 法第２９条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める建築物は，次に掲げ

るものとする。 

一 畜舎，蚕室，温室，育種苗施設，家畜人工授精施設，孵卵育雛施設，搾乳施設，集

乳施設その他これらに類する農産物，林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する

建築物 

二 堆肥舎，サイロ，種苗貯蔵施設，農機具等収納施設その他これらに類する農業，林

業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 

三 家畜診療の用に供する建築物 

四 用排水機，取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する

建築物又は索道の用に供する建築物 

五 前各号に掲げるもののほか，建築面積が90平方メートル以内の建築物 

政令第２１条 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第２１条 法第２９条第１項第３号の政令で定める建築物は，次に掲げるものとする。 

一 道路法第２条第１項に規定する道路又は道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

第２条第８項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道（同法第３条第１号に規

定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）
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第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）を構成

する建築物 

二 河川法が適用され，又は準用される河川を構成する建築物 

三 都市公園法第２条第２項に規定する公園施設である建築物 

四 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道事業若しくは

同条第５項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建

築物又は軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌道若しくは同法が準用される無

軌条電車の用に供する施設である建築物 

五 石油パイプライン事業法第５条第２項第２号に規定する事業用施設である建築物 

六 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて

定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動

車運送事業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６項に規定す

る特別積合せ貨物運送をするものに限る。）の用に供する施設である建築物又は自動

車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）第２条第５項に規定する一般自動車タ

ーミナルを構成する建築物 

七 港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建築物又は漁港及び漁場の整備等に

関する法律第３条に規定する漁港施設である建築物 

八 海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第２条第１項に規定する海岸保全施設である

建築物 

九 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確

保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要な

もの又は同法第２条第５項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供

する建築物 

十 気象，海象，地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施

設である建築物 

十一 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成１７年法律第１００号）第４条第

１項第１号に掲げる業務の用に供する施設である建築物 

十二 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に規定する認定電

気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物 

十三 放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２号に規定する基幹放送の用に供

する放送設備である建築物 

十四 電気事業法第２条第１項第１６号に規定する電気事業（同項第２号に規定する小

売電気事業及び同項第１５号の３に規定する特定卸供給事業を除く。）の用に供する

同項第１８号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第２

条第１３項に規定するガス工作物（同条第２項に規定するガス小売事業の用に供する

ものを除く。）を設置する施設である建築物 

十五 水道法第３条第２項に規定する水道事業若しくは同条第４項に規定する水道用水

供給事業の用に供する同条第８項に規定する水道施設である建築物，工業用水道事業

法（昭和３３年法律第８４号）第２条第６項に規定する工業用水道施設である建築物

又は下水道法第２条第３号から第５号までに規定する公共下水道，流域下水道若しく

は都市下水路の用に供する施設である建築物 

十六 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 

十七 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館の用に供
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する施設である建築物又は博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規

定する博物館の用に供する施設である建築物 

十八 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条に規定する公民館の用に供す

る施設である建築物 

十九 国，都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が

設置する職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第３項に規定

する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構が設置する同法第２７条第１項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物 

二十 墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第２条第７項に規定する

火葬場である建築物 

二十一 と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）第３条第２項に規定すると畜場である

建築物又は化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）第１条第２項に規定

する化製場若しくは同条第３項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物 

二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）による公衆

便所，し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法（昭和５８年法

律第４３号）第２条第１号に規定する浄化槽である建築物 

二十三 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第４条第６項に規定する中央卸売市場

若しくは同法第１３条第６項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物

又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築物 

二十四 自然公園法第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４号に規定する都道府

県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物 

二十五 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第１項に規定する住宅地区

改良事業により建築される建築物 

二十六 国，都道府県等（法第３４条の２第１項に規定する都道府県等をいう。），市

町村（指定都市等及び事務処理市町村を除き，特別区を含む。以下この号において同

じ。）又は市町村がその組織に加わっている一部事務組合若しくは広域連合が設置す

る研究所，試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建

築物以外のもの 

イ 学校教育法第１条に規定する学校，同法第１２４条に規定する専修学校又は同法

第１３４条第１項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物 

ロ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による家庭的保育事業，小規模保育事

業，事業所内保育事業若しくは乳児等通園支援事業，社会福祉法（昭和２６年法律

第４５号）による社会福祉事業又は更生保護事業法（平成７年法律第８６号）によ

る更生保護事業の用に供する施設である建築物 

ハ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院，同条第

２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所の用に供する施設で

ある建築物 

ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区域の周辺の地域において居住

している者の利用に供するものを除く。）で国土交通省令で定めるもの 

ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして

国土交通省令で定めるものを除く。） 

二十七 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術

研究開発機構法（平成１１年法律第１７６号）第１６条第１項第１号に掲げる業務の
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用に供する施設である建築物 

二十八 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構法（平成１６年法律第１５５号）第１７条第１項第１号から第３号までに掲

げる業務の用に供する施設である建築物 

二十九 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法（平成１４年法

律第１８２号）第２条第２項に規定する水資源開発施設である建築物 

三十 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機

構法（平成１４年法律第１６１号）第１８条第１号から第４号までに掲げる業務の用

に供する施設である建築物 

三十一 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成１４年法律第１４５号）第１５条第１号

又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和５５年法律第７１

号）第１１条第３号に掲げる業務の用に供する施設である建築物 

政令第２２条 

（開発行為の許可を要しない通常の管理行為，軽易な行為その他の行為） 

第２２条 法第２９条第１項第１１号の政令で定める開発行為は，次に掲げるものとす

る。 

一 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定

工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 

二 車庫，物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行

為 

三 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に

係る築造面積が10平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

四 法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物の改築で用

途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 

五 前号に掲げるもののほか，建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10平方メ

ートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

六 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のた

め必要な物品の販売，加工，修理等の業務を営む店舗，事業場その他これらの業務の

用に供する建築物で，その延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合に

おいては，その延べ面積の合計。以下この条及び第３５条において同じ。）が50平方

メートル以内のもの（これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の

50パーセント以上のものに限る。）の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の

市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で，そ

の規模が100平方メートル以内であるもの 

省令第１７条の２ 

（令第２１条第２６号ニの国土交通省令で定める庁舎） 

第１７条の２ 令第２１条第２６号ニの国土交通省令で定める庁舎は，次に掲げるものと

する。 

一 国が設置する庁舎であって，本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁

の用に供するもの 

二 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 

三 都道府県庁，都道府県の支庁若しくは地方事務所，市役所，特別区の区役所又は町
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村役場の用に供する庁舎 

四 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 

省令第１７条の３ 

（令第２１条第２６号ホの国土交通省令で定める宿舎） 

第１７条の３ 令第２１条第２６号ホの国土交通省令で定める宿舎は，職務上その勤務地

に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。 

次のものは開発行為の許可が不要となる。 

（１）市街化区域内で開発区域が 500 ㎡未満，又は非線引き都市計画区域内で開発区域が

1,000 ㎡未満の開発行為（法第２９条第１項第１号，政令第１９条） 

成田市は，成田都市計画区域，下総大栄都市計画区域の２つの都市計画区域から構成

され，成田都市計画区域は「近郊整備地帯」の区域内であるため，線引きされており，

許可を要する開発行為の開発区域の面積規模は，500 平方メートル以上である｡ 

下総大栄都市計画区域は，非線引き都市計画区域であり，条例第７条の規定により，

許可を要する開発行為の開発区域の面積規模は，1,000 平方メートル以上である。 

（２）農林漁業用施設等のための開発行為（法第２９条第１項第２号） 

市街化区域以外における農林漁業の業務用建築物又は農林漁業従事者の居住用建築物

の建築のために行う開発行為は適用除外となる。 

本号にいう農林漁業の範囲は，日本標準産業分類による「大分類Ａ 農業、林業」及

び「大分類Ｂ 漁業」の範囲を基準とする。 

ア 農林漁業用施設（政令第２０条） 

① 農産物，林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物（政令第２０条第

１号） 

畜舎，蚕室，温室，育種苗施設，家畜人工授精施設，孵卵育雛施設，搾乳施設，集

乳施設,その他これらに類する施設 

例）農作業舎，魚類蓄養施設，米麦乾燥調整施設，たばこ乾燥施設，のり・わかめ

乾燥施設，野菜集荷施設，果実集荷施設，漁獲物水揚荷さばき施設の用に供する建

築物等 

② 農業，林業，又は漁業の生産資源の貯蔵又は保管の用に供する建築物（政令第 

２０条第２号） 

堆肥舎，サイロ，種苗貯蔵施設，農機具等収納施設その他これらに類する施設 

例）物置，漁船漁具保全施設，養殖用飼料等保管施設，漁船用補給施設の用に供す

る建築物等 

③ 家畜診療用建築物（政令第２０条第３号） 

④ 用排水機，取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理用建築物又

は索道用建築物（政令第２０条第４号） 

⑤ ア～エまでに掲げるもののほか農林漁業用の建築物で建築面積90平方メートル以

内のもの（政令第２０条第５号） 

イ 農林漁業従事者の居住用建築物 

「農林漁業を営む者」とは前述の農業，林業又は漁業の範囲に属すると認められる

業務に従事するもので，次の①～⑥のとおり取り扱うものとする。ただし，農業を営

む者にあっては原則として⑦又は⑧のいずれかにも該当しなければならない。 

なお，土地収用法，特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法又は公共用飛行場周辺

における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する建築物の移転の場合
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には，移転補償対象の土地が確認できるもの（収用証明書，移転証明書，資金証明書

等の写し）及び誓約書（印鑑証明書を添付）により，⑥及び⑦の要件を満たすことを

確認するものとする。 

① 被傭者を含むもとのとする。 

② 兼業者を含むものとする。 

③ 臨時的と認められる者は含まないものとする。（臨時的従業者とは従事する日数

が年間60日未満のものをいう。） 

④ 市街化調整区域内で建築する場合は当該市街化調整区域において，非線引き都市

計画区域内で建築する場合は当該非線引き都市計画区域内において，これらの業務

に従事する者であることを要するものとする。 

⑤ 世帯員のうち１人以上の者が，これらの業務に従事する者であれば足りるものと

する。 

⑥ 居住用建築物として認められるのは，１世帯１軒に限るものとする。 

⑦ 10アール以上の農地について耕作の業務を営む者であること。 

⑧ 農業生産法人の構成員で次のいずれかに該当する者であること。 

（ア）その法人の業務に必要な農作業に主として年間60日以上従事する者 

（イ）その法人が10アール以上の農地について所有権若しくは使用収益権を移転

し，又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせている者で，その法人の業務に

必要な農作業に主として従事するもの 
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（３）公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為（法第２９条第１項第３

号，政令第２１条） 

以下に具体例を記す。 

×印は該当しない例 
法令 号 公 益 施 設 具    体    例 根 拠 法 令 

 

 

 

 

 

 

政 

 

 

令 

 

 

第 

 

 

21 

 

 

条 

１ 

道路法の道路 

道路運送法の一般

自動車道若しくは

専用自動車道の施

設 

道路管理者の設ける駐車場，料金徴収所 

 

×サービスエリア内の売店 

道路法 

道路運送法 

 

２ 

河川法の河川施設 河川管理事務所，ダム，水門，せき 河川法 

 

３ 

都市公園法の公園

施設 

休憩所，キャンプ場，野球場，運動場，プー

ル，植物園，音楽堂，売店，飲食店，管理事務

所 

都市公園法 

 

４ 

鉄道事業法の索道

及び軌道法の軌道

又は無軌条電車の

事業施設 

鉄道事業，索道事業で一般の需要に応ずるもの

の用に供する建築物 

軌道又は無軌条電車の用に供する建築物 

（駅舎，検査場，停車場，信号所，車庫，発電

所，変電所，詰所，連輌等の修理場など） 

鉄道事業法・軌道

法 

 

５ 

石油パイプライン

事業法の事業用施

設 

石油輸送施設，タンク，圧送機 石油パイプライン

事業法 

６ 

道路運送法の一般

乗合旅客自動車運

送事業若しくは貨

物自動車運送事業

用施設又は自動車

ターミナル法の一

般自動車ターミナ

ル施設 

車庫，整備工場，バス停留所，貨物積下し場， 

倉庫，待合所 

特別積合せ貨物運送事業用施設 

営業所，荷扱所，積卸施設，自動車車庫及び休 

憩，仮眠施設 

一般自動車ターミナル，管理事務所 

 

×貸切バスは別（定期路線バスのみ） 

 

道路運送法 

 

貨物自動車運送事

業法 

 

自動車ターミナル

法 
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法令 号 公 益 施 設 具    体    例 根 拠 法 令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政 

 

 

令 

 

 

第 

 

 

21 

 

 

条 

７ 

港湾法の港湾施設 

漁港法の漁港施設 

 

荷さばき施設，旅客施設（乗降場，待合所，手 

荷物取扱所），保管施設（倉庫，危険物置場， 

貯油施設） 

厚生施設（船のり，労務者の休泊所，診療所） 

廃油施設，港湾浄化施設，管理施設，漁船修理 

施設，漁船・漁具保全施設 

港湾法 

 

 

漁港法 

 

８ 

海岸法の海岸保全

施設 

海岸保全区域内にある海水の侵入又は侵食防止

施設（堤防，突堤）管理施設 

海岸法 

９ 

航空法の公共用飛

行場の機能施設，飛

行場利用者の利便

施設，公共用航空保

安施設 

ターミナル（乗降場，送迎デッキ待合所，切符

売場，食堂），格納庫，航空保安施設，修理

工場，管理事務所 

 

航空法 

  

10 

気象，海象，地象，

洪水の観測又は通

報施設 

気象台，天文台，測候所，地震観測所，予報，

警報施設 

 

気象業務法 

 

11 

日本郵便株式会社

が設置する業務用

施設 

日本郵便株式会社が設置する日本郵便株式会社

法（平成17年法律第100号）第４条第1号に掲げる

業務の用に供する施設である建築物 

日本郵便株式会社

法 

 

12 

認定電気通信事業

施設 

電話局，電気通信施設，修理施設，研究施設 電気通信事業法 

13 

放送法の放送事業

放送設備建築物 

放送局 

 

放送法 

 

14 

電気事業法の電気

事業（小売電気事

業及び特定卸供給

事業を除く）の電

気工作物を設置す

る施設又はガス事

業法のガス事業の

ガス工作物を設置

する施設 

発電，送電若しくは送配電事業のための変電，

送電，配電所 

一般ガス事業及び簡易ガス事業のためのガス発

生設備，ガスホールダー，ガス精製，排送，圧

送，整圧設備 

 

×小売電気事業及び特定卸供給事業を行う営業

所 

×事務所，サービスステーション 

電気事業法 

 

ガス事業法 
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法令 号 公 益 施 設 具    体    例 根 拠 法 令 

政 

 

 

令 

 

 

第 

 

 

21 

 

 

条 

15 

水道法の水道事業

若しくは水道用水

供給事業の水道施

設建築物・工業用

水道事業法の工業

用水道施設建築物

又は下水道法施設

建築物 

一般需要者に対する供給，水道事業者への用水

供給のための取水，貯水，導水，浄水，送水，

配水施設でその者が管理する施設 ×事務所 

終末処理場，ポンプ場 

 

水道法 

工業用水道事業法 

下水道法 

16 
水害予防施設 水防用倉庫 水害予防組合法 

17 

図書館法の図書館 

博物館法の博物館 

地方公共団体，日本赤十字社及び民法法人が 設

置する図書館 

地方公共団体，民間法人，宗教法人，日本赤十

字社及び日本放送協会が設置する博物館 

図書館法 

 

博物館法 

 

18 

社会教育法に規定

する公民館 

公民館 

 

×自治会設置の準公民館（法第34条第14号提案基

準5） 

社会教育法 

19 

職業能力開発促進

法の公共職業能力

開発施設，職業能

力開発大学校 

国，地方公共団体が設置する専修職業訓練校，

高等職業訓練校，職業訓練短期大学校，技能開

発センター，職業訓練大学校，身体障害者職業

訓練校 

 

×事業内職業訓練校（共同職業訓練所） 

職業能力開発促進

法 

 

20 
墓地埋葬等に関す

る法律の火葬場 

（位置について建築基準法第51条の制限あり） 

 

墓地， 埋葬等に関

する法律 

21 

と畜場法のと畜

場，化製場等に関

する法律の化製

場，死亡獣畜取扱

場 

屠殺解体施設 

死亡獣畜取扱場，化製場 

 

×魚貝類及び鳥類の処理場 

と畜場法・化製場

等に関する法律 

 

22 

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

の処理施設， 浄化

槽法の浄化槽 

市町村が設置する公衆便所，一般廃棄物処理施

設（屎尿処理施設又はごみ処理施設） 

 

×産業廃棄物処理施設 

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

浄化槽法 

23 

卸売市場法の卸売

市場施設 

 

中央卸売市場，中央卸売市場以外の卸売市場で規

模が330㎡以上の青果物卸売市場，200㎡以上の水

産物卸売市場，150㎡以上の肉類卸売市場，地方

公共団体が設置する市場 

卸売市場法 
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法令 号 公 益 施 設 具    体    例 根 拠 法 令 

政 

 

 

令 

 

 

第 

 

 

21 

 

 

条 

24 

自然公園法の公園

事業施設 

宿舎，避難小屋，休憩所，案内所，公衆便所，救

急施設，博物館，水族館，動物園等の公園事業の

用に供する施設 

自然公園法 

25 

住宅地区改良法の

住宅地区改良事業

施設 

改良地区の整備及び改良住宅 

 

住宅地区改良法 

 

26 

国，都道府県等，市

町村又は一部事務

組合若しくは広域

連合の施設 

研究所，試験場，その他の直接その事務又は事

業の用に供する建築物 

 

× 学校教育法施設 

× 児童福祉法施設，社会福祉法施設，更生保

護事業法施設 

× 医療法施設 

× 多数の者の利用に供する庁舎（主として当

該開発区域の周辺地域居住者の利用に供する

ものを除く）で国土交通省令で定めるもの 

× 宿舎（職務上常駐を必要とする職員施設そ

の他国土交通省令で定めるものを除く） 

地方自治法 

27 

国立研究開発法人

量子科学技術研究

開発機構の業務用

施設 

量子科学技術研究開発機構の研究施設等 国立研究開発法人

量子科学技術研究

開発機構法 

28 

国立研究開発法人

日本原子力研究開

発機構の業務用施

設 

日本原子力研究開発機構の研究施設等 

 

国立研究開発法人

日本原子力研究開

発機構法 

29 
独立行政法人 水資

源機構の事業施設 

ダム，水位調節施設等水資源の開発施設 

 

独立行政法人 水

資源機構法 

30 

国立研究開発法人

宇宙航空研究開発

機構の業務用施設 

人工衛星及びロケットの開発に必要な施設，ロ

ケット追跡施設 

国立研究開発法人

宇宙航空研究開発

機構法 

31 

国立研究開発法人

新エネルギー･産業

技術総合開発機構

の業務用施設 

 

 国立研究開発法人

新エネルギー･産業

技術総合開発機構

法， 石油代替エネ

ルギーの開発及び

導入の促進に関す

る法律 
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（４）都市計画事業（法第２９条第１項第４号） 

都市計画施設の整備，市街地開発事業の施行が該当する。 

（５）土地区画整理事業（法第２９条第１項第５号） 

土地区画整理事業の施行として行う開発行為については，土地区画整理法の認可を受

けることによって，都市計画上充分な配慮がなされたうえで行われるから本法制限から

除外されている。 

（６）市街地再開発事業（法第２９条第１項第６号） 

（７）住宅街区整備事業（法第２９条第１項第７号） 

（８）防災街区整備事業（法第２９条第１項第８号） 

（９）公有水面埋立事業（法第２９条第１項第９号） 
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（１０）非常災害の応急措置（法第２９条第１項第１０号） 

非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為は適用除外とする。 

（１１）管理行為，軽易な行為等（法第２９条第１項第１１号，政令第２２条） 

１）政令第２２条第１号 仮設建築物の建築のための開発行為 

・建築基準法第８５条第２項及び第６項の仮設建築物 

・「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」第２条に定める最

終処分場における管理事務所 

２）政令第２２条第２号 附属建築物の建築のための開発行為 

附属建築物とは，車庫，物置等で既存の主たる建築物の補助的な機能を有するもの

で，主たる建築物と用途上不可分の建築物をいう。 

３）政令第２２条第３号 10平方メートル以内の増築等のための開発行為 

既存建築物等と用途上不可分な建築物の増築等に伴う開発行為に限る。なお，10平

方メートル以内の増築（防火地域内及び準防火地域内は除く。）については，建築基

準法第６条第２項の規定により建築確認を要しない。 

４）政令第２２条第４号 用途変更を伴わない建築物の改築（法第２９条第１項第２号

及び第３号以外のもの）のための開発行為 

５）政令第２２条第５号 建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10平方メート

ル以内のものの開発行為 

６）政令第２２条第６号 日用品販売等の小規模店舗等のための開発行為本号に規定す

る開発行為 

法第３４条第１号に規定する開発行為のうち，さらに開発行為の主体，立地，業種

及び規模を限定したものである。 

ア 開発行為の主体は，当該開発区域周辺の市街化調整区域に居住しているものが自

営するものに限られる。「居住している」とは，そこに生活の根拠をもっているこ

とが必要である。単に住民登録しているだけでは該当しない。また自ら当該業務を

営む者に限られるから貸店舗は該当しない。 

イ 前記主体の制限から，立地については既存集落の区域（旧法第３４条第１０号イ

の開発行為に係る区域を除く）又は社会通念上これに隣接すると認められる区域に

限られるものとする。 

ウ 業種については「日常生活に必要な物品の販売，加工，修理等」の業務に限られ

法第３４条第１号にいう「その他これに類するもの」の規定がない。従って身のま

わり品小売業，食料品小売業などは該当するが，理容業，美容業等「物品」に係ら

ないサービス業は該当しない。 

エ 建築物の床面積の合計は50平方メートル（同一敷地内に２以上の建築物を新築す

るときは，その合計）で，かつ，延床面積の合計の50パーセント以上がその業務に

供する部分であること。後段の規定は本号が市街化調整区域内居住者の利便のため

の業務を許容するものであって，業務以外の部分（例えば居住部分）を許容するた

めの規定ではない。 

オ 開発区域面積が100平方メートル以内であること。 
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５．開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用 
政令第２２条の３ 

（開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用） 

第２２条の３ 開発区域が，市街化区域，区域区分が定められていない都市計画区域，準

都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわた

る場合においては，法第２９条第１項第１号の規定は，次に掲げる要件のいずれにも該

当する開発行為について適用する。 

一 当該開発区域の面積の合計が，1ヘクタール未満であること。 

二 市街化区域，区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち

二以上の区域における開発区域の面積の合計が，当該開発区域に係るそれぞれの区域

について第１９条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最

も大きい規模未満であること。 

三 市街化区域における開発区域の面積が，1,000平方メートル（第１９条第２項の規定

が適用される場合にあっては，500平方メートル）未満であること。ただし，同条第１

項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあって

は，その規模未満であること。 

四 区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が，3,000平方メ

ートル（第１９条第１項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められ

ている場合にあっては，その規模）未満であること。 

五 準都市計画区域における開発区域の面積が，3,000平方メートル（第１９条第１項た

だし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあっては，そ

の規模）未満であること。 

２ 開発区域が，市街化区域，区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画

区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては，法第２９

条第２項の規定は，当該開発区域の面積の合計が1ヘクタール以上である開発行為につい

て適用する。 

（１）本市の都市計画区域及び許可を要する開発行為の開発区域の面積規模（規制規模）

は，４．（１）のとおりである。 

（２）本市において次のア～オに該当する開発区域面積の場合は，開発区域全体で開発許

可を要することとなる。 

ア 市街化区域と非線引き都市計画区域で次のいずれかに該当する場合 

① 開発区域全体で1,000㎡以上（第１項第２号） 

② 市街化区域の開発区域で500㎡以上（第１項第３号） 

イ 非線引き都市計画区域と都市計画区域外で次のいずれかに該当する場合 

① 開発区域全体で10,000㎡以上（第２項） 

② 非線引き都市計画区域の開発区域で1,000㎡以上（第１項第４号） 

ウ 市街化区域と市街化区域（隣接市町） 

開発区域全体で500㎡以上（第１項第２号） 

エ－１ 非線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域（規制規模が同一の場合） 

開発区域全体で1,000㎡以上（第１項第２号） 

エ－２ 非線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域（規制規模が異なる場合）で次

のいずれかに該当する場合 

① 開発区域全体で3,000㎡以上（第１項第２号） 
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② 本市の開発区域で1,000㎡以上（第１項第３号） 

オ 市街化調整区域と市街化調整区域（隣接市町），市街化区域，又は非線引き都市計

画区域の場合 

政令第２２条の３で規定がないので，開発区域の面積に関わらず全ての場合が該当

し，法第３４条の立地基準の規定を満たす必要がある。 

（３）開発区域が本市と隣接市町にまたがる開発行為に係る開発許可権限は,当該開発区域

の属する行政区域を所管する各々の開発許可権者にある。この場合，開発許可申請は各

開発許可権者にあてて，同一申請書にて行う必要がある。 
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６．変更の許可等 
法第３５条の２ 

（変更の許可等） 

第３５条の２ 開発許可を受けた者は，第３０条第１項各号に掲げる事項の変更をしよう

とする場合においては，都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし，変更の

許可の申請に係る開発行為が，第２９条第１項の許可に係るものにあっては同項各号に

掲げる開発行為，同条第２項の許可に係るものにあっては同項の政令で定める規模未満

の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき，又は国土交通省令で定

める軽微な変更をしようとするときは，この限りでない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都

道府県知事に提出しなければならない。 

３ 開発許可を受けた者は，第１項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたと

きは，遅滞なく，その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第３１条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事

に該当する場合について，第３２条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当

該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項

の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する

事項であって政令で定めるものの変更をしようとする場合について，第３３条，第３４

条，前条及び第４１条の規定は第１項の規定による許可について，第３４条の２の規定

は第１項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合につ

いて，第４７条第１項の規定は第１項の規定による許可及び第３項の規定による届出に

ついて準用する。この場合において，第４７条第１項中「次に掲げる事項」とあるの

は，「変更の許可又は届出の年月日及び第２号から第６号までに掲げる事項のうち当該

変更に係る事項」と読み替えるものとする。 

５ 第１項又は第３項の場合における次条，第３７条，第３９条，第４０条，第４２条か

ら第４５条まで及び第４７条第２項の規定の適用については，第１項の規定による許可

又は第３項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。 

政令第３１条 

（開発行為の変更について協議すべき事項等） 

第３１条 第２３条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第３５条の

２第４項の政令で定めるものは，次に掲げるものとする。 

一 開発区域の位置，区域又は規模 

二 予定建築物等の用途 

三 協議をするべき者に係る公益的施設の設計 

２ 第２３条の規定は，開発区域の区域又は規模の変更に伴い，開発区域の面積が20ヘク

タール（同条第３号又は第４号に掲げる者との協議にあっては，40ヘクタール）以上と

なる場合について準用する。 

省令第２８条の２，第２８条の３ 

（変更の許可の申請書の記載事項） 

第２８条の２ 法第３５条の２第２項の国土交通省令で定める事項は，次に掲げるものと

する。 

一 変更に係る事項 

二 変更の理由 
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三 開発許可の許可番号 

（変更の許可の申請書の添付図書） 

第２８条の３ 法第３５条の２第２項の申請書には，法第３０条第２項に規定する図書の

うち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この

場合においては，第１７条第２項から第４項までの規定を準用する。 

開発行為の内容の変更の許可については，当該変更を行う前に市長の許可を受けなけれ

ばならない。（法第７９条による許可条件の変更を含む） 

変更事項は次に掲げるものとする。(法第３０条第１項) 

（１）開発区域（開発区域を工区に分けたときは，開発区域及び工区）の位置，区域及

び規模 

（２）開発区域内において予定される建築物又は特定工作物（以下「予定建築物等」と

いう。）の用途 

（３）開発行為に関する設計 

（４）工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその

工事を施行する者をいう。） 

（５）その他国土交通省令（省令第１５条第２号から第４号）で定める事項 

ア 自己居住用，自己業務用，非自己用の別（第２号） 

イ 市街化調整区域内での開発行為にあっては，当該開発行為が該当する都市計画法

第３４条の号及びその理由（第３号） 

ウ 資金計画（第４号） 

（６）開発行為変更許可申請 

申請書類は，第２ １．（３）開発行為変更許可申請による。 

７．軽微な変更 
省令第２８条の４ 

（軽微な変更） 

第２８条の４ 法第３５条の２第１項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は，次

に掲げるものとする。 

一 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし，次に掲げるものを除

く。 

イ 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの 

ロ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので，当該

敷地の規模が1,000平方メートル以上となるもの 

二 工事施行者の変更。ただし，主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に

供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規

制法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以外

の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用

に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及

び開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。）以外の開発行為にあっては，工

事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。 

三 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

法第３５条の２ただし書に規定する開発行為の内容の軽微な変更については，遅滞なく

市長に届出なければならない。申請書類は，第２ １．（４）開発行為変更許可申請によ

る。  
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第２ 開発許可申請 
法第３０条 
（許可申請の手続） 

第３０条 前条第１項又は第２項の許可（以下「開発許可」という。）を受けようとする者

は，国土交通省令で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知

事に提出しなければならない。 

一 開発区域（開発区域を工区に分けたときは，開発区域及び工区）の位置，区域及び規

模 

二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物（以下「予定建築物等」とい

う。）の用途 

三 開発行為に関する設計（以下この節において「設計」という。） 

四 工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工

事を施行する者をいう。以下同じ。） 

五 その他国土交通省令で定める事項 

２ 前項の申請書には，第３２条第１項に規定する同意を得たことを証する書面，同条第２

項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければ

ならない。 

（１）開発許可申請（法第３０条，省令第１５条～第１７条，細則第５条～第７条，第２０

条，第２１条） 

開発許可（開発行為の許可）を受けようとする者は，法，省令及び細則に定めるとこ

ろにより市長に申請書を提出しなければならない。申請の際には，次のア～エについて

留意すること。 

ア 工区 

相当規模の開発行為を行う等必要な場合は，開発区域の中に「工区」を設定するこ

とができる。この場合は，工事完了の検査及び公告は工区単位に取扱うことになる。 

イ 予定建築物 

許可申請にあっては，必ず開発区域内に予定される建築物の用途ならびに敷地の形

状を確定しなければならない。 

ウ 用途 

建築基準法では，建築物の用途は適用する制限規定の趣旨によって，それぞれ用途

を分類している。 

開発許可制度でも一般には，建築物の利用の態様によって用途を区分するが，都市

計画法による市街化区域と市街化調整区域の趣旨から，その用途を判断する必要があ

る。 

エ 工事施行者 

工事施行者については，決定したうえで，許可申請することとされているが，事実

上申請前に決定することが困難な場合があるので，審査途中での確定も例外的に認め

る。 
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（２）開発行為許可申請書 
開発許可申請書は，次表〔開発行為許可申請書の作成要領〕により作成しなければな

らない。その際，必要な添付書類等については次の点を留意すること。 

ア 申請書正本（１部）及び申請書副本（１部）は，「開発行為許可申請書（省令別記

様式第二）」により作成することとする。 

イ 申請書に添付する書類及び図面は，原則として，正副本とも同一とするが，次に掲

げる書類については，正本のみ原本とし副本については，コピー等でもよい。 

① 資金計画書の添付書類のうち，自己資金又は借入金の調達が可能であることを証

する書類（細則第２条第５項第２号） 

② 開発区域に含まれる土地の登記事項証明書（細則第２条第１項第２号） 

③ 申請者の資力及び信用に関する書類のうち，事業経歴書以外のもの（細則第２条

第２項第１号及び第２号） 

・住民票の写し（法人の登記事項証明書） 

・資産調書（法人の前年度の財務諸表） 

・納税証明書（所得税又は法人税） 

④ 開発行為施行同意書（細則第２条第７項） 

⑤ 開発区域内の同意をした者の印鑑証明書（開発行為施行同意書に添付するも

の。） 

ウ 資金計画書（省令別記様式第三） 

資金計画書は，「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で

行う開発行為（盛土規制法の許可を要するものを除く。）」及び「住宅以外の建築物

若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する

目的で行う開発行為（盛土規制法の許可を要するもの及び開発区域の面積が１ヘクタ

ール以上のものを除く。）」については添付を要しない。 

エ 設計説明書（細則第２条第４項別記第１号様式） 

設計説明書は，「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で

行う開発行為」であれば添付は要さないこととされている。（省令第１５条本文カッ

コ書，同第１６条第２項カッコ書）が，これに該当する事案であっても，公共施設の

新設，拡幅，付け替え等を伴う場合にあっては，設計説明書を添付する。 

オ 設計図（省令第１６条第４項） 

設計図は，省令第１６条第６項により設計図を作成した者がその氏名を記載するこ

とが定められている。 

カ 設計者の資格申告書（細則第２条第８項別記第３号様式） 

設計者の資格申告書は，「開発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為」にあっ

ては添付を要しない（省令第１８条）が，実務上，設計図の補正等について直接，設

計者と接衝することとなるので，１ヘクタール未満の開発行為についても極力，添付

すること。その場合，所定の資格報告書に記載するのみで足り，それぞれの申告事項

を証する書類の添付を要しない。 

キ 千葉県開発審査会提案資料 

市街化調整区域内における開発行為であって，法第３４条第１４号の基準によるも

のである場合は，千葉県開発審査会に諮問する際に使用する資料を添付する。 
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（３）開発行為変更許可申請 
（法第３５条の２第２項，省令第２８条の２・第２８条の３，細則第５条）…第２ 

６．参照 

１）申請書正本（１部）及び申請書副本（１部）は，「開発行為変更許可申請書（細則

第５条別記第７号様式）」により作成することとする。（申請書には，開発許可の許可

番号を記載し，当初の開発行為許可通知書の写しを添付する。） 

２）申請書に添付する書類及び図面は，下記のとおりである。 

ア 変更前及び変更後の内容を記載した書面（細則第５条第２項第１号） 

イ 開発区域区域図（細則第５条第２項第２号） 

ウ 細則第２条第１項に規定する図書のうち，開発行為の変更に伴いその内容が変更

されるものについて変更後の内容を明示したもの（細則第５条第２項第３号） 

エ 開発行為の変更が設計の変更に係る場合にあっては，設計変更説明図（細則第５

条第２項第４号） 

オ その他市長が必要と認める図書（細則第５条第２項第５号） 

（４）開発行為変更届出 
（法第３５条の２第３項，省令第２８条の４，細則第６条）…第２ ６・７．参照 

法第３５条の２第３項に規定する軽微な変更をしたときは，遅滞なく届出すること。 

１）届出書正本（１部）及び届出書副本（１部）は，「開発行為変更届出書（細則第６

条別記第１０号様式）」により作成することとする。 

２）届出書に添付する書類及び図面は，上記（３）．２）と同様である。（細則第６条

第２項） 
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〔開発行為許可申請書の作成要領〕 

その一（書類） 

書類名 様  式 内     容 摘    要 

１－１． 

許可申請書 

省令別記様式第

二 

申請書正本 1部 

申請書副本 1部 

開発区域の名称欄内に

開発区域に含まれるす

べての土地の所在及び

地番を記入しきれない

場合は，別紙に記載の

うえ添付する。 

（省令第１６条第１

項） 

１－２． 

変更許可申請書 

細則別記第７号

様式 
同上 

（省令第２８条の２ 

細則第５条第１項） 

１－３． 

変更届出書 

細則別記第１０

号様式 
同上 

（省令第２８条の２準

用,細則第６条第１項） 

２．手数料 

納入済通知書

（申請書添付

用） 

手数料に相当する金額を成田市

指定金融機関又は成田市収納代

理金融機関に納入し，領収日付

印が押印された納入済通知書

（申請書添付用）を，許可申請

書又は変更許可申請書（正本）

裏面に貼付する。 

（成田市手数料条例第

２条別表第１５） 

３

. 

設

計

説

明

書 

 

(その一) 

設計の概要 

細則別記第１号

様式その一 

１．設計の方針 

２．土地の現況 

３．土地利用計画 

４．公共施設整備計画 

５．公益施設の面積 

等を記載する。 

公簿面積と実測面積の

異なる場合は，土地の

現況を公簿，土地利用

計画を実測により記入

しそれぞれに（公簿），

（実測）とを表示す

る。 

（省令第１６条第２項 

細則第２条第４項） 

（その二） 

公共施設の

管理者等に

関する事項 

細則別記第１号

様式その二 

１．公共施設の種類別ごとに番

号を付し，公共施設の次に公

益施設を記載する。 

２．摘要欄には新設，付け替

え，拡幅の別を記載する。 

自己の住宅用の場合は

原則として不要 

（省令第１６条第２項 

細則第２条第４項） 

４．資金計画書 
省令別記様式第

三 

１．収支計画 

２．年度別資金計画 

により記載する。 

自己の住宅又は１ヘク

タール未満の自己の業

務用は不要（盛土規制

法の許可を要するもの

は必要） 

（省令第１５条第４

号・第１６条第５

項） 

（細則第２条５項） 

５．資金計画書の

添付書類 
様式自由 

１．工事施行者が発行する工事

費の内訳明細書 

２．自己資金又は借入金の調達 

が可能であることを証する書

類（預貯金残高証明書・融資証明

書等） 
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書類名 様  式 内     容 摘    要 

６．開発行為施行

同意書 

細則別記第２

号様式 

開発区域内の土地又は工作物の

所有権者，仮登記権者，抵当権

者等権利を有する者の実印同意

書に当該同意をした者の印鑑証

明書（印鑑証明書は各１部を申

請書正本に添付するのみでよ

い）を添付すること。 

隣接地の所有権の同意に

は，必要と認める以外は

印鑑証明は不要。また，

同意権者の同意を得られ

ない場合，別に疎明書を

添付し，その旨摘要欄に

明示 

（省令第１７条第１項第

３号 細則第２条第７

項） 

７．公共施設管理

者同意書 
様式自由 

１．開発行為に関係がある公共 

施設の管理者（道路，水路等

で財産権を有する者）の同意 

２．その他直接利害関係を有す

る者（水利組合等）の同意 

１．土木工事許可又は占

使用許可等が必要な場

合は当該許可書の写し

を申請書に添付する。 

２．同意書は同意内容を

具体的に明示するこ

と。 

（法第３０条第２項） 

８．公共施設管理

者協議書 
様式自由 

開発行為に関する工事により設 

置される公共施設を管理するこ 

ととなる者との協議の経過を示 

す書類又は図書 

１．公益施設についても

併せて協議されている

こと。 

２．協議事項は具体的

（面積等）に表示する

こと。 

（法第３０条第２項） 

９．申請者の資力

及び信用に関

する書類 

法人の場合 

１．法人の登記事項証明書 

２．前年度の財務諸表 

３．法人税の納税証明書 

４．事業経歴書 

自己の住宅又は１ヘクタ

ール未満の自己業務用

（これらのうち，盛土規

制法の許可を要するもの

は除く。）は，１．のみ

で足りる。 

（細則第２条第１項第４

号・第２条第２項） 

個人の場合 

１．住民票の写し 

２．資産に関する調書 

３．所得税に関する納税証明書 

４．事業経歴書 
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書類名 様  式 内     容 摘    要 

10．工事施行者

の能力に関す

る書類 

法人の場合 

１．法人の登記事項証明書 

２．工事経歴書 

３．建設業者の許可を受けてい

ることを証する書類 

自己の住宅又は１ヘクター

ル未満の自己業務用（これ

らのうち，盛土規制法の許

可を要するものは除く。）

の場合は，３．は不要 

（細則第２条第１項第５

号・第２条第３項） 

個人の場合 

１．住民票の写し 

２．工事経歴書 

３．建設業者の許可を受けてい

ることを証する書類 

11．設計者の資

格を証する書

類 

（開発行為に関

する工事設計

者の資格申告

書） 

細則別記 

第３号様式 

１．１ヘクタール以上の開発行

為の設計者が資格を有する者

であることを証する書類 

２．資格，免許等の申告事項を

証する書類（卒業証明書，合

格書の写し等）を添付するこ

と。 

※設計者の資格については，

法第３１条（省令第１８

条・第１９条）…第３参照 

１ヘクタール未満の事業に

ついても添付させることと

するが，この場合は申告事

項を証する書面の添付は不

要 

（省令第１７条第１項第４

号，細則第２条第８項） 

12．給水に関す 

る書類 
様式自由 

１．市営水道の場合には「開発

行為及び開発行為に準ずる事

業における水道利用計画承認

書」（受付印のあるもの），

県営水道の場合には「上水道

の給水検討について」の回答

の写し 

２．専用水道，小規模水道につ

いては，施設の確認書の写し 

３．千葉県環境保全条例の規制

対象となる井戸は許可書等の

写し 

自己の住宅用は添付不要

（省令第１６条第４項準

用） 

13．土地の登記

事項証明書 
 

開発区域に含まれる土地及び当

該開発行為の区域外工事に関係

する土地の登記事項証明書 

（細則第２条第１項第 

２号） 

 

14．その他市長

が必要と認

める図書 

 

・道路の境界が確定できる図書 

・盛土規制法事前相談カード 

・みなし許可概要書（盛土規制

法みなし許可に該当する場合

のみ） 

・法第３４条に適合することを

証する図書（市街化調整区域

内の場合のみ） 

（細則第５条第２項５号） 
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その二（図 面）  

(注)設計図には，設計者の氏名を記載しなければならない。（省令第16条第６号） 

図面の種類 明示すべき事項  縮 尺 摘   要 

１. 開発区域位置図 開発区域の位置 1/50,000以上 

（1/25,000） 

（省令第１７条第２項） 

２. 開発区域区域図 

開発区域並びにその区域を明

らかに表示するに必要な範囲

内において都道府県界，市町村

界，字界，都市計画区域界なら

びに土地の地番及び形状 

1/2,500  

成田市地形図によること。

（細則第２条第６項） 

 

３.公図写し 

開発区域内の地番を表示し，区

域の境界を明示しているもの

（不動産登記法第14条の地図

の写し) 

1/500以上 

（1/600） 

開発区域内の土地又は工作物

の各権利を有する者，隣接地の

権利を有する者を記入するこ

と。 

（細則第２条第１項第１号） 

４.現況図 

地形，開発区域の境界，開発

区域内及び開発区域の周辺の

公共施設等 

1/2,500以上 （省令第１６条第４項） 

５.求積図 
 

1/500以上 
周長を記入すること。 

（細則第２条第１項第３号） 

６．土地利用計画図 

開発区域の境界，公共施設の

位置及び形状，予定建築物の

敷地の形状，敷地に係る予定

建築物等の用途，公益的施設

の位置等 

1/1,000以上 

利用種別ごとに色分けをす

ること。 

※街区設定（計画宅地面積）

計画図 

（省令第１６条第４項） 

７．造成計画平面図 

開発区域の境界，切土又は盛土

をする土地の部分，がけ（地表

面が水平面に対し30度を越え

る角度を成す土地で硬岩盤（風

化の著しいものを除く。）以外

のものをいう）又は擁壁の位置

並びに道路の位置，形状，幅員

及び勾配，宅地の地盤高，面積 

1/1,000以上 

１．盛土，切土を色分けするこ

と。 

２．30㎝以上の盛土又は切土の

区域及び面積が分かるよう

にすること。 

※宅地高計画平面図，道路計画

平面図 

（省令第１６条第４項） 

８．造成計画断面図 

切土又は盛土をする前後

の地盤面（色分けするこ

と。） 

1/1,000以上 

１．断面箇所は造成平面図に記

入すること。 

２．30㎝以上の盛土又は切土の

区域が分かるようにするこ

と。 

※宅地横断図，道路縦断図 

（省令第１６条第４項） 

９．道路縦横断図 

各路線ごとの断面を示すもの，

また，横断図については各幅員

ごとの標準断面を示したもの。 

任 意 
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図面の種類 明示すべき事項  縮 尺 摘   要 

１０． 

排水施設計画平面図 

排水区域の区域界並びに排

水施設の位置，種類，材料，

形状，内のり寸法，勾配，水

の流れの方向，吐口の位置及

び放流先の名称（区域外排水

も含めその接続状況を明示

すること。） 

1/500以上 

排水計画の算定資料を提

出すること。（雨，汚水の

流量計算書等） 

※排水流末系統図，排水

関係縦断図 

（省令第１６条第４項） 

１１．排水関係縦断図 

各排水系統ごとの縦断を示

すもので，マンホールの位

置，勾配，計画高，土かぶり

高等を表示したもの 

1/500以上 

 

１２． 

給水施設計画平面図 

給水施設の位置，形状，内の

り寸法及び取水方法並びに

消火栓の位置 

1/500以上 

１．排水施設計画平面図

にまとめて図示しても

よい。 

２．自己の住宅用は不要 

※給水配管平面図，給水

施設平面図，消防水利

平面図 

（省令第１６条第４項） 

１３．がけの断面図 

がけの高さ，勾配及び土質

（土質の種類が２以上であ

るときは，それぞれの土質及

びその地層の厚さ），切土又

は盛土をする前の地盤面並

びにがけ面の保護の方法 

1/50以上 

１．切土をした土地  

の部分に生ずる高さが

２メートルを超えるが

け，盛土をした土地の

部分に生ずる高さが１

メートルを超えるがけ

又は切土と盛土とを同

時にした土地の部分に

生ずる高さが2メート

ルを超えるがけについ

て作成すること。 

２．擁壁で覆われるがけ

面については，土質に

関する事項は示すこと

を要しない。 

（省令第１６条第４項） 
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図面の種類 明示すべき事項  縮 尺 摘   要 

１４．擁壁の断面図 

擁壁の寸法及び勾配，擁壁

の材料の種類及び寸法，裏

込コンクリートの寸法，透

水層の位置及び寸法，擁壁

を設置する前後の地盤面，

基礎地盤の土質並びに基礎

ぐいの位置，材料及び寸法 

1/50以上 
※擁壁構造図 

（省令第１６条第４項） 

１５．消防水利平面図 

消防水利の種類別（貯水

槽，消火栓），位置を表示

したもの 

1/1,000以上 自己の住宅用は不要 

１６．各種構造図 

貯水槽，排水施設，給水施

設， 

道路等の各構造を図示したも

ので，寸法，材料等を記入する

こと。 

1/50以上  

１７．その他市長が必

要と認める図面 

・緑化計画図・緑地求積図 

・建築物の平面図・立面図・

求積図（建築物の計画があ

る場合のみ） 

  

 

その三（その他の図書） 

（開発行為の変更許可申請，開発行為の変更の届出の場合） 

図書の種類 内  容 縮 尺 摘   要 

変更前及び変更後の

内容を記載した書面 
  

（細則第５条第２項第１

号・第６条第２項） 

開発区域区域図 
その二 ２．と同じ 

（変更後の区域を反映する。） 
1/2,500以上 

（細則第５条第２項第２

号・第６条第２項） 

細則第２条第１項に

規定する図書 

開発行為の変更に伴いその内

容が変更されるものについて

変更後の内容を明示したもの 

 
（細則第５条第２項３号 

・第６条第２項） 

設計変更説明図   

開発行為の変更が設計の

変更に係る場合 

（細則第５条第２項４号 

・第６条第２項） 

その他市長が必要と認める図書（細則第５条第２項５号・第６条第２項） 
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第３ 設計者の資格 
法第３１条 
（設計者の資格） 

第３１条 前条の場合において，設計に係る設計図書（開発行為に関する工事のうち国土交

通省令で定めるものを実施するため必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）

及び仕様書をいう。）は，国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなけれ

ばならない。 

省令第１８条 

（資格を有する者の設計によらなければならない工事） 

第１８条 法第３１条の国土交通省令で定める工事は，開発区域の面積が 1 ヘクタール以

上の開発行為に関する工事とする。 

省令第１９条 

（設計者の資格） 

第１９条 法第３１条の国土交通省令で定める資格は，次に掲げるものとする。 

一 開発区域の面積が 1ヘクタール以上 20ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあ

っては，次のいずれかに該当する者であること。 

イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大

学令（大正７年勅令第３８８号）による大学において，正規の土木，建築，都市計画

又は造園に関する課程を修めて卒業した後，宅地開発に関する技術に関して２年以

上の実務の経験を有する者 

ロ 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。ハにおいて

同じ。）において，正規の土木，建築，都市計画又は造園に関する修業年限 3 年の課

程（夜間において授業を行なうものを除く。）を修めて卒業した後（同法による専門

職大学の前期課程にあっては，修了した後），宅地開発に関する技術に関して 3 年以

上の実務の経験を有する者 

ハ ロに該当する者を除き，学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧

専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校において，正規の土木，建築，

都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期

課程にあっては，修了した後），宅地開発に関する技術に関して 4年以上の実務の経

験を有する者 

ニ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年

勅令第３６号）による中等学校において，正規の土木，建築，都市計画又は造園に関

する課程を修めて卒業した後，宅地開発に関する技術に関して 7 年以上の実務の経

験を有する者 

ホ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第二次試験のうち国土交通大臣が定め

る部門に合格した者で，宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務の経験を有

するもの 

ヘ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による一級建築士の資格を有する者で，宅

地開発に関する技術に関して 2年以上の実務の経験を有するもの 

ト 宅地開発に関する技術に関する 7 年以上の実務の経験を含む土木，建築，都市計画

又は造園に関する 10 年以上の実務の経験を有する者で，次条から第１９条の４まで

の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録講習機関」という。）がこ

の省令の定めるところにより行う講習（以下「講習」という。）を修了した者 
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チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認

めた者 

二 開発区域の面積が 20ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあっては，前号のい

ずれかに該当する者で，開発区域の面積が 20 ヘクタール以上の開発行為に関する工事

の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他

国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたものであること。 
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本条の規定による省令第19条で定める設計者の資格は以下のとおりである。 

法  律  名 都市計画法第３１条 参考）盛土規制法第１３条第

２項 

        

          資格を有 

する設計 

 

 

資  格 

開発区域の面積が１

ha以上20ha未満の開

発行為に関する工事

（省令第19条第１号） 

開発区域の面

積が20ha以上

のもの 

(省令第19条第

２号） 

高さが５メートルを超える

擁壁の設置，盛土又は切土

をする土地の面積が1,500㎡

を超える土地の排水施設の

設置（盛土規制法第１３条

第２項，盛土規制法政令第

２１条） 

 （  〃  ） （ 〃 ） （盛土規制法政令第２２

条） 

イ 大学（短期大学を除く）で

右の課程を修めて卒業後，右

の技術に関して，２年以上の

実務の経験を有するもの 

土木，建築，都市計

画，造園に関する課

程 

宅地開発に関する技術 

 

 

 

左記のいずれ

かに該当する

者で，開発区

域の面積が

20ha 

以上の開発行

為に関する工

事の総合的な

設計に係る設

計図書を作成

した経験を有

する者その他

国土交通大臣

がこれと同等

以上の経験を

有すると認め

たもの（※） 

 

※現在，特段

の定めはない 

土木，建築に関する課程 

土木，建築に関する技術 

ロ 短期大学（専門職大学の前

期課程を含む）において右の

修業年限３年の課程（夜間部

は除く）を修めて卒業後（専

門職大学の前期課程にあって

は修了後），右の技術に関し

て，３年以上の実務の経験を

有する者 

同   上 

 

同   上 

 

ハ 上記の者を除き，短期大学

（専門職大学の前期課程を含

む），高等専門学校，旧専門

学校において，右の課程を修

めて卒業後（専門職大学の前

期課程にあっては修了後），

右の技術に関して,４年以上

の実務の経験を有する者 

同   上 

 

同   上 

 

二 高等学校，旧中等学校にお

いて，右の課程を修めて卒業

後，右の技術に関して７年以

上の実務の経験を有する者 

同   上 

 

同   上 

 

ホ 技術士法による第二次試験

のうち右の部門に合格した者

で，右の技術に関して，右の

年数以上の実務の経験を有す

る者 

建設，上下水道，衛

生工学の部門（昭和

45年１月12日建設省

告示第39号） 

宅地開発に関する技

術２年以上 

（盛土規制法省令第３５条

第２号） 

技術部門を建設部門とする

もの 

経験年数なし 
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法  律  名 都市計画法第31条 参考）盛土規制法第１３条

第２項 

        

          資格を有 

する設計 

 

資  格 

開発区域の面積が１

ha以上20ha未満の開

発行為に関する工事

（省令第19条第１号） 

開発区域の 

面積が20ha 

以上のもの 

(省令第19条第

２号） 

高さが５メートルを超える

擁壁の設置，盛土又は切土

をする土地の面積が1,500㎡

を超える土地の排水施設の

設置（盛土規制法第１３条

第２項，盛土規制法政令第

２１条） 

 （  〃  ） （ 〃 ） （盛土規制法政令第２２条） 

へ 建築士法による一級建築士

の資格を有するもので，右

の技術に関して，右の年数

以上の実務の経験を有する

者 

宅地開発に関する技

術２年以上 

 

 

左記のいずれ

かに該当する

者で，開発区

域の面積が

20ha 

以上の開発行

為に関する工

事の総合的な

設計に係る設

計図書を作成

した経験を有

する者その他

国土交通大臣

がこれと同等

以上の経験を

有すると認め

たもの（※） 

 

※現在，特段

の定めはな

い。 

（盛土規制法省令第３５条

第２号） 

経験年数なし 

ト 右の技術に関して，右の年

数上の実務経験を有する

者，国土交通大臣が指定す

る講を修了した者 

宅地開発に関する技

術に関する７年以上

の実務の経験を含む

10年以上の実務経験 

（盛土規制法省令第３５条

第１号） 

土木，建築に関する技術10年

以上 

チ 上記に掲げたもののほ 

か，国土交通大臣が右に 

掲げる者と同等以上の知 

識及び経験を有すると認 

めた者（※） 

  

※昭和45年１月12日建設省 

告示第38号 

大学（短期大学は除く）の大学

院又は専攻科，旧大学の研究科

に１年以上在学して，右に関す

る事項を専攻した後，右の技術

に関して，１年以上の実務の経

験を有する者 

土木，建築，都市計

画， 

造園に関する事項 

宅地開発に関する技

術 

（盛土規制法省令第３５条

第２号） 

土木，建築に関する課程 

土木，建築に関する技術 
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第４ 公共施設の管理者の同意等 
法第３２条 

（公共施設の管理者の同意等） 

第３２条 開発許可を申請しようとする者は，あらかじめ，開発行為に関係がある公共施

設の管理者と協議し，その同意を得なければならない。 

２ 開発許可を申請しようとする者は，あらかじめ，開発行為又は開発行為に関する工事

により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなけ

ればならない。 

３ 前２項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は，公共施

設の適切な管理を確保する観点から，前２項の協議を行うものとする。 

政令第２３条 

（開発行為を行うについて協議すべき者） 

第２３条 開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しよう

とする者は，あらかじめ，次に掲げる者（開発区域の面積が40ヘクタール未満の開発行

為にあっては，第３号及び第４号に掲げる者を除く。）と協議しなければならない。 

一 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者 

二 当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業者 

三 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般送配

電事業者及び同項第１１号の３に規定する配電事業者並びにガス事業法第２条第６項

に規定する一般ガス導管事業者 

四 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営

者 

１．公共施設の管理者の同意 

開発許可を申請しようとする者は，あらかじめ，開発行為に関係のある公共施設（既存

の公共施設）の管理者と協議し，その同意を得なければならない。それは既存の公共施設

の機能を損なわず，かつ変更が伴うときは適正にそれを行う必要があるからである。 

（１）関係がある公共施設とは 

・開発区域内にあるもの 

・開発区域外に存する公共施設で開発行為の実施に伴って変更又は廃止されることとな

るもの，その他開発行為の実施に伴って影響を受けることとなるもの 

（２）公共施設の管理者とは 

公共施設の種別 公共施設の管理者 

開発区域内の法定外道路・水路 市町の法定外公共物管理者 

開発区域内外の国道，県道，市町道 国，県，市又は町それぞれの道路管理者 

開発区域内の排水の放流先の河川，用排水

路 

それぞれの管理者及び水利権者（河川管理

者，市町，水利組合，土地改良区等） 

開発区域内の用排水路 

（付け替，拡幅，護岸工事等） 

それぞれの用排水の管理者（市町，水利組

合，土地改良区等） 

農業用水路（当該水路と一体となって影響

を受ける揚水機場又はため池を含む） 

水路，揚水機場又はため池のそれぞれの管

理者 

※なお，公共施設の管理者とその土地の所有者が異なる場合には，管理者の同意と併せ

て用地の所有者の同意も必要である。ただし，公共施設の管理者に用地の処分権限ま

で委任されていると考えられる場合は，当然土地所有者の同意を必要とせず，また法
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第４０条の規定により従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されるときは同

条の規定によって土地交換の特例が認められたものと解され，この場合には公共施設

の管理者のみの同意をもって足りる。 

２．協議 

開発許可を申請しようとする者は，あらかじめ，当該開発行為又は当該開発行為に関す

る工事により設置される新たな公共施設を管理することとなる者と協議しなければならな

い。 

また，開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発許可を申請しようとする者は，上述の

公共施設を管理することとなる者と協議するとともに，義務教育施設の設置義務者等（政

令第２３条）の公益施設の管理者とも事前に協議しなければならない。 

（１）協議の相手方 

新たに設置される公共施設の管理者は，法第３９条の規定によって原則としてその公

共施設の存する市町である。ただし，他の法律に基づく管理者が別にあるとき（例えば

県道となる道路について道路法の規定によって県が管理者となることが定まっていると

き）は，その管理者と協議することになる。また，これ以外に管理者を定めることがで

きる（例えば宅地造成地内の道路で事業主が管理するとき）が，この場合も原則的に管

理者としての市町との協議をすること。 

政令第２３条は大規模開発について協議すべき特例として義務教育施設の設置義務者

などを規定している。 

（２）協議の内容 

協議は事業計画のうち関連のある部分について行われれば足りる。それぞれの協議の

内容は次のとおりである。 

① 市町（他の法律に基づく公共施設の管理者）との協議は，設置される公共施設の設

計，管理，土地の帰属，法第４０条第３項の規定に関する費用負担などについて行

う。 

② 水道事業者との協議は，給水施設に関する設計，管材料費用負担などについて行

う。 

③ 義務教育施設の設置義務者，一般送配電事業者，一般ガス導管事業者，鉄道事業

者，軌道経営者との協議の規定を設けられた趣旨は，大規模な開発行為の施行が，こ

れらの施設について新たな投資を必要とするなど施設の整備計画に影響をおよぼすこ

ととなるので，これらの開発行為の施行に際してあらかじめ，開発行為の施行者とこ

れら施設の管理者との事前の話し合いを行い，施設の管理者が当該開発行為の施行に

合わせて適時適切にこれらの施設の整備を行い得るようにする趣旨である。 

④ 協議の規定は，開発行為の実施と公共公益施設の整備との深い関連を有する点か

ら，その調整を図ろうとするものであり，開発行為を行う者の整備すべき公共公益施

設の範囲は，法第３３条（開発許可の基準）ならびにこれに基づく政令省令に明確に

規定されている。従って，協議の規定は開発行為を行う者に特別の負担を課する趣旨

のものではない。なお，開発行為によって設置された公共施設は原則として法第３６

条第３項の完了公告の翌日から市町が管理し，その土地は市町に帰属することとなる

が（法第３９条，第４０条参照），この帰属については不動産登記法による登記が必

要である。  
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第５ 開発行為に関する予備的調査 
開発行為をしようとする者は先行して，開発区域内又はその周辺の基礎的資料として，

次の各項に掲げる事項のうち必要なものについて，予備的調査を行うよう努めること。 

１．基礎的な調査事項 

（１）地質，地盤調査及び土質調査 

（２）土地の性質（現況及び地目の宅地，農地,森林等）の調査 

（３）崖面の保護等の防災施設の調査 

（４）埋蔵文化財及び保護文化財等の調査 

（５）風向，日照条件等の自然的条件及び植生調査 

２．都市計画等に関する事項 

（１）区域区分（市街化区域，市街化調整区域及び非線引き都市計画区域の別）並びに用

途地域，高度地区，高度利用地区，生産緑地地区，航空機騒音障害防止地区及び航空

機騒音障害防止特別地区等の地域地区 

（２）都市計画道路，都市計画公園及び下水道等都市計画施設 

（３）宅地造成及び特定盛土等規制法の宅地造成等工事規制区域及び同法の規定の適用を

受ける事項（みなし許可，中間検査，定期報告） 

（４）建築基準法関係 

（５）成田都市計画区域マスタープラン，成田市都市計画マスタープラン，地区計画，建

築協定及び景観計画等地域のまちづくりに関するルール 

３．道路に関する事項 

（１）現道（国道，県道及び市道等）について，その位置及び利用状況等 

（２）道路の境界明示，道路用地並びに施設の交換，廃止及び帰属等に関する管理者との

調整 

（３）隣接地所有者及び既設道路利用者の意見等に関する聴取 

（４）進入道路が接続する道路の規模，構造及び能力の調査並びに管理者との調整 

４．公園等その他公共の用に供する空地に関する事項 

（１）公園等の種別（街区公園，近隣公園及び地区公園等の利用区分による種別），配

置，規模及び整備状況 

（２）公園等の利用状況及び利用距離の把握 

５．排水施設に関する事項 

（１）河川，水路，下水道，農業用水路及びその他排水施設について，その位置及び利用

状況等 

（２）河川，水路，その他排水施設用地の境界明示，これら施設の用地並びに施設の交

換，廃止及び帰属等 

（３）流入位置及び直下流における水質調査 

（４）既存排水施設等の規模，構造及び能力の調査並びに当該施設の管理者との打合せ 

６．給水施設に関する事項 

給水施設の位置，形状，寸法及び利用状況等 

７．公益的施設に関する事項 

教育施設，医療機関及び官公庁サービス機関の設置状況，電気，都市ガス及び塵芥焼却

場などの整備状況及び供給処理余力並びにバス及び鉄道等の輸送機関の状況 
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第６ 開発許可の技術基準 
法第３３条 

（開発許可の基準） 

第３３条 都道府県知事は，開発許可の申請があつた場合において，当該申請に係る開発

行為が，次に掲げる基準（第４項及び第５項の条例が定められているときは，当該条例

で定める制限を含む。）に適合しており，かつ，その申請の手続がこの法律又はこの法

律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは，開発許可をしなければならな

い。 

一 次のイ又はロに掲げる場合には，予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途

の制限に適合していること。ただし，都市再生特別地区の区域内において当該都市再

生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあっては，この限りでな

い。 

イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域，特別用途地区，特定用途制

限地域，居住環境向上用途誘導地区，特定用途誘導地区，流通業務地区又は港湾法

第３９条第１項の分区（以下「用途地域等」という。）が定められている場合 当

該用途地域等内における用途の制限（建築基準法第４９条第１項若しくは第２項，

第４９条の２，第６０条の２の２第４項若しくは第６０条の３第３項（これらの規

定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。）又は港湾法第４０条第１

項（同法第５０条の５第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の条

例による用途の制限を含む。） 

ロ 当該申請に係る開発区域内の土地（都市計画区域（市街化調整区域を除く。）又

は準都市計画区域内の土地に限る。）について用途地域等が定められていない場合 

建築基準法第４８条第１４項及び第６８条の３第７項（同法第４８条第１４項に係

る部分に限る。）（これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による用途の制限 

二 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以

外の開発行為にあっては，道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地（消防に

必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が，次

に掲げる事項を勘案して，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上又は事業活動

の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され，かつ，開発区域内の主要

な道路が，開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められているこ

と。この場合において，当該空地に関する都市計画が定められているときは，設計が

これに適合していること。 

イ 開発区域の規模，形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

三 排水路その他の排水施設が，次に掲げる事項を勘案して，開発区域内の下水道法

（昭和３３年法律第７９号）第２条第１号に規定する下水を有効に排出するととも

に，その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないよ

うな構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合に

おいて，当該排水施設に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合

していること。 
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イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

四 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以

外の開発行為にあっては，水道その他の給水施設が，第２号イからニまでに掲げる事

項を勘案して，当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及

び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において，当

該給水施設に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合しているこ

と。 

五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等（次のイからホまでに掲げる

地区計画等の区分に応じて，当該イからホまでに定める事項が定められているものに

限る。）が定められているときは，予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地

区計画等に定められた内容に即して定められていること。 

イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区（いずれも第１２条の５第５

項第１号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は地区

整備計画 

ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域，特定建築物地区整備計画又は防災

街区整備地区整備計画 

ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画 

ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区（幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条

第４項第１号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は

沿道地区整備計画 

ホ 集落地区計画 集落地区整備計画 

六 当該開発行為の目的に照らして，開発区域における利便の増進と開発区域及びその

周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設，学校その他の公益的施

設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。 

七 地盤の沈下，崖崩れ，出水その他による災害を防止するため，開発区域内の土地に

ついて，地盤の改良，擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられる

ように設計が定められていること。この場合において，開発区域内の土地の全部又は

一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは，当該土地における同表の中

欄に掲げる工事の計画が，同表の下欄に掲げる基準に適合していること。 

（上欄） （中欄） （下欄） 

宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和３６年法律

第１９１号）第１０条第

１項の宅地造成等工事規

制区域 

開発行為に関する工事 宅地造成及び特定盛土等

規制法第１３条の規定に

適合するものであるこ

と。 

宅地造成及び特定盛土等

規制法第２６条第１項の

特定盛土等規制区域 

開発行為（宅地造成及び特

定盛土等規制法第３０条第

１項の政令で定める規模

（同法第３２条の条例が定

められているときは，当該

条例で定める規模）のもの

に限る。）に関する工事 

宅地造成及び特定盛土等

規制法第３１条の規定に

適合するものであるこ

と。 
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津波防災地域づくりに関

する法律第７２条第１項

の津波災害特別警戒区域 

津波防災地域づくりに関す

る法律第７３条第１項に規

定する特定開発行為（同条

第４項各号に掲げる行為を

除く。）に関する工事 

津波防災地域づくりに関

する法律第７５条に規定

する措置を同条の国土交

通省令で定める技術的基

準に従い講じるものであ

ること。 

八 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以

外の開発行為にあっては，開発区域内に建築基準法第３９条第１項の災害危険区域，

地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域，土

砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第

５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法（平

成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域（次条第８号の２におい

て「災害危険区域等」という。）その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない

区域内の土地を含まないこと。ただし，開発区域及びその周辺の地域の状況等により

支障がないと認められるときは，この限りでない。 

九 政令で定める規模以上の開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域におけ

る環境を保全するため，開発行為の目的及び第２号イからニまでに掲げる事項を勘案

して，開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存，表土の保全その他の

必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。 

十 政令で定める規模以上の開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域におけ

る環境を保全するため，第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して，騒音，振動等

による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定

められていること。 

十一 政令で定める規模以上の開発行為にあっては，当該開発行為が道路，鉄道等によ

る輸送の便等からみて支障がないと認められること。 

十二 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第

３０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作

物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行

為（当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断に

より当該開発区域及びその周辺の地域に出水，崖崩れ，土砂の流出等による被害が生

じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外の開発

行為にあっては，申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があるこ

と。 

十三 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第

３０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作

物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行

為（当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断に

より当該開発区域及びその周辺の地域に出水，崖崩れ，土砂の流出等による被害が生

じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外の開発

行為にあっては，工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能

力があること。 
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十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようと

する土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開

発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相

当数の同意を得ていること。 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は，政令で定める。 

３ 地方公共団体は，その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備，建築物の建築

その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し，前項の政令で定める技術的細目の

みによっては環境の保全，災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認めら

れ，又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全，災害の防止及び利便の増進上支障

がないと認められる場合においては，政令で定める基準に従い，条例で，当該技術的細

目において定められた制限を強化し，又は緩和することができる。 

４ 地方公共団体は，良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合におい

ては，政令で定める基準に従い，条例で，区域，目的又は予定される建築物の用途を限

り，開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定める

ことができる。 

５ 景観行政団体（景観法第７条第１項に規定する景観行政団体をいう。）は，良好な景

観の形成を図るため必要と認める場合においては，同法第８条第２項第１号の景観計画

区域内において，政令で定める基準に従い，同条第１項の景観計画に定められた開発行

為についての制限の内容を，条例で，開発許可の基準として定めることができる。 

６ 指定都市等及び地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づきこの節の規定

により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村（以下こ

の節において「事務処理市町村」という。）以外の市町村は，前３項の規定により条例

を定めようとするときは，あらかじめ，都道府県知事と協議し，その同意を得なければ

ならない。 

７ 公有水面埋立法第２２条第２項の告示があつた埋立地において行う開発行為について

は，当該埋立地に関する同法第２条第１項の免許の条件において第１項各号に規定する

事項（第４項及び第５項の条例が定められているときは，当該条例で定める事項を含

む。）に関する定めがあるときは，その定めをもつて開発許可の基準とし，第１項各号

に規定する基準（第４項及び第５項の条例が定められているときは，当該条例で定める

制限を含む。）は，当該条件に抵触しない限度において適用する。 

８ 居住調整地域又は市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準について

は，第１項に定めるもののほか，別に法律で定める。 

１．開発許可の基準（概要） 
開発行為の許可の基準は，法第３３条に規定する技術基準及び法第３４条に規定する

市街化調整区域における立地基準から構成されている。これらのうち，法第３３条は良

好な市街地の形成を図り，宅地に一定の水準を保持させることを目的とした基準であ

る。 

市街化調整区域以外の区域における開発行為が法第３３条の基準に適合すると認める

ときは，許可権者は許可をしなければならない。同条第１項の基準の適用の有無につい

ては次の早見表として示すとおりである。 

また，開発行為が市街化調整区域内である場合には第二種特定工作物に係るものを除

き，法第３３条の基準に適合することに加えて，法第３４条の各号のいずれかに該当す

ることが許可の前提条件となる。  
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法第３３条第１項の許可基準の適用の有無 

技術基準 

(番号は，法 33条第１項

の各号) 

自己用 
その他 

のもの 建築物 特定工作物 

1 用途地域適合 ○ ○ ○ 

2 道路，公園，消防水利 居住用× 業務用○ ○ ○ 

3 排水施設 ○ ○ ○ 

4 給水施設 居住用× 業務用○ ○ ○ 

5 地区計画等 ○ ○ ○ 

6 公共公益施設 開発行為の目的に照らして判断 ○ 

7 防災安全施設 ○ ○ ○ 

8 災害危険区域 居住用× 業務用○ ○ ○ 

9 樹木・表土  1ha 未満：×    1ha 以上：○ 

10 緩衝帯  1ha 未満：×    1ha 以上：○ 

11 輸送施設 40ha 未満：×   40ha 以上：○ 

12 資力・信用 
居住用（盛土規制法の許可を要し

ないもの）：× 

業務用（盛土規制法の許可を要し

ないものでかつ 1ha 未満のも

の）：× 

上記以外の居住用及び業務用：○ 

盛土規制法の許可を要しないも

のでかつ 1ha 未満のもの：× 

上記以外のもの：○ 

○ 

13 工事施行者 

14 権利者同意 ○ ○ ○ 

○：適用するもの  ×：適用しないもの 

 

（１）開発許可制度においては，開発行為をその目的によって次のように分類しており，

それぞれ許可基準，手数料等の取扱いが異なる。 

自 己 用───┬─ 自己の居住の用に供する住宅（自己居住用） 

└─ 自己の業務の用に供する建築物等（自己業務用） 

その他のもの───── 上記以外の建築物等 

 

（２）自己用の部分とその他のものの部分を有する一の開発行為は，その他のものと扱

う。ただし，自己の業務以外の用に供する部分が著しく小さい場合等，自己の業務以

外の用に供される部分が付随的と認められる場合に限り「自己の業務の用に供するも

の」に該当するものとして扱う。 
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２．開発許可の基準 
（１）用途地域等との適合性 
法第３３条第１項第１号（開発許可の基準） 

一 次のイ又はロに掲げる場合には，予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の

制限に適合していること。ただし，都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特

別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあっては，この限りでない。 

イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域，特別用途地区，特定用途制限

地域，居住環境向上用途誘導地区，特定用途誘導地区，流通業務地区又は港湾法第 

３９条第１項の分区（以下「用途地域等」という。）が定められている場合 当該用

途地域等内における用途の制限（建築基準法第４９条第１項若しくは第２項，第４９

条の２，第６０条の２の２第４項若しくは第６０条の３第３項（これらの規定を同法

第８８条第２項において準用する場合を含む。）又は港湾法第４０条第１項（同法第

５０条の５第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の条例による用途

の制限を含む。） 

ロ 当該申請に係る開発区域内の土地（都市計画区域（市街化調整区域を除く。）又は

準都市計画区域内の土地に限る。）について用途地域等が定められていない場合 建

築基準法第４８条第１４項及び第６８条の３第７項（同法第４８条第１４項に係る部

分に限る。）（これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。）

の規定による用途の制限 

申請に係る開発区域内の土地について用途地域等が定められている場合は，予定建築

物及び第一種特定工作物がこれに適合していなければならない。なお，「適合してい

る」とは，これらの地区における建築等の制限を受けない建築物等であることをいう。 

その他，本号による規定のほか，以下の点に留意すること。 

ア 地区計画等の定められた区域では，法第３３条第１項第５号（地区計画等の整合

性）の規定による規制を受ける。 

イ 用途地域の指定のない地域（白地地域）のうち，市街化調整区域では法第３４条

（市街化調整区域の立地基準）の規制を受ける。 

ウ 用途地域の指定のない地域（白地地域）のうち，非線引き都市計画区域では建築

基準法第４８条別表第二（か）欄（大規模集客施設）の規制を受ける。 

エ 用途地域等が定められた地域以外の開発許可を受けた土地においては，完了公告

後は法第４２条（開発許可を受けた土地における建築等の制限）の規制を受ける。 

オ 市街化調整区域のうち，開発許可を受けた土地以外の土地は，法第４３条（開発

許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限）の規制を受ける。 

カ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（騒特法）第５条第２項の規定により，

航空機騒音障害防止特別地区内においては，同条第１項に掲げる建築物（学校，病

院及び住宅等）の建築制限を受ける。 
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（２）－１．道路 
法第３３条第１項第２号（開発許可の基準） 

二 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外

の開発行為にあっては，道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要

な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が，次に掲げ

る事項を勘案して，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上又は事業活動の効率上

支障がないような規模及び構造で適当に配置され，かつ，開発区域内の主要な道路が，

開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合に

おいて，当該空地に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合してい

ること。 

イ 開発区域の規模，形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

政令第２５条第１号～第５号（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

一 道路は，都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害するこ

となく，かつ，開発区域外にある道路と接続する必要があるときは，当該道路と接続し

てこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 

二 予定建築物等の用途，予定建築物等の敷地の規模等に応じて，6メートル以上 12 メー

トル以下で国土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は，4 メート

ル）以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。

ただし，開発区域の規模及び形状，開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照

らして，これによることが著しく困難と認められる場合であって，環境の保全上，災害

の防止上，通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の

道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは，この限りでない。 

三 市街化調整区域における開発区域の面積が 20ヘクタール以上の開発行為（主として第

二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第６号及び第７号にお

いて同じ。）にあっては，予定建築物等の敷地から 250 メートル以内の距離に幅員 12メ

ートル以上の道路が設けられていること。 

四 開発区域内の主要な道路は，開発区域外の幅員 9 メートル（主として住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為にあっては，6.5 メートル）以上の道路（開発区域の周辺

の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは，車両の通行に支障がない道路）

に接続していること。 

五 開発区域内の幅員 9メートル以上の道路は，歩車道が分離されていること。 

省令第２０条 

（道路の幅員） 

第２０条 令第２５条第２号の国土交通省令で定める道路の幅員は，住宅の敷地又は住宅

以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が 1,000 平方メートル未満の

ものにあっては 6 メートル（多雪地域で，積雪時における交通の確保のため必要がある

と認められる場合にあっては，8 メートル），その他のものにあっては 9メートルとす

る。 
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省令第２０条の２ 

（令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路） 

第２０条の２ 令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路は，次に掲げる要

件に該当するものとする。 

一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であるこ

と。 

二 幅員が 4 メートル以上であること。 

条例第３条第１号 

（技術的細目に定められた制限の強化） 

第３条 法第３３条第３項の規定により条例で定める技術的細目に定められた制限の強化

は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 政令第２９条の２第１項第２号の規定により政令第２５条第２号で定める小区間で

通行上支障がない場合の配置すべき道路（歩行者専用道路を除く。）の幅員の最低限

度は，開発区域内において 6 メートルとする。 

１）道路計画，路線の決定 

道路の配置については，将来の交通量，日照，災害時の避難等を考慮して決定する

が，特に開発区域内に都市計画道路がある場合には，その用地について当該道路管理

者及び事業主体と調整を図ること。 

幹線道路が整備できるような大規模な住宅地の開発行為の場合には，区画道路の通

過交通量ができるだけ少なくなるものであること。また，開発区域外にある既存道路

に接続する場合は，周囲の状況を考慮し，新たな開発と一体となって，災害時の避難

等が考慮され，既存道路の機能が有効に発揮されるように設計すること。 

２）道路の種類 

道路は，管理形態から分類すると，公共団体が管理する公道と，一般私人が管理す

る私道に分けられる。 

建築基準法第４２条に道路の定義があり，ここでは公道と私道を含めた規定となっ

ており，本審査基準で規定する道路に該当する。 

公道については，道路法に定める基準が適用されることになるので，開発行為によ

って設置される公道は，原則として道路法に基づく道路の構造の技術的基準を準用す

ることになる。 

３）道路の幅員と構成 

道路の幅員とは，道路の附属施設である保護路肩や排水溝は道路幅員に含まない。 

公共団体管理を前提とする開発行為に係る道路は，道路法の趣旨に沿うものとし，

当該管理者と協議を行うものとする。幅員構成に含まれる各部分の名称及び道路敷と

道路幅員は，次に掲げる図12－１を標準とし，Ｕ字溝に蓋を設置する場合は，道路幅

員に含め，設置しない場合は道路幅員より除外する。 
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４）基本整備基準 

ア．開発敷地が接する道路の幅員（政令第２５条第２号，条例第３条第１号） 

目的 敷地面積 幅員 摘要 

住宅  6.0ｍ以上 政令第 25条第２号 

住宅以外 
1,000 ㎡未満 6.0ｍ以上    〃 

1,000 ㎡以上 9.0ｍ以上    〃 

区域内小区間道路  6.0ｍ以上 条例第３条第１号 

イ．開発行為の区域内道路が接する道路の幅員（政令第２５条第４号） 

目的 敷地面積 幅員 

住宅  6.5ｍ以上 

住宅以外  9.0ｍ以上 

５）運用による整備基準（政令第２５条第２号ただし書き運用） 

開発許可制度運用指針Ⅰ－５－２（１）を勘案して，ただし書きの主旨に合致する

場合，下記道路幅員の数値を適用できる。 

目的 敷地面積 
開発区域と 

接する部分 

開発区域外の主要な 

道路に至る部分 

住宅 
１ha 未満 6.0ｍ以上 4.0ｍ以上 

１ha 以上 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上（注１） 

住宅以外 
0.1ha 未満 6.0ｍ以上 4.0ｍ以上 

0.1ha 以上 9.0ｍ以上 6.0ｍ以上（注１） 

（注１）住宅１ha 以上及び住宅以外 0.1ha 以上において，開発区域外の主要な道路

に至る部分（注２）を 6.0ｍ以上とすることが真に困難で当該地の実情により支障

がない場合は 4.0ｍ以上とすることができる。その場合，待避所及び隅切り設置

の検討を十分に行い，道路拡幅に見合った整備を行うこと。 

（注２）「開発区域外の主要な道路に至る部分」とは，開発区域と接する部分から国

道，県道又は都市計画道路等に至る区間をいう。 

なお，「開発区域外の主要道路」とは開発区域外の既存の道路をいい，開発区

域外で関連工事（法第３９条の規定による開発行為に関する工事）として新たに

整備される取付道路は含まれない。当該取付道路の幅員は開発区域内の主要な道

路の幅員以上とする。 
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６）運用による整備基準（政令第２５条第４号括弧書き運用） 

「開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは，車両の通

行に支障がない」場合とは，政令第２５条第４号に規定する幅員の道路が現に存在し

ない場合で，開発区域の規模及び形状，周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らし

著しく困難と認められる場合に適用する。なお，「著しく困難」の判断は，前記５）.

と同様，開発許可制度運用指針Ⅰ－５－２（１）の各項目により判断して，括弧書き

の主旨に合致する場合，下記道路幅員の数値を適用できる。 

目的  開発区域と接する部分 

（敷地部分も含む） 

開発区域外の主要な 

道路に至る部分 

住宅 
１ha 未満 6.0ｍ以上 4.0ｍ以上 

１ha 以上 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上 

住宅以外 
0.1ha 未満 6.0ｍ以上 4.0ｍ以上 

0.1ha 以上 9.0ｍ以上 6.0ｍ以上 

（注意）前記５）の（注意）各項を適用する。 

７）幅員構成（政令第２５条第５号） 

道路構造の一般的な事項を定めた道路法の規定を準用し，5.5ｍ以上の車道を確保

し，両側に 0.5ｍ以上の路肩を設け，片側に 2.5ｍの歩道を設けることを想定した 9.0

ｍ以上の道路幅員を原則とする。歩道と車道の間に縁石等を設けて，物理的に分離す

ること。縁石を設ける場合は，車道に対してセミフラット形式を基本とすること。 

８）ただし書き適用の要件 

政令２５条第２号ただし書き・省令２０条の２（新たに道路が整備されない場合の区域に接

する道路） 

「開発区域の規模及び形状，周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らし著しく困難と

認められる場合であって，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上，事業活動の効

率上支障がない規模・構造」で開発区域に新たに道路が整備されない場合の区域に接す

る道路→４ｍ以上 

【要件】 

・開発区域の形状 

 

・土地の形状 

・土地利用の態様 

 

・環境の保全上 

・災害の防止上 

・通行の安全上 

 

 

・・・規模が小さく本文道路配置に伴う負担が著しく過大，区域が扁

平で困難 

･･･がけ，河川により本文道路配置が困難 

･･･既存道路沿いに建築物が連たんし，本文道路配置が困難，負担

が過大 

･･･日照･通風･採光に支障がない 

･･･避難活動・消防活動上支障ない 

･･･通過交通が少なく，かつ１日当り交通量も少ない。歩行者数が多

くない 
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開発道路 

接
続
先
道
路 

接続先道路  

目的 敷地面積 幅員 

住宅  6.0ｍ以上 

住宅以外 
0.1ha 未満 6.0ｍ以上 

0.1ha 以上 9.0ｍ以上 

 

主
要
道
路 

参考図《複数開発の場合》 

【原則】 

目的 幅員 

住宅 6.5ｍ以上 

住宅以外 9.0ｍ以上 

 
【政令第 25 条第 4号括弧書き運用】 

目的 敷地面積 幅員 

住宅  6.0ｍ以上 

住宅以外 
0.1ha 未満 6.0ｍ以上 

0.1ha 以上 9.0ｍ以上 

 

【原則】 

目的 幅員 

住宅 6.5ｍ以上 

住宅以外 9.0ｍ以上 

 
【政令第 25 条第 4号括弧書き運用】 

目的 敷地面積 幅員 

住宅 
1ha 未満 4.0ｍ以上 

1ha 以上 6.0ｍ以上 

住宅以外 
0.1ha 未満 4.0ｍ以上 

0.1ha 以上 6.0ｍ以上 

  

主要道路 
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接続先道路  

開発区域 

主
要
道
路 

参考図《単体開発の場合》※自己の居住の用に供する住宅を目的とする場合は，

道路に関する規定は適用されない。 

 

【原則】 

目的 敷地面積 幅員 

住宅  6.0ｍ以上 

住宅以外 
0.1ha 未満 6.0ｍ以上 

0.1ha 以上 9.0ｍ以上 

 
【政令第 25 条第 2号ただし書き運用】 

目的 敷地面積 幅員 

住宅 
１ha 未満 6.0ｍ以上 

１ha 以上 6.0ｍ以上 

住宅以外 
0.1ha 未満 6.0ｍ以上 

0.1ha 以上 9.0ｍ以上 

 

【原則】 

目的 敷地面積 幅員 

住宅  6.0ｍ以上 

住宅以外 
0.1ha 未満 6.0ｍ以上 

0.1ha 以上 9.0ｍ以上 

 
【政令第 25 条第 2号ただし書き運用】 

目的 敷地面積 幅員 

住宅 
１ha 未満 4.0ｍ以上 

１ha 以上 6.0ｍ以上 

住宅以外 
0.1ha 未満 4.0ｍ以上 

0.1ha 以上 6.0ｍ以上 
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（２）－２．道路（技術的細目） 
省令第２４条 

（道路に関する技術的細目） 

第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち，道路に関するものは，次に

掲げるものとする。 

一 道路は，砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし，かつ，

適当な値の横断勾配が附されていること。 

二 道路には，雨水等を有効に排出するため必要な側溝，街渠その他の適当な施設が設

けられていること。 

三 道路の縦断勾配は，9 パーセント以下であること。ただし，地形等によりやむを得

ないと認められる場合は，小区間に限り，12 パーセント以下とすることができる。 

四 道路は，階段状でないこと。ただし，もっぱら歩行者の通行の用に供する道路で，

通行の安全上支障がないと認められるものにあっては，この限りでない。 

五 道路は，袋路状でないこと。ただし，当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路

との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避

難上及び車両の通行上支障がない場合は，この限りでない。 

六 歩道のない道路が同一平面で交差し，若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の

まがりかどは，適当な長さで街角が切り取られていること。 

七 歩道は，縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されてい

ること。 

１）施設整備基準 

管理することとなる公共施設管理者と協議すること。 

２）－１．道路の構造（省令第２４条第１号） 

道路の構造は，設計施工に関する基準としては，「舗装設計施工指針」等を参考に

するものとするが，管理する公共施設管理者との協議により決定する。 

なお，道路の路面仕上げは，原則として，アスファルト舗装又はこれと同等以上の

舗装仕上とすること。（砂利敷等の場合，維持管理上支障が生じるので出来る限り避

けること。） 

２）－２．横断勾配（省令第２４条第１号） 

横断勾配は，路面の種類に応じ，下記に掲げる値を標準とすること。 

区分 路面の種類 横断勾配（％） 

車道 
ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装，ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1.5～2.0 

上記以外の路面 3.0～5.0 

歩道 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装等 1.5 

透水性舗装等 1.0以下 

３）側溝（省令第２４条第２号） 

側溝は道路の両側に布設すること。（拡幅道路は除く） 

路面排水のため5ｍおきにグレーチング蓋を設置すること。なお，グレーチング蓋に

ついては，盗難防止措置を設けること。 

道路等の横断の箇所には，25トン以上に対応した横断側溝を設置し，蓋はボルト固

定型のグレーチング蓋を使用すること。また，側溝の基礎は厚さ10ｃｍのコンクリー

ト及び厚さ10ｃｍの砕石を布設すること。さらに，横断側溝の両端には集水桝を設置
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し，車両が乗入れしない位置に調整すること。当該集水桝の蓋については，110度開閉

型又は固定型とすること。 

４）縦断勾配（省令第２４条第３号） 

道路の縦断勾配は9％以下とする。地形等によりやむを得ないと認められる場合に

は，小区間に限り12％以下とすることができる。交差点取付け部の縦断勾配は，交通

を安全かつ円滑に流すために，沿道条件の許すかぎり，できるだけ長い区間を2.5％以

下の緩勾配とすること。 

なお，急勾配路面等については，下記の特殊処理を講ずること。 

ア 開発区域内の主要な道路で縦断勾配が6％を超えるものについては，その勾配の区

間及びその前後についてすべり止め等の処置を行うこと。 

イ 縦断勾配が8％超える道路は，その勾配に係る区間40ｍごとに排水施設に排水の流

速を減ずるための必要な施設を設けなければならない。 

５）階段道路（省令第２４条第４号） 

道路は階段状としてはならない。ただし，地形状その他やむを得ない理由により，

階段道路となる場合は，次の各号に適合していなければならない。 

ア 主要道路及び区画街路以外の細街路で通行避難の安全上支障がないと認められる

場合 

イ 階段全体の高さが7ｍ以下で，かつ，高さ4ｍ以内ごとに踏巾1.5ｍ以上の踊場が設

けられていること。 

ウ 傾斜路を設置する場合は，「成田市が管理する市道に係る高齢者,障害者等の移動

等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例」に基づくこと。 

エ 階段内の雨水を適切に排水できる処置が講じてあること。 

オ 構造は，セメントコンクリート造等とし，踏面30ｃｍ以上，けあげ15ｃｍ以下で

あること。 

６）袋路状の道路（省令第２４条第５号） 

道路は袋路状ではないこと。ただし，居住者の通行の用に供する道路で，通行上支

障がないと認められ，下記に該当している場合はこの限りではない。 

ア 袋路状の延長が35ｍ以下の場合（既存の幅員6ｍ未満の袋路状道路に接続する道路

にあっては，当該道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。） 

イ 当該道路について，他の道路（袋路状の道路を除く。）との接続が近い将来具体

化されている場合 

ウ 終端が，広場等で自動車の回転に支障がないものに接続している場合 

エ 袋路状の延長が35ｍを超える場合で，終端に小型四輪自動車のうち最大なものが

転回できる形状の転回広場が設けられている場合。 
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７）道路の交差及び隅切り（省令第２４条第６号） 

ア 道路の交差 

交差点の交差角は直角（最低75度以上）とし，喰い違い交差としないこと（図12

－４，図12－５の(a)ような場合，（b）のようにすること。）。ただし，将来を鑑

み道路管理者及び警察との協議が調った場合はこの限りでない。 

また，駅前広場などの特別の箇所を除き，同一箇所の同平面で5以上の道路が交差

してはならない。 
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イ 隅切り 

交通安全上一定の視距を確保するため，二つの道路が，同一平面で（十字に）交

差または（Ｔ字に）接続する場合は両側に，（Ｌ字に）屈曲する場合は片側に，その

角地（二つの道路の角に接する敷地）に下表に掲げる寸法以上の隅切りをしなけれ

ばならない。 

 

 
表 隅切り長さ（ ℓ ） 

 

4 以上 

6 未満 

6 以上 

8 未満 

8 以上 

10 未満 

10 以上 

12 未満 

12 以上 

15 未満 

15 以上 

20 未満 

20 以上 

30 未満 

30 以上 

40 未満 
40 以上 

 

120 90 60 120 90 60 120 90 60 120 90 60 120 90 60 120 90 60 120 90 60 120 90 60 120 90 60 

40 以上     5  6  8 6  8  10 8  10  12 8 10 12 8 12 15 

30 以上 

40 未満 
   4  5  6 5  6  8 6  8  10 8  10  12 8 10 12 

 

20 以上 

30 未満 
 4  5  6 4  5  6 4  5  6 5  6  8 6  8  10 8  10  12 

 
15 以上 

20 未満 
 4  5  6 4  5  6 4  5  6 5  6  8 6  8  10  

12 以上 

15 未満 
 4  5  6 4  5  6 4  5  6 5  6  8  

10 以上 

12 未満 
3  3  4 4  5  6 4  5  6 4  5  6  

8 以上 

10 未満 
3  3  4 4  5  6 4  5  6 

 
6 以上 

8 未満 
3  3  4 4  5  6  

4 以上 

6 未満 
3  3  4  

※１ 行見出し１段目・列見出し 道路幅員（メートル），行見出し２段目 交差角（度） 

２ 交差角の範囲 120 度…120 度以上，90 度…60 度超 120 度未満，60 度…60 度以下 

３ 数値は，三角形（真にやむを得ない場合を除き二等辺三角形）の底辺の長さ（単位メートル）とする。 
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（３）公園，緑地又は広場 
法第３３条第１項第２号（開発許可の基準） 

二 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外

の開発行為にあっては，道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要

な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が，次に掲げ

る事項を勘案して，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上又は事業活動の効率上

支障がないような規模及び構造で適当に配置され，かつ，開発区域内の主要な道路が，

開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合に

おいて，当該空地に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合してい

ること。 

イ 開発区域の規模，形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

政令第２５条第６号及び第７号（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

六 開発区域の面積が 0.3 ヘクタール以上 5ヘクタール未満の開発行為にあっては，開発

区域に，面積の合計が開発区域の面積の 3 パーセント以上の公園，緑地又は広場が設け

られていること。ただし，開発区域の周辺に相当規模の公園，緑地又は広場が存する場

合，予定建築物等の用途が住宅以外のものであり，かつ，その敷地が一である場合等開

発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がな

いと認められる場合は，この限りでない。 

七 開発区域の面積が 5ヘクタール以上の開発行為にあっては，国土交通省令で定めると

ころにより，面積が一箇所 300 平方メートル以上であり，かつ，その面積の合計が開発

区域の面積の 3パーセント以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場

合は，公園，緑地又は広場）が設けられていること。 

省令第２１条 

（公園等の設置基準） 

第２１条 開発区域の面積が 5ヘクタール以上の開発行為にあっては，次に定めるところ

により，その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園（予定建築物等の用途

が住宅以外のものである場合は，公園，緑地又は広場。以下この条において同じ。）を

設けなければならない。 

一 公園の面積は，一箇所 300 平方メートル以上であり，かつ，その面積の合計が開発

区域の面積の 3パーセント以上であること。 

二 開発区域の面積が 20ヘクタール未満の開発行為にあってはその面積が 1,000 平方メ

ートル以上の公園が一箇所以上，開発区域の面積が 20ヘクタール以上の開発行為にあ

ってはその面積が 1,000 平方メートル以上の公園が 2 箇所以上であること。 

省令第２５条 

（公園に関する技術的細目） 

第２５条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち，公園に関するものは，次に

掲げるものとする。 
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一 面積が 1,000 平方メートル以上の公園にあっては，２以上の出入口が配置されてい

ること。 

二 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は，さく又はへいの設置その他利

用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。 

三 公園は，広場，遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられてい

ること。 

四 公園には，雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。 

条例第３条第２号（技術的細目に定められた制限の強化） 

(2) 政令第２９条の２第１項第５号及び第６号の規定により政令第２５条第６号及び第７

号で定める設置すべき公園，緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合

の最低限度は，5 パーセントとする。 

１）政令第２５条第６号ただし書きに規定されている「開発区域の周辺の状況並びに予

定建築物の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要が無いと認められる場合」とは次

に掲げる場合等をいう｡これらの場合においては，当該開発行為によって新たに公園，

緑地又は広場を設けることを要しない。 

ア 土地区画整理事業，新住宅市街地開発事業，開発許可等により面的な整備事業が施

行された区域内で，既に当該事業により公園，緑地又は広場が，その区域の利用者の

ため確保されている場合 

イ 開発区域の周辺に相当規模の既存の公園，緑地又は広場が存在し，２）に定める標

準面積や誘致距離の観点から開発区域内の居住者が支障なく利用できる（河川，鉄道

等により開発区域と公園が分断される場合は，付近に橋梁，地下道又は踏切等の横断

施設が存在する状態をいう。）場合 

ウ 予定建築物等の用途が住宅以外のものであり，かつその敷地が一である場合で，成

田市緑化推進指導要綱に基づく緑化率以上の公園，緑地，広場の形態がその区域内の

利用者のために確保される場合 

２）省令第２１条本文中に規定されている「その利用者の有効な利用が確保されるよう

な位置」とは，開発区域の各敷地から，誘致距離 250ｍ以内に標準面積 0.25ha の街区

公園に，誘致距離 500ｍ以内に標準面積 2.00ha の近隣公園に，誘致距離 1,000ｍ以内

に標準面積 4.00ha の地区公園にそれぞれ至れる状態を基準として，適正に配置されて

いる状態をいう｡ 

【参考】公園の構成及び誘致距離（都市計画運用指針Ｂ－1－（1）③i～iii） 

公園の区分 標準面積 誘致距離 

街区公園 0.25ha  250ｍ 

近隣公園 2.00ha  500ｍ 

地区公園 4.00ha 1,000ｍ 

３）政令第２５条第７号の規定では公園，緑地又は広場の面積を開発区域の面積の 3％

以上としているが，成田市では条例第３条第２号の規定により，開発区域内に確保す

る公園，緑地又は広場の面積は当該開発区域の面積の 5％以上としなければならない｡ 

４）予定建築物の用途が住宅の場合に設置すべき公園，緑地又は広場は，原則として公

園の形態をとるものとする。 

５）公園の施設整備の基準に関しては，管理することとなる公共施設管理者との協議に

より決定する。  
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（４）消防水利 
法第３３条第１項第２号（開発許可の基準） 

二 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外

の開発行為にあっては，道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要

な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が，次に掲げ

る事項を勘案して，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上又は事業活動の効率上

支障がないような規模及び構造で適当に配置され，かつ，開発区域内の主要な道路が，

開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合に

おいて，当該空地に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合してい

ること。 

イ 開発区域の規模，形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

政令第２５条第８号（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

八 消防に必要な水利として利用できる河川，池沼その他の水利が消防法（昭和２３年法

律第１８６号）第２０条第１項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合にお

いて設置する貯水施設は，当該基準に適合しているものであること。 

１）主な消防水利の種類 

ア 防火水槽 

イ 消火栓 

２）消防水利の配置 

消防水利の設置については，消防本部と協議の上設置すること。  

３）防火水槽の用地等の帰属及び管理 

ア 防火水槽の用地及び施設は，原則として公共施設管理者へ帰属すること。 

イ 公共施設管理者へ帰属しないものについては，当該開発行為に係る事業者の責任

において，適正に管理されること。  
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（５）排水施設 
法第３３条第１項第３号（開発許可の基準） 

三 排水路その他の排水施設が，次に掲げる事項を勘案して，開発区域内の下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第２条第１号に規定する下水を有効に排出するとともに，その

排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及

び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において，当該

排水施設に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。 

イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

下水道法第２条第１号（用語の定義） 

一 下水 生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し，若しくは付随する廃水

（以下「汚水」という。）又は雨水をいう。 

※「構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること」とは，開発区域

内の排水施設が政令第２６条及び第２９条並びに省令第２２条及び第２６条に適合した

設計とすることをいう｡ 

政令第２６条 

第２６条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち，同条第１項第３号（法第３５

条の２第４項において準用する場合を含む。）に関するものは，次に掲げるものとす

る。 

一 開発区域内の排水施設は，国土交通省令で定めるところにより，開発区域の規模，

地形，予定建築物等の用途，降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出する

ことができるように，管渠の勾配及び断面積が定められていること。 

二 開発区域内の排水施設は，放流先の排水能力，利水の状況その他の状況を勘案し

て，開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように，下水道，排水

路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。

この場合において，放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは，開発

区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げな

い。 

三 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含

む。）以外の下水は，原則として，暗渠によって排出することができるように定めら

れていること。 

※「有効かつ適切に排出すること」とは，地形などから考え無理なく排出できるものであ

ると同時に，接続先の能力が十分あること及び接続先の本来の機能に照らして汚水及び

雨水を排出することをいう｡ 

※「一時雨水を貯留する遊水池その他の適切な施設」とは，雨水流出量の増大に対して，

放流先の排水能力が不十分な場合に，雨水の一時貯留を目的に設ける調整池等をいう｡ 

政令第２９条 

第２９条 第２５条から前条までに定めるもののほか，道路の勾配，排水の用に供する管

渠の耐水性等法第３３条第１項第２号から第４号まで及び第７号（これらの規定を法第

３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定する施設の構造又は能力に関

して必要な技術的細目は，国土交通省令で定める。 
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省令第２２条 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

第２２条 令第２６条第１号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は，5 年に 1 回の確率で

想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事

業に起因し，又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出す

ることができるように定めなければならない。 

２ 令第２８条第７号の国土交通省令で定める排水施設は，その管渠の勾配及び断面積

が，切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積

を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設と

する。 

省令第２６条 

（排水施設に関する技術的細目） 

第２６条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち，排水施設に関するものは，

次に掲げるものとする。 

一 排水施設は，堅固で耐久力を有する構造であること。 

二 排水施設は，陶器，コンクリート，れんがその他の耐水性の材料で造り，かつ，漏

水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし，崖崩れ又は土砂の流

出の防止上支障がない場合においては，専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施

設は，多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

三 公共の用に供する排水施設は，道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に

設置されていること。 

四 管渠の勾配及び断面積が，その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させるこ

とができるもの（公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあって

は，その内径又は内法幅が，20 センチメートル以上のもの）であること。 

五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に

は，ます又はマンホールが設けられていること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 下水の流路の方向，勾配又は横断面が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障が

ない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の 120 倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその

清掃上適当な場所 

六 ます又はマンホールには，ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあって

は，密閉することができるふたに限る。）が設けられていること。 

七 ます又はマンホールの底には，専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあって

は深さが 15 センチメートル以上の泥溜めが，その他のます又はマンホールにあっては

その接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートが設けられているこ

と。 
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１）整備基準 

ア 公共団体管理となる施設または公共施設に接続する施設の場合は，公共施設管理

者と協議すること。 

イ 汚水排水施設の計画に当たっては，成田市公共下水道計画に基づき設計するとと

もに，計画汚水量を有効に排出できること｡なお，汚水排水については公共下水道若

しくは農業集落排水に接続放流することを原則とするが，放流ができない区域の計

画に当たっては，真にやむを得ない場合を除き合併処理浄化槽施設を設置すること｡ 

ウ 雨水排水施設の計画に当たっては，下記２）以下に基づくものとし，計画雨水量

を有効に処理出来るようにすること｡ただし，事業区域が市街地開発事業等の行われ

た区域に存する場合は，この限りではない。 

２）調整池等（雨水一時貯留施設） 

① 貯留計画の設計基準 

ア 開発面積が 500 ㎡以上１ha 未満の場合 

必要調整容量 Ｖ＝223 ㎥/ha の調整池等を設けること。ただし，排水接続先の

施設管理者から調整容量を指示された場合は，その調整容量とする。 

イ 開発面積が１ha 以上の場合 

「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水･貯留浸透計画策定の手引き」第４条

（雨水排水計画その１）又は第５条（雨水排水計画その２）・第６条（調整池の計

画）によるものとする。また，堆砂量の考え方（原則 150 ㎥/ha/年）は，第７条（設

計堆積土砂量）による。 

表 雨水排水計画その１ 

 放流比流量 必要洪水調節容量 備考 

旧成田市域 
0.025 ㎥/s/ha 

Ｖ＝1,300 ㎥/ha 総容量には堆砂量 

を加えること 旧大栄・下総町域 Ｖ＝1,450 ㎥/ha 

表 雨水排水計画その２ 

計画降雨：年超過確率 1/50，後方集中型降雨波形，継続時間 24時間 

（下表の必要洪水調節容量は，浸透量０mm/h，浸透処理面積率０％， 

不浸透面積率 50％，流出率 0.80，放流比流量 0.025 ㎥/s/ha の場合(※)） 

 必要洪水調節容量 備考 

旧成田市・下総町域（我孫子地区） Ｖ＝1,052 ㎥/ha 総容量には堆砂量 

を加えること 旧大栄町域（横利根地区） Ｖ＝1,392 ㎥/ha 

※これ以外の条件の場合は，「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水･貯留浸

透計画策定の手引き」資料－2による。 

② 流出率 

流出率は下表に示すように屋根，道路，水面等の浸透域を 1.0 とし，公園緑地，庭，

樹木等の浸透域を 0.6 として，排水区域全体を加重平均して算定するが，その上限は

0.9 とすることができるものとする。 

なお，排水区域が公共下水道区域に含まれる場合は，公共下水道管理者との協議に

よるものとする。 

表 流出率 

区分 流出率 備考 

不浸透域 1.0 屋根，道路，舗装面，その他の不浸透域，水面 

浸透域 0.6 間地，裸地，芝・樹木の多い公園，山林等 
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③ 構造及び維持管理 

開発面積１ha 以上の場合，「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水･貯留浸透

計画策定の手引き」第８条（調整池の構造）及び第９条（調整池の維持管理）による。 

また，自己用以外の小規模開発等において帰属しない雨水一時貯留施設を設ける場

合は，原則として下記３）調整池以外の雨水一時貯留施設にて計画するものとする。 

３）調整池以外の雨水一時貯留施設 

調整池以外にも以下のア～ウのいずれかの手法で雨水一時貯留施設を設けることも

可能とするが，維持管理については「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留

浸透計画策定の手引き」第１２条（浸透施設とオンサイト貯留施設の維持管理）による。 

ア 地下貯留（雨水貯留浸透施設） 

施設の維持管理するため放流孔の上部には内部の状況を常時，確認できる構造とする。 

イ オンサイト貯留 

設計に当たっては，「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水･貯留浸透計画策定

の手引き」第１１条（オンサイト貯留施設の計画）による。なお，緑地への貯留は不

可とする。 

ウ 流末が無い場合の雨水貯留浸透施設による敷地内処理 

政令第２６条第２号の規定により，「開発区域内の排水施設は，放流先の排水能力，

利水の状況その他の状況を勘案して，開発区域内の下水を有効かつ適切に排出できる

ように，下水道，排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域

に接続していること」となっているが，自己の居住の用に供する住宅の建築，又は開

発区域（法第４３条第１項の許可申請にあっては敷地）の面積が 3,000 ㎡未満の自己

の業務の用に供する建築物の建築を目的とするもので，排水流末を他の排水施設に接

続することが困難であり，かつ敷地内処理についても周辺に被害を生じる恐れの無い

ものについては敷地内処理により扱うことができるものとする。 

この場合において，必要調整容量は安全を考慮し，標準のＶ＝223 ㎥/ha の倍であ

るＶ＝446 ㎥/ha 以上とする。また，敷地内処理とする場合は，浸透能力を現場試験

により確認し，「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水･貯留浸透計画策定の手引

き」第１０条（浸透施設計画）により設計を行うものとする。 

４）その他，雨水流出抑制施設の取扱いについて 

本書における事項の外，雨水流出抑制施設の取扱いについては「手引」，「大規模宅地

開発に伴う調整池技術基準（案）」，「防災調整池等技術基準（案）」，「宅地開発に伴い設

置される浸透施設等設置技術指針の解説」，「盛土等防災マニュアルの解説」の他，関連

する各指針，技術基準等に基づき取扱うこと。 

５）オリフィスの算定 

ア 開発面積 1ha 未満で基本単位貯留容量Ｖ＝223 ㎥/ha の場合 

排水面積 オリフィス径（円形） 

2,000 ㎡以下 φ 65mm 

3,000 ㎡以下 φ 75mm 

5,000 ㎡以下 φ100mm 

7,000 ㎡以下 φ125mm 

10,000 ㎡未満 φ150mm 

イ 開発面積 1ha 以上で放流比流量ｑa＝0.025 ㎥/s/ha の場合 

オリフィス断面積Ａo の値により，次の通り決定する。 
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円形の場合：直径Ｄ＝２×√（Ａo／π）（m） 

正方形の場合：一辺Ｌ＝√Ａo（m） 

断面積Ａoは以下のとおり算定する。 

放流比流量ｑa と集水面積から許容放流量Ｑa を算出 

 許容放流量 Ｑa(㎥/s)＝ｑa×Ａ１’(集水面積(ha)) 

          ＝0.025×Ａ１’/10,000 

放流量Ｑo は以下の式で求める 

 放流量 Ｑo(㎥/s)＝Ｃ×Ａo×√（２×ｇ×ｈ）（㎥/s） 

  Ｃ：流量係数 0.6（ベルマウスを有しない場合） 

Ａo：オリフィスの断面積（㎡） 

ｇ：重力加速度（9.8m/s2） 

ｈ：オリフィス中心より H.W.L までの水深（m） 

上記の式の流量Ｑo に許容放流量Ｑa（放流量Ｑo≦許容放流量Ｑa）をあてはめ，オリ

フィスの断面積を逆算する 

 断面積Ａo＝Ｑa／（Ｃ×√（２×ｇ×ｈ）） 

＝Ｑa／（0.6×√（２×9.8×ｈ）） 

６）１次放流先河川等の比流量が 0.025 ㎥/s/ha に満たない場合 

放流先能力に適した許容放流量にするため，２段オリフィスの検討を行うこと。 

７）計画雨水量（「３）調整池以外の雨水一時貯留施設」以外）の算定 

通常合理式を標準として算出する。 

Ｑ＝（１／360）×Ｃ×Ｉ×Ａ 

Ｑ：計画雨水量（㎥/sec） 

Ｃ：流出係数 

Ｉ：降雨強度（㎜/h） 

Ａ：排水面積（ha） 

流
出
係
数
Ｃ 

流出係数は下表に示す値を標準とし，排水区域全体を加重平均して求めるもの

とする。 

屋      根 

道      路 

その他の不透水面 

水      面 

0.85～0.95 

0.80～O.90 

0.75～0.85 

1.00 

間 地 

芝，樹木の多い公園 

こう配のゆるい山地 

こう配の急な山地 

O.10～0.30 

0.05～0.25 

0.20～0.40 

0.40～O.60 
 

降
雨
強
度
Ｉ 

「千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水･貯留浸透計画策定の手引き」巻末

資料の我孫子地区（旧成田市・下総町域）又は横利根地区（旧大栄町域）にお

ける５～10 年に１回の降雨強度を選ぶか，下記計算式により算定する。 

Ｉ＝5,000／（ｔ＋40）（㎜/h） 

ｔ：流達時間 5＋Ｌ／Ｖ（普通５＋Ｌ／60）(分) 

Ｌ：流達距離（m） 

８）排水計画上の留意事項 

① 排水施設は，原則として自然流下により下水を排出できるよう設けること。 

② 排水は，雨水と汚水を分流すること。 

③ 排水施設は，原則として排水路，下水管渠等に接続されていること。 

④ 公共の用に供する排水施設は，道路，その他排水施設の維持管理上支障がない場

所に設置されていること。 

⑤ 宅内からの雨水を直接道路側溝に流れない排水処理とすること。 

⑥ 水中ポンプでの排水処理は，リターン管を設置させ，道路側溝に直接接続せず，

最終桝で放流させること。 
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⑦ 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを

含む｡）以外の下水は，原則として暗渠によって排水できるように定められているこ

と 

⑧ 汚水排水計画 

ア 公共下水道若しくは農業集落排水に接続する場合は当該施設管理者との協議に

より，合併浄化槽を用いる場合は，建築確認機関と協議により施設規模等を計画

しなければならない。 

イ 汚水の放流について当該区域外の河川，運河，水路及びその他の公共用水域に

水質汚濁にかかる環境基準の指定のある場合は，各々の地域の実状に応じ環境基

準が達成されなければならない。 

ウ 汚水処理施設の位置は，その周辺に対し騒音及び臭気について十分配慮された

計画でなければならない。 

⑨ 建築基準法等に適合した施設であること。 

⑩ 「下水道施設計画・設計指針と解説」「下水道指針」「下水道ハンドブック」を参

照すること。 

９）管渠の流速 

流速が小さければ，管渠内に汚物が停滞しやすくなり，また逆に流速が大きいと，

管渠の損傷ばかりでなく，到達時間が短縮されるので下流地点での雨水の流集量を大

きくするので，許容の範囲内におさめること。 

設計に当たっては，できるかぎり理想的な流速内におさまるよう計画すること。 

区分 最小流速 最大流速 理想的な流速 

汚水の場合 0.6m/sec 3.0m/sec 1.0～1.8m/sec 

雨水の場合 O.8m/sec 3.0m/sec 1.0～1.8m/sec 

10）管渠の管径 

ア 管渠の最小管径 

管径があまり小さいと，排水設備の取付および維持管理作業に不便を生ずるので

公共施設となる管渠の内径は，下表以上とすること。 

区分 最小内径 

汚水の場合 200mm 

雨水の場合 250mm 

イ 管築の余裕 

「下水道施設計画・設計指針と解説」「下水道指針」「下水道ハンドブック」を準

用すること。 

11）管渠の埋設深さ 

管渠等を道路に埋設する場合の土かぶりは，原則として 1.2m 以上とすること。その

他の地下埋設物等により，やむをえず 1.2m 以下となる場合にあっては，関係機関と協

議のうえ施工すること。 

12）排水施設の材質 

暗渠である排水管は，ヒューム管，硬質塩化ビニール管及び強化プラスチック複合

管とすることができる。 

13）ます及び人孔（マンホール）に関する共通事項 

暗渠である構造の部分には，次に掲げる箇所にます，又は，マンホールが設けられ

ていること。 

ア 公共の用に供する管渠の始まる箇所 

イ 下水の流路の方向，勾配又は，横断面が著しく変化する箇所，ただし，管渠の清

掃に支障のないときは，この限りではない 

ウ 管渠の長さがその内径，又は内のり幅の 120 倍をこえない範囲において，管渠の

維持管理上必要な箇所 

エ 雨水を排除すべきますにあっては，15cm 以上の泥溜めを設けること。その他のま
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す，又は，マンホールにあっては，その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ，

相当の幅のインパートが設けられていること。 

14）人孔（マンホール） 

人孔は，下水管渠の検査，清掃のために出入口及び換気等の目的で設ける。下水管

の接合のうちで段差の生ずる箇所にかならず入孔を設け，段差 60cm 以上の場合には，

副管付き人孔を設けること。マンホールの種類は，標準マンホール又は特殊マンホー

ルとする。 

15）雨水ます及び汚水ます 

① 雨水ます（街渠ます以外） 

ア 位置及び配置 

宅地と道路の境界付近の宅地内に１箇所を設ける。 

イ 構造 

円形及び角形のコンクリート製，鉄筋コンクリート製，またはプラスチック製と

し，その大きさは内径又は内法を 30cm～50cm，深さ 80～100cm 程度とし，蓋は規格

品により耐力の十分あると認められるもの。また，底部には 15cm 以上の泥溜めを設

けること。 

② 汚水ます（公共ます） 

ア 位置及び配置 

宅地と道路の境界線から１ｍ以内の宅地内に１箇所を設ける。 

イ 構造 

円形及び角形のコンクリート製，鉄筋コンクリート製又はプラスチック製のいず

れかで，深さ及び内径又は内法を次表のとおりとし，蓋は規格品により耐力の十分

あると認められるものを使用すること。また，底部にはインバートをつけること。 

ますの深さ（単位 cm） 
ますの内径又は内法（単位 mm） 

標準ます 小口径ます 

30 以上 80未満 300 以上 150 以上 

80 以上 120 未満 400 以上 200 以上 

16）側溝（街渠） 

原則としてＵ字溝（原則として蓋付き），Ｌ型側溝又はＬＵ型側溝を用いる。その大

きさは，道路の幅員の大きさ，排水区域および勾配により流量計算から決定される

が，通常Ｌ型側溝の場合は全幅 450mm 以上を，またＵ型溝の場合は，内法 240 ㎜以上

とする。 

街渠ますの間隔は流量計算により決定するが，管理を考慮して 20ｍ以内を原則とす

る。 

道路等の横断の箇所には，横断側溝等車輛の上載荷重を考慮した構造の側溝を用い

る。 

17）取付管 

取付管は，本管に対して 60 度又は 90 度で取付けることとし，管径は内径 150mm 以

上とする。また，取付管の勾配は，原則として 10‰よりゆるやかにしてはならない。 

18）計画排水断面の決定 

原則として，マンニングの公式又はクッターの公式により決定し，下記の事項に注

意する。 

ア 管渠内の汚物が停滞しないような流速がとれていること。 

通常，雨水のみの場合は，0.8m/sec～3.0m/sec，汚水の場合は，0.6m/sec～

3.0m/sec 

イ 管渠内の流速は上流より下流が流速を大きくすること。 

流速が著しく大きいことは，管渠の損傷ばかりでなく，到達時間が短縮され，下

流地点での雨水の流集量を大きくするので，許容の範囲内におさめること。 
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（６）給水施設 
法第３３条第１項第４号（開発許可の基準） 

四 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外

の開発行為にあっては，水道その他の給水施設が，第２号イからニまでに掲げる事項を

勘案して，当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力

で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において，当該給水施

設に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。 

整備基準 

水道事業者管理となる施設または水道事業施設に接続する施設の場合は，水道事業施

設管理者と協議すること。 

 

（７）地区計画等との適合性 
法第３３条第１項第５号（開発許可の基準） 

五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等（次のイからホまでに掲げる地

区計画等の区分に応じて，当該イからホまでに定める事項が定められているものに限

る。）が定められているときは，予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計

画等に定められた内容に即して定められていること。 

イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区（いずれも第１２条の５第５項

第１号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は地区整備

計画 

ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域，特定建築物地区整備計画又は防災街

区整備地区整備計画 

ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画 

ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区（幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条第

４項第１号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は沿道

地区整備計画 

ホ 集落地区計画 集落地区整備計画 

申請に係る開発区域内の土地について地区計画等が定められている場合は，予定建築

物及び第一種特定工作物がこれに適合していること。なお，「即している」とは，これ

らの地区における建築等の制限を受けない建築物等であること。 
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（８）公共，公益的施設 
法第３３条第１項第６号（開発許可の基準） 

六 当該開発行為の目的に照らして，開発区域における利便の増進と開発区域及びその周

辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設，学校その他の公益的施設及

び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。 

政令第２７条 

第２７条 主として住宅の建築の用に供する目的で行なう 20 ヘクタール以上の開発行為に

あつては，当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設，医療施設，交通施設，購買施設そ

の他の公益的施設が，それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位

置及び規模で配置されていなければならない。ただし，周辺の状況により必要がないと認

められるときは，この限りでない。 

政令第２９条の２第１項第７号（条例で技術的細目において定められた制限を強化し，又

は緩和する場合の基準） 

七 第２７条の技術的細目に定められた制限の強化は，20 ヘクタール未満の開発行為にお

いてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に，当該公益的施設を配

置すべき開発行為の規模について行うものであること。 

条例第３条第３号（技術的細目に定められた制限の強化） 

（技術的細目に定められた制限の強化） 

第３条 法第３３条第３項の規定により条例で定める技術的細目に定められた制限の強化

は，次に掲げるとおりとする。 

(3) 政令第２９条の２第１項第７号の規定により政令第２７条で定める公益的施設を配

置すべき開発行為の規模は，次に掲げるとおりとする。 

ア ごみ収集場を配置すべき開発区域の面積は，500 平方メートル以上とする。 

イ 電柱及び電話柱を設置する用地を配置すべき開発区域の面積は，500 平方メートル

以上とする。 

ウ 集会施設を配置すべき開発行為の規模は，住宅の計画戸数が 50戸以上とする。 

エ 各敷地における住宅の計画戸数以上の台数の自動車駐車施設を当該敷地内に配置

すべき開発区域の面積は，500 平方メートル以上とする。 

政令第２９条の２第１項第７号の規定により政令第２７条で定める公益的施設を配置す

べき開発行為の規模は，条例第３条第３号及び規則に基づき次に掲げるとおりとする。 

１）ごみ収集場（条例第３条第３号ア（下記ア），規則第２条（下記イ～エ）） 

ア ごみ収集場を配置すべき開発区域の面積は，500 平方メートル以上とする。 

イ 配置する面積は，有効面積とし，１カ所につき１平方メートル以上で，かつ，その

面積の合計が,計画戸数に１戸当たり 0.09 平方メートルを乗じて得た面積以上とな

るように配置されていること。 

ウ １カ所当たりの計画供用戸数は，おおむね 20 戸とする。ただし，予定建築物が共

同住宅の場合は，この限りでない。おおむねとは，10％を限度とする。 

エ 配置する場所及び形状は，開発区域内で，ごみの収集及び周辺の道路通行に支障を

来さないものとし，担当課と協議する。 

２）電柱用地（条例第３条第３号イ（下記ア），規則第３条（下記イ，ウ）） 

ア 電柱及び電話柱を設置する用地を配置すべき開発区域の面積は，500 平方メートル

以上とする。 

イ 市に帰属する電柱等の用地は，一辺の長さが 0.7 メートル以上の正方形とする。た
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だし，当該開発区域の土地の形状及び利用の態様に照らして，正方形とすることが困

難な場合は，この限りでない。 

ウ 配置する場所は，道路に接する位置とする。ただし，当該開発区域の土地の形状及

び利用の態様に照らして，道路に接することが困難な場合は，この限りでない。 

エ 市に帰属する電柱等の用地は建柱後，原則としてコンクリート舗装（舗装厚 10 セ

ンチメートル）すること。 

３）集会所（条例第３条第３号ウ（下記ア），規則第４条（下記イ）） 

ア 集会施設を配置すべき開発行為の規模は，住宅の計画戸数が 50戸以上とする。 

イ 次の表の住宅の戸数の欄に定める区分に応じ，同表の敷地面積の欄に定める面積

により配置するものとする。ただし，予定建築物が共同住宅（長屋住宅を含む。）の

場合は，当該区分に応じ，同表の床面積の欄に定める面積の集会室を当該共同住宅

内に設置することをもって，これに代えることができるものとする。 

住 宅 の 戸 数 床 面 積 敷 地 面 積 

500 戸未満 65 平方メートル 260 平方メートル 

500 戸以上 1,000 戸未満 100 平方メートル 400 平方メートル 

1,000 戸以上 1,500 戸未満 180 平方メートル 720 平方メートル 

1,500 戸以上 260 平方メートル 1,040 平方メートル 

４）駐車場（条例第３条第３号エ） 

各敷地における住宅の計画戸数以上の台数の自動車駐車施設を当該敷地内に配置す

べき開発区域の面積は，500 平方メートル以上とする。 

ア 共同住宅及び長屋住宅の駐車場については，計画戸数以上の駐車台数を確保す

る。 

イ 寄宿舎（社員寮等）については，送迎バスの運行計画がある，又は入居契約（規

則）により自家用車の持ち込みが禁止事項とする旨の誓約書を提出する等，自家用

車の持込が管理できる体制であれば，計画戸数以下の駐車計画においても可とでき

る。 

ウ 駐車マスの寸法は 5.0×2.3（小型車）を標準とする。（「道路構造令の解説と運

用」準用） 

エ 大規模な事業所等の駐車場算定については，「大規模小売店舗を設置する者が配慮

すべき事項に関する指針の解説」（平成 19 年５月経済産業省商務情報政策局流通政

策課）の準用等により，根拠資料を添付するものとする。  
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（９）造成工事 
法第３３条第１項第７号 

七 地盤の沈下，崖崩れ，出水その他による災害を防止するため，開発区域内の土地につ

いて，地盤の改良，擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるよう

に設計が定められていること。この場合において，開発区域内の土地の全部又は一部が

次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは，当該土地における同表の中欄に掲げ

る工事の計画が，同表の下欄に掲げる基準に適合していること。 

（上欄） （中欄） （下欄） 

宅地造成及び特定盛土等規

制法（昭和３６年法律第 

１９１号）第１０条第１項

の宅地造成等工事規制区域 

開発行為に関する工事 宅地造成及び特定盛土等規

制法第１３条の規定に適合

するものであること。 

宅地造成及び特定盛土等規

制法第２６条第１項の特定

盛土等規制区域 

開発行為（宅地造成及び特定

盛土等規制法第３０条第１

項の政令で定める規模（同法

第３２条の条例が定められ

ているときは，当該条例で定

める規模）のものに限る。）に

関する工事 

宅地造成及び特定盛土等規

制法第３１条の規定に適合

するものであること。 

津波防災地域づくりに関す

る法律第７２条第１項の津

波災害特別警戒区域 

津波防災地域づくりに関す

る法律第７３条第１項に規

定する特定開発行為（同条第

４項各号に掲げる行為を除

く。）に関する工事 

津波防災地域づくりに関す

る法律第７５条に規定する

措置を同条の国土交通省令

で定める技術的基準に従い

講じるものであること。 
 

政令第２８条 

第２８条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち，同条第１項第７号（法第３５

条の２第４項において準用する場合を含む。）に関するものは，次に掲げるものとする。 

一 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように，土の置換え，水抜きそ

の他の措置が講ぜられていること。 

二 開発行為によって崖が生じる場合においては，崖の上端に続く地盤面には，特別の

事情がない限り，その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付さ

れていること。 

三 切土をする場合において，切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるとき

は，その地盤に滑りが生じないように，地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその

他の土留め（次号において「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置，土の置換えその他

の措置が講ぜられていること。 

四 盛土をする場合には，盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み，沈

下，崩壊又は滑りが生じないように，おおむね 30センチメートル以下の厚さの層に分

けて土を盛り，かつ，その層の土を盛るごとに，これをローラーその他これに類する

建設機械を用いて締固めるとともに，必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の

措置が講ぜられていること。 

五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする前の地盤と盛土

とが接する面が滑り面とならないように，段切りその他の措置が講ぜられているこ



- 72 - 
 

と。 

六 開発行為によって生じた崖面は，崩壊しないように，国土交通省令で定める基準に

より，擁壁の設置，石張り，芝張り，モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられてい

ること。 

七 切土又は盛土をする場合において，地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるお

それがあるときは，開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるよう

に，国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。 

１）軟弱地盤の補強（政令第２８条第１号) 

開発区域が田又は湿地帯等により地盤が軟弱の場合は，あらかじめ地質調査を行

い，その結果に基づいて，造成計画をたてること。 

宅地造成の場合は，後日地盤沈下が生じないように軟弱地盤に対する補強措置が講

じられること。 

軟弱地盤の改良工法は，種々あるが地質調査によること。また，開発区域の周辺に

被害をあたえない工法によらねばならない。 

地盤改良を施した場合又は盛土厚の大きい場合等には，開発工事の完了検査の実施

前に当該開発区域の地盤調査（ボーリング及び載荷試験等）を行い地耐力が十分か確

認すること。 

開発区域が軟弱地盤な場合には開発許可申請書に地盤調査及び地盤改良方法等の図

書を必ず添付すること。 

なお工事完了検査時点で所定の沈下量に達しているかどうか確認すること。 

２）法面の排水（政令第２８条第２号) 

法上端附近の地盤からの雨水その他の地表水が，法面を表流して侵食することや法

上端付近で滞水して法地盤に浸透することを防止するためには，法の上端に続く地盤

面は，法の反対方向に，排水のための勾配をつけなければならない。 

また，法の反対に表流水を流すことができない場合は，竪排水をとって排水する等

の措置を講ずる必要がある。 
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３）切土のすべり対策（政令第２８条第３号) 

滑りには，二つの場合が考えられ，一つは，地盤が異なる土質の層によって構成さ

れているときの層と層との間の滑りであり，もう一つは，地盤が単一の土質による場

合であっても周囲の状況によって生ずる円弧滑り等があげられる。 

 

切土のすべり対策としては地滑り抑止くい等の設置（すべり抵抗の増大），土の置き

換え（すべりの原因となる層を砂層等の良質土と置換）又は法面保護工等の安全措置

を講ずること。 

４）盛土の転圧（政令第２８条第４号) 

地盤のゆるみ，沈下，崩壊を防ぐために締固め等の工事施工上の措置を講じなけれ

ばならない。 

ア 土の締固め 

締固めが盛土全体に及ぶように下から 20～30 センチメートルごとに層状に締固め

を繰返す。 

イ 余盛 

盛土をした後の地盤は日時がたつにつれ沈下することが考えられるから，そのよ

うなときは，悪影響がないように，沈下に対してあらかじめ余盛をしておく必要が

ある。 

５）段切り（政令第２８条第５号) 

大きい法面又は，急勾配な斜面への盛土工事は，旧地盤面と盛面とにすべりが生じ

ないよう段切り等の処置を講ずること。 
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６）擁壁（政令第２８条第６号) 

省令第２３条 

（がけ面の保護） 

第２３条 切土をした土地の部分に生ずる高さが 2 メートルをこえるがけ，盛土をした土

地の部分に生ずる高さが 1 メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の

部分に生ずる高さが 2 メートルをこえるがけのがけ面は，擁壁でおおわなければならな

い。ただし，切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で，次の各

号の一に該当するもののがけ面については，この限りでない。 

一 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾配が同表の中欄の

角度以下のもの 

（上欄） （中欄） （下欄） 

土     質 
擁壁を要しない 

勾配の上限 

擁壁を要する 

勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 60 度 80 度 

風化の著しい岩 40 度 50 度 

砂利，真砂土，関東ローム，硬質粘

土その他これらに類するもの 
35 度 45 度 

二 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾配が同表の中欄

の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので，その上端から下方に垂直距離 5 メート

ル以内の部分。この場合において，前号に該当するがけの部分により上下に分離され

たがけの部分があるときは，同号に該当するがけの部分は存在せず，その上下のがけ

の部分は連続しているものとみなす。 

２ 前項の規定の適用については，小段等によつて上下に分離されたがけがある場合にお

いて，下層のがけ面の下端を含み，かつ，水平面に対し 30度の角度をなす面の上方に上

層のがけ面の下端があるときは，その上下のがけを一体のものとみなす。 

３ 第１項の規定は，土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つた

めに擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認

められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には，適用しな

い。 

４ 開発行為によつて生ずるがけのがけ面は，擁壁でおおう場合を除き，石張り，芝張

り，モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 

ア 擁壁の設置基準（省令第２３条） 

第１項本文の規定は，擁壁の設置義務であり，ただし書の規定は切土の場合にお

ける一種の緩和規定である。即ち切土をした土地の部分に生ずることとなるがけの

部分の土質に応じ，擁壁を設置しなくてもよい勾配又は高さが第１項第１号及び第

２号に規定されている。このうち第１号は，高さに関係なく擁壁を要しない勾配に

ついての規定である。（図 18－4）この場合において，以下の規定は，第１号の規定

に該当するがけの部分の上下に第２号の本文の規定に該当するがけの部分は存在せ

ず，その上下のがけの部分は連続しているものとみなし，そのがけの上端から下方

に垂直距離 5 メートル以内の部分は，擁壁の設置義務を解除したものである。（図

18－5）なお，緩和規定の適用にあっては，土質調査を実施して決定すること。 
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図 18－4 擁壁を要しないがけ又はがけの部分（1） 

 
擁壁を要しないがけ又はがけの部分(2） 

 
図 18－5 擁壁の設置義務解除例 

 
なお，がけとは，水平面に対して 30 度をこえる角度をなす土地をいう。 

（省令第２３条第２項） 
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がけは，その途中に小段,道路，建築敷地等を含んで上下に分類されている場合が多

い。下図の場合，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅで囲まれる部分は一体のがけとみなされ，Ａ，

Ｂ，Ｃ，Ｈ，Ｆ，Ｇ，Ｅ，Ｉで囲まれる部分は一体のがけとみなされず，Ａ，Ｂ，

Ｃ，Ｈ及びＦ，Ｇ，Ｅ，Ｉの別々のがけとみなされる。 

省令第２７条 

（擁壁に関する技術的細目） 

第２７条 第２３条第１項の規定により設置される擁壁については，次に定めるところに

よらなければならない。 

一 擁壁の構造は，構造計算，実験等によって次のイからニまでに該当することが確か

められたものであること。 

イ 土圧，水圧及び自重（以下この号において「土圧等」という｡）によって擁壁が破

壊されないこと。 

ロ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

ハ 土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。 

二 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

二 擁壁には，その裏面の排水をよくするため，水抜穴が設けられ，擁壁の裏面で水抜

穴の周辺その他必要な場所には，砂利等の透水層が設けられていること。ただし，空

積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては，この限りでな

い。 

２ 開発行為によって生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが２メートルを超えるものに

ついては，建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号)第１４２条(同令第７章の８の

準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。 

イ 擁壁の構造（省令第２７条） 

省令第２３条第１項の規定により設置される擁壁の構造については，宅地造成及

び特定盛土等規制法施行令に規定されている技術基準を準用しその設置する位置，

地盤，背面の土圧等により安定計算した上で決定するが，住宅地の擁壁は外観にと

らわれて構造を軽視する場合があるので，特に注意すること。なお，計画に当たっ

ては，「盛土等防災マニュアルの解説」及び「構造図集擁壁」に基づき設計するこ

と。また，高さが 2メートルを超える擁壁については，中・大地震時の検討も行う

ものとする。 

それ以外の擁壁の場合についても，法令等の規定を準用し設計者において安全を

確認すること。 
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７）法面 

開発区域内には，大きい法面は設けないように設計すること。 

地形等でやむを得ず生ずるときは，土質，日照，降雨等を考慮し，法の角度，法

長，法の覆工法を決定すること。 

特に，法面に直接雨水等が流出しないように処置を講ぜられていること。法高が 5

メートルを越える場合には小段（1.5 メートル以上を標準とする）を設け，排水処置

を講ずること。（図 18-8） 

 

法令上でがけ面（30 度以下の場合）とならぬ，ゆるやかな斜面でも法長が大きすぎ

る場合には，小段を設けるなど表面水の処理や土砂の流出防止等の施設を設けること。 

８）その他法面の保護についての留意事項 

ア 法面保護工は，法面の安定を早急にはかるため，切土あるいは盛土がある程度まと

まって完了したらすみやかに着手するものとする。 

イ 橋梁等の構造物のがけなど雨及び日光のあたらない法面は，植生をさけ，石張り，

コンクリートブロック張り等にすること。 

ウ 長大法面には，法枠工を併用すること。また，湧水のある法面には，排水工を行い，

法枠工を用いること。 

エ 法面が粘着性の少ない土質の場合は，洗掘又は表面のすべりが生じやすいので，植

生を編さく工，法枠工を併用すること。 
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（１０）危険区域の除外に関する基準 
法第３３条第１項第８号（開発許可の基準） 

八 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外

の開発行為にあっては，開発区域内に建築基準法第３９条第１項の災害危険区域，地す

べり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域，土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）

第９条第１項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法

律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域（次条第８号の２において「災害危険

区域等」という。）その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を

含まないこと。ただし，開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認め

られるときは，この限りでない。 

政令第２３条の２ 

（開発行為を行うのに適当でない区域） 

第２３条の２ 法第３３条第１項第８号（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。）の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は，急傾斜地崩壊危険区域

（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第

１項の急傾斜地崩壊危険区域をいう。第２９条の７及び第２９条の９第３号において同

じ。）とする。 

自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に

おいては，開発区域内に災害危険区域，地すべり防止区域，土砂災害特別警戒区域，浸水被

害防止区域または急傾斜地崩壊危険区域内（以下，「災害レッドゾーン」という。）の土地を

含まないこと。 

ただし，次に掲げる場合は，「開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと

認められるとき」に該当するものとし，開発行為を例外的に許容するものとする。 

ア 当該区域のうち，その指定が解除されることが決定している場合または短期間のうちに

解除されることが確実と見込まれる場合 

イ 開発区域の面積に占める当該区域の割合が僅少であるとともに，フェンスを設置する等

により当該区域の利用を禁止し，制限する場合 

ウ 自己業務用の施設であって，開発許可の申請者以外の利用者が想定されない場合 

エ 予定建築物が災害危険区域を指定する条例による「建築の制限」に適合する場合（地す

べり防止区域，急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害特別警戒区域が指定されている区域を含

む場合を除く。） 

災害レッドゾーン一覧表 

区域の名称 根拠法令 

災害危険区域 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項 

地すべり防止区域 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項 

土砂災害特別警戒区域 
土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項 

浸水被害防止区域 
特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７条）第５６条第

１項 

急傾斜地崩壊危険区域 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項 
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（１１）樹木の保存，表土の保全 
法第３３条第１項第９号（開発許可の基準） 

九 政令で定める規模以上の開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域における

環境を保全するため，開発行為の目的及び第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して，

開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存，表土の保全その他の必要な措

置が講ぜられるように設計が定められていること。 

政令第２３条の３ 

（樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規

模） 

第２３条の３ 法第３３条第１項第９号（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。）の政令で定める規模は，1 ヘクタールとする。ただし，開発区域及びその周辺の

地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは，都道府県は，条例

で，区域を限り，0.3 ヘクタール以上 1 ヘクタール未満の範囲内で，その規模を別に定め

ることができる。 

政令第２８条の２ 

第２８条の２ 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち，同条第１項第９号（法第 

３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に関するものは，次に掲げるものとす

る。 

一 高さが 10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹

木の集団については，その存する土地を公園又は緑地として配置する等により，当該樹

木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし，当該開発行為の目的及

び法第３３条第１項第２号イからニまで（これらの規定を法第３５条の２第４項にお

いて準用する場合を含む。）に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案し

てやむを得ないと認められる場合は，この限りでない。 

二 高さが 1 メートルを超える切土又は盛土が行われ，かつ，その切土又は盛土をする土

地の面積が 1,000 平方メートル以上である場合には，当該切土又は盛土を行う部分（道

路の路面の部分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保

される部分を除く。）について表土の復元，客土，土壌の改良等の措置が講ぜられてい

ること。 

省令第２３条の２ 

（樹木の集団の規模） 

第２３条の２ 令第２８条の２第１号の国土交通省令で定める規模は，高さが 5 メートル

で，かつ，面積が 300 平方メートルとする。 

開発区域の規模が 1 ヘクタールを超える開発行為では，樹木の保存及び表土の保全に

ついて必要な措置を講じなければならない。 

１）樹木の保存 

ア 「樹木の集団」とは，10 平方メートル当たり樹木が 1 本以上の割合で存ずる場合

を目途とする。 

イ 「保存の措置」とは，保全の対象となる樹木又は樹林地をそのまま保存しておくこ

とをいい，地区内での移植又は植樹をさしているものではない｡ 

ウ 保存対象樹木又はその集団の存する土地は少なくとも枝張りの垂直投影面積下に

ついて切土や盛土は行わないことが必要である｡  
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エ 「やむを得ないと認められる場合」とは，次のとおりとする｡ 

① 開発区域の全域にわたって，保存対象樹木が存ずる場合 

土地利用計画上，公園，緑地等として利用計画が定められている部分にのみ樹木

の保存措置を講じること｡ 

② 開発区域の全域ではないが，公園，緑地等の計画面積以上に保存対象樹木がある

場合 

原則的に樹木の濃い土地の部分を公園，緑地等として活用し，保存措置を講ずる。

それ以外の樹木については，措置を講じなくても差し支えない。 

また，土地利用計画上，公園等の位置が著しく不適となる場合においても同様で

ある。 

③ 南下り斜面の宅地予定地に保存対象樹木がある場合 

南下り斜面は，一般的に宅地としての利用が最も望ましい部分であり，公園等と

して活用できる土地が他にある場合，樹木の保存措置を講ずる公園等として活用し

なくても差し支えない。 

④ 開発区域内の公共・公益的施設，切土又は盛土，地盤改良若しくは，擁壁の設置

等の計画上, 当該樹木を保存することが困難な場合 

２）表土の保全 

ア 公園，緑地等樹木を植栽することとなる土地の表面は,植物の育成に必要な土壌で

あること｡ 

イ 「表土」とは，植物の育成に必要な有機物を含む表層土壌のことをいう｡ 

ウ 「表土の復元」とは，開発区域内の表土を造成工事中にまとめて保存し,粗造成が

終了する段階で必要な部分を復元することをいう｡ 

エ 「客土」とは，開発区域外の表土を採取して，その表土を開発区域内の必要部分に

覆うことをいう｡ 

オ 「土壌の改良」とは，土壌改良剤と肥料を与え,耕起することをいう｡ 
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（１２）緩衝緑地 
第３３条第１項第１０号（開発許可の基準） 

十 政令で定める規模以上の開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域における

環境を保全するため，第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して，騒音，振動等によ

る環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められ

ていること。 

政令第２３条の４ 

（環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない

開発行為の規模） 

第２３条の４ 法第３３条第１項第１０号（法第３５条の２第４項において準用する場合

を含む。）の政令で定める規模は，1ヘクタールとする。 

政令第２８条の３ 

第２８条の３ 騒音，振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建

築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては，4メートルから 20 メートルま

での範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の

緩衝帯が開発区域の境界にそってその内側に配置されていなければならない。ただし，

開発区域の土地が開発区域外にある公園，緑地，河川等に隣接する部分については，そ

の規模に応じ，緩衝帯の幅員を減少し，又は緩衝帯を配置しないことができる。 

省令第２３条の３ 

（緩衝帯の幅員） 

第２３条の３ 令第２８条の３の国土交通省令で定める幅員は，開発行為の規模が，1 ヘ

クタール以上 1.5 ヘクタール未満の場合にあつては 4 メートル，1.5 ヘクタール以上 5

ヘクタール未満の場合にあつては 5メートル，5ヘクタール以上 15ヘクタール未満の場

合にあつては 10 メートル，15ヘクタール以上 25ヘクタール未満の場合にあつては 15

メートル，25ヘクタール以上の場合にあつては 20メートルとする。 

１）「騒音，振動等をもたらすおそれがある予定建築物等」とは，全ての工場及び第一種

特定工作物をいう｡ 

２）緩衝帯は，開発区域の境界の内側に沿って設置され，その境界は縁石又は境界杭等

の施工により明らかにされていること。 

３）「公園，緑地，河川等」とは，開発区域の周辺に存する公園，緑地，河川，池，沼，

植樹された大規模な街路，法面をいう｡これらについては，その幅員の２分の１を緩衝

帯の幅員に算入することができ

る｡ 

４）工場立地に関する準則（平成

１０年１月１２日付け大蔵省，

厚生省，農林水産省，通商産業

省，運輸省告示第１号）第４条

(環境施設の配置)の規定による

運用と齟齬を来さないように十

分配慮する。  
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（１３）申請者の資力信用 
法第３３条第１項第１２号（開発許可の基準） 

十二 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３

０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自

己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該

開発行為に関する工事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開

発区域及びその周辺の地域に出水，崖崩れ，土砂の流出等による被害が生じるおそれが

あることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外の開発行為にあつては，

申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。 

政令第２４条の２ 

（申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為

の規模） 

第２４条の２ 法第３３条第１項第１２号（法第３５条の２第４項において準用する場合

を含む。）の政令で定める規模は，1ヘクタールとする。 

１）「資力」があるとは，次に該当する場合をいう｡ 

ア 工事施行者による工事見積書（法第３７条申請を前提としている場合は，建築物等

の築造費用を含む）に対応する資金の裏付けがあること｡ 

イ 所得税（法人税）の滞納をしていないか，支払いが可能な状況にあること｡ 

２）「資力及び信用があること」についての判断は,過去の開発行為の申請者としての事業

実績（過去に誠実に開発行為を遂行しなかった前歴の有無）等を勘案して行う｡具体的に

は，細則第２条第２項各号及び第５項各号に規定する書類等により判断する｡ 

３）自己居住用の住宅の建築並びに自己業務用の建築物の建築及び特定工作物建設を目的

とした開発行為については「申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用が

あること」の審査は行わず，添付書類も一部省略される。ただし，盛土規制法の許可を

要するもの，すなわち「みなし許可工事」となるものについては，同様の開発行為であ

っても審査を行うため，添付書類もすべて必要である。（添付書類については第２ 開発

許可申請を，みなし許可工事ついては第１８ 他法令との関係 ２．宅地造成及び特定

盛土等規制法との関係を参照。） 

 

 

（１４）工事施行者の工事完成能力 
法第３３条第１項第１３号（開発許可の基準） 

十三 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３

０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自

己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該

開発行為に関する工事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開

発区域及びその周辺の地域に出水，崖崩れ，土砂の流出等による被害が生じるおそれが

あることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外の開発行為にあっては，

工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。 
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政令第２４条の３ 

（工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければな

らない開発行為の規模） 

第２４条の３ 法第３３条第１項第１３号（法第３５条の２第４項において準用する場合

を含む。）の政令で定める規模は，1ヘクタールとする。 

工事施行者の能力の有無の判断は,当該工事の難易度を考慮し,実績（過去に誠実に工事

を施行しなかった前歴の有無）等を勘案して行う。 

具体的には，成田市都市計画法に基づく開発行為等規制細則第２条第３項各号に規定す

る書類等により判断する｡ 

なお，自己居住用の住宅の建築並びに自己業務用の建築物の建築及び特定工作物建設を

目的とした開発行為については「工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するため

に必要な能力があること」の審査は行わず，添付書類も一部省略される。ただし，盛土規

制法の許可を要するもの，すなわち「みなし許可工事」となるものについては，同様の開

発行為であっても審査を行うため，添付書類もすべて必要である。（添付書類については第

２ 開発許可申請を，みなし許可工事ついては第１８ 他法令との関係 ２．宅地造成及

び特定盛土等規制法との関係を参照。） 
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（１５）関係権利者の同意 
法第３３条第１項第１４号（開発許可の基準） 

十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとす

る土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行

為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の

同意を得ていること。 

１）「妨げとなる権利を有する者」とは，土地については所有者，永小作権，地上権，賃

借権，抵当権，先取特権等を有する者のほか，土地が保全処分の対象となっている場

合には，その保全処分をした者を含む｡また，工作物については所有権，賃借権，質

権，抵当権，先取特権等を有する者のほか，土地改良施設の管理者が含まれる｡なお，

隣接土地の所有権者の同意書は，開発行為の施工上必要と認めた場合にのみ徴するこ

とが望ましく，また，その印鑑証明書についても同様とする。 

２)「相当数の同意」とは，次の全ての条件を満たすことをいう｡ 

ア 公共施設となる土地について妨げとなる権利を有するものすべての同意を得てい

ること｡ 

イ 当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有

する者の 3分の 2 以上の同意を得ていること｡ 

ウ イの者のうち所有権を有するすべての者及び借地権を有するすべての者のそれぞ

れ 3 分の 2以上の同意を得ていること｡ 

エ 同意した者が所有する土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となってい

る土地の地積の合計が土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との

合計の 3 分の 2以上であること｡この場合において，共有の土地又は借地権がある場

合は，民法第２５２条の規定により共有者の持分の価格に従ってその過半数の同意

があることをもって，同意した者が所有する土地又は同意した者が有する借地権の

目的となっている土地とみなす｡ 

３）相当数の同意の効果 

ア 相当数の同意をもって足りるとしたのは，許可が得られるかどうか不明の段階で

全員の同意を得ることを要件とするのは，申請者に対して過大の経済的危険負担を

かけることとなるおそれがあるからである。 

イ 土地所有者等の同意が得られないまま開発許可を得た土地については，当該開発

許可を受けた者は開発許可を受けたことによってその土地について何らの私法上の

権限を取得するものではないから，その当該土地について権利者の同意を得るまで

は，工事を行うことができないことが当然である。 

ウ 相当数の同意をもって許可を与えた場合には，着手時期の不確定または設計内容

の変更等が予測され許可を与えた開発行為の内容が不確定となるので，申請者の審

査期間内に全員の同意を得る必要がある。なお，同意を得られない場合には，別に

疎明書を添付すること。  
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（１６）条例で技術的細目において定められた制限を強化し，又は緩和する場合の基準 
法第３３条第３項（開発許可の基準） 

３ 地方公共団体は，その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備，建築物の建築

その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し，前項の政令で定める技術的細目の

みによつては環境の保全，災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認めら

れ，又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全，災害の防止及び利便の増進上支障

がないと認められる場合においては，政令で定める基準に従い，条例で，当該技術的細

目において定められた制限を強化し，又は緩和することができる。 

政令第２９条の２ 

（条例で技術的細目において定められた制限を強化し，又は緩和する場合の基準） 

第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

次項において同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは，次に掲げる

ものとする。 

一 第２５条第２号，第３号若しくは第５号から第７号まで，第２７条，第２８条第２

号から第６号まで又は前３条の技術的細目に定められた制限について，環境の保全，

災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものである

こと。 

二 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は，配置すべき道路の幅員の

最低限度について，12メートル（小区間で通行上支障がない場合は，6 メートル）を

超えない範囲で行うものであること。 

三・四 略 

五 第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の強化は，次に掲げるところによる

ものであること。 

イ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の

種類を，公園に限定すること。 

ロ 設置すべき公園，緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定める

こと。 

ハ 設置すべき公園，緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最

低限度について，6パーセントを超えない範囲で，開発区域及びその周辺の状況並

びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。 

六 第２５条第７号の技術的細目に定められた制限の強化は，国土交通省令で定めると

ころにより，設置すべき公園，緑地若しくは広場の数若しくは 1箇所当たりの面積の

最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度（6パー

セントを超えない範囲に限る。）について行うものであること。 

七 第２７条の技術的細目に定められた制限の強化は，20ヘクタール未満の開発行為に

おいてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に，当該公益的施設

を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。 

八～十二 略 

本市の条例で規定している制限の強化に関するものは下記のとおりである。（なお，緩和

に関する規定は無い。） 
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１）政令２９条の２第１項第２号（小区間で通行上支障がない場合の配置すべき道路の

幅員の最低限度）…条例第３条第１号（（２）－１．道路．４）ア．表 参照） 

２）政令２９条の２第１項第５号及び第６号（公園，緑地又は広場の面積の開発区域の

面積に対する最低限度）…条例第３条第２号（（３）公園，緑地又は広場．１））参

照） 

３）政令２９条の２第１項第７号（公益的施設を配置すべき開発行為の規模）…条例第

３条第３号（（８）公共，公益的施設 参照） 

 

（１７）敷地面積の最低限度 
法第３３条第４項 

４ 地方公共団体は，良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合におい

ては，政令で定める基準に従い，条例で，区域，目的又は予定される建築物の用途を限

り，開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定める

ことができる。 

条例第４条 

（敷地面積の最低限度） 

第４条 法第３３条第４項の規定により条例で定める敷地面積の最低限度は，自己の居住

の用に供する住宅以外の住宅の建築を目的として行う開発行為について，市街化区域に

あっては 150 平方メートルと，市街化調整区域にあっては 165 平方メートルと，区域区

分が定められていない都市計画区域にあっては 180 平方メートルとする。 

法第３３条第４項の規定により定める建築物の敷地面積に関する制限は，条例第４条の

規定に基づき，自己の居住の用に供する住宅以外の住宅の建築を目的として行う開発行為に

ついて，市街化区域は 150 平方メートル以上，市街化調整区域は 165 平方メートル以上及び

非線引き都市計画区域は 180 平方メートル以上である。なお，敷地面積は原則として敷地延

長部を含めないものとする。 

敷地形状の関係でやむを得ず旗竿状の宅地とする場合は，旗竿部の幅を 2.5 メートル以

上確保するとすると共に，旗竿部を除いた敷地面積は最低限度の 90 パーセント以上確保す

るものとする。 
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第７ 市街化調整区域の許可基準 
法第３４条 

第３４条 前条の規定にかかわらず，市街化調整区域に係る開発行為（主として第二種特

定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については，当該申請に係る

開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか，当該申請に係る開発

行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ，都道府県知事は，開発

許可をしてはならない。 

一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で

定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売，加工

若しくは修理その他の業務を営む店舗，事業場その他これらに類する建築物の建築の

用に供する目的で行う開発行為 

二 市街化調整区域内に存する鉱物資源，観光資源その他の資源の有効な利用上必要な

建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

三 温度，湿度，空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供す

る建築物又は第一種特定工作物で，当該特別の条件を必要とするため市街化区域内に

おいて建築し，又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行

う開発行為 

四 農業，林業若しくは漁業の用に供する建築物で第２９条第１項第２号の政令で定め

る建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物，林産物

若しくは水産物の処理，貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物

の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為 

五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律

（平成５年法律第７２号）第９条第１項の規定による公告があつた所有権移転等促進

計画の定めるところによって設定され，又は移転された同法第２条第３項第３号の権

利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的（同項第２号に規

定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。）

に従って行う開発行為 

六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小

企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化

に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供す

る目的で行う開発行為 

七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密

接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で，これらの事業活

動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し，又は建設することが必要な

ものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で，市街

化区域内において建築し，又は建設することが不適当なものとして政令で定めるもの

の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うの

に適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第

一種特定工作物（いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の
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用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。）の建築又は建設の用に供する目

的で行う開発行為 

九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか，市街化区域内において建築

し，又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種

特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

十 地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められ

ている区域に限る。）内において，当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に

適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行

為 

十一 市街化区域に隣接し，又は近接し，かつ，自然的社会的諸条件から市街化区域と

一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね 50以上の建築

物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地域のうち，災害の防止そ

の他の事情を考慮して政令で定める基準に従い，都道府県（指定都市等又は事務処理

市町村の区域内にあっては，当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次

号において同じ。）の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で，予定建築

物等の用途が，開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認め

られる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 

十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ，かつ，市街

化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として，災

害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い，都道府県の条例で区域，

目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの 

十三 区域区分に関する都市計画が決定され，又は当該都市計画を変更して市街化調整

区域が拡張された際，自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し，又は自

己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関す

る所有権以外の権利を有していた者で，当該都市計画の決定又は変更の日から起算し

て 6 月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが，当該目的

に従って，当該土地に関する権利の行使として行う開発行為（政令で定める期間内に

行うものに限る。） 

十四 前各号に掲げるもののほか，都道府県知事が開発審査会の議を経て，開発区域の

周辺における市街化を促進するおそれがなく，かつ，市街化区域内において行うこと

が困難又は著しく不適当と認める開発行為 

１．市街化調整区域の許可基準（概要） 
市街化調整区域内において行う開発行為は，法第３３条に定める技術基準に適合し，か

つ，開発行為の立地性を規制する面から定められた基準である法第３４条各号のいずれか

に該当しなければ許可することはできない。 

この許可条件は，市街化調整区域における開発行為のうち，次のいずれかについて許可

しうるものとされている。 

ア スプロール対策上特段の支障がないと認められるもの 

イ スプロール対策上支障があるがこれを認容すべき特別の必要性が認められるもの 
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２．市街化調整区域の許可基準 
（１）日常生活店舗・公益的施設 
法第３４条第１号 

一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定

める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売，加工若し

くは修理その他の業務を営む店舗，事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供

する目的で行う開発行為 

政令第２９条の５ 

（主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物） 

第２９条の５ 法第３４条第１号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）

の政令で定める公益上必要な建築物は，第２１条第２６号イからハまでに掲げる建築物

とする。 

本号に該当するものは，次の１）～３）のいずれかとする。 

１）日常生活店舗，事業場 

次のア～オの要件に適合していること。 

ア サービス対象 

当該店舗の利用者は，原則として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住

していること。 

イ 業種及び用途 

「日常生活のため必要な物品の販売，加工若しくは修理その他の業務を営む店

舗，事業場その他これらに類する建築物」とは次の①～③に掲げるものとする。 

① 次表に掲げる業種 

日常生活に必要な店舗等の業種一覧（日本標準産業分類 R6.4 改定 総務省） 

中分類 細分類 

各種商品小売業(56) コンビニエンスストア(5631) 

織物・衣服・身の回り品小売業(57) 洋品雑貨・小間物小売業(5793) 

飲食料品小売業(58) 

食料品スーパーマーケット(5811)，その他の各種食料品小売業(5819)，野菜小

売業(5821)，果実小売業(5822)，食肉小売業（卵，鶏肉を除く）(5831)，卵・鶏

肉小売業(5832)，鮮魚小売業(5841)，酒小売業(5851)，料理品小売業(5894)， 

他に分類されない飲食料品小売業(5899)※調味料小売業に限る 

機械器具小売業(59) 
二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）(5914），自転車小売業(5921)，電

気機械器具小売業（中古品を除く）(5931) 

その他の小売業(60) 

金物小売業(6021)，医薬品小売業（薬局を除く）(6031)，農業用機械器具小売

業(6041)，燃料小売業（ガソリンスタンドを除く）(6052)，新聞小売業(6063)，

紙・文具品小売業(6064) 

飲食店(76) 

食堂・レストラン（専門料理店を除く）(7611)，日本料理店(7621)，中華料理

店(7623)，その他の専門料理店(7629)，そば・うどん店(7631)，すし店(7641)，

喫茶店(7671)，他に分類されない飲食店(7699) 

洗濯・理容・美容・浴場業(78) 普通洗濯業(7811)，美容業(7831) 

医療業(83) あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所(8351) 

自動車整備業(89) 自動車一般整備業(8911)，その他の自動車整備業(8919) 
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② ①に掲げる業種に類するものとして，次の❶から❺に掲げる建築物（①に掲げ

る業種を除き，主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日

常生活のため必要な建築物に限る。）なお，開発区域の周辺の地域において居住

している者の日常生活のため必要な建築物とは，「宅地開発部局と調整の上，当

該既存集落のうち，開発区域に隣接・近接する土地の区域に居住する 40戸以上の

住民から利便上必要であるとして，設置同意が得られた建築物」とする。 

❶ 日用品の販売を主たる目的とする店舗または食堂もしくは喫茶店 

❷ 理髪店，美容院，クリーニング取次店，質屋，貸衣装屋，貸本屋その他これ

らに類するサービス業を営む店舗 

❸ 洋服店，畳屋，建具店，自転車店，家庭電気器具店その他これらに類するサ

ービス業を営む店舗 

❹ 自家販売のための食品製造業を営むパン屋，米屋，豆腐屋，菓子屋，その他

これらに類するもの 

❺ 学習塾，華道教室，囲碁教室，その他これらに類する施設 

③ 農機具修理加工店，農林漁業団体事務所，農林漁家生活改善施設等 

ウ 立地 

法規制の主旨に沿って，当該地域における店舗の必要性，立地，営業の可能性等

が満たされるものとして，当該開発区域が次のいずれかに該当する既存集落内であ

ること。 

① 半径 150 メートルの範囲内に 40 以上の建築物（20以上の建築物が市街化調整

区域内に存している場合において，市街化区域内に存するものを含む。（イ）に

おいて同じ。）が連たんしている地域 

② 敷地間の距離が 55メートル以内で 40 以上の建築物が連たんしている地域であ

って，当該建築物の敷地からの距離が 55 メートルの範囲内であるもの 

エ 敷地等の規模 

① 建築物（農林漁業団体事務所，農林漁家生活改善施設等を除く。以下同じ。）

の敷地面積は 500 平方メートル以下で，敷地周長の 7 分の 1以上が建築基準法第

４２条１項に掲げる道路（袋路状は除く）に接していること。 

② 建築物は，業種等利用形態による必要最少限の規模とし，その延べ面積は，150

平方メートル以下とする。また，建物は原則として平家建てとする。 

③ 自動車一般整備業（自動車整備業及び自動車修理業に限る。）については建築

物の敷地面積は，1,000 平方メートル以内，建築物の延べ床面積は，200 平方メー

トル以内とする。ただし，道路運送車両法第９４条の２の指定を受けようとする

事業については，建築物の延べ床面積を 300 平方メートル以内とする。 

オ その他 

① 住居併用店舗については，既存の建築物の増改築，又は他の要件により建築で

きる住宅との併用に限られるものであること。ただし，医薬品小売業または身体

障害者が営む業種については，住居併用店舗は可能であるが，店舗等の部分の床

面積が延べ面積の 2分の 1 以上であること。（政令第２２条第６号括弧書きを準

用） 

② 申請者は原則として，当該土地の所有者，又は土地を使用する権利を有する者
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であること。 

２）郵便業務施設等 

日本郵便株式会社，郵便貯金銀行及び郵便保険会社が業務の用に供するために設置

する施設（なお，日本郵便株式会社が「郵便の業務」の用に供するために設置する施

設については,政令第２１条第１１号の規定により開発許可適用除外）であって，主と

して周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な施設として認められ

るもの。 

立地場所の妥当性及び施設規模については，施設の必要性等を考慮し，関係部局等

（開発担当部局，都市計画部局）と調整が図られたものとする。 

３）公益上必要な建築物（政令第２９条の５） 

主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で

定める公益上必要な建築物（政令第２１条第２６号イ・ロ・ハ）は，次のア～ウのいず

れかに該当するものとする。 

ア 政令２１条第２６号イについての運用 

学校教育法第１条に規定する学校の用に供する施設のうち，幼稚園，小学校，中学

校，特別支援学校（主に通学する施設（通学が主体の施設であって，補助的に滞在で

きる部屋等を併設するものを含む。））とする。 

なお，立地場所の妥当性及び施設規模については，通学区域等を考慮し，関係部局

等（開発担当部局，都市計画部局，文教担当部局）と調整が図られたものとする。 

※高校，大学，特別支援学校（通学以外）については，法第３４条第１４号による。 

イ 政令２１条第２６号ロについての運用 

児童福祉法の規定による家庭的保育事業，小規模保育事業，事業所内保育事業若し

くは乳児等通園支援事業，社会福祉法第２条の規定による社会福祉事業の用に供する

施設又は更生保護事業法第２条第１項の規定による更生保護事業の用に供する施設

である建築物のうち次のいずれかに掲げるものとする。 

なお，立地場所の妥当性及び施設規模については，施設の必要性等を考慮し，関係

部局等（開発担当部局，都市計画部局，福祉担当部局）と調整が図られたものとする。 

① 主として通所系施設であるもの（通所が主体の施設であって補助的に入所施設を

併設するものを含む。） 

② 入所系施設（特別養護老人ホーム，軽費老人ホーム，認知症対応型老人共同生活

援助事業所（グループホーム），その他これらに類する施設）で入所定員 29人以下

のもの。 

※申請建築物の用途が，複合的なものにあっては，主目的により判断すること。 

※30人以上の入所系施設等については，法第３４条第１４号による。 

※上記の該当しないその他の入所系施設（障害者支援施設，乳児院，母子生活支援施

設，児童養護施設，児童自立支援施設，共同生活援助事業所（グループホーム），

その他これらに類する施設）については，法第３４条第１４号による。 

ウ 政令２１条第２６号ハについての運用 

医療法第１条の５及び第２条に規定する医療施設の用に供する施設である建築

物のうち診療所又は助産所の用に供するものとする。 
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なお，立地場所の妥当性及び施設規模については，施設の必要性等を考慮し，

関係部局等（開発担当部局，都市計画部局，医療担当部局）と調整が図られたも

のとする。 

※病院については，法第３４条第１４号による。 
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（２）鉱物資源，観光資源等の有効な利用上必要な建築物等 
法第３４条第２号 

二 市街化調整区域内に存する鉱物資源，観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建

築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

１）鉱物資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

鉱物の採鉱，選鉱その他の品位の向上処理及びこれと通常密接不可分な加工並びに

地質調査，物理探鉱などの探鉱作業及び鉱山開発事業の用に供する目的で行う開発行

為を定めたもので，次に掲げるものをいう。 

ア 日本標準産業分類Ｃ－鉱業に属する事業 

金属鉱業（貴金属，非鉄金属，鉄属，軽金属，希有金属） 

石炭，亜炭鉱業（石炭，石炭選別） 

原油，天然ガス鉱業（原油，天然ガス（試掘請負業を含む）） 

非鉄金属鉱業（採石，砂・砂利・玉石採取，窯業原料用鉱物，化学・肥料原料用

鉱物，粘土） 

イ 当該市街化調整区域において産出する原料を使用する次の製造業 

セメント製造業 

生コンクリート製造業 

コンクリート製品製造業 

粘土かわら製造業 

砕石製造業及びこれらに類するもの（Ｅ 製造業 21－窯業・土石製品製造業の

うち該当するもの） 

なお，次に掲げる製造業は本号に該当しない。 

鉄鋼業 

非鉄金属製造業 

コークス製造業 

石油精製業 等 

２）観光資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

次に掲げる施設が該当する。なお，観光資源と称するもの自体の建築は本号に該当

しない。（ヘルスセンター，遊園地等） 

ア 当該観光資源の鑑賞のための展望台その他の利用上必要な施設 

イ 観光価値を維持するため必要な宿泊施設又は休憩施設（別荘は除く） 

ウ その他これらに類する施設で，客観的に判断して必要と認められるもの 

３）その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物 

その他の資源としては，水が含まれるので，取水，導水，利水又は浄化のため必要

な施設が本号に該当する。 

なお，当該水を原料又は冷却用水等として利用する工場等は，原則として該当しな

いが，当該地域で取水する水を当該地域で使用しなければならない特別の必要がある

と認められるものは，本号に該当するものとする。 
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（３）特別の条件を必要とする建築物等 
法第３４条第３号 

三 温度，湿度，空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する

建築物又は第一種特定工作物で，当該特別の条件を必要とするため市街化区域内におい

て建築し，又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発

行為 

本号に基づく政令が未制定であるので，現在のところ該当するものは存しない。 

 

（４）農林漁業用処理貯蔵等施設 
法第３４条第４号 

四 農業，林業若しくは漁業の用に供する建築物で第２９条第１項第２号の政令で定める

建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物，林産物若し

くは水産物の処理，貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為 

１）一定の農林漁業用建築物 

政令第２０条第１号から第５号までの建築物（法第２９条第１項第２号の規定によ

り，開発許可制度の適用除外とされたもの）以外の農林漁業用建築物については，本

号において許可し得るものとされている。 

２）農林水産物の処理，貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物 

当該市街化調整区域内における生産物を主として対象とする次に掲げる業種，又

は，その他農林水産物の処理，加工の用に供する目的で行う開発行為が該当するもの

である。 

畜産食料品製造業，水産食料品製造業，野菜かん詰・果実かん詰・農産保存食品製

造業，動植物油脂製造業，精穀・精粉薬，砂糖製造業，配合飼料製造業，製茶業，で

ん粉製造業，一般製材業（日本標準産業分類，Ａ－0221 素材生産業も含む），倉庫業

（農林水産物の貯蔵を目的とするものに限る｡） 

なお，「処理，貯蔵」とは，集出荷，選果，保管の意味を含むものとして取扱うもの

とする。 
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（５）特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤施設である建築物 
法第３４条第５号 

五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平

成５年法律第７２号）第９条第１項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の

定めるところによって設定され，又は移転された同法第２条第３項第３号の権利に係る

土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的（同項第２号に規定する農林

業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。）に従って行

う開発行為 

本市には，同法第２条第１項に規定する特定農山村地域が存在しない（同条第４項の規

定による公示を受けた区域が存在しない）ため，所有権移転等促進計画は，現在のところ

定められていない。 

（６）中小企業の事業の共同化又は集団化に寄与する事業のための建築物等 
法第３４条第６号 

六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企

業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄

与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的

で行う開発行為 

本号の規定は，都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助

成する中小企業の事業の共同化又は集団化のための開発行為を定めたものであり，これを

許可し得るとされているのは中小企業の振興の重要性を考慮したからであり，また，都道

府県の指導によってスプロールの防止対策上の措置がとられるものと期待し得ることが背

景になっているものである。 

しかしながら，このような開発行為といえども，原則的には市街化区域で行われるべき

ものであることから，事前に中小企業担当部局と十分な調整を図り，真にやむを得ない場

合に取扱うものとするよう，特に配慮するものとする。 
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（７）既存工場施設と密接な関連を有する工場施設 
法第３４条第７号 

七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接

な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で，これらの事業活動の

効率化を図るため市街化調整区域内において建築し，又は建設することが必要なものの

建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

本号の規定は，市街化調整区域に現に立地している工場における事業と密接な関連を有

する事業用に供する建築物等で，これらの事業活動の効率化を図るため必要と認められる

ものの用に供する目的で行う開発行為を定めたものであり，その運用に当たっては次に掲

げるところによる。 

なお，当該開発行為を市街化調整区域内において行うことの必要性について十分注意す

ること。 

１）「密接な関連」について 

本号でいう「密接な関連」とは，資本的なあるいは人的組織的な関連ではなく，具

体的な事業活動に着目しての関連をいうものであり，その判断に当たっては，少なく

とも次のア又はイのいずれかに該当すること。なお，既存の工場における事業と当該

密接な関連を有する事業の経営主体は同一であるか否かを問わないものとする。ま

た，既存の工場の単なる増設（敷地面積の増大を伴うものをいう）は原則として認め

られない。 

ア 自己の生産物の原料又は部品の２分の１以上を既存の工場（市街化調整区域内）

に依存すること。 

イ 自己の生産物の２分の１以上を既存の工場（市街化調整区域内）に納入するこ

と。 

２）「事業活動の効率化」について 

本号にいう「事業活動の効率化」とは，既存事業の質的改善が図られる場合を言う

ものであるが，その改善に当たり既存事業の量的拡大を伴う場合を含むものである。 

３）その他 

倉庫，事務所等の建築については主たる用途に変更がなく合理的な理由がある場合

に限られるものであること。 

なお，「合理的な理由」としては，原料等の保管が特に必要となった場合あるいは

工場の経営管理上特に必要となった場合等があげられるが，具体的には事業計画等に

より個々に判断すること。 
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（８）－１危険物の貯蔵又は処理のための建築物等 
法第３４条第８号 

八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で，市街化

区域内において建築し，又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建

築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

政令第２９条の６ 

（危険物等の範囲） 

第２９条の６ 法第３４条第８号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

次項において同じ。）の政令で定める危険物は，火薬類取締法（昭和２５年法律第  

１４９号）第２条第１項の火薬類とする。 

２ 法第３４条第８号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は，火薬類取締法第 

１２条第１項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。 

火薬類取締法第２条第１項 

（定義） 

第２条 この法律において「火薬類」とは，左に掲げる火薬，爆薬及び火工品をいう。 

一 火薬 

イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 

ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 

ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であっ

て経済産業省令で定めるもの 

二 爆薬 

イ 雷こう，アジ化鉛その他の起爆薬 

ロ 硝安爆薬，塩素酸カリ爆薬，カーリットその他硝酸塩，塩素酸塩又は過塩素酸塩

を主とする爆薬 

ハ ニトログリセリン，ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸

エステル 

ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬 

ホ 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン，トリニトロトルエン，ピクリン

酸，トリニトロクロルベンゼン，テトリル，トリニトロアニソール，ヘキサニトロ

ジフェニルアミン，トリメチレントリニトロアミン，ニトロ基を 3 以上含むその他

のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬 

ヘ 液体酸素爆薬その他の液体爆薬 

ト その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬で

あって経済産業省令で定めるもの 

三 火工品 

イ 工業雷管，電気雷管，銃用雷管及び信号雷管 

ロ 実包及び空包 

ハ 信管及び火管 

ニ 導爆線，導火線及び電気導火線 

ホ 信号焔管及び信号火せん 

ヘ 煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品（経済産業省令で定め

るものを除く。） 
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火薬類取締法施行規則第１条の２，第１条の３及び第１条の４ 

（火薬の指定） 

第２条の２ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号。以下「法」という。）第２条第１

項第１号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せら

れる火薬は，次の各号に掲げるものとする。 

一 過塩素酸塩を主とする火薬 

二 酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬 

三 臭素酸塩を主とする火薬 

四 クロム酸鉛を主とする火薬 

（爆薬の指定） 

第１条の３ 法第２条第１項第２号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に

破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は，左の各号に掲げるものとする。 

一 爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬 

二 ジアゾジニトロフエノールを含み，かつ，無水けい酸を 75パーセント以上含む爆薬 

三 亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬 

（火工品の指定） 

第１条の４ 法第２条第１項第３号ヘの規定により火工品で法の適用を受けないものは，

次の各号に掲げるものとする。 

一 閃絡表示器（爆薬 0.022 グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。）及び

5 個以下の閃絡表示器を相互に連結したもの 

二 避雷器遮断装置 

三 経済産業大臣が告示で定める用途に用いる分岐管取付器（構造等が経済産業大臣が

告示で定める技術上の基準に適合するものに限る。）であつて，火薬 0.84 グラム以下，

爆薬 0.024 グラム以下のもの 

四 ガス開放用せん孔器 

五 自動車用エアバッグガス発生器 

六 自動車用シートベルト引っ張り固定器 

七 前各号に掲げるもののほか，災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼ

すおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの 

１）危険物の貯蔵又は処理に供する建築物等 

本号に定める建築物等は，火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条第１項

の規定による火薬類の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物をいう。同項

各号の経済産業省令で定めるものは，火薬類取締法施行規則第１条の２から第１条の４

までを参照する。 

２）市街化区域内において建築すること等が不適当なもの 

市街化区域内において建築し，又は建設することが不適当なものは，政令第２９条の

６第２項に規定するとおり，火薬類取締法第１２条第１項に規定する火薬庫である建築

物又は第一種特定工作物である。 

なお，火薬庫の設置に当たっては，別途知事の許可が必要である。 
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（８）－２市街化調整区域内の災害危険区域等から移転する建築物等 
法第３４条第８号の２ 

八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに

適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種

特定工作物（いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と

同一の用途に供されることとなるものに限る。）の建築又は建設の用に供する目的で行

う開発行為 

政令第２９条の７ 

（市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域） 

第２９条の７ 法第３４条第８号の２（法第３５条の２第４項において準用する場合を含

む。）の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は，災害危険区域等（法第 

３３条第１項第８号に規定する災害危険区域等をいう。）及び急傾斜地崩壊危険区域と

する。 

本号の規定は，災害リスクの高いエリアにある建築物等（建築物及び第一種特定工作物の

こと。以下同じ。）のより安全なエリアへの移転を促進する観点から，市街化調整区域のう

ち開発不適区域（災害危険区域，地すべり防止区域，急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害特別

警戒区域及び浸水被害防止区域のこと。以下同じ。）内に存する建築物等（以下「従前建築

物等」という。）が従前と同一の用途で市街化調整区域内の開発不適区域外に移転する場合

について，従前建築物等に代わるべき移転後の建築物等（以下「代替建築物等」という。）

に係る開発行為を許可し得ることとしたものであり，その運用に当たっては次に掲げるとこ

ろによる。 

１）代替建築物等は，市街化調整区域内の市街化を促進するものとならないよう，従前建

築物等の用途と同一の用途に供されることとなるものであることに加え，次のア～ウの

いずれにも適合するものであること。 

ア 代替建築物等が従前建築物等とほぼ同一の規模又はこれより小さい規模であるこ

と。 

イ 代替建築物等が従前建築物等とほぼ同一の構造であること。 

ウ 代替建築物等に係る開発行為が従前建築物等と同一の都市計画区域内の市街化調

整区域において行われるものであること。 

２）許可に当たっては，法第７９条により，代替建築物等の建築等に伴い従前建築物等を

除却することを条件として付すこと。なお，当該条件に違反して，代替建築物等の建築

等が行われた後においても従前建築物等を合理的な理由なく除却しない申請者につい

ては，法第８１条第１項第３号に該当する者として監督処分の対象となり得る。 

３）申請者と従前建築物等の所有権を有する者が異なる場合，申請者に対して当該従前建

築物等の所有権を有する者の移転に関する同意書を提出すること。  
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（９）市街化区域内において建築することが困難又は不適当な建築物等 
法第３４条第９号 

九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか，市街化区域内において建築

し，又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特

定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

政令第２９条の８ 

（市街化区域内において建築し，又は建設することが困難又は不適当な建築物等） 

第２９条の８ 法第３４条第９号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含

む。）の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は，次に掲げるものとする。 

一 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設，休憩所

又は給油所等である建築物又は第一種特定工作物 

二 火薬類取締法第二条第一項の火薬類の製造所である建築物 

本号の規定は，第１号から第８号までに規定するもののほか市街化区域に立地すること

が不適当なもの等の開発行為を定めたもので，その具体的なものは政令第２９条の７第１

号及び第２号に規定されているが，この運用に当たっては，次に掲げるところによる。 

１）道路管理施設について 

「道路管理施設」とは，高速自動車国道又は有料県道等において，その道路の維持

修繕その他の管理を行うために道路管理者が設置するものをいう。 

２）休憩所について 

「休憩所」とは，いわゆるドライブイン（付帯施設含む）及びコンビニエンススト

アで，自動車の運転者の休憩場所及び便所が設置されている施設をいい，それぞれ次

に定める要件を満たすものであること。 

なお，下記の「幅員 12メートル以上のその他の道路」とは，起点から終点の区間の

うち過半が幅員 12メートル以上の道路のことをいう。 

ア ドライブインの要件 

① 国道，県道又は幅員 12 メートル以上のその他の道路に接していること。なお，

国道，県道に接して側道がある場合において，当該側道がその他の道路の場合

は，幅員は当該側道単独で幅員 12メートル以上必要である。 

② 敷地面積はおおむね 1,000 平方メートル以上であって車両の出入りが容易であ

り，かつ，通過車両に支障を与えない形状であること。 

③ 敷地面積のおおむね 30 パーセント以上が駐車場であること。 

④ 付帯施設を設ける場合は，利用上やむを得ないと認められる入浴施設（集客施

設を除く。）で，主たる施設であるドライブインと同一棟であるものに限り，その

用途に供する部分の延べ面積は，主たる用途に供する部分の 2 分の 1以下で，か

つ，200 平方メートル以下とし，浴室等は男女別で各１室までとすること。 

※②及び③の「おおむね」とは，10 パーセントを限度とすること。 
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イ コンビニエンスストアの要件 

① 国道，県道又は幅員 12 メートル以上のその他の道路に接していること。なお，

国道，県道に接して側道がある場合において，当該側道がその他の道路の場合

は，幅員は当該側道単独で 12メートル以上必要である。 

② 敷地面積はおおむね 500 平方メートル以上であって車両の出入りが容易であ

り，かつ，通過車両に支障を与えない形状であること。なお，「おおむね」とは，

10 パーセントを限度とすること。 

③ 建築物の延べ面積は 200 平方メートル以下とし，原則平屋建てとする。 

３）給油所について 

「給油所」とは，自動車用液化ガススタンドを含み次に掲げるすべての要件に該当

するものをいう。 

① 国道，県道又は幅員 12 メートル以上のその他の道路に接していること。なお，

国道，県道に接して側道がある場合において，当該側道がその他の道路の場合

は，幅員は当該側道単独で 12メートル以上必要である。 

② 敷地面積は，おおむね 500 平方メートル以上であって車両の出入りが容易であ

り，かつ，通過車両に支障を与えない形状であること。なお，「おおむね」とは，

10 パーセントを限度とすること。 

③ 危険物取扱いの規制に関する法令等に適合する施設であること。 

④ 「給油所」に付随して設けられる施設は，小規模な洗車，自動車の点検，タイ

ヤ・オイル交換等のサービスや道路運送車両の保安基準(昭和２６年７月２８日運

輸省令第６７号，平成２３年１月２８日国土交通省令第７号)に該当し，道路にお

ける危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するための応急修理に供するものとする。

ただし，「点検」，「応急修理」における作業は，道路運送車両法施行規則第３

条に規定する分解整備を伴うものを除く。（分解整備を伴う場合は，法第３４条

第１号に該当） 

４）火薬類の製造所について 

政令第２９条の７第２号に規定する火薬類の製造所とは，火薬類取締法第２条第１

項に規定されている火薬類（前記（８）－１危険物の貯蔵又は処理のための建築物等

を参照。）を製造する業を営むものであること。 
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（１０）地区計画に適合する施設 
法第３４条第１０号 

十 地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められて

いる区域に限る。）内において，当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適

合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

本号は，地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域に限る）又は集落地域整

備法に基づく集落地区計画の区域（集落地区整備計画が定められている区域に限る。）に

おいては，地区計画又は集落地区計画に適合する開発行為について許可し得ることとして

いる。これは，都市郊外部における良好な居住環境の提供が求められていること等にかん

がみ，地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合して開発行為が行われるのであ

れば，スプロールの弊害もないことから許可することができることとしたものである。 

本市では，平成２５年３月に「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用

基準」が策定されており，この内容に適合する開発行為について，法３４条第１０号の立

地基準に適合するものとして扱う。 

なお，「内容に適合する」とは，地区計画の内容に正確に一致している場合に限られ

る。 
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（１１）市街化区域と日常生活圏を構成していると認められる地域における建築物等 
法第３４条第１１号 

十一 市街化区域に隣接し，又は近接し，かつ，自然的社会的諸条件から市街化区域と一

体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね 50以上の建築物

（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地域のうち，災害の防止その

他の事情を考慮して政令で定める基準に従い，都道府県（指定都市等又は事務処理市町

村の区域内にあっては，当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号にお

いて同じ。）の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で，予定建築物等の

用途が，開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用

途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 

政令第２９条の９ 

（法第３４条第１１号の土地の区域を条例で指定する場合の基準） 

第２９条の９ 法第３４条第１１号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含

む。）の政令で定める基準は，同号の条例で指定する土地の区域に，原則として，次に

掲げる区域を含まないこととする。 

一 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項の災害危険区域 

二 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域 

三 急傾斜地崩壊危険区域 

四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法

律第５７号）第７条第１項の土砂災害警戒区域 

五 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被

害防止区域 

六 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項第４号の浸水想定区域のう

ち，土地利用の動向，浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める

事項を勘案して，洪水，雨水出水（同法第２条第１項の雨水出水をいう。）又は高潮

が発生した場合には建築物が損壊し，又は浸水し，住民その他の者の生命又は身体に

著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域 

七 前各号に掲げる区域のほか，第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地の区域 

政令第８条第１項第２号（都市計画基準） 

二 おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定

める土地の区域は，原則として，次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。 

イ 略 

ロ 溢水，湛水，津波，高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 

ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域 

ニ 優れた自然の風景を維持し，都市の環境を保持し，水源を涵養し，土砂の流出を防

備する等のため保全すべき土地の区域 

省令第２７条の６ 

（令第２９条の９第６号の国土交通省令で定める事項） 

第２７条の６ 令第２９条の９第６号の国土交通省令で定める事項は，次に掲げるものと

する。 
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一 土地利用の動向 

二 水防法施行規則（平成十二年建設省令第四十四号）第二条第二号，第五条第二号又

は第八条第二号に規定する浸水した場合に想定される水深及び同規則第二条第三号，

第五条第三号又は第八条第三号に規定する浸水継続時間 

三 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点，その水深その他の状況 

条例第２条 

（用語の意義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 既存集落 市街化調整区域において，次のいずれかに該当する地域をいう。 

ア 半径 150 メートルの範囲内に 40 以上の建築物（20以上の建築物が市街化調整区

域内に存している場合において，市街化区域内に存するものを含む。イにおいて同

じ。）が連たんしている地域 

イ 敷地間の距離が 55メートル以内で 40 以上の建築物が連たんしている地域であっ

て，当該建築物の敷地からの距離が 55メートルの範囲内であるもの 

条例第５条 

（法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域等） 

第５条 法第３４条第１１号の規定により条例で指定する土地の区域は，次の各号のいず

れにも該当する土地の区域とする。 

(1) 開発区域の面積が 5ヘクタール未満の土地の区域であって，当該開発区域の全部が

市街化区域（工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。）

から 1.1 キロメートルの範囲内に存するもの 

(2) 既存集落内の土地の区域 

(3) 政令第２９条の９各号に掲げる土地の区域（災害の防止その他の事情を考慮して支

障がないと認められる区域を除く。）を含まない土地の区域 

２ 法第３４条第１１号の規定により開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上

支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は，建築基準法別

表第２（ろ）項に掲げる第２種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の用

途以外の用途とする。 

規則第５条 

（予定建築物の建ぺい率等） 

第５条 条例第５条第１項の土地の区域における予定建築物は，建ぺい率 50 パーセント，

容積率 100 パーセント，高さ 10 メートルをそれぞれ上限とする。 
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審査基準（法第３４条第１１号） 

１）条例第２条第１項第１号ア及びイにおける「建築物が連たんしている地域」には，

地形・地物等により明らかに一体性を欠いていると認められる地域を含めないものと

する。 

２）条例第５条第１項第３号における土地の区域は，下記に掲げる災害レッドゾーン，

災害イエローゾーン及びその他除外すべき土地の区域を含まない土地の区域とする。 

３）条例第５条第１項第３号における「災害の防止その他の事情を考慮して支障がない

と認められる区域」とは，浸水想定区域であって，かつ，次にいずれかに該当する土

地の区域とする。 

ア 予定建築物等の建築等を伴う場合は，予定建築物の床面の高床化又は敷地の地盤

面の嵩上げにより，床面の高さが浸水想定深以上となる避難上有効な居室を設ける

区域 

イ 予定建築物等の建築等を伴わない場合は，敷地の地盤面の嵩上げにより，計画地

盤面の高さが浸水想定深以上となる区域 

４）条例第２条第１項第１号ア及びイにおける建築物の連たんの算定にあたっては，車

庫・物置その他の付属建築物を伴う場合これらを含む全体の敷地で１の建築物として

数えるものとし，都市計画法に違反し違反指導を受けているものは算入しないことと

する。 

５）条例第２条第１項第１号アにおける建築物の連たんの算定にあたっては，建築物の

敷地が半径 150 メートルの円の内外にわたって存するものについては，連たん戸数に

算入できるものとする。 

６）条例第２条第１項第１号イにおける市街化調整区域に存する 20以上の建築物は，原

則として敷地間の距離が 55 メートル以内で連たんしているもので，かつ当該建築物の

敷地からの距離が 55 メートルの範囲内でなければならない。 

７）条例第５条における開発区域については，その全部が第１項第１号から第３号の土

地の区域内にあるものを許可の対象とする。 

８）条例第５条第２項における予定建築物の用途は第二種低層住居専用地域に建築でき

る建築物としているが，予定建築物の形態についてはその用途を勘案し，規則第５条

の規定により，建蔽率 50％，容積率 100％，高さ 10ｍを上限とする。 

 

災害レッドゾーン一覧表（※は令和 7年 3月 31 日現在，該当なし） 

区域の名称 根拠法令 

災害危険区域 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 39 条第 1項 

地すべり防止区域（※） 地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第 3 条第 1 項 

土砂災害特別警戒区域 
土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関

する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 9 条第 1 項 

浸水被害防止区域（※） 
特定都市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77 条）第

56 条第 1 項 

急傾斜地崩壊危険区域 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年

法律第 57 号）第 3 条第 1 項 
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災害イエローゾーン一覧表 

区域の名称 根拠法令 

土砂災害警戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対

策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）

第 7 条第 1 項 

浸水想定区域 

（洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危

害を生ずるおそれがある土地の区域に限る。） 

→最大想定規模に基づく想定浸水深が3.0ｍ以

上となる区域 

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条第 1

項第 4 号 

 

その他除外すべき土地の区域の一覧表 

区域の名称 根拠法令 

優良な集団農地その他長期にわたり農用地と

して保存すべき土地の区域（所管部局に確認の

うえ，当該指定が解除されることが決定してい

る区域，短期間のうちに解除される又は農地転

用されることが確実と見込まれる区域を除く） 

→①農用地区域（農業振興地域の整備に関する

法律（昭和 44 年法律第 58 号）第８条第２項

第１号） 

→②第一種農地（農地法（昭和 27 年法律第 229

号）第４条第６項第１号ロ及び第５条第２項

第１号ロ） 

→③甲種農地（農地法施行令（昭和 27 年政令

第 445 号）第６条 その他） 

都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号）

第 8 条第 1 項第 2 号ハ 

優れた自然の風景を維持し，都市の環境を保持

し，水源を涵養し，土砂の流出を防備する等の

ため保全すべき土地の区域（所管部局に確認の

うえ，当該指定が解除されることが決定してい

る区域又は短期間のうちに解除されることが

確実と見込まれる区域を除く） 

→保安林（森林法（昭和 26 年法律第 249 号）

第 25 条第１項及び同法第 25 条の２第１項，

同第２項） 

都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号）

第 8 条第 1 項第 2 号ニ 
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４０戸以上の建築物が存すること 
（申請地から市街化調整区域内のみで 20 戸以上連たんしていれ

ば残りは市街化区域でも可）※20 戸の途中で市街化区域内の敷

地を経由してはならない 

Ｋ 

距離係数Ｋ≦55 

申請地 

市街化区域 市街化調整区域 

５５ｍの範囲 

までが申請可 

参 考 図 （Ｂ） 

申請地 

４０戸以上の建築物が存すること 
（市街化調整区域に 20 戸以上あれば 

残りは市街化区域でも可） 市街化区域 

市街化調整区域 

150ｍ 

 

参 考 図（Ａ） 

注意 
① 地形,地物等により明らかに一体性を欠いてい

ると認められる地域は含まない 
② 車庫・物置・その他の附属建築物を伴う場合

は，これらを含む全体の敷地で１つの建築物と

して数える。 
③ 都市計画法に違反しているものは算入しない。 
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（１２）条例で定める区域，目的又は用途に適合する建築物等 
法第３４条第１２号 

十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ，かつ，市街化

区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として，災害の

防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い，都道府県の条例で区域，目的又

は予定建築物等の用途を限り定められたもの 

政令第２９条の１０ 

（開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準） 

第２９条の１０ 法第３４条第１２号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含

む。）の政令で定める基準は，同号の条例で定める区域に，原則として，前条各号に掲

げる区域を含まないこととする。 

条例第２条 

（用語の意義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 既存集落 市街化調整区域において，次のいずれかに該当する地域をいう。 

ア 半径 150 メートルの範囲内に 40 以上の建築物（20以上の建築物が市街化調整区

域内に存している場合において，市街化区域内に存するものを含む。イにおいて同

じ。）が連たんしている地域 

イ 敷地間の距離が 55メートル以内で 40 以上の建築物が連たんしている地域であっ

て，当該建築物の敷地からの距離が 55メートルの範囲内であるもの 

(2) 区域区分日 法第７条第１項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関

する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され，又は当該都市計画を変更

して市街化調整区域が拡張された日をいう。 

(3) 区域区分日前土地所有者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 区域区分日前から当該区域区分により市街化調整区域となった土地を所有する者 

イ 区域区分日前から当該区域区分により市街化調整区域となった土地を所有してい

た者から当該区域区分日以後に相続により当該土地を所有する者 

(4) 親族 区域区分日前土地所有者の親族（民法（明治２９年法律第８９号）第７２５

条に規定する親族をいう。）のうち，自己の居住の用に供する住宅を所有していない

者で当該区域区分日前土地所有者と２年以上の同居の事実があるものをいう。 

(5) 専用住宅 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（い）項第１号に掲

げる住宅（長屋を除く。）をいう 

条例第６条 

（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為） 

第６条 法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為は，次の各号のいずれか

に該当する開発行為とする。 

(1) 市街化調整区域において，区域区分日前土地所有者で当該区域区分日前土地所有者

が所有する土地又はその周辺に居住しているもの（農業を営まない者にあっては，区

域区分日前から引き続き当該土地又はその周辺に居住している者に限る。）及びその 
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親族が市街化区域内に建築物の建築が可能な土地を所有していない場合に，当該親族

が婚姻等により当該区域区分日前土地所有者が所有する土地において新たに自己の居

住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって，開発区域

の面積が 500 平方メートル以下のもの 

(2) 既存集落内において，区域区分日前土地所有者が自己の居住の用に供する住宅を所

有していない場合に，当該区域区分日前土地所有者が所有する土地において自己の居

住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって，開発区域

の面積が 500 平方メートル以下のもの 

(3) 市街化調整区域において，区域区分日前から存する専用住宅又は建築基準法第６条

第１項若しくは第６条の２第１項の規定により建築の確認を受けて建築された専用住

宅の増築又は改築（当該専用住宅の敷地及び用途を変更しないものに限る。）を目的

とする開発行為 

(4) 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条に規定する事業の施行により，市

内に存する建築物を移転し，又は除却する必要がある場合（市街化区域又は区域区分

が定められていない都市計画区域に存する建築物を移転し，又は除却する場合で，市

街化調整区域に移転するときにあっては，市長が特にやむを得ないと認める場合に限

る。）に，市街化調整区域において，従前と同一の用途及び同程度の規模のこれに代

わる建築物の建築を目的として行う開発行為 

(5) 市内に存する建築物等（特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和５３年法律

第２６号）第９条第１項に規定する建築物等及び公共用飛行場周辺における航空機騒

音による障害の防止等に関する法律（昭和４２年法律第１１０号）第９条第１項に規

定する建物等をいう。以下この号において同じ。）をこれらの規定により移転し，又

は除却する場合（市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域に存する

建築物等を移転し，又は除却する場合で，市街化調整区域に移転するときにあって

は，市長が特にやむを得ないと認める場合に限る。）で，当該建築物等を所有する者

が市街化区域内に建築物の建築が可能な土地を所有していないときに，市街化調整区

域において，従前と同一の用途及び同程度の規模のこれに代わる建築物の建築を目的

として行う開発行為 

(6) 法第１８条の２第１項に規定する基本方針等において流通業務の用に供する施設又

は工業施設として規則で定める施設（以下「流通業務施設等」という。）の用に供す

る土地として利用を図ることとされている土地の区域のうち，次のいずれにも該当す

る区域として市長が指定する区域において，流通業務施設等の建築を目的として行う

開発行為であって，当該区域において市長が定める公共施設の計画に適合するもの 

ア 流通業務施設等の建築を目的とする開発行為を行うことにより，周辺における市

街化を促進するおそれがないと認められること。 

イ 市街化区域内において流通業務施設等の建築を目的とする開発行為を行うことが

困難又は著しく不適当と認められること。 

ウ 政令第２９条の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情を考慮して支障が

ないと認められる区域を除く。）を含まないこと。 

２ 市長は，前項第６号の規定により区域を指定しようとするときは，あらかじめ，成田

市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 
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３ 市長は，第１項第６号の規定により区域を指定するときは，その旨及びその区域を告

示しなければならない。 

４ 第１項第６号の規定による区域の指定は，前項の規定による告示によってその効力を

生ずる。 

５ 第１項第６号及び前３項の規定は，同号の規定により指定した区域の変更又は廃止に

ついて準用する。 

土地収用法第３条 

（土地を収用し，又は使用することができる事業） 

第３条 土地を収用し，又は使用することができる公共の利益となる事業は，次の各号の

いずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 

一～三十五 略 

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第９条第１項 

（移転の補償等） 

第９条 特定空港の設置者は，航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められ

た際現に当該航空機騒音障害防止特別地区に所在する第５条第１項各号に掲げる建築物

及び当該建築物と一体として利用されている当該建築物以外の建築物，立木竹その他土

地に定着する物件（以下「建築物等」という。）の所有者が当該建築物等を航空機騒音

障害防止特別地区以外の地域に移転し，又は除却するときは，当該建築物等の所有者そ

の他の権原を有する者に対し，予算の範囲内において，当該移転又は除却により通常生

ずべき損失を補償することができる。 

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第９条第１項 

（移転の補償等） 

第９条 特定飛行場の設置者は，政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の騒

音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域（以下「第二種

区域」という。）に当該指定の際現に所在する建物，立木竹その他土地に定着する物件

（以下「建物等」という。）の所有者が当該建物等を第二種区域以外の地域に移転し，又

は除却するときは，当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有

する者に対し，政令で定めるところにより，予算の範囲内において，当該移転又は除却

により通常生ずべき損失を補償することができる。 

規則第６条 

（条例第６条第１項第６号の規則で定める施設） 

第６条 条例第６条第１項第６号の規則で定める施設は，次に掲げる施設（建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（る）項に掲げる建築物を除く。）とする。 

(1) 倉庫 

(2) 荷さばき施設 

(3) 工場 

 

  



- 111 - 
 

審査基準（条例第６条） 

１）親族（分家）住宅（第１号） 

ア 分家する者は，従前同一世帯構成員として同居の事実（当該同居の期間が 2年以

上であるものをいう。）があること。 

イ 申請者は，自己の住宅を所有していないこと。また，申請者及びその両親におい

て，市街化区域内に親族（分家）住宅を建築することが可能な土地を有していない

こと。 

ウ 申請地は，原則として既存の集落又はその周辺の区域とし，線引きの日前から所

有又は相続（条例第２条第３号）により所有しているものとする。ただし，線引き

後農業振興地域内の土地の交換分合（農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４

年法律第５８号）第１３条の２の規定によるものをいう。）により取得した土地は

この限りではない。 

エ 「居住している」とは，実態としての居住を証する書類（住民票等）により判断

できるものであること。 

オ 「婚姻等」とは，次に掲げるいずれかに該当すること。 

① 単身者にあっては，結婚により分家する場合 

② 結婚した者が分家する場合（なお，結婚した者には，現在離婚している者若し

くは配偶者が死亡した者も含む。） 

カ 非農家の場合にあっては，市街化調整区域における当該土地及びその周辺の区域

に当該線引きの日前から引き続きその生活の本拠を有している世帯からの分家であ

ること。 

キ 自己の居住の用に供する目的で建築する専用住宅で，開発区域の面積が 500 平方

メートル以下であること。 

 

２）既存集落内の自己の居住用の住宅（第２号） 

ア 申請者が当該土地を線引きの日前から所有している者又は線引きの日以後に相続

により所有する者であること。 

イ 自己の居住用の住宅を所有していないこと。ただし，定年，退職，卒業等の事情

がある場合等社会通念に照らしやむを得ないと認められる場合はその限りでない。 

ウ 条例第２条第１号に規定する既存集落内に位置していること。 

エ 自己の居住の用に供する目的で建築する専用住宅で，開発区域の面積が 500 平方

メートル以下であること。 

 

３）既存建築物の増改築（第３号） 

ア 線引きの日前から存する専用住宅又は建築確認等を受けて建築された専用住宅で

あること。 

イ 敷地の変更（分割（２項セットバック，公共用地提供，適法な建築物の建築による

敷地の減少ほか，やむを得ない事情がある場合はこの限りではない），追加又は交換）

がないものであること。 

ウ 増改築前と同一の用途であること（従前から専用住宅であること。）。 

エ 専用住宅において，規模，構造，設備等が従前のものに比較して過大でなく，かつ，
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周辺の土地利用の状況からみて適切なものであること。なお，建替後の床面積の合計

が従前の建築物の床面積の合計の 1.5 倍以下であるものについては，従前の構造及び

用途がほぼ同一であれば，都市計画法第４３条の許可を要しない「改築」とする。（開

発許可制度運用指針Ⅰ－７－１（９）） 

※既存建築物の増改築前の用途が専用住宅以外で増改築後に従前の延床面積の 1.5

倍を超える場合は，法第３４条第１４号による。 

※既存建築物の増改築前の用途が専用住宅以外で増改築後の用途が専用住宅の場合

は，法第３４条第１４号による。 

【参考】表 既存適法建築物の同一敷地かつ同一用途での増改築に係る許可基準の適

用ついて 

 
増改築後の延べ面積が 

従前の 1.5 倍以下 

増改築後の延べ面積が 

従前の 1.5 倍超 

専用住宅 （許可不要） 
法第３４条第１２号 

(条例第６条第１項第３号) 

専用住宅以外 （許可不要） 
法第３４条第１４号 

(千葉県開発審査会提案基準６) 

 

４）土地収用法に規定する事業の施行に伴う建築物の移転（第４号） 

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条に規定する事業（以下「収用対象事

業」という。）の施行によって，市内に存する建築物（以下「収用対象建築物」という。）

が移転又は除却する必要がある場合において，これに代わるべき建築物（以下「予定建

築物」という。）については，収用対象建築物が市街化調整区域に存する場合は，次の

アからキに掲げるすべての事項に該当し，収用対象建築物が市街化区域又は区域区分が

定められていない都市計画区域に存する場合は，次のアからケに掲げるすべての事項に

該当するもの。 

ア 線引きの日前から存する収用対象建築物又は建築確認等を受けて建築された収用

対象建築物であること。 

イ 予定建築物の用途は，原則として収用対象建築物の用途と同一であること。 

ウ 許可申請地は，原則として次の区域内の土地を含まないこと。ただし，自己の居住

の用に供するものにあっては，①～④の区域についてはこの限りでない。 

① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の災害危険区域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５７号）第９条第 1 項の土砂災害特別警戒区域 

④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３

条第１項の急傾斜地崩壊危険区域 

⑤ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項第１

号に規定する農用地区域 

⑥ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条及び同法第２５条の２に規定する

保安林の区域 

エ 予定建築物の規模は，従前の延べ面積の 1.5 倍以内であること。 

オ 予定建築物の位置については，地域の土地利用の状況等に照らして適切なものであ

ること。 
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カ 予定建築物の敷地の規模は，原則として従前とほぼ同じであること。 

キ 予定建築物の名称は，収用対象建築物の立地要件に基づき適切に設定すること。 

ク 申請者が宅地として使用し得る土地を市街化調整区域内に従前から所有しており，

敢えて市街化区域に土地を求めさせることの合理性が乏しい場合，又は収用対象事業

の事業者において適切な土地を斡旋する場合等，真にやむを得ないと認められる場合

で，次の①～③のすべての事項に適合するものであること。 

① 市街化調整区域への移転すべき理由が適切であること。 

② 許可申請地に立地することについて，社会通念上妥当と思われるものであること。 

③ 当該収用対象事業の公共性，緊急性等から移転による効果が十分認められること。 

ケ 上記クについて，収用対象事業の事業者，宅地開発部局等の関係部局と調整がとれ

たものであること。 

 

５）特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法又は公共用飛行場周辺における航空機騒音 

による障害の防止等に関する法律に規定する建築物等の移転（第５号） 

市内に存する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和５３年法律第２６号）第

９条第１項に規定する建築物等及び市内に存する公共用飛行場周辺における航空機騒

音による障害の防止等に関する法律（昭和４２年法律第１１０号）第９条第１項に規定

する建物等（以下「対象建築物」という。）が移転又は除却をする場合において，これ

に代わるべき建築物（以下「予定建築物」という。）については，対象建築物が市街化

調整区域に存する場合は，次のアからクに掲げるすべての事項に該当し，対象建築物が

市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域に存する場合は，次のアから

コに掲げるすべての事項に該当するもの。 

ア 線引きの日前から存する対象建築物又は建築確認等を受けて建築された対象建築

物であること。 

イ 予定建築物の用途は，原則として対象建築物の用途と同一であること。 

ウ 許可申請地は，原則として次の区域内の土地を含まないこと。ただし，自己の居住

の用に供するものにあっては，①～④の区域についてはこの限りでない。 

① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の災害危険区域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５７号）第９条第 1 項の土砂災害特別警戒区域 

④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３

条第１項の急傾斜地崩壊危険区域 

⑤ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58号）第８条第２項第 1号

に規定する農用地区域 

⑥ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 25 条及び同法第 25 条の２に規定する保安

林の区域 

エ 予定建築物の規模は，従前の延べ面積の 1.5 倍以内であること。 

オ 予定建築物の位置については，地域の土地利用の状況等に照らして適切なものであ

ること。 

カ 予定建築物の敷地の規模は，原則として従前とほぼ同じであること。 

キ 予定建築物の名称は，対象建築物の立地要件に基づき適切に設定すること。 

ク 市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地を有していないこと。 
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ケ 申請者が宅地として使用し得る土地を市街化調整区域内に従前から所有しており

（この場合，航空機騒音障害防止特別地区を変更した日（令和２年４月１日）以前か

ら継続して所有している土地，又は 10 年以上継続して所有している土地をいう），敢

えて市街化区域に土地を求めさせることの合理性が乏しい場合，又は特定空港の設置

者において適切な土地を斡旋する場合等，真にやむを得ないと認められる場合で，次

の①及び②のいずれにも適合するものであること。 

① 市街化調整区域への移転すべき理由が適切であること。 

② 許可申請地に立地することについて，社会通念上妥当と思われるものであること 

コ 上記ケについて，特定空港の設置者，宅地開発部局等の関係部局と調整がとれたも

のであること。 

 

６）区域指定方針等において流通業務の用に供する施設又は工業施設として規則で定め 

る施設（第６号） 

ア 都市計画マスタープランに即した土地利用計画に基づき，市長が指定した区域（令

和８年４月１日時点で市内に指定された区域は存在しない。）において，イに掲げる

用途の建築物を建築する目的で行う開発行為を認める。 

イ 建築できる建築物の用途としては，「流通業務施設」又は「工業施設」であること。 
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（１３）既存権利を有する者が行う建築物等 
法第３４条第１３号 

十三 区域区分に関する都市計画が決定され，又は当該都市計画を変更して市街化調整区

域が拡張された際，自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し，又は自己の

業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有

権以外の権利を有していた者で，当該都市計画の決定又は変更の日から起算して 6 月以

内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが，当該目的に従って，

当該土地に関する権利の行使として行う開発行為（政令で定める期間内に行うものに限

る｡） 

政令第３０条 

（区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことが

できる期間） 

第３０条 法第３４条第１３号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）

の政令で定める期間は，当該都市計画の決定又は変更の日から起算して 5年とする。 

省令第２８条 

（既存の権利者の届出事項） 

第２８条 法第３４条第１３号の国土交通省令で定める事項は，次に掲げるもの（自己の

居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあっては，第１号に掲げる

ものを除く。）とする。 

一 届出をしようとする者の職業（法人にあつては，その業務の内容） 

二 土地の所在，地番，地目及び地積 

三 届出をしようとする者が，区域区分に関する都市計画が決定され，又は当該都市計

画を変更して市街化調整区域が拡張された際，土地又は土地の利用に関する所有権以

外の権利を有していた目的 

四 届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合におい

ては，当該権利の種類及び内容 

本号の規定は，法第７条に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の

決定又は変更（いわゆる線引き）により市街化調整区域となった土地についての経過的な

措置として定められたもので，本市では，現在該当する区域はない。  
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（１４）開発審査会の議を経た開発行為 
法第３４条第１４号 

十四 前各号に掲げるもののほか，都道府県知事が開発審査会の議を経て，開発区域の周

辺における市街化を促進するおそれがなく，かつ，市街化区域内において行うことが困

難又は著しく不適当と認める開発行為 

本号の規定は，法第３４条第１号から第１３号までのいずれの規定にも該当しない開発行

為について，周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ，かつ，市街化区域内におい

て行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合については，開発許可権者が開発審査

会の議を経て許可しうることを定めたものである。第三者機関である開発審査会の議を経る

こととなっているのは，本号の要件は一般的，包括的な規定で裁量的要素が多く，公正かつ

慎重な運用を行う必要があるためである。 

ここで，「市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行

為」とは，その開発行為を市街化調整区域内で行う場合と，市街化区域内で行う場合とで比

較して，市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為をい

う。この規定は，客観的にみて，その用途等から市街化調整区域内に存することが相当であ

り，市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものであることを

いい，申請者が市街化区域に所有地や賃借不動産を有しない，市街化区域においてすでに建

築物が建てられていることにより空地の取得が困難であるといった個人的事情は含まれな

い。（昭和５１年１２月２２日名古屋地裁判例） 

また，「開発審査会の議を経る」とは，開発審査会が開発許可権者と同じように許可基準

の審査を行うのではなく，許可権者が許可相当と判断したことに対して，その判断が本号の

規定に照らして適当かどうかを審議することをいう。 

提案基準は，許可権者が開発審査会へ付議する上で「通常原則として許可して差し支えな

いものと考えられるもの」として定めたものであり，各提案基準に示す基準は，許可申請に

当たって必要条件としての性格を持つものである。 

なお，本市は千葉県開発審査会に付議することになる。 

そして，千葉県開発審査会より許可相当の答申がなされた場合，最終的に法第 34 条の立地

基準に該当すると判断されるものである。 
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法第 34 条第 14 号及び令第 36 条第 1 項第 3 号ホの規定の運用について 

開 発 審 査 会 提 案 基 準 

（最終改正：令和 8 年 3月 25 日） 

番号 項   目 千葉県通知(現行） 備考(包括案件・個別案件の取扱い） 

1 分家住宅 S46.3.1 第 135 号 

包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
（一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

2 収用対象事業の施行による移転

又は除却 〃 

包括・個別(市街化から市街化調整区域) 
（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 

3 社寺仏閣及び納骨堂 S47.5.2 第 277 号 

個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
（一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

4 既存集落内の自己用住宅 S57.9.20 第 262 号 包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 

5 準公益的施設 S47.5.2 第 277 号 

包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

6 既存適法建築物の増改築等 S46.3.1 第 135 号 

包括・個別（自己用住宅以外の２倍を超える

もの）（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

7 災害危険区域等に存する建築物

の移転 

S57.9.20 第 262 号 包括・個別（市街化から市街化調整区域） 
（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
（一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

8 屋外施設等の付帯施設を建築す

る目的で行う建築行為等 S47.5.2 第 277 号 

包括（一部改正 H6.3.31 第 549 号） 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

9 既存の権利者の届出を怠った者

が行う開発行為等 〃 包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 

10 
宅地開発を目的として造成され

た区画内の土地における建築行

為等 
S50.6.20 包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 

11 
宅地開発事業の基準に関する条例

に基づく確認を受けて造成が行わ

れた土地に建築するもの 
S57.9.20 第 262 号 

包括（一部改正 H23.3.23 第 800 号) 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

12 

災害防止上又は土地利用上住環

境の整備をすることが必要と認

められる土地における開発行為

【廃止】 

〃 包括（廃止 H27.1.22 第 613 号） 

 



- 118 - 
 

番号 項   目 千葉県通知(現行） 備考(包括案件・個別案件の取扱い） 

13 

大規模既存集落（指定既存集落）

内の小規模開発等 
１ 自己用住宅 ２ 分家 
３ 小規模な工場等 

S62.3.31 第 375 号 

包括（１・２）・個別（３） 
（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 H28.9.21 第 364 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
（一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

14 大規模な流通業務施設及び特定

流通業務施設 〃 

個別（一部改正 H20.7.11 第 271 号) 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

15 
有料老人ホームのうち，設置及

び運営が県の定める基準等に適

合する優良なもの 
S61.12.16 第 262 号 

個別（一部改正 H10.9.16 第 396 号） 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

16 
工場，研究所，有料老人ホーム及

び社会福祉施設に従事する者の

社宅及び寮 
S62.3.31 第 375 号 

個別・包括（同一敷地内） 
（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
（一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

17 学校教育法に基づく大学（短期

大学含む。）における学生寮 〃 

個別・包括（同一敷地内） 
（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
（一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

18 病院の看護師寮 〃 

個別・包括（同一敷地内） 
（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
（一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

19 幹線道路の沿道における大型自

動車の修理工場 〃 
個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

20 介護老人保健施設 S63.9.20 第 193 号 

個別（一部改正 H13.7.31 第 276 号） 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

21 
既存適法第一種特定工作物の増

改築 H2.6.14 第 111 号 
個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

22 
地域振興を図るための工場等 
（成田市，酒々井町） H3.3.20 第 381 号 

個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

23 線引前から宅地になっている土

地における建築行為 H2.6.14 第 111 号 包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 

24 ヘリポート関連施設 【廃止】 H3.3.20 第 381 号 個別（廃止 H27.1.22 第 613 号） 

25 

コンクリート廃材リサイクルプ

ラントを建設する目的で行う開

発行為等 H4.3.30 第 531 号 

個別（一部改正 H26.5.21 第 96 号） 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 
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番号 項   目 千葉県通知(現行） 備考(包括案件・個別案件の取扱い） 

26 

改良土プラントを建設する目的

で行う開発行為等 H7.3.24 第 505 号 

個別（一部改正 H26.5.21 第 96 号） 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

27 

土地区画整理事業等の施行によ

る既存用途不適格建築物等の移

転 H5.5.13 第 79 号 

個別（一部改正 H26.5.21 第 96 号） 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

28 住居系地域における既存用途不

適格建築物等の移転 〃 

個別（一部改正 H8.3.22 第 394 号） 
（一部改正 H26.5.21 第 96 号） 

  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

29 

市町村営住宅を建設する目的で

行う開発行為等 H5.7.16 第 214 号 

個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

30 

空港周辺地域の屋外駐車場付帯

事業所の建築行為等 H6.3.31 第 550 号 

包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

31 
納骨堂を建築する目的で行う開

発行為等 H7.3.24 第 505 号 
個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

32 

許認可・確認等を受け造成され

た区域における宅地の再分割の

開発行為等 〃 

包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

33 

木材の卸売りのために開設され

る市場の開発行為等 H8.10.31 第 276 号 

個別（一部改正 H26.5.21 第 96 号） 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

34 

病院又は診療所に通院する患者

の利便性を目的とした薬局 H12.4.28 第 82 号 

包括（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

35 農産物の直売所のための開発行

為等【廃止】 H15.3.28 第 643 号 個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （廃止 R2.3.30 第 782 号） 

36 

使用済自動車の再資源化等に関

する法律第 2 条第 13 項の「解体

業」又は第 14 項の「破砕業」に

係る既存の解体作業場等 

H16.7.29 第 285 号 個別（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

37 社会福祉施設等 H19.11.13 第 5133 号 

個別（一部改正 H25.8.19 第 282 号) 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 
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番号 項   目 千葉県通知 (現行） 備考(包括案件・個別案件の取扱い） 

38 医療施設 〃 

個別（一部改正 H23.3.23 第 800 号) 
  （一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

39 学校 〃 

個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

40 国，県等が行った開発許可適用

除外造成地における建築行為 H21.3.30 第 1041 号 

包括・個別（基準内容 2(1)において当該開発

行為の土地利用の目的が明確でない場合） 
（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
（一部改正 H28.1.5 第 618 号） 
（一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
（一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

41 地域包括支援センター H20.11.6 578 号 

個別（一部改正 H27.1.22 第 613 号） 
  （一部改正 R2.3.30 第 782 号） 
  （一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

42 地域再生のための用途変更等 R2.3.30 第 782 号 個別（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

43 地域経済牽引事業 R2.3.30 第 782 号 個別（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 

44 農林水産業の持続的な発展を図

るための開発行為等 R2.3.30 第 782 号 個別（一部改正 R6.3.25 第 1341 号） 
  （一部改正 R8.3.25 第 908 号） 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分家住宅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市街化調整区域において自己の土地を所有

しつつ継続して生活の本拠を有する農家世帯

に代表される世帯がその世帯の通常の分化発

展の過程で必要とする分家住宅を建築する目

的で行う開発行為等で，次に掲げるすべての事

項に該当するもの。 
(1) 申請者は，次のいずれかに掲げる者で分家

する合理的理由があること。 
① 現に農業を営む世帯又は農家から分家

住宅として開発許可を受けた世帯（これ

らに関する子孫の世帯を含む。）から分家

する者で，かつ，従前同一世帯構成員とし

て 2 年以上の同居の事実のある者 
② 市街化調整区域とする都市計画の決定

及び変更（以下「線引」という。）前から

引き続きその生活の本拠を有している世

帯又は当該世帯から分家住宅として開発

許可を受けた世帯（これらに関する子孫

の世帯を含む。）から分家する者で，かつ，

従前同一世帯構成員として 2 年以上の同

居の事実のある者 
(2) 「分家する合理的理由」とは，次のいずれ

かに該当すること。 
① 単身者にあっては，婚姻等により分家

する場合 
② 婚姻等した者が分家する場合（なお，婚

姻等したものには，現在離婚等している

者若しくは配偶者等が死亡した者も含

む。） 
(3) 申請者は，自己の住宅を所有していないこ

と。また，申請者及び両親において，市街化

区域内に分家住宅等を建築することが可能

な土地を所有していないこと。 
(4) 許可申請地は，線引前から本家たる世帯が

所有若しくは線引前から本家が所有してい

た土地を相続等により取得していた土地で

あること（敷地延長部分を除く。）。 

 
 
 
 
 
 
(1) 「世帯構成員」と

は，民法（明治 29 年

法律第89号）第725
条に規定する親族

をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 「婚姻等」の「等」

とは，事実婚やパー

トナーシップ関係

を含むものとする。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分家住宅 
 

ただし線引後，農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和 44 年法律第 58 号）第 13 条

の2の規定による農業振興地域内の土地の

交換分合により取得した土地はこの限り

ではない。 
(5) 開発区域又は建築物の敷地（以下「予定

建築物の敷地」という。）の面積は 500 平

方メートル以下とすること。 
(6) 農家世帯以外の分家住宅の場合の許可申

請地は，原則として農業振興地域の整備に

関する法律第 8条第 2項第 1号に規定する

農用地区域並びに森林法（昭和 26 年法律

第 249 号）第 25 条及び同法第 25 条の 2 に

規定する保安林を含まないこと。 
(7) 予定建築物の名称は，「分家住宅」とする

こと。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収用対象事業

の施行による

移転又は除却 

土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第 3
条に規定する事業（以下「収用対象事業」とい

う。）の施行により建築物（以下「収用対象建築

物」という。）が移転又は除却しなければならな

い場合において，これに代わるべきもので，次

に掲げるすべての事項に該当するもの。 
(1) 収用対象建築物が市街化調整区域に存す

ること。ただし，市街化区域に存するもので

市街化調整区域に移転する場合にあって

は，その合理的理由について，関係部局と調

整がとれたものであること。 
(2) 「合理的理由」とは，申請者が宅地として

使用し得る土地を市街化調整区域内に従前

から所有しており，敢えて市街化区域に土

地を求めさせることの合理性が乏しい場

合，又は収用対象事業の事業者（以下「起業

者」という。）において適切な土地を斡旋す

る場合等，真にやむを得ないものであるこ

と等をいい，次のすべてに適合するもので

あること。 
① 市街化区域から市街化調整区域へ移転

すべき理由が適切であること。 
② 許可申請地に立地することについて，

社会通念上妥当と思われるものであるこ

と。 
③ 当該収用対象事業の公共性，緊急性等

から移転による効果が十分認められるこ

と。 
(3) 予定建築物の用途は，原則として従前の建

築物の用途と同一であること。 
(4)  都市再生特別措置法（平成 14 年法律第

22 号）第 88 条第 3 項に規定する住宅等の

立地を適正なものとするために必要な勧告

の基準（以下「住宅等の届出に対する勧告基

準」という。）及び同法第 90 条に規定する

特定開発行為・特定建築行為の立地基準（以

下「居住調整地域の立地基準」という。）  

 
 
 
 
 
 
(1) 左欄(1)の「関係部

局」とは，起業者，

宅地開発部局等を

いう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 左欄(4)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収用対象事業

の施行による

移転又は除却 

並びに同法第 108 条第 3 項に規定する誘導

施設の立地を適正なものとするための勧告

の基準（以下「誘導施設の届出に対する勧告

基準」という。）との連携のため，予定建築

物の用途が次のいずれかに該当する場合

は，関係部局と調整がとれたものであるこ

と。 
① 同法第81条第1項に規定する立地適正

化計画を作成した市町村において，予定

建築物の用途が同条第 2 項第 3 号に規定

する誘導施設に該当する場合，又は同法

第 88条第 1項に規定する住宅等に該当す

る場合 
② 同法第89条に規定する居住調整地域を

定めた市町村において，同法第 90 条に規

定する住宅等に該当する場合，及び同法

施行令（平成 14 年政令第 190 号）第 29
条第 1 項に規定する戸数以上の住宅の場

合，並びに同条第 2 項に規定する規模以

上の住宅の場合 
(5) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為以外の開発行

為等にあっては，許可申請地に水防法（昭和

29 年法律第 163 号）第 14 条の洪水浸水想

定区域，同法第 14 条の 2 の雨水出水浸水想

定区域及び同法第 14条の3の高潮浸水想定

区域を含まないこと。ただし，安全上及び避

難上の対策が講じられたものについてはこ

の限りではない。 
(6) 予定建築物の規模は，用途等を勘案し，原

則として従前のものと相違しないこと。 
(7) 予定建築物の位置については，地域の土地

利用の状況等に照らして適切なものである

こと。 
(8) 予定建築物の敷地の規模は，原則として従

前とほぼ同じであること。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収用対象事業

の施行による

移転又は除却 

(9) 許可申請地は，原則として農業振興地域の

整備に関する法律第 8 条第 2 項第 1 号に規

定する農用地区域並びに森林法第25条及び

同法第 25条の 2に規定する保安林を含まな

いこと。 
(10) 収用対象建築物の立地要件によっては，

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 41
条第 1 項の規定に基づく建築物の建蔽率等

の制限（以下「都市計画法第 41 条制限」と

いう。）を適切に設定すること。 
(11) 予定建築物の名称は，収用対象建築物の

立地要件に基づき適切に設定すること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社寺仏閣及び

納骨堂 
原則として当該市街化調整区域を中心とし

た地域社会における住民の日常の宗教的生活

に関連した施設を対象とし，次に掲げるすべ

ての事項に該当するもの。 
(1) 既存の集落等における地域的性格の強い

鎮守，社，庚申堂，地蔵堂等を構成する建

築物であること。 
(2) 宗教活動上の施設であって当該市街化調

整区域及びその周辺の地域における信者

の分布等からみて，当該地域に立地する合

理的事情があること。なお，「宗教活動上の

施設」とは，原則として宗教法人の行う儀

式・教化育成のための施設及びこれに付属

する社務所・庫裏をいい，宿泊施設及び休

憩施設は原則として含まない。 
(3) 建築物の規模，平面計画（間取り）等が

用途に照らしてふさわしいものであるこ

と。 
(4) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為以外の開発

行為等にあっては，許可申請地に水防法第

14 条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の

2 の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14
条の 3 の高潮浸水想定区域を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(6) 予定建築物の名称は，「○○（宗教施設）」 

とすること。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

4 既存集落内の

自己用住宅 
既存集落内において建築することがやむを

得ないものと認められる自己用住宅で，次に掲

げるすべての事項に該当するもの。 
(1) 既存集落とは次のいずれかの区域にあっ

て，おおむね 50 戸以上の建築物が存在して

いるものであること。 
① 許可申請地を含む半径 150 メートルの

円の範囲内 
② 国道，県道等の主要な道路の沿線片側

50 メートルの奥行きで，面積 7 ヘクター

ルの範囲内 
③ 建築物の敷地間の距離がおおむね50メ

ートル以内で連続して存在する地域の範

囲内 
上記①及び②に掲げるそれぞれの区域の

境界部分に存する建築物の敷地に接してい

る敷地，及びこれに連続している敷地があ

るときは，これを戸数に算入して差し支え

ない。 
(2) 戸数の算定に当たっては，車庫・物置・そ

の他の付属建築物を伴う場合，これらを含

む全体の敷地を一戸として数えるものとす

る（20 戸以上が市街化調整区域内に存する

ものであること。）。なお，現に存する建築物

のみを算入すること。 
(3) 許可申請地は，申請者において線引前から

所有していたものであること。なお，線引前

から所有していた者から相続（被相続人か

らの生前贈与を含む。）によって取得した土

地も含む。 
(4) 予定建築物は，自己の居住の用に供する一

戸の専用住宅であること。 
(5) 予定建築物の敷地の面積は，500 平方メー

トル以下とし，予定建築物の規模・構造等が

一戸の専用住宅にふさわしいものであるこ

と。 
 

 
 
 
(1) 「おおむね 50 戸以

上の建築物」とは，

最低 40 戸以上の建

築物をいう。 
 
 
 
 
(2) 左欄(1)③の「おお

むね」とは，10 パー

セントを限度とす

ることをいう。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 既存集落内の

自己用住宅 
(6) 申請者は，自己の住宅を所有していないこ

と。ただし，次のいずれかに該当する場合

は，この限りではない。 
① 現在の住居が家族構成等から見て過

密，狭小であり，現在地で増築等の対処が

できない事情があり，やむを得ないと認

められるもの。 
② 現在の住居が被災し，現在地に建替え

ることが困難等の事情があり，やむを得

ないと認められるもの。 
③ 定年，退職，卒業等の事情がある場合等

社会通念に照らし，やむを得ないと認め

られるもの。 
(7) 許可申請地は，原則として農業振興地域の

整備に関する法律第 8 条第 2 項第 1 号に規

定する農用地区域並びに森林法第25条及び

同法第25条の2に規定する保安林を含まな

いこと。 
(8) 予定建築物の名称は，「自己用住宅」とす

ること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

5 準公益的施設 
 

地区集会所その他都市計画法第29条第1項
第 3 号に規定する施設に準ずる施設である建

築物で，次に掲げるすべての事項に該当する

もの。 
(1) 主として市街化調整区域内居住者を対象

とするものであって社会的，地域的に公益

性が強いと認められる施設（地区集会所，

消防器具庫等）であること。 
  なお，市街化区域内居住者を含めて対象

とするものであっても，市街化区域に土地

を求めることが困難な場合など真にやむ

を得ないと認められるものはこの限りで

はない。 
(2) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(3) 施設の設置，管理及び運営を町内会・自

治会等が行い，適正な管理が行われるもの

であること。 
(4) レジャー的な施設その他これらに類する

建築物と併用されるものでないこと。 
(5) 施設の必要性，設置計画等の合理的事情

から，当該施設が立地する市町村の市町村

長の承認が得られているものであること。 
(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(7) 予定建築物の名称は，下記を参考に適切

に設定すること。 
① 「地区集会所（準公益的施設）」 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 準公益的施設 ② 「青年館（準公益的施設）」 
③ 「消防器具庫（準公益的施設）」 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

6 既存適法建築

物の増改築等 
1 用途変更を伴わない既存適法建築物の増

改築等で，次に掲げるすべての事項に該当

するもの。 
(1) 予定建築物の敷地は，原則として既存建

築物の敷地とすること。ただし，既存建築

物の敷地が 100 平方メートル未満である

など著しく過小であり真にやむを得ない

と認められる場合の専用住宅にあっては，

敷地面積 180 平方メートルを限度とする。 
(2) 予定建築物の規模は，用途等を勘案し，

原則として既存建築物の延べ面積の2倍を

限度とする。ただし，合理的な事由があり

やむを得ないと認められる場合にはこの

限りではない。 
(3) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準並びに誘導施設の届

出に対する勧告基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同条

第 2項第3号に規定する誘導施設に該当

する場合，又は同法第 88 条第 1 項に規

定する住宅等に該当する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域

を定めた市町村において，同法第 90 条

に規定する住宅等に該当する場合，及び

同法施行令第 29 条第 2 項に規定する規

模以上の住宅の場合 
(4) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為以外の開発

行為等にあっては，許可申請地に水防法第

14 条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の

2 の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14
条の 3 の高潮浸水想定区域を含まないこ 

既存建築物の敷地内で

行う建築行為であって，

増改築後の延べ面積が既

存建築物の延べ面積の

1.5 倍以下であるものに

ついては，用途の変更が

ない場合であれば，許可

を要しない。 
(1) 「既存建築物」とは，

申請日前に存するも

のをいう。 
(2) 「既存建築物の敷

地」とは，線引時点

又は線引後に都市計

画法の規定に基づき

許可等を得た時点に

おける建築物の敷地

をいう。 
(3) 左欄(3)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 既存適法建築

物の増改築等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 予定建築物の名称は，既存建築物の立地

要件に基づき適切に設定すること。 
 
2 既存適法建築物の使用者属性の変更に伴

う用途変更等で，次に掲げるすべての事項

に該当するもの。 
(1) 対象建築物 
  対象建築物は次に掲げるもので，建築後

10 年以上が経過しているものとする。ただ

し，建築後 10 年未満であっても，申請者

の死亡，破産など真にやむを得ないと認め

られる場合はこの限りではない。 
① 都市計画法第 29 条第 1 項第 2 号に規

定する農林漁業者の居住用住宅，若しく

は改正前の都市計画法第 29 条第 1 項第

3 号に基づき運用した診療所併用住宅 
（改正：平成 18 年 5 月 31 日 施行：平成

19 年 11 月 30 日） 
② 都市計画法第 34 条第 1 号の規定によ

り許可された店舗等併用住宅  
③ 都市計画法第 34 条第 13 号の規定に

より許可された自己用住宅若しくは店

舗併用住宅 
④ 都市計画法第 34 条第 12 号，第 14 号

の規定により許可された分家住宅，自己

用住宅及び店舗併用住宅 
(2) 予定建築物は一戸の専用住宅とするこ

と。 
(3) 申請人は，現に建築物を所有し居住して

いる者であること。 
(4) 予定建築物の敷地は，原則として既存建

築物の敷地とする。ただし，既存建築物の

敷地が 100 平方メートル未満であるなど

著しく過小であり真にやむを得ないと認 

 
 
 
 
 
 
(4) 「用途変更等」の

「等」とは，用途変更

に伴う増改築を含む

ものとする。 
(5) 審査に当たっては，

次の資料を参考とす

る。 
① 都市計画法第 29 条

第 1 項に基づく許可

証及び同法第 36 条

第 2 項に規定する検

査済証，同法第 43 条

第 1 項に基づく許可

証並びに都市計画法

施行規則（昭和 44 年

建設省令第 49 号）第

60条の規定による証

明書 
② 建築基準法第 6 条第

1 項及び同法第 6 条

の 2 第 1 項に基づく

確認済書並びに同法

第 7 条第 5 項に基づ

く検査済証 
③ 地方税法（昭和 25年

法律第226号）第380
条第 1 項に規定する

固定資産課税台帳に

よる課税証明書 
④ 不動産登記法（平成

16 年法律第 123 号） 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 既存適法建築

物の増改築等 
められる場合の専用住宅にあっては，敷地

面積 180 平方メートルを限度とする。 
(5) 予定建築物の名称は，「専用住宅」とする

こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2 条第 9 号に規定

する土地・建物登記簿

謄本 
⑤ その他 



- 134 - 
 

  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害危険区域

等に存する建

築物の移転 

冒頭の①から⑥に掲げる事業又は勧告によ

り移転しなければならない建築物（以下「移転

対象建築物」という。）がある場合において，

これに代わるべきもので，次の(1)から(9)に掲

げるすべての事項に該当するもの。 
① がけ地近接等危険住宅移転事業として 
行う移転 

② 地すべり等防止法第 24 条第 1 項の規 
定による関連事業計画に基づく移転 

③ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関 
する法律第 9 条第 3 項の勧告に基づく移 
転 

④ 建築基準法第 10条第 1項の勧告に基づ 
く移転 

⑤ 土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策の推進に関する法律第 26 条第 1
項の勧告に基づく移転 

⑥ その他条例，要綱等に基づく①から⑤ま

でと同等と認められるもの。 
(1) 移転対象建築物が市街化調整区域に存す

ること。ただし，市街化区域に存するもの

で市街化調整区域に移転する場合にあっ

ては，その合理的理由について，関係部局

と調整がとれたものであること。 
(2) 「合理的理由」とは，申請者が宅地とし

て使用し得る土地を従前から所有してお

り，敢えて市街化区域に土地を求めさせる

ことの合理性が乏しい場合，又は知事等に

より適切な土地を斡旋する場合等，真にや

むを得ないものであること等をいい，次の

すべてに適合するものであること。 
① 市街化区域から市街化調整区域へ移

転すべき理由が適切であること。 
② 許可申請地に立地することについて，

社会通念上妥当と思われるものである

こと。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 左欄(1)の「関係部

局」とは，左欄冒頭

の①から⑥の担当部

局，宅地開発部局等

をいう。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 災害危険区域

等に存する建

築物の移転 

(3) 予定建築物の用途は，原則として移転対

象建築物の用途と同一であること。 
(4) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準並びに誘導施設の届

出に対する勧告基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同条

第 2項第 3号に規定する誘導施設に該当

する場合，又は同法第 88 条第 1 項に規

定する住宅等に該当する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域

を定めた市町村において，同法第 90 条

に規定する住宅等に該当する場合，及び

同法施行令第 29 条第 1 項に規定する戸

数以上の住宅の場合，並びに同条第 2 項

に規定する規模以上の住宅の場合 
(5) 予定建築物の敷地の規模は，移転対象建

築物の敷地とほぼ同じであること。 
(6) 予定建築物の規模は，用途等を勘案し，

原則として従前のものと相違しないこと。 
(7) 予定建築物の位置については，地域の土

地利用の状況等に照らして適切なもので

あること。 
(8) 予定建築物の名称は，移転対象建築物の

立地要件に基づき適切に設定すること。 
(9) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 
① 建築基準法第 39 条第 1 項の災害危険 
区域 

② 地すべり等防止法第 3 条第 1 項の地す 
べり防止区域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災害 
防止対策の推進に関する法律第 9 条第 1 

 
 
(2) 左欄(4)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 災害危険区域

等に存する建

築物の移転 

項の土砂災害特別警戒区域 
④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関 
する法律第 3 条第 1 項の急傾斜地崩壊危 
険区域 

⑤ 水防法第 14 条の洪水浸水想定区域，同

法第 14 条の 2 の雨水出水浸水想定区域

及び同法第 14 条の 3 の高潮浸水想定区

域。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(10) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

屋外施設等の

付帯施設を建

築する目的で

行う建築行為

等 

1 キャンプ場等の屋外施設に係る付帯建築

物であって，次に掲げるすべての事項に該

当するもの。 
(1) 管理棟の延べ面積は，100 平方メートル

以下であること。 
(2) 屋外施設の規模・内容等から当該施設の

管理上又は利用上必要と認められる最小

限のクラブハウス・バンガロー等の宿泊施

設であること。 
(3) 予定建築物の敷地は，原則として屋外施

設の用地と明確に区分されたものとして，

必要最小限の設定がなされているもので

あること。 
(4) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 予定建築物の名称は，「管理棟（屋外施

設）」「クラブハウス（屋外施設）」，「バンガ

ロー（屋外施設）」等とすること。 
 
2 1 ヘクタール未満の運動・レジャー施設， 
墓地，埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律 
第 48 号）第 2 条第 5 項に規定する墓地（以 
下「墓園」という。）等の屋外施設に係る付 
帯建築物であって，次に掲げるすべての事 
項に該当するもの。 

(1) 管理棟は，当該施設の管理上又は利用上

必要最小限のもので，延べ面積 100 平方メ

ートル以下であること。 
(2) 墓園の管理棟にあっては，既存の墓園の

管理棟を対象とする。ただし，同法第 10 条

の規定による墓地，納骨堂又は火葬場の経

営の許可等の基準その他墓地等の経営に関 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 屋外施設等の

付帯施設を建

築する目的で

行う建築行為

等 

し必要な事項を定めた当該市町村の条例

の規定による事前協議を経たものであっ

て，確実に許可される見込みがあるものは

この限りではない。 
(3) 予定建築物の敷地は，原則として屋外施

設の用地と明確に区分されたものとして，

必要最小限の設定がなされているもので

あること。 
(4) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 予定建築物の名称は「管理棟（運動・レ

ジャー施設）」，「管理棟（墓園）」等とする

こと。 
 
3 駐車場及び資材置場に係る付帯建築物で 
あって，次に掲げるすべての事項に該当す 
るもの。 

(1) 管理棟は，営業活動又は事業活動を目的

としない防犯管理上必要最小限のもので，

延べ面積 100 平方メートル以下であるこ

と。 
(2) 原則として既存の駐車場及び資材置場に

係る管理棟を対象とする。 
(3) 予定建築物の敷地は，原則として駐車場

及び資材置場の用地と明確に区分された

ものとして，必要最小限の設定がなされて

いるものであること。 
(4) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，  
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 屋外施設等の

付帯施設を建

築する目的で

行う建築行為

等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全上及び避難上の対策が講じられたも

のについてはこの限りではない。 
(5) 予定建築物の名称は，「防犯管理棟」とす

ること。 
 
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 

45 年法律第 137 号。以下「廃掃法」という。） 
第 15 条第 1 項に規定する産業廃棄物処理 
施設（最終処分場を除く。）又は千葉県廃棄 
物の処理の適正化等に関する条例（平成 14
年条例第 3 号）第 12 条第 1 項に規定する小

規模産業廃棄物処理施設に係る管理事務所

であって，次に掲げるすべての事項に該当

するもの。 
(1) 管理事務所の延べ面積は，おおむね 30 平

方メートル以下であること。 
(2) 既存の産業廃棄物処理施設に係る管理事

務所を対象とする。ただし，千葉県廃棄物

処理施設の設置及び維持管理に関する指

導要綱第4条に規定する事前協議を経たも

のであって，確実に許可される見込みがあ

るものはこの限りではない。 
(3) 予定建築物の敷地は，原則として産業廃

棄物処理施設の用地と明確に区分された

ものとして，必要最小限の設定がなされて

いるものであること。 
(4) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 予定建築物の名称は，「管理事務所（産業

廃棄物処理施設）」とすること。 
 
5 千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に
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屋外施設等の

付帯施設を建

築する目的で

行う建築行為

等 

関する条例（令和 5 年千葉県条例第 30 号）

第 2条第 4項に規定する特定再生資源屋外

保管事業場に係る管理事務所であって、次

に掲げる全ての事項に該当するもの。 
(1) 特定再生資源屋外保管事業場に係る管理

事務所の延べ面積は、100 平方メートル以

下であること。 
(2) 既存の特定再生資源屋外保管事業場に係

る管理事務所を対象とする。ただし、千葉

県特定再生資源屋外保管業の許可申請に

係る事前協議に関する指導要綱第4条第１

項に規定する事前協議を経たものであっ

て、確実に許可される見込みがあるものは

この限りではない。 
(3) 予定建築物の敷地は、原則として特定再

生資源屋外保管事業場施設の用地と明確

に区分されたものとして、必要最小限の設

定がなされているものであること。 
(4) 許可申請地は、原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域、同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし、安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 予定建築物の名称は、「管理事務所（特定

再生資源屋外保管事業場）」とすること。 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

既存の権利者

の届出を怠っ

た者が行う開

発行為等 

都市計画法第 34 条第 13 号に規定する届出

を怠った者が自己用住宅を建築する目的で行

う開発行為等で，次に掲げるすべての事項に該

当するもの。 
(1) 線引の日から起算して 5 年以内に開発行

為等が行われるものであること。 
(2) 予定建築物は，自己の居住の用に供する一

戸の専用住宅であること。 
(3) 線引前に土地又は土地の利用に関する権

利を有していたことが客観的に認められる

こと。 
(4) 審査に当たっては，次の資料等を参考とす

る。なお，申請人が過去において同様の許可

を受けている場合は，原則として本提案基

準の対象としない。 
① 不動産登記法第 2 条第 9 号に規定する

土地登記簿謄本 
② 農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第 3
条第 1 項に基づく農地転用許可証 

(5) 予定建築物の名称は，「自己用住宅」とす

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 142 - 
 

  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

10 宅地開発を目

的として造成

された区画内

の土地におけ

る建築行為等 

線引前に宅地開発を目的として造成された

土地における建築行為等で，次に掲げるすべ

ての事項に該当するもの。 
(1) 線引前に宅地開発が行われた土地で現況

が宅地となっており，かつ，給排水・電気

等の施設が整備されているものであるこ

と。なお，「線引前に宅地開発が行われた土

地」の判断に当たっては，次の事項を参考

とする。 
① 線引前に宅地造成が行われた（線引時

に工事中のものを含む。）土地であるこ

とが，当該市町村の調査によって明らか

であること。 
② 道路位置指定等から見て線引前に宅

地造成が行われた（線引時に工事中のも

のを含む。）土地であることが確認でき

ること。 
(2) 予定建築物は，自己の居住の用に供する

一戸の専用住宅であること。 
(3) 予定建築物の名称は，「専用住宅」とする

こと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宅地開発事業

の基準に関す

る条例に基づ

く確認を受け

て造成が行わ

れた土地に建

築するもの 

宅地開発事業の基準に関する条例（昭和 44
年条例第 50 号）第 7 条に基づく確認を受けて

造成が行われた土地に建築物を建築するもの

で，次に掲げる事項に該当するもの。 
(1) 予定建築物の用途は，宅地開発事業の基

準に関する条例に基づく確認を受けた際

の建築物の用途と同一であること。 
(2) 宅地開発事業の基準に関する条例に基づ

く確認を受けた土地において，未利用地を

宅地へ転用する場合には，確認を受けた際

の土地利用と相違しないこと。 
(3) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準並びに誘導施設の届

出に対する勧告基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同条

第 2項第 3号に規定する誘導施設に該当

する場合，又は同法第 88 条第 1 項に規

定する住宅等に該当する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域

を定めた市町村において，同法第 90 条

に規定する住宅等に該当する場合，及び

同法施行令第 29 条第１項に規定する戸

数以上の住宅，並びに同条第 2 項に規定

する規模以上の住宅の場合 
(4) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為以外の開発

行為等にあっては，許可申請地に水防法第

14 条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の

2 の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14
条の 3 の高潮浸水想定区域を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 左欄(3)の「関係部

局」とは，立地適正化

計画関係部局，宅地

開発部局等をいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

  宅地開発事業

の基準に関す

る条例に基づ

く確認を受け

て造成が行わ

れた土地に建

築するもの 

い。 
(5) 予定建築物の名称は，宅地開発事業の基準 

に関する条例により確認を受けた建築物の

用途を適切に設定すること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大規模既存集

落（指定既存集

落）内の小規模

開発等 

1 自己用住宅について 
線引前から現在に至るまで引き続いて指定

既存集落に生活の本拠を有する者が自己用住

宅を建築する目的で行う開発行為等で，次に掲

げるすべての事項に該当するもの。 
 なお，「生活の本拠を有する者」とは，少なく

とも 10 年以上継続して居住していた事実が確

認できる者をいう。ただし，収用対象事業の移

転又は災害危険区域からの移転等により当該

指定既存集落内に生活の本拠を有することと

なった者については，10 年以上の継続居住の要

件は適用しない。また，転勤等社会通念上やむ

を得ない理由により継続期間が中断した場合

は，中断期間を除いて継続しているものとみな

す。 
(1) 予定建築物は，原則として自己の居住の用

に供する一戸の専用住宅であること。 
(2) 予定建築物の敷地の面積は 500 平方メー

トル以下とし，予定建築物の規模・構造等が

一戸の専用住宅にふさわしいものであるこ

と。 
(3) 申請者は自己の住宅を所有していないこ

と。ただし，次のいずれかに該当している場

合はこの限りではない。 
① 現在の住居が家族構成などから過密過

小であり，現在地での増築等で対処できな

い事由からやむを得ないと認められるも

の。 
② 現在の住居の被災，定年退職，卒業等の

事情があり社会通念に照らしてやむを得

ないと認められるもの。 
(4) 許可申請地は，原則として農業振興地域の

整備に関する法律第 8 条第 2 項第 1 号に規

定する農用地区域並びに森林法第 25 条及び

同法第 25 条の 2 に規定する保安林を含まな

いこと。 
(5) 予定建築物の名称は，「自己用住宅」とす 

(1) 対象となる指定既

存集落は，大規模既

存集落指定地域（別

紙 1）のとおり。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 大規模既存集

落（指定既存集

落）内の小規模

開発等 

ること。 
 
2 分家住宅について 
線引前から現在に至るまで引き続いて指定

既存集落に生活の本拠を有する世帯の通常の

分化発展の過程で必要とする分家住宅を建築

する目的で行う開発行為等で，次に掲げるすべ

ての事項に該当するもの。 
 なお，「生活の本拠を有する世帯」とは，少な

くとも 10 年以上継続して居住していた事実が

確認できる世帯をいう。ただし，収用対象事業

の移転又は災害危険区域からの移転等により

当該指定既存集落内に生活の本拠を有するこ

ととなった世帯については，10 年以上の継続居

住の要件は適用しない。また，転勤等社会通念

上やむを得ない理由により継続期間が中断し

た場合は，中断期間を除いて継続しているもの

とみなす。 
(1) 申請者は，線引前から引き続き指定既存集

落にその生活の本拠を有している世帯又は

当該世帯から分家住宅として開発許可を受

けた世帯（これらに関する子孫の世帯を含

む。）から分家する者，かつ，従前同一世帯

構成員として 2 年以上の同居の事実がある

者で，分家する合理的な理由があること。 
(2) 「分家する合理的理由」とは，次のいずれ

かに該当すること。 
① 単身者にあっては，婚姻等により分家す

る場合 
② 婚姻等した者が，独立した世帯を構成し

ようとして分家する場合（婚姻等した者に

は，現在離婚等している者若しくは配偶者

等が死亡した者も含む。）。 
(3) 申請者及び従前の世帯において，市街化区

域内に分家住宅を建築することが可能な土

地を所有していないこと。 
(4) 申請者は自己の住宅を所有していないこ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 「世帯構成員」とは，

民法第 725 条に規

定する親族をいう。 
 
 
 
 
 
 
(3) 「婚姻等」の「等」

とは、事実婚やパー

トナーシップ関係

を含むものとする。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 大規模既存集

落（指定既存集

落）内の小規模

開発等 

と。 
(5) 予定建築物の敷地の面積は 500 平方メー

トル以下であること。 
(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域の

整備に関する法律第 8 条第 2 項第 1 号に規

定する農用地区域並びに森林法第 25 条及び

同法第 25 条の 2 に規定する保安林を含まな

いこと。 
(7) 予定建築物の名称は，「分家住宅」とするこ

と。 
 
3 小規模な工場等について 
 線引前から現在に至るまで引き続いて指定

既存集落に生活の本拠を有する者が小規模な

工場等を建設する目的で行う開発行為等で，次

に掲げるすべてに該当するもの。 
なお，「生活の本拠を有する者」とは，少なく

とも 10 年以上継続して居住していた事実が確

認できる者をいう。ただし，収用対象事業の移

転又は災害危険区域からの移転等により当該

指定既存集落内に生活の本拠を有することと

なった者については，10 年以上の継続居住の要

件は適用しない。また，転勤等社会通念上やむ

を得ない理由により継続期間が中断した場合

は，中断期間を除いて継続しているものとみな

す。 
(1) 「工場等」の「等」とは事務所，店舗をい

うものであること。ただし，店舗については

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条

第 1項各号及び第 6項各号に規定する店舗は

除く。 
(2) 予定建築物は，許可申請地の周辺の土地利

用と調和のとれた自己の業務の用に供する

建築物であること。 
(3) 予定建築物の敷地の面積は1,000平方メー

トル以下であること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 148 - 
 

  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 大規模既存集

落（指定既存集

落）内の小規模

開発等 

(4) 予定建築物が店舗にあっては，延べ面積を

原則として 500 平方メートル（予定建築物の

敷地が国・県道等に接している場合は 1,000
平方メートル）以下とすること。 

(5) 予定建築物がその経営形態，運営管理上等

自己の生計を維持するため必要であるとす

る合理的理由があること。 
(6) 「合理的理由」とは，定年退職等の事情に

より，社会通念に照らし，新規に事業を営む

ことが，やむを得ないと認められるものをい

う。なお，市街化区域等に現に工場等を有し

ていないこと。 
(7) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の雨

水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の 3 の

高潮浸水想定区域の土地を含まないこと。た

だし，安全上及び避難上の対策が講じられた

ものについてはこの限りではない。 
(8) 許可申請地は，原則として農業振興地域の

整備に関する法律第 8 条第 2 項第 1 号に規

定する農用地区域並びに森林法第 25 条及び

同法第 25 条の 2 に規定する保安林を含まな

いこと。 
(9) 予定建築物の用途が店舗の場合の都市計

画法第 41 条制限は次のとおりとすること。 
基準内容(4)に規定する延べ面積を予定建

築物の敷地で除して得た値を用いて，容積率

を設定すること。 
(10) 予定建築物の名称は，「自己用小規模店舗

（○○）」，「自己用小規模工場（○○）」等と

すること。 
 
 
 
 
 

(4) 「国・県道等」とは，

幅員 6 メートル以

上の市町村道を含

む。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大規模な流通

業務施設及び

特定流通業務

施設 

４車線以上の国・県道等並びに高速自動車

国道等のインターチェンジ等の周辺における

①から③に掲げる大規模な流通業務施設及び

特定流通業務施設に係る開発行為等で，関係

部局と調整がとれたものであって，次の(1)か
ら(7)に掲げるすべての事項に該当するもの。 
ただし，貨物自動車運送事業法に基づく施設

のうち，休憩，睡眠等のための施設及び点検施

設等を単体で建築しようとする場合は，当提

案基準の対象とはならない。 
なお，当該流通業務施設に併設される児童

福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59 条の

2 第 1 項に規定する認可外保育施設（児童福

祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定する事業所内

保育事業を目的とした施設であって，当該流

通業務施設の従業員の用に供するものに限

る。）については，当該流通業務施設の一部と

みなして取り扱うものとする。 
① 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

83 号）第 2 条第 2 項に規定する一般貨物

自動車運送事業（同条第 6 項の特別積合せ

貨物運送に係るものを除く。）の用に供す

る施設のうち，地方運輸局長が相当規模な

ものと認定した施設（以下「一般貨物自動

車運送事業用施設（相当規模）」という。） 
② 倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第 2

条第2項に規定する倉庫業の用に供する同

条第 1 項に規定する倉庫のうち，地方運輸

局長が相当規模と認定した施設（以下「倉

庫業の倉庫（相当規模）」という。） 
③ 物資の流通の効率化に関する法律（平成

17 年法律第 85 号）第 7 条第 2 項に規定す

る認定総合効率化計画に記載された同法

第 4条第 3号に規定する特定流通業務施設

に該当するものであって，貨物自動車運送

事業法第 2条第 2項に規定する一般貨物自

動車運送事業（同条第 6 項の特別積合せ貨 

(1) 「関係部局」とは，

運輸部局，道路管理

部局，交通管理部局，

都市計画部局，宅地

開発部局等をいう。 
(2) 「調整がとれたも

の」とは，立地場所

の選定にあたり大型

車等による当該道路

への交通上の支障の

有無（道路法（昭和

27 年法律第 180 号）

第 47 条第 1 項（車

両制限），道路交通法

（昭和 35 年法律第

105 号）第 8 条（大

型自動車通行規制））

についてあらかじめ

道路管理者等と協議

して確認されたもの

等であることをい

う。 
(3) 「相当規模」とは，

積載重量 5t 以上の

大型自動車が概ね 1
日平均延べ 20 回以

上発着するものをい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 大規模な流通

業務施設及び

特定流通業務

施設 

物運送に係るものを除く。）の用に供する

施設又は倉庫業法第 2条第 2項に規定する

倉庫業の用に供する同条第1項に規定する

倉庫で認定事業者が設置する施設（以下

「特定流通業務施設」という。） 
 

(1) 大規模な流通業務施設の立地について

は，当該市町村のまちづくり上支障がない

よう十分配慮された次に掲げる指定した

区域であること。なお，「インターチェン

ジ」には，運用時間及び対象車種を限定す

るスマートインターチェンジは，原則とし

て含まない。 
① 一般貨物自動車運送事業用施設（相当

規模）及び倉庫業の倉庫（相当規模）の

施設にあっては，次のいずれかに該当す

ること。 
ア 原則として４車線以上の国・県道等

の沿道で指定した区域。 
イ 高速自動車国道等のインターチェ

ンジの周辺（インターチェンジの出入

り口で一般道と接する地点より半径

500 メートルの範囲）の 2 車線以上で，

原則として幅員9メートル以上かつ幅

員1メートル以上の歩道が整備された

国・県道等の沿道で指定した区域。 
② 特定流通業務施設にあっては，高速自

動車国道等のインターチェンジ又は成

田国際空港のゲートの周辺（いずれの場

合も出入り口で一般道と接する地点よ

り半径 5 キロメートルの範囲）の 2 車線

以上で，原則として幅員 9 メートル以上

かつ幅員1メートル以上の歩道が整備さ

れた国・県道等の沿道で指定した区域。 
(2) 予定建築物の敷地の一部は，上記(1)の指

定した区域内にあって区域指定された路線

（以下「指定路線」という。）に接するこ 

(4) 「認定事業者」とは，

物資の流通の効率化

に関する法律第 7 条

第 1 項に規定する認

定総合効率化事業者

をいう。 
 
(5) 対象となるインタ

ーチェンジ，空港の

ゲート及び国・県道

等の沿道で指定し

た区域は別添指定

図のとおり。 
 
 
 
 
 
(6) 「国・県道等」には，

市町村道を含む。 
(7) 「高速自動車国道

等」とは，高速自動

車国道法（昭和 32年

法律第 79号）第 4条

第 1 項に規定する高

速自動車国道及び道

路法第 48 条の 4 に

規定する自動車専用

道路とする。 
(8) 申請者は，「千葉県

良好な景観の形成の

推進に関する条例」

（平成 20 年条例第

3 号）第 21 条に規定

する「景観づくり事

業者協定」の締結に

努めること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 大規模な流通

業務施設及び

特定流通業務

施設 

と。なお，地形等によりやむを得ず敷地が

路地状の部分で道路に接する場合は，路地

状部分の延長は25メートルを限度とする。 
なお，交通管理者との協議等より，やむを

得ず車が指定路線以外の道路から出入り

する場合でも，進入路の幅員は原則として

9 メートル以上であること。 
(3) 許可申請地は，将来においても住居系の

土地利用がなされないこと。 
(4) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(6) 車両の出入りは，原則として上記(2)の指

定路線から行うものとし，進入路の幅員は

9 メートル以上とすること。 
(7) 駐車場については，従業員分も含め所要

台数が適切に確保されていること。 
(8) 予定建築物の名称は，下記を参考に適切

に設定すること。 
① 「一般貨物自動車運送事業用施設（相

当規模）」 
② 「倉庫業の倉庫（相当規模）」 
③ 「特定流通業務施設」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※指定区域等（別紙 2） 



- 152 - 
 

  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有料老人ホー

ムのうち，設置

及び運営が県

の定める基準

等に適合する

優良なもの 

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第

29 条第 1 項に規定する有料老人ホームで，施

設の設置，運営が「千葉県有料老人ホーム設置

運営指導指針」に適合し，健康福祉部局と十分

な連絡調整のうえ安定的な経営確保が図られ

ていることが確実と判断されるもので，次に

掲げるすべての事項に該当するもの。 
なお，当該有料老人ホームに併設される児

童福祉法第 59 条の 2 第 1 項に規定する認可

外保育施設（児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に

規定する業務を目的とした事業所内保育事業

であって，当該有料老人ホームの従業員の用

に供するものに限る。）については，当該有料

老人ホームの一部とみなして取り扱うものと

する。 
(1) 原則として借地及び借家方式でないこ

と。ただし，やむを得ない理由により借地

及び借家する場合は，長期・安定的契約と

なっていること。 
(2) 権利関係については，利用権方式又は賃

貸借方式であること。 
(3) 機能運営上の観点から市街化区域に立地

することが困難又は不適当であること。 
(4) 当該施設が立地する市町村の福祉施策，

都市計画の観点から，当該市町村長から支

障がない旨の承認が得られたものである

こと。 
(5) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準並びに誘導施設の届

出に対する勧告基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同条

第 2項第 3号に規定する誘導施設に該当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 「長期・安定的契約」

とは，借地で 30年以

上，借家で 20年以上

をいう。 
 
 
(2) 「市街化区域に立地

することが困難又は

不適当」とは，当該

市街化調整区域又は

近接する市街化区域

等に所在する病院又

は特別養護老人ホー

ムの医療，介護機能

と密接に連携して立

地する必要がある場

合等であることをい

う。 
なお，「密接に連携

して立地する」とは，

医療機関と提携協力

の契約を交わしてい 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 有料老人ホー

ムのうち，設置

及び運営が県

の定める基準

等に適合する

優良なもの 

する場合，又は同法第 88 条第 1 項に規

定する住宅等に該当する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域

を定めた市町村において，同法第 90 条

に規定する住宅等に該当する場合 
(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8 条第 2 項第 1 号

に規定する農用地区域並びに森林法第 25
条及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林

を含まないこと。 
(7) 予定建築物の敷地は，原則として幅員 6

メートル以上の道路と接すること。 
(8) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(9) 都市計画法第 41 条制限は，建蔽率 50 パ

ーセント，容積率 100 パーセントとするこ

と。 
(10) 予定建築物の名称は，「有料老人ホーム」

とすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ることをいう。 
(3) 左欄(5)の「関係部

局」とは，立地適正化

計画関係部局，宅地

開発部局等をいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工場，研究所，

有料老人ホー

ム及び社会福

祉施設に従事

する者の社宅

及び寮 

冒頭の①から③に掲げる事業所に従事する

者の社宅及び寮で，次の(1)から(8)に掲げるす

べての事項に該当するもの。 
① 都市計画法の規定に基づき許可された事

業所 
② 同法第 29 条 1 項 3 号及び政令 21 条に定

める許可を要しない開発行為等に該当する

ものとして建築された事業所 

③ 従前から市街化調整区域に存する事業所 
 
(1) 当該事業の計画書等により許可申請地に

立地することがやむを得ないと認められ

ること。 
(2) 施設の立地については，原則として当該

事業所の敷地内に設置されるものである

こと。 
ただし，地形等により同一区域内に立地

することができない等やむを得ないと認

められる場合で，かつ隣接地若しくは近接

する既存集落内に設置されるものにあっ

てはこの限りではない。 
(3) 施設の規模については，当該事業所の操

業方式，就業体制，雇用形態等を勘案して

適切であること。 
(4) 管理は事業者が行い，管理人等が設置さ

れ適切に管理運営されること。 
(5) 予定建築物は，原則として共同住宅方式

であること。 
(6) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81条第 1項に規

定する立地適正化計画を作成した市町村

において，予定建築物の用途が同法第 88
条第 1 項に規定する住宅等に該当する 

(1) 事業所とは，工場，

研究所，有料老人ホ

ーム及び社会福祉施

設をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 「地形等」には，敷

地面積及び敷地形状

を含む。 
(3) 「近接する既存集

落」とは，開発許可

を受けた区域からお

おむね500メートル

以内の既存集落をい

い，「既存集落」には

「大規模既存集落指

定地域（別紙 1）」を

含む。 
 
 
 
(4) 左欄(6)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 工場，研究所，

有料老人ホー

ム及び社会福

祉施設に従事

する者の社宅

及び寮 

場合 
② 同法第 89条に規定する居住調整地域を

定めた市町村において，予定建築物の用途

が同法施行令第 29条第 1項に規定する戸

数以上の住宅，並びに同条第 2 項に規定

する規模以上の住宅に該当する場合 
(7) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(8) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(9) 予定建築物の名称は，「社宅」，「寮」とす

ること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校教育法に

基づく大学（短

期 大 学 を 含

む。）における

学生寮 

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基

づく大学（短期大学を含む。）の学生寮で，次

に掲げるすべての事項に該当するもの。 
(1) 許可申請地は，大学の区域若しくは改正

前の都市計画法第34条第10号イにより開

発許可を受けた区域から，原則として 500
メートル以内に存すること。（改正：平成 18
年 5 月 31 日 施行：平成 19 年 11 月 30
日） 

(2) 当該大学の学生のための専用寮であるこ

と。 
(3) 管理人室を設置し常駐させること。 
(4) 寮に係る居室面積は，１人当たり 20 平

方メートルを限度とすること。 
(5) 申請者が大学と管理協定を締結するこ

と。 
(6) 予定建築物は，原則として共同住宅方式

であること。 
(7) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同法

第 88 条第 1 項に規定する住宅等に該当

する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域

を定めた市町村において，予定建築物の

用途が同法施行令第 29 条第 1 項に規定

する戸数以上の住宅，並びに同条第 2 項

に規定する規模以上の住宅に該当する

場合 
(8) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 左欄(7)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
 
 



- 157 - 
 

  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 学校教育法に

基づく大学（短

期 大 学 を 含

む。）における

学生寮 

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(9) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(10) 予定建築物の名称は，「学生寮」とする

こと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病院の看護師

寮 
 

保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第

203 号）第 2 条，第 3 条及び第 5 条に規定す

る看護師等が病院において業務に従事するた

めに必要不可欠である寮で，次に掲げるすべ

ての事項に該当するもの。 
(1) 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1

条の 5第 1項に規定する病院が自ら設置す

るものであり，維持管理においても永続的

に当該病院が行うものであること。 
(2) 予定建築物は，当該病院の敷地内に設置

するものであること。 
  ただし，既存の病院が設置しようとする

場合等で，その敷地が過小等の理由により

同一敷地内に設置することが困難である

場合には，当該病院の敷地から原則として

500 メートル以内に許可申請地が存するこ

と。 
(3) 予定建築物は原則として共同住宅方式と

し，居室面積は１人当たり 20 平方メート

ルを限度とすること。 
(4) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同法

第 88 条第 1 項に規定する住宅等に該当

する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域 
を定めた市町村において，予定建築物の 
用途が同法施行令第 29 条第 1 項に規定 
する戸数以上の住宅，並びに同条第 2 項 
に規定する規模以上の住宅に該当する

場合 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 「過小等」には，敷

地形状及び地形を含

むものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 左欄(4)の「関係部

局」とは，立地適正化

計画関係部局，宅地

開発部局等をいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 病院の看護師

寮 
 

(5) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(7) 予定建築物の名称は，「看護師寮」とする

こと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幹線道路の沿

道における大

型自動車の修

理工場 

広域的な主要幹線道路のうち国道 6 号，14
号，16 号及び 51 号の沿道に立地する大型自

動車の修理工場で，次に掲げるすべての事項

に該当するもの。 
(1) 当該施設が立地する市町村の市街化区域

に工業系の用途地域がないか，あっても適

地がない等の理由により，市街化調整区域

への立地がやむを得ないと認められるも

のであること。 
(2) 当該施設が立地する市町村のまちづくり

の観点から，当該市町村長から支障がない

旨の承認が得られたものであること。 
(3) 当該施設は，原則として自動車販売に供

するものは含まないものとする。 
(4) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(5) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(7) 予定建築物の名称は，「修理工場（大型自

動車）」とすること。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「許可申請地周辺の住

民と十分な協議が行われ

たもの」とは，許可申請

地の境界から200メート

ル（当該施設が，「自動車

修理工場の立地に関する

建築基準法第 48 条の規

定に基づく許可の運用に

ついて（技術的助言）」（国

土交通省住宅局市街地建

築課長通達（平成 24 年 3
月 31 日 国住街第 257
号））と同等な対応が図れ

る場合は，150 メートル）

の範囲内で，原則として

居住する全世帯の同意が

得られていることをい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護老人保健

施設 
介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 8

条第 28 項に規定する介護老人保健施設で，施

設の設置，運営が介護老人保健施設の人員，施

設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例（平成 24 年条例第 72 号）に適合したも

ので，健康福祉部局において開設許可事前協

議書の受付が完了し施設の開設が確実に許可

される見込みであるものであって，次に掲げ

るすべての事項に該当するもの。 
なお，次のいずれかに掲げる事業所等につ

いては当該介護老人保健施設の一部とみなし

て取り扱うものとする。 
① 当該介護老人保健施設に併設される介護

保険法第 8 条第 1 項に規定する居宅サービ

ス事業を行う事業所（介護保険法第 41 条第

1 項に規定する指定居宅サービス事業者の

指定を受けられるものが行うもの。）。 
② 当該介護老人保健施設に併設される児童

福祉法第 59 条の 2 第 1 項に規定する認可

外保育施設（児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項

に規定する事業所内保育事業を目的とした

施設であって，当該介護老人保健施設の従

業員の用に供するものに限る。）。 
(1) 介護老人保健施設の人員，施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例第

34 条第 1 項に規定する協力病院が，原則

として近隣に所在すること。 
(2) 当該施設が立地する市町村の老人保健，

都市計画の観点から当該市町村長から支

障がない旨の承認が得られたものである

こと。 
(3) 予定建築物の敷地は，原則として幅員 6

メートル以上の道路と接すること。 
(4) 予定建築物の規模については，各地域の

要介護老人数等を踏まえて見込まれるそ

の地域の需要を考慮したものであること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 介護老人保健

施設 
なお，他の地域からの利用を数多く想定し

た大規模なものでないこと。 
(5) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準並びに誘導施設の届出

に対する勧告基準との連携のため，予定建

築物の用途が次のいずれかに該当する場合

は，関係部局と調整がとれたものであるこ

と。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同条

第 2項第 3号に規定する誘導施設に該当

する場合，又は同法第 88 条第 1 項に規

定する住宅等に該当する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域

を定めた市町村において，同法第 90 条

に規定する住宅等に該当する場合 
(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(7) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(8) 都市計画法第 41 条制限は，建蔽率 50 パ

ーセント，容積率 100 パーセントとするこ

と。 
(9) 予定建築物の名称は，「介護老人保健施

設」とすること。 
 
 
 

 
 
左欄(5)の「関係部局」

とは，立地適正化計画関

係部局，宅地開発部局等

をいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

既存適法第一

種特定工作物

の増改築 

既存適法第一種特定工作物（都市計画法第 4
条第 11 項に規定する第一種特定工作物）の増

改築で，次に掲げるすべての事項に該当する

もの。 
(1) 原則として既存工作物の敷地内で行う増

改築であること。 
(2) 予定工作物は，原則として既存工作物の

規模の 2 倍以下であること。なお，工作物

の規模については，次の値を参考とする。 
① コンクリートプラントについては，騒

音規制法施行令（昭和 43 年政令第 324
号）別表第一第 5 号イの混練容量 

② アスファルトプラントについては，騒

音規制法施行令別表第一第5号ロの混練

重量 
③ 危険物の貯蔵又は処理施設について

は，危険物の数量や処理能力 
(3) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(4) 環境対策の観点から支障がないものとし

て，当該市町村長が支障ないと承認したも

のであること。 
(5)  開発区域又は工作物の敷地（以下「予定

工作物の敷地」という。）は，幅員 6 メート

ル以上の国・県道等に接していること。 
(6) 予定工作物の敷地の規模は，環境対策と

しての外周部緑化，駐車場等を考慮し，適

正なものであること。 
(7) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
 
 

(1) 予定工作物の規模

が既存工作物の規模

以下の場合は，許可

を要しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 「許可申請地周辺の

住民と十分な協議が

行われたもの」とは，

許可申請地の境界か

ら200メートルの範

囲内で，原則として

居住する全世帯の同

意が得られているこ

とをいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域振興を図

るための工場

等（成田市，

酒々井町） 

成田市及び酒々井町における地域振興を図

るための工場等で，次に掲げるすべての事項

に該当するもの。 
(1) 当該施設が立地する市町が策定した土地

利用計画等に適合していること。 
(2) 工場等については，製造業の工場又は研

究所であって，許可申請地の周辺における

土地利用と調和のとれたものであること。 
(3) 予定建築物は自己の業務の用に供する目

的で行うものであること。 
(4) 予定建築物の敷地の面積は 1 ヘクタール

以上 5 ヘクタール未満であること。 
(5) 予定建築物の敷地は幅員が 6 メートル以

上の国・県道等に接していること。 
(6) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(7)  許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(8) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(9) 予定建築物の名称は，「工場（○○）」，「研

究所」とすること。 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 「土地利用計画等」

とは，当該市町の土

地利用に関して，将

来の具体的な計画と

して位置付けたもの

をいう。 
(2) 「製造業」とは，日

本標準産業分類 E－

製造業に属する事業

とする。 
(3) 「幅員が 6 メートル

以上の国・県道等」

とは，車道部分の有

効幅員が 6 メートル

以上のものをいう。

また，これと同等以

上に整備された市町

道も含む。 
(4) 「許可申請地周辺の

住民と十分な協議が

行われたもの」とは，

許可申請地の境界か

ら150メートルの範

囲内で，原則として

居住する全世帯の同

意が得られているこ

とをいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

線引前から宅

地になってい

る土地におけ

る建築行為 

線引前から宅地になっている土地における

建築行為で，次に掲げるすべての事項に該当

するもの。 
(1) 線引前から既に宅地になっている土地

で，給排水・電気等の施設が整備されてい

ること。 
(2) 予定建築物は，自己の居住の用に供する

一戸の専用住宅であること。 
(3) 予定建築物の名称は，「専用住宅」とする

こと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンクリート

廃材リサイク

ルプラントを

建設する目的

で行う開発行

為等 

冒頭の①及び②に掲げるコンクリート廃材

リサイクルプラントで，「千葉県廃棄物処理施

設の設置及び維持管理に関する指導要綱」に

基づく事前協議終了通知がなされたもので，

確実に許可される見込みがあるものであっ

て，次の(1)から(10)に掲げるすべての事項に

該当するもの。 
① 都市計画法施行令第 1 条第 1 項第 2 号に

規定するクラッシャープラントのうち，廃

棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

（昭和 46 年政令第 300 号）第 2 条第 9 号

に規定するコンクリートの破片その他こ

れに類する不要物を破砕し再生処理する

もの 
② ①を建築物で覆った工場 
(1) 当該施設が立地する市町村の土地利用計

画及び環境対策等の観点から支障がない

ものとして，当該市町村長の承認が得られ

るものであること。 
(2) 「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持

管理に関する指導要綱」に適合しているも

のであること。 
(3) 許可申請地は，原則として自己所有地で

あること。なお，借地の場合は，借地契約

が長期・安定的なものとなっていること。 
(4) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(5) 予定工作物の敷地は幅員 6 メートル以上

の国・県道等に接していること。なお，地

形等によりやむを得ず敷地延長で計画す

る場合，その延長は 25 メートルを限度と

し，その幅員は6メートル以上とすること。 
(6) 予定工作物の敷地の面積は，原則として

5,000 平方メートル以上で，環境対策とし

ての外周部緑化，駐車場，積換保管場所等

を考慮し，適正なものであること。 

(1) 「土地利用計画及び

環境対策等の観点か

ら支障がないもの」

とは，当該事業計画

が将来の計画的な土

地利用，公共施設の

整備等を進める上で

支障がないものであ

ること，及び当該事

業計画の内容が，十

分な環境対策がなさ

れており，かつ，廃

棄物の運搬経路を含

む許可申請地の周辺

の土地利用に支障が

ないものであること

等をいう。 
(2) 「市町村長の承認」

に当たっては，環境

部局と密接な連携を

とり，県廃棄物処理

計画並びに地域特性

等を十分踏まえるこ

と。 
 
(3) 「許可申請地周辺の

住民と十分な協議が

行われたもの」とは，

許可申請地の境界か

ら200メートルの範

囲内で，原則として

居住する全世帯の同

意が得られているこ

とをいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 コンクリート

廃材リサイク

ルプラントを

建設する目的

で行う開発行

為等 

(7) 環境対策としての外周部緑化について

は，幅員 10 メートル以上の残地森林又は

造成森林が適正に配置されていること。 
(8) 既存のコンクリートプラントに併設して

クラッシャープラントを建設する場合も

本取扱いを準用する。この場合，事業区域

全体について環境対策を行うこと。 
(9) 付帯施設としての管理事務所の規模は維

持管理上から必要とされる最小限度とす

ること。 
(10) 許可申請地は，原則として水防法第 14

条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2
の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条

の3の高潮浸水想定区域の土地を含まない

こと。ただし，安全上及び避難上の対策が

講じられたものについてはこの限りでは

ない。 
(11) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改良土プラン

トを建設する

目的で行う開

発行為等 

冒頭の①及び②に掲げる改良土プラント

で，次の(1)から(9)に掲げるすべての事項に該

当するもの。 
① 都市計画法施行令第１条第 1 項第 2 号に 
規定するクラッシャープラントのうち，公 
共工事等から発生した不良土を再生処理 
し，地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 
第 1 条の 3 に規定する地方公共団体の規定 
する品質基準に適合することができる改良 
土プラント 

② ①を建築物で覆った工場 
(1) 当該施設が立地する市町村の土地利用計

画及び環境対策等の観点から支障がない

ものとして，当該市町村長の承認が得られ

るものであること。 
(2) 「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持

管理に関する指導要綱」に適合しているも

のであること。 
(3) 許可申請地は，原則として自己所有地で

あること。なお，借地の場合は，借地契約

が長期・安定的なものとなっていること。 
(4) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(5) 予定工作物の敷地は幅員 6 メートル以上

の国・県道等に接していること。なお，地

形等によりやむを得ず敷地延長で計画す

る場合，その延長は 25 メートルを限度と

し，その幅員は6メートル以上とすること。 
(6) 予定工作物の敷地の面積は，原則として

5,000 平方メートル以上で，環境対策とし

ての外周部緑化，駐車場，積換保管場所等

を考慮し，適正なものであること。 
(7) 環境対策としての外周部緑化について

は，幅員 10 メートル以上の残地森林又は

造成森林が適正に配置されていること。 

 
 
 
(1) 「不良土」とは，公

共工事等から発生す

る土砂（コンクリー

ト・アスファルト塊，

その他の産業廃棄物

を除く。）で埋戻しに

適さない土砂をい

う。 
(2) 「土地利用計画及び

環境対策等の観点か

ら支障がないもの」

とは，当該事業計画

が将来の計画的な土

地利用，公共施設の

整備等を進める上で

支障がないものであ

ること，及び当該事

業計画の内容が，十

分な環境対策がなさ

れており，かつ，廃

棄物の運搬経路を含

む許可申請地の周辺

の土地利用に支障が

ないものであること

等をいう。 
(3) 「市町村長の承認」

に当たっては，環境

部局と密接な連携を

とり，県廃棄物処理

計画並びに地域特性

等を十分踏まえるこ

と。 
(4) 「許可申請地周辺の

住民と十分な協議が 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 改良土プラン

トを建設する

目的で行う開

発行為等 

(8) 付帯施設としての管理事務所の規模は維

持管理上から必要とされる最小限度とす

ること。 
(9) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(10) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行われたもの」とは，

許可申請地の境界か

ら200メートルの範

囲内で，原則として

居住する全世帯の同

意が得られているこ

とをいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土地区画整理

事業等の施行

による既存用

途不適格建築

物等の移転 

都市計画法第 12 条第 1 項各号に規定する

土地区画整理事業等の施行により既存用途不

適格の工場等が，施行地区から市街化調整区

域に移転を余議なくされる場合における開発

行為等で，次に掲げるすべての事項に該当す

るもの。 
(1) 土地区画整理事業等の施行による既存用

途不適格建築物等の移転で，「2 収用対象

事業の施行による移転又は除却」と同様の

移転すべき事由及び事業に対する効果を

十分有しており，かつ市街化調整区域への

移転事由が適切である等真にやむを得な

いと認められるもの（以下「移転対象建築

物等」という。）であること。 
(2) 「移転事由が適切」とは，申請者が宅地

として使用し得る土地を市街化調整区域

内に従前から所有しており，敢えて市街化

区域に土地を求めさせることの合理性が

乏しい場合，又は土地区画整理事業の事業

者において適切な土地を斡旋する場合等，

真にやむを得ないものであること等をい

い，次のすべてに適合するものであるこ

と。 
① 市街化区域から市街化調整区域へ移

転すべき理由が適切であること。 
② 許可申請地に立地することについて，

社会通念上妥当と思われるものである

こと。 
③ 当該土地区画整理象事業の公共性，緊

急性等から移転による効果が十分認め

られること。 
(3) 予定建築物等は，小規模な工場など自己

の業務用施設であり，許可申請地の周辺に

おける市街化を促進するおそれのないも

のであること。 
 

 
 
 
 
 
 
(1) 「既存用途不適格建

築物等」とは，建築

基準法第 3 条第 2 項

の規定による既存の

用途地域に適合しな

い，主として工場等

の建築物及び都市計

画法第 4 条第 11 項

の規定によるコンク

リートプラント等の

第一種特定工作物を

いう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 「小規模」とは，原

則として予定建築物

等の敷地の面積が

1,000 平方メートル

以下であることをい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 土地区画整理

事業等の施行

による既存用

途不適格建築

物等の移転 

(4) 移転対象建築物等の立地については，当

該施設が立地する市町村の土地利用計画

及び環境対策等の観点から支障がないも

のとして，当該市町村長の承認が得られる

ものであること。 
(5) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(6) 予定建築物等の敷地の規模は，原則とし

て移転対象建築物等の敷地とほぼ同一で

あること。 
(7) 予定建築物等の敷地は，原則として幅員

6 メートル以上の道路に接していること。 
(8) 予定建築物等の用途は，移転対象建築物

等と同一であること。 
(9) 予定建築物等の規模は，原則として移転

対象建築物等とほぼ同一であること。 
(10) 許可申請地は，原則として水防法第 14

条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2
の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条

の3の高潮浸水想定区域の土地を含まない

こと。ただし，安全上及び避難上の対策が

講じられたものについてはこの限りでは

ない。 

(11) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(12) 予定建築物の名称は，移転対象建築物と

同一とするなど適切に設定すること。 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 「土地利用計画及び

環境対策の観点等か

ら支障がないもの」

とは，当該事業計画

が将来の計画的な土

地利用，公共施設の

整備等を進める上で

支障がないものであ

ること，及び当該事

業計画の内容が十分

な環境対策がなされ

ており，かつ，許可

申請地の周辺の土地

利用に支障がないも

のであることをい

う。 
(4) 「許可申請地周辺の

住民と十分な協議」

とは，許可申請地の

境界から 150メート

ル（予定建築物等が

第一種特定工作物の

場合は 200 メート

ル）の範囲内で，原

則として居住する全

世帯の同意が得られ

ていることをいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

28 住居系地域に

おける既存用

途不適格建築

物等の移転 

住居系地域における既存用途不適格建築物

等の移転で，次に掲げるすべての事項に該当

するもの。 
(1) 移転対象地域は，原則として次に掲げる

用途地域とし，当該地域に存する既存用途

不適格建築物等が，許可申請地の周辺の地

域の良好な居住環境の保全といった観点

から地方自治法第 1条の 3に規定する地方

公共団体の要請等に基づき移転するもの

で，移転事由が適切であるなど真にやむを

得ないと認められるもの（以下「移転対象

建築物等」という。）であること。 
① 第一種低層住居専用地域 
② 第二種低層住居専用地域 
③ 第一種中高層住居専用地域 
④ 第二種中高層住居専用地域 

(2) 予定建築物等は，小規模な工場，事業所

等の自己の業務用施設であり，許可申請地

の周辺における市街化を促進するおそれ

のないものであること。 
(3) 移転対象建築物等の立地については，当

該施設が立地する市町村の土地利用計画

及び環境対策等の観点から支障がないも

のとして，当該市町村長の承認が得られる

ものであること。 
(4) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(5) 予定建築物等の敷地の規模は，原則とし

て移転対象建築物等の敷地とほぼ同一で

あること。 
(6) 予定建築物等の敷地は，原則として幅員

6 メートル以上の道路に接していること。 
(7) 予定建築物等の用途は，移転対象建築物

等と同一であること。 
(8) 予定建築物等の規模は，原則として移転

対象建築物等とほぼ同一であること。 
 

(1) 「既存用途不適格建

築物等」とは，建築

基準法第 3 条第 2 項

の規定による既存の

用途地域に適合しな

い，主として工場等

の建築物及び都市計

画法第 4 条第 11 項

の規定によるコンク

リートプラント等の

第一種特定工作物を

いう。 
(2) 「地方公共団体の要

請等に基づき移転す

るもの」にあっては，

県都市計画課と事前

協議がなされたもの

であること。 
(3) 「小規模」とは，原

則として予定建築物

等の敷地の面積が

1,000 平方メートル

以下であることをい

う。 
(4) 「土地利用計画及び

環境対策の観点等か

ら支障がないもの」

とは，当該事業計画

が将来の計画的な土

地利用，公共施設の

整備等を進める上で

支障がないものであ

ること，及び当該事

業計画の内容が十分

な環境対策がなされ

ており，かつ，許可

申請地の周辺の土地 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 住居系地域に

おける既存用

途不適格建築

物等の移転 

(9) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(10) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(11) 予定建築物の名称は，移転対象建築物等

と同一とするなど適切に設定すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用に支障がないも

のであることをい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市町村営住宅

を建設する目

的で行う開発

行為等 

市街化区域を含めた市街化の状況，市街化

区域と市街化調整区域の区域区分の態様等か

ら，市街化調整区域に立地することがやむを

得ないと認められる公営住宅で，次に掲げる

すべての事項に該当するもの。 
(1) 当該施設が立地する市町村の土地利用計

画等を勘案し支障のないものであること。 
(2) 許可申請地は，原則として市街化区域に

隣接する土地で，予定建築物の用途が隣接

する用途地域に整合するとともに，義務教

育施設，給水・電気等の供給処理施設の利

用に支障を生じないものであること。 
(3) 許可申請地周辺の住民との十分な協議が

行われたものであること。 
(4) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同法

第 88 条第 1 項に規定する住宅等に該当

する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域

を定めた市町村において，予定建築物の

用途が同法施行令第 29 条第 1 項に規定

する戸数以上の住宅，並びに同条第 2 項

に規定する規模以上の住宅に該当する

場合 
(5) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 

(1) 「立地することがや

むを得ないと認めら

れる公営住宅」とは，

市街化区域内に開発

適地がないことなど

の事由により市町村

営住宅を建設するこ

とが困難となってお

り，かつ，市街化調

整区域に立地するこ

とについての合理的

な理由を有するもの

であることをいう。 
(2) 「市町村の土地利用

計画等を勘案し支障

がないもの」とは，

当該事業計画が将来

の計画的な土地利

用，公共施設の整備

等を進める上で，支

障がないものである

ことをいう。 
(3) 左欄(4)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 市町村営住宅

を建設する目

的で行う開発

行為等 

(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(7) 都市計画法第 41 条制限は，建蔽率 50 パ

ーセント，容積率 100 パーセントとするこ

と。 
(8) 予定建築物の名称は，「公営住宅」とする

こと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

30 空港周辺地域

の屋外駐車場

付帯事業所の

建築行為等 

1 成田国際空港周辺地域において空港利用

者の自動車を専門的に預かる駐車場のうち，

空港利用者のサービス利便を図る上で必要

と認められる駐車場と一体的に設置される

屋外駐車場付帯事業所で，次に掲げるすべて

の事項に該当するもの。 
(1) 予定建築物の立地については，成田国際

空港の第 2ゲートからおおむね 2キロメー

トル以内にあって，土地利用計画等を勘案

し支障がないものであること。なお，国道

295 号沿道については，第 2 ゲートから東

関東自動車道成田インターチェンジの出

入口までの区間を対象とする。 

(2) 事業所の設置は，原則として駐車場法（昭

和32年法律第106号）第12条に基づく設

置の届出がなされ，安定的な駐車場経営に

ついての十分な実績等を有していると認

められる駐車場について取り扱うもので

あること。なお，複数の駐車場を有してい

る場合においても，事業所の数は 1 とする

こと。 
(3) 駐車場の面積は，事業所の敷地部分を除

いて，原則として 1,000 平方メートル以上

であること。 
(4) 駐車場用地及び事業所の敷地は，原則と

して幅員6メートル以上の道路に接してい

ること。 
(5) 予定建築物の敷地は，駐車場用地と明確

に区分されたものとして，必要最小限の設

定がなされているものであること。 
(6) 予定建築物は，駐車場の規模，事業所の

従業者，利用者のための待合室等に見合っ

た必要最小限のもので，延べ面積 100 平方

メートル以下であること。 

 
 
 
 
 
 
(1) 「おおむね」とは，

10 パーセントを限

度とする。 
(2) 「土地利用計画等を

勘案し支障がないも

の」とは，当該事業

計画が将来の計画的

な土地利用，公共施

設の整備等を進める

上で支障がないもの

であることをいう。 
(3) 「安定的な駐車場経

営についての十分な

実績等」とは，当該

地において 1 年以上

の駐車場経営の実績

を有していること等

をいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 空港周辺地域

の屋外駐車場

付帯事業所の

建築行為等 

(7) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 

(8) 予定建築物の名称は，「事務所（屋外駐車

場）」とすること。 
 
2 成田国際空港周辺地域において空港利用

者のサービス利便を図る上で必要と認めら

れる自家用自動車有償貸渡業（以下，「レン

タカー事業」という。）の事業所で，次に掲

げるすべての事項に該当するもの。 
(1) 予定建築物の立地については，成田国際

空港の第 2ゲートからおおむね 2キロメー

トル以内にあって，土地利用計画等を勘案

し支障がないものであること。なお，国道

295 号沿道については，第 2 ゲートから東

関東自動車道成田インターチェンジの出

入口までの区間を対象とする。 
(2) 事業所の設置は，道路運送法（昭和 26 年

法律第 183 号）第 80 条第 1 項の規定に基

づく許可を受け，安定的なレンタカー事業

経営についての十分な実績等を有してい

ると認められる事業所について取り扱う

ものであること。なお，複数の保管場所を

有している場合においても，事業所の数は

1 とすること。 
(3) 事業所の敷地の面積は，原則として

1,000 平方メートル以上であること。 
(4) 事業所の敷地は，原則として幅員 6 メー

トル以上の道路に接していること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 「おおむね」とは，

10 パーセントを限

度とする。 
(2) 「土地利用計画等を

勘案し支障がないも

の」とは，当該事業

計画が将来の計画的

な土地利用，公共施

設の整備等を進める

上で支障がないもの

であることをいう。 
(3) 「安定的なレンタカ

ー事業経営について

の十分な実績等」と

は，1 年以上のレン

タカー事業経営の実

績を有していること

等をいう。 
(4) 「保管場所」とは， 
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 提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 空港周辺地域

の屋外駐車場

付帯事業所の

建築行為等 

(5) 予定建築物は，運営上必要最小限のもの

で，延べ面積の合計は 400 平方メートル以

下であること。なお，主たる用途に供する

部分は 150 平方メートル以下とすること。 
(6) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(7) 予定建築物の名称は，「店舗（レンタカー

事業所）」とすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レンタカー事業の用

に供する自動車を保

管する場所をいう。 
(5) 「事業所の数」には，

空港の範囲内に存す

るものは含まない。 
(6) 「事業所の敷

地」とは，許可申請

地をいう。 
(7) 「主たる用途に供す

る部分」とは，受付・

事務室，利用者のた

めの待合室，従業者

の休憩室等とする。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

31 納骨堂を建築

する目的で行

う開発行為等 

墓地，埋葬等に関する法律第 2 条第 6 項に

規定する納骨堂で，同法第 10 条の規定による

墓地，納骨堂又は火葬場の経営の許可等の基

準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定

めた当該市町村の条例の規定による事前協議

を経たものであって，確実に許可される見込

みがあるもので，次に掲げるすべての事項に

該当するもの。 
(1) 当該施設が立地する市町村の市街化区域

に適地がない等の理由により，市街化調整

区域への立地がやむを得ないと認められ

るものであること。 
(2) 申請者は，地方自治法第 1 条の 3 に規定

する地方公共団体又は宗教法人法（昭和 26
年法律第 126 号）第 12 条の規定により認

証を受けた宗教法人格を有する者とする。 
(3) 納骨堂の立地については，当該施設が立

地する市町村の土地利用計画及び公衆衛

生上の観点等から支障がないものとして，

当該市町村長の承認が得られるものであ

ること。 
(4) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(5) 環境対策としての外周部緑化について

は，幅員 3 メートル以上の残地森林又は造

成森林が適正に配置されていること。 
(6) 納骨堂の計画が「墓地計画標準について」

（昭和 34 年 5 月 11 日 建設省発計第 25
号 各都道府県知事及び五大市長あて建

設事務次官通知）に整合しているものであ

ること。 
(7) 予定建築物等の敷地は，原則として幅員

6 メートル以上の道路に接していること。 
(8) 予定建築物の敷地の面積はおおむね

3,000 平方メートル以上であって，車両の

出入が容易であり，かつ，通過車両に支障

を与えない形状であること。 

(1) 市街化調整区域を中

心として地域社会にお

ける住民の日常の宗教

的生活に関連したもの

として，寺院が既存の墓

地等において改装のた

めに建設する小規模な

納骨堂については，「3 
社寺仏閣及び納骨堂」に

て取り扱う。 
(2) 「土地利用計画及び

公衆衛生上の観点等か

ら支障がないもの」と

は，当該事業計画が将来

の計画的な土地利用，公

共施設の整備等を進め

る上で支障がないもの

であること，及び当該事

業計画の内容が将来の

墓地需要を勘案し適正

な規模と判断し得るも

のであり，かつ，周辺の

土地利用に支障がない

ものであることをいう。 
(3) 「市町村長の承認」に

当たっては公衆衛生部

局と密接な連携をとり，

墓園に関する都市計画

との整合及び地域特性

等を十分踏まえること。 
(4) 「許可申請地周辺の

住民と十分な協議が行

われたもの」とは，許可

申請地の境界から 150
メートルの範囲に居住

する世帯の 3 分の 2 以

上の同意が得られてい 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 納骨堂を建築

する目的で行

う開発行為等 

(9) 予定建築物の敷地の面積のおおむね 30
パーセント以上が駐車場であること。 

(10) 納骨堂に付帯して設置される管理運営

上必要なものとしては，事務室，休憩室及

び花販売所として，その規模は必要最小限

度とすること。 
(11) 広場，休憩地等には，花壇，噴水，壁泉，

彫像，パーゴラ，あずまや等の修景施設を

適宜配置すること。 
(12) 納骨堂に墓地を併設する場合において

も，納骨堂の部分については上記(10)から

(11)を適用するものする。 
(13) 許可申請地は，原則として水防法第 14

条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2
の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条

の3の高潮浸水想定区域の土地を含まない

こと。ただし，安全上及び避難上の対策が

講じられたものについてはこの限りでは

ない。 
(14) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(15) 都市計画法第 41 条制限は，建蔽率 50

パーセント，容積率 100 パーセントとする

こと。 
(16) 予定建築物の名称は，「納骨堂」とする

こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ることをいう。 
(5) 「墓地計画標準につ

いて」（昭和 34 年 5 月

11日 建設省発計第 25
号 各都道府県知事及

び五大市長あて建設事

務次官通知）について

は，以下のとおり。 
① 市街地に近接せず，

かつ，将来の発展を予

想し市街化の見込みの

ない位置であって，市

街地からおおむね一時

間以内で到達できる位

置であること。ただし，

既設墓地を整備して納

骨堂とするときであっ

て，かつ，やむを得な

いときにおいては，こ

の限りではない。 
② 納骨堂の配置は，主

要な道路，鉄道及び軌

道に接しないこと。 
③ 火葬場と併置しない

こと。 
④ 幹線となる主要園路

の幅員は，6 メートル

以上とし，必要な箇所

には自動車の回転し得

る広場を設けること。 
⑤ 既存の風致は，保存

するよう極力努めるこ

と。 
⑥ 墓地外縁部は，植樹

帯で囲むこと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

32 許認可・確認を

受け造成され

た区域におけ

る宅地の再分

割の開発行為

等 

改正前の都市計画法第 34 条第 10 号イ（改

正：平成 18 年 5 月 31 日 施行：平成 19 年

11 月 30 日），旧住宅地造成事業に関する法律    

（昭和 39 年法律第 160 号）及び宅地開発事

業の基準に関する条例に基づき許認可及び確

認された宅地，並びに線引前に宅地開発が行

われた土地の再分割で，次に掲げるすべての

事項に該当するもの。なお，集合住宅用地から

戸建住宅用地への分割は対象とするが，戸建

住宅用地から集合住宅用地への取扱いは当提

案基準の対象としない。 
(1) 計画人口の増加及び宅地数の増加に伴

い，道路・公園等の公共施設，及び下水道・

ゴミ収集所等の生活環境施設への影響が

ないこと。 
(2) 戸建の専用住宅を建築するために区画を

変更する行為で，敷地の最低面積は 165 平

方メートル以上とすること。 
(3) 造成工事が完了している区域内であるこ

と。 
(4) 区画を再分割することについて支障がな

いものとして，当該市町村長の承認が得ら

れるものであること。 
(5) 住宅等の届出に対する勧告基準及び居住

調整地域の立地基準との連携のため，予定

建築物の用途が次のいずれかに該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものであ

ること。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同法

第 88 条第 1 項に規定する住宅等に該当

する場合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域

を定めた市町村において，予定建築物の

用途が同法施行令第 29 条第 1 項に規定 

(1) 「線引前に宅地開発

が行われた土地」と

は，「10 宅地開発

を目的として造成さ

れた区画内の土地に

おける建築行為等」

の基準内容(1)に適

合するものをいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 左欄(5)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 許認可・確認を

受け造成され

た区域におけ

る宅地の再分

割の開発行為

等 

する戸数以上の住宅，並びに同条第 2 項

に規定する規模以上の住宅に該当する

場合 
(6) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為以外の開発

行為等にあっては，許可申請地に水防法第

14 条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の

2 の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14
条の 3 の高潮浸水想定区域を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(7) 予定建築物の名称は，「専用住宅」とする

こと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

33 木材の卸売り

のために開設

される市場の

開発行為等 

木材の卸売り取引の為に定期または継続し

て開設される市場で，次に掲げるすべての事

項に該当するもの。 
(1) 公益性があり地域経済に資する市場であ

って，市街化区域に工業系の用途地域がな

いか，あっても適地がない等の理由によ

り，市街化調整区域への立地がやむを得な

いと認められるものであること。 
(2) 木材市場の立地については，当該施設が

立地する市町村長の承認が得られ，かつ，

許可申請地周辺の住民と十分な協議が行

われたものであること。 
(3) 環境対策として外周部に緩衝緑地が適正

に配置されていること。 
(4) 予定建築物は，木材市場の機能を発揮す

るため必要不可欠と認められる施設であ

ること。 
(5) 予定建築物の敷地は，幅員 9 メートル以

上の国・県道等に接していること。 
(6) 建築基準法施行条例第 5 条に適合した敷

地であること。 
(7) 敷地規模が 1 ヘクタール以上の開発行為

等の場合は，都市計画法施行規則第 23 条

の3に基づき外周部に適正な幅員の緩衝緑

地を設けること。 
(8) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(9) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 

(1) 「公益性があり地域

経済に資する市場」

とは，租税特別措置

法施行令（昭和 32年

政令第 43 号）第 40
条の 20 の規定によ

り林野庁長官から認

定を受けられる市場

（「木材市場」とい

う。）であることをい

う。 
(2) 「許可申請地周辺の

住民と十分な協議が

行われたもの」とは，

許可申請地の境界か

ら150メートルの範

囲内で，原則として

居住する全世帯の同

意が得られているこ

とをいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 木材の卸売り

のために開設

される市場の

開発行為等 

(10) 都市計画法第 41 条制限は，建蔽率 50
パーセント，容積率 100 パーセントとする

こと。 
(11) 予定建築物の名称は，「木材市場」とす

ること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病院又は診療

所に通院する

患者の利便性

を目的とした

薬局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病院又は診療所に通院する患者の利便性を

目的とした市街化調整区域内に立地する薬局

で，次に掲げるすべての事項に該当するもの。 
(1) 当該施設が立地する合理的理由があるこ

と。 
(2) 許可申請地は，病院又は診療所の敷地境

界から，原則として 50 メートルの範囲に

含まれる土地であること。 
(3) 予定建築物の敷地の面積は 500平方メー

トル以下であり，敷地周長の 7 分の 1 以上

が建築基準法第 42 条第 1 項に掲げる道路

に接していること。ただし，袋路状の道路

は除く。 
(4) 予定建築物の延べ面積は 150平方メート

ル以下とすること。 
(5) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(7) 当該施設が市町村の医療施策，都市計画

の観点から立地する市町村長の承認が得

られたものであること。 
(8) 予定建築物の名称は，「調剤薬局」とする 
こと。 
 
 
 
 
 

(1) 「薬局」とは，医薬

品，医療機器等の品

質，有効性及び安全

性の確保等に関する

法律（昭和 35年法律

第 145 号）第 2 条第

12 項に規定する薬

局であり，かつ，健

康保険法（大正 11 年

法律第 70 号）第 63
条第 3 項第 1 号に規

定する保険薬局をい

う。 
(2) 「当該施設が立地す

る合理的理由」とは，

許可申請地に立地す

る必要性及び事業の

実現性等をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 「市町村長の承認」 

とは，医療部局を含 
む関係各課の調整が 
図られ，支障がない 
と判断されたもので 
あることをいう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

36 使用済自動車

の再資源化等

に関する法律

（平成 14 年法

律第 87 号。以

下「自動車リサ

イクル法」とい

う。）第 2 条第

13 項の「解体

業」又は 14 項

の「破砕業」に

係る既存の解

体作業場等 

1  本基準の対象施設は，自動車リ

サイクル法の許可制度の施行日

（平成 16 年 7 月 1 日）前から，冒

頭の①から③のいずれかの事業を

都市計画法に適合して営む施設で

次の(1)から(5)に掲げるすべての事

項に該当するものであって，自動

車リサイクル法の許可基準に適合

する予定建築物又は第 1 種特定工

作物として，建築物の建築等施設

改善を目的とする開発行為等とす

る。（開発区域は上記施行日時点の

事業所の範囲内とする。） 
① 解体業に係る解体作業場 
② 破砕業（解体自動車のみを処理

するものとする。他の産業廃棄物

の処理は行わない。）に係る破砕

施設 
③ 破砕業（上記②と同様。）に係る

破砕前施設 
なお，上記の各項目の事業・施設

には次の付帯施設が含まれるもの

とする。 
ア 廃油・廃液の処理・保管施設 
イ 解体後の部品又は自動車破砕

残さの保管場所 
ウ 管理事務所 

 
(1) 開発区域が存する市町村の土地

利用計画を勘案して支障がないも

のとして当該市町村の同意を得た

ものであること。 
(2) 6 メートル以上の国・県道等に接

することとし，その敷地は当該道

路の境界より幅 6 メートルで奥行

25 メートル以内にあること。（25
メートル以上の敷地延長は認めら 

(1) 「自動車リサイクル法に適

合する」とは，同法の許可申

請書が受理されたものとす

る。（平成 16 年 6 月末まで廃

掃法の積替え・保管業の許可

を取得している業者について

は届出が受理されたもの） 
さらに，左記基準1②破砕施

設については，廃掃法（処理

能力 5 トン以上）又は関係条

例（5 トン未満）の事前協議終

了通知書が添付されているこ

と。 
同様に，基準 1③ア廃油・廃

液の処理・保管施設のうち消

防法（昭和 23 年法律第 186
号）上の危険物を扱う施設に

あっては，危険物の規制に関

する政令（昭和 34 年政令第

306 号）及び当該施設が存す

る市町村の火災予防条例の技

術基準に適合するもので 
あること。 
また，対象施設は，既存の施

設の施設改善を認めるもので

あって，例えば左記 1①解体

業の施設に同②破砕施設を新

規に設置することを認めるも

のではない。 
なお，「都市計画法に適合し

て営む施設」とは，線引前か

ら事業を行っていた施設や屋

外で解体作業を行っていた施

設である。 
(2) 国・県道等は車線の有効幅

員 6 メートル以上のもので，

同等の市町村道を含むものと 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 使用済自動車

の再資源化等

に関する法律

（平成 14 年法

律第 87 号。以

下「自動車リサ

イクル法」とい

う。）第 2 条第

13 項の「解体

業」又は 14 項

の「破砕業」に

係る既存の解

体作業場等 

れない趣旨である。） 
(3) 前記 1①解体作業場の建築面積

は，自動車リサイクル法の許可制

度の施行日（平成 16 年 7 月 1 日）

前から解体業として使用してきた

範囲内とし，前記 1②破砕施設及び

同③破砕前施設の建築面積又は能

力は上記施行日前から破砕作業又

は破砕前作業に使用していた範囲

内であって，同一規模とする。ただ

し，周辺住民と十分な協議が行わ

れたものについては，上記施行日

時点の事業所の敷地の範囲内であ

って，同時点の建築面積又は能力

の 1.5 倍を限度として認める。 
(4) 前記 1 付帯施設の③管理事務所

の延床面積は，自動車リサイクル

法の手続きに必要な最小限の規模

であって，30 平方メートル以下で

あること。 
(5) 許可申請地は，原則として水防法

第 14 条の洪水浸水想定区域，同法

第14条の2の雨水出水浸水想定区

域及び同法第14条の3の高潮浸水

想定区域の土地を含まないこと。

ただし，安全上及び避難上の対策

が講じられたものについてはこの

限りではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

する。 
また，道路等公共施設につ

いては，都市計画法第 33 条の

技術基準が適用される場合に

は，左記基準の数値と比較し，

大きい数値を適用するものと

する。 
(3) 予定建築物等の敷地は，原

則として屋外の保管施設の用

地と明確に区分されたもので

あって，必要最小限の設定がさ

れているものとする。 
「周辺住民と十分な協議」

とは，基準 1②破砕施設は，境

界から 300 メートルの範囲内

に居住する全世帯の同意を得

るものとし，それ以外の施設

は，境界から 150 メートルの

範囲内に居住する全世帯の同

意を得るものとする。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

37 社会福祉施設

等 
冒頭の①から③に掲げる社会福祉法（昭和

26 年法律第 45 号）第 2 条に規定する社会福祉

事業又は更生保護事業法（平成 7 年法律第 86
号）第 2 条第 1 項に規定する更生保護事業の用

に供する施設で，次の(1)から(5)に掲げるすべて

の事項に該当するもの。 
なお，当該社会福祉施設等に併設される児童

福祉法第 59 条の 2 第 1 項に規定する認可外保

育施設（児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定

する業務を目的とした事業所内保育事業であ

って，当該社会福祉施設等の従業員の用に供す

るものに限る。）については，当該社会福祉施設

等の一部とみなして取り扱うものとする。 
 
① 社会福祉事業の用に供する施設（老人福祉 
法第 5 条の 3 に規定する老人福祉施設に限 
る。）であって，入所定員が 30 人以上である 
もの。 
ア 養護老人ホーム 
イ 特別養護老人ホーム 
ウ 軽費老人ホーム 
エ その他これらに類する施設 

 
② 社会福祉事業の用に供する施設（①に掲げ 
る施設を除く。）であって，主として入所系施 
設であるもの。 
ア 障害者支援施設 
イ 乳児院 
ウ 母子生活支援施設 
エ 児童養護施設  
オ 児童自立支援施設 
カ 共同生活援助事業所（グループホーム） 
キ その他これらに類する施設 

 
③ 更生保護事業の用に供する更生保護施設 
 

(1) 左欄の冒頭①に掲

げる施設であっ

て，入所定員が 29
人以下であるもの

及び通所系施設で

あるものについて

は，都市計画法第

34条第 1号により

取り扱う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 社会福祉施設

等 
(1) 設置及び運営が国及び県の定める基準に

適合し，その位置，規模等からみて許可申請

地の周辺の市街化を促進するおそれがなく，

まちづくり及び福祉施策等の観点から支障

がないことについて，関係部局と調整がとれ

たもののうち，以下の①から③までのいずれ

かに該当するものであること。 
① 近隣に関係する医療施設，社会福祉施設

等が存在し，これらの施設と当該施設のそ

れぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ

立地又は運用する必要がある場合 
② 当該施設を利用する者の安全等を確保

するため立地場所に配慮する必要がある

場合 
③ 当該施設が提供するサービスの特性か

ら，例えば，許可申請地周辺の優れた自然

環境が必要と認められる場合等，許可申請

地周辺の資源，環境等の活用が必要である

場合 
 
(2) 誘導施設の届出に対する勧告基準との連

携のため，予定建築物の用途が次に該当する

場合は，関係部局と調整がとれたものである

こと。 
① 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に規

定する立地適正化計画を作成した市町村

において，予定建築物の用途が同条第 2 項

第 3 号に規定する誘導施設に該当する場

合 
② 同法第 89 条に規定する居住調整地域を

定めた市町村において，同法第 90 条に規

定する住宅等に該当する場合 
 
(3) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の雨

水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の 3 の

高潮浸水想定区域の土地を含まないこと。 

(2) 左欄(1)の「関係部

局」とは，市町村の

都市計画部局，宅

地開発部局及び福

祉部局等をいう。 
 
 
 (3) 「密接に連携」と

は，当該社会福祉

施設等の事業内容

に応じて，医療施

設との提携契約が

得られたものであ

ることをいう。 
 
 
 
 
 
 
(4) 左欄(2)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，

宅地開発部局等を

いう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 社会福祉施設

等 
ただし，安全上及び避難上の対策が講じられ

たものについてはこの限りではない。 
 
(4) 許可申請地は，原則として農業振興地域の

整備に関する法律第 8 条第 2 項第 1 号に規

定する農用地区域並びに森林法第 25 条及び

同法第 25 条の 2 に規定する保安林を含まな

いこと。 
 
(5) 予定建築物の名称は，上記(1)，(2)，(3)の施

設名称や関係法令に規定する施設名称を踏

まえ，適切に設定すること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

38 医療施設 冒頭の①から③までのいずれかに該当する

医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院で，

施設の設置及び運営が国及び県の定める基準

に適合するものであって，その位置・規模等か

らみて許可申請地の周辺の市街化を促進する

おそれがなく，まちづくり及び医療施策の観

点から支障がないことについて関係部局と調

整がとれたもので，次の(1)から(4)に掲げるす

べての事項に該当するもの。 
なお，当該医療施設に併設される児童福祉

法第 59 条の 2 第 1 項に規定する認可外保育

施設（児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定す

る業務を目的とした事業所内保育事業であっ

て，当該医療施設の従業員の用に供するもの

に限る。）については，当該医療施設の一部と

みなして取り扱うものとする。 
 

① 救急医療（病院群輪番制に参画すること

が見込まれる場合を含む。），周産期医療又

は小児医療のほか，県の保健医療計画に掲

げる医療を提供する病院であり，患者等の

搬送手段の確保のため許可申請地の周辺

の幹線道路等が整備されている場合 
 
② 当該医療施設の入院患者等にとって，許

可申請地の周辺の優れた自然環境その他

の療養環境が必要と認められる場合 
 
③ 市街化調整区域内に立地している既存病

院が，病床数の増加等により敷地を拡大し

て一体的に増設する場合 
 
(1) 誘導施設の届出に対する勧告基準との連

携のため，予定建築物の用途が次に該当す

る場合は，関係部局と調整がとれたもので

あること。 

(1) 左欄冒頭の「関係部

局」とは，市町村の

都市計画部局，宅地

開発部局及び医療部

局をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 「幹線道路等」とは，

国・県道，又は主要

な市町村道で幅員 9
メートル以上のもの

をいい，当該施設か

ら容易にアクセスで

きるものをいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 左欄(1)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい 
  う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 医療施設 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に規 
定する立地適正化計画を作成した市町村 
において，予定建築物の用途が同条第 2 
項第 3 号に規定する誘導施設に該当する 
場合 

(2) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(3) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(4) 予定建築物の名称は，「病院」とすること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

39 学校 学校教育法第 1 条に規定する学校のうち高

等学校，中等教育学校，高等専門学校，大学，

特別支援学校（通学施設を除く。）で，次に掲

げるすべての事項に該当するもの。 
(1) その設置目的から，主として許可申請地

周辺の居住者以外の利用を想定している

学校のうち，教育環境の確保のため，許可

申請地周辺の資源，環境等が必要であるこ

となど，市街化調整区域に立地させること

がやむを得ないと認められるものであり，

その位置，規模等からみて許可申請地の周

辺の市街化を促進するおそれがなく，まち

づくり及び文教施策の観点から支障がな

いことについて，関係部局と調整がとれた

ものであること。 
(2) 誘導施設の届出に対する勧告基準との連

携のため，予定建築物の用途が次に該当す

る場合は，関係部局と調整がとれたもので

あること。 
 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に

規定する立地適正化計画を作成した市

町村において，予定建築物の用途が同条

第 2項第 3号に規定する誘導施設に該当

する場合 
(3) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(4) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
 

(1) 左欄の冒頭の特別

支援学校のうち通学

する施設について

は，都市計画法第 34
条第 1 号により取り

扱う。 
(2) 左欄(1)の「関係部

局」とは，市町村の

都市計画部局，宅地

開発部局及び文教部

局をいう。 
 
 
 
 
(3) 左欄(2)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 学校 (5) 予定建築物の名称は，「高等学校」，「中等

教育学校」，「高等専門学校」，「大学」，「特

別支援学校」とすること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

40 国，県等が行っ

た開発許可適

用除外造成地

における建築

行為 

改正前の都市計画法第 29 条第 1 項第 4 号

により，適用除外として実施された開発区域

内における建築行為で，(1)又は(2)のいずれか

で，(3)及び(4)に該当するもの。なお，当該市

町村において当該開発区域内であることの確

認がなされているものであること。 
（改正：平成 18 年 5 月 31 日 施行：平成 19
年 11 月 30 日） 
 
(1) 改正都市計画法の施行日（平成 19 年 11

月 30 日）において，建築の用に供してい

ない更地の場合は，原則として当該開発行

為の土地利用の目的に沿ったものである

こと。 
(2) 改正都市計画法の施行日（平成 19 年 11

月 30 日）において，建築の用に供してい

る敷地（その後の更地を含む。）の場合，原

則として既存建築物と同一規模以下の同

一用途であり，かつ既存建築物の敷地と同

一であること。 
(3) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為以外の開発

行為等にあっては，許可申請地に水防法第

14 条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の

2 の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14
条の 3 の高潮浸水想定区域を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(4) 予定建築物の名称は，当該開発行為の土

地利用の目的に沿うよう適切に設定する

こと。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

41 地域包括支援

センター 
介護保険法第 115 条の 46 第 1 項に規定す

る地域包括支援センターで，次に掲げるすべ

ての事項に該当するもの。 
(1) 申請者は，市町村から委託を受けた老人

福祉法第 20 条の 7 の 2 に規定する老人介

護支援センターの設置者及び介護保険法

施行規則（平成11年厚生労働省令第36号）

第 140 条の 67 に規定する者であること。 
(2) 主として当該市街化調整区域に居住して

いる者を支援の対象とし，位置，規模等か

らみて周辺の市街化を促進するおそれの

ないもの。 
(3) まちづくり及び福祉施策等の観点から支

障ないことについて，関係部局と調整がと

れていること。 
(4) 誘導施設の届出に対する勧告基準との連

携のため，予定建築物の用途が次に該当す

る場合は，関係部局と調整がとれたもので

あること。 
都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に規

定する立地適正化計画を作成した市町村

において，予定建築物の用途が同条第 2 項

第3号に規定する誘導施設に該当する場合 
(5) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(7) 予定建築物の名称は，「地域包括支援セン

ター」とすること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 左欄(3)の「関係部

局」とは，市町村の

都市計画部局，宅地

開発部局及び福祉部

局をいう。 
(2) 左欄(4)の「関係部

局」とは，立地適正

化計画関係部局，宅

地開発部局等をい

う。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

42 地域再生のた

めの用途変更

等 

地域経済の活性化，地域における雇用機会

の創出等地域の活力の再生のため，既存建築

物を地域資源として活用する目的で行う用途

変更等で次の１から４に掲げるもの 
 
1 古民家を活用して店舗，宿泊施設等に用途 
変更等するもので，次に掲げるすべての事 
項に該当するもの。 

(1) 予定建築物の用途は，当該市町村の都市

計画法第 18 条の 2 に規定する「市町村の

都市計画に関する基本的な方針」及び当該

市町村の地域振興，観光振興等に関する方

針・計画と整合が図られたものであるこ

と。 
(2) 当該用途変更等に当たって，関係法令等

の許可等を受ける必要がある場合は，当該

関係法令等を所掌している関係部局との

調整が図られたものであること。 
(3) 予定建築物の敷地の面積は，既存の建築 

敷地より原則として増加しないこと。 
(4) 予定建築物が店舗にあっては，延べ面積

を原則として 500 平方メートル（予定建築

物の敷地が，国・県道等に接している場合

は 1,000 平方メートル）以下とすること。 
(5) 予定建築物の用途，予定建築物の敷地の

規模に応じて，都市計画法施行規則第20条

で定める幅員（ただし，都市計画法施行令

第 29 条の 2 に基づき当該市町村の条例に

より制限を強化又は緩和している場合は，

当該条例に規定する幅員）以上の道路が当

該予定建築物の敷地に接していること。 
(6) 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に規

定する立地適正化計画を作成した市町村

において，予定建築物の用途が同条第 2 項

第 3号に規定する誘導施設に該当する場合

は，関係部局と調整がとれたものであるこ 
と。 

(1) 「用途変更等」の

「等」とは，用途変

更に伴う増改築を含

むものとする。 
 
(2) 「古民家」とは次の

いずれかに該当する

ものをいう。 
① 築 50年以上経過し

ている伝統的木造建

築技術（軸組工法で

造られたもの，伝統

的な継手及び仕口等

を用いたもの）によ

り建築されたもの 
② 景観法（平成 16 年

法律第 110 号）に基

づく景観重要建造物 
③ 文化財保護法（昭和

25 年法律第 214 号）

に基づく指定文化財

又は登録文化財 
④ 文化財保護法に基

づく重要伝統的建造

物群保存地区内の伝

統的建造物 
(3) 「国・県道等」とは，

幅員６メートル以上

の市町村道を含む。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 地域再生のた

めの用途変更

等 

(7) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(8) 予定建築物の名称は，「古民家再生店舗

（○○）」，「古民家再生宿泊施設（○○）」

等とすること。 
 
2 既存公共施設を活用して店舗，宿泊施設等

に用途変更等するもので，次に揚げるすべ

ての事項に該当するもの。 
(1) 予定建築物の用途は，当該市町村の公共

施設等総合管理計画と整合したものであ

って，公募型プロポーザル等により示され

た計画を当該市町村が地域再生に資する

と認めたものであること。 
(2) 予定建築物の敷地の面積は，既存の建築

敷地より原則として増加しないこと。 
(3) 予定建築物の用途，予定建築物の敷地の

規模に応じて，都市計画法施行規則第20条

で定める幅員（ただし，都市計画法施行令

第 29 条の 2 に基づき当該市町村の条例に

より制限を強化又は緩和している場合は，

当該条例に規定する幅員）以上の道路が当

該予定建築物の敷地に接していること。 
(4) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
 

 
 
 
 
 
 
 
(4) 「宿泊施設」とは，

旅館業法（昭和 23 年

法律第 138 号）第 2
条第 2 項から第 4 項

に規定される施設又

は住宅宿泊事業法

（平成 29 年法律第

65 号）第 3 条第 1 項

の届出に係る住宅を

いう。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 地域再生のた

めの用途変更

等 

(5) 予定建築物の名称は，「地域再生店舗（○

○）」，「地域再生宿泊施設（○○）」，「地域

再生工場（○○）」等とすること。 
 
3 空家等対策の推進に関する特別措置法（平 
成 26 年法律第 127 号。以下「空家法」とい 
う。）第 2 条第 1 項に規定する空家等となっ 
た既存適法建築物の用途変更等で，次に掲 
げるすべての事項に該当するもの。 

(1) 予定建築物の用途は，空家法第 6 条に規

定する当該市町村の空家等対策計画及び

当該市町村の都市計画法第 18 条の 2 に規

定する「市町村の都市計画に関する基本的

な方針」並びに当該市町村の地域振興，観

光振興等に関する方針・計画と整合が図ら

れたものであること。 
(2) 当該用途変更等に当たって，関係法令等

の許可等を受ける必要がある場合は，当該

関係法令等を所掌している関係部局との

調整が図られたものであること。 
(3) 予定建築物の敷地の面積は，既存の建築

敷地より原則として増加しないこと。 
(4) 予定建築物の用途が店舗にあっては，延

べ面積を原則として 500 平方メートル（予

定建築物の敷地が，国・県道等に接してい

る場合は 1,000 平方メートル）以下とする

こと。 
(5) 予定建築物の用途，予定建築物の敷地の 

規模に応じて，都市計画法施行規則第 20
条で定める幅員（ただし，都市計画法施

行令第 29 条の 2 に基づき当該市町村の条

例により制限を強化又は緩和している場

合は，当該条例に規定する幅員）以上の

道路が当該予定建築物の敷地に接してい

ること。 
(6) 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に規

定する立地適正化計画を作成した市町村 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 地域再生のた

めの用途変更

等 

において，予定建築物の用途が同条第 2 項

第 3号に規定する誘導施設に該当する場合

は，関係部局と調整がとれたものであるこ

と。 
(7) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(8) 予定建築物の名称は，「空家再生店舗（○

○）」，「空家再生宿泊施設（○○）」等とす

ること。 
 
4 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第 5

条第 4 項第 12 号に規定する農村地域等移

住者が居住するための既存適法建築物の

用途変更等で，次に掲げるすべての事項に

該当するもの。 
(1) 予定建築物の用途は，当該市町村の都市

計画法第 18 条の 2 に規定する「市町村の

都市計画に関する基本的な方針」及び当該

市町村の地域振興，観光振興等に関する方

針・計画と整合が図られたものであるこ

と。 
(2) 地域再生法第 17条の 54第 1項に規定す

る既存住宅活用農村地域等移住促進事業

計画が同条第 7 項（同条第 8 項において準

用する場合を含む。）の規定により公表さ

れたものであること。 
(3) 許可申請地は，上記(2)の既存住宅活用農

村地域等移住促進事業計画に記載された

地域再生法第 5 条第 4 項第 12 号に規定す

る農村地域等移住促進区域内であること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 地域再生のた

めの用途変更

等 

(4) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為以外の開発

行為等にあっては，許可申請地に水防法第

14 条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の

2 の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14
条の 3 の高潮浸水想定区域を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 予定建築物の名称は，「地域再生専用住

宅」とすること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

43 地域経済牽引

事業 
地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化に関する法律（平成 19 年法律

第 40 号。以下「地域未来投資促進法」という。）

第 14 条第 2 項に規定する承認地域経済牽引

事業計画に基づくものであって，次に掲げる

すべての事項に該当するもの。 
(1) 地域未来投資促進法第 11 条第 2 項第 1

号に規定する土地利用調整区域内におい

て同法第 13 条第 3 項第 1 号に規定する施

設であること。 
(2) 予定建築物等の用途が，地域未来投資促

進法第 3 条の規定に基づき定められた「地

域における地域経済牽引事業の促進に関

する基本的な方針」第 1 ヘ(3)①及び②に適

合しているものであること。 
(3) 予定建築物の用途，予定建築物の敷地の

規模に応じて，都市計画法施行規則第20条

で定める幅員（ただし，都市計画法施行令

第 29 条の 2 に基づき当該市町村の条例に

より制限を強化又は緩和している場合は，

当該条例に規定する幅員）以上の道路が当

該予定建築物の敷地に接していること。 
(4) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(5) 予定建築物の名称は，「地域経済牽引工場

（○○）」，「地域経済牽引物流施設（○

○）」，「データセンター」等とすること。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

44 農林水産業の

持続的な発展

を図るための

開発行為等 

農林水産業の持続的な発展を図ることを目

的とした施設を建築する目的で行う開発行為

等で，次の１から３に掲げるもの。 
 
1 直売所であって，次に掲げるすべての事項 
に該当するもの。 

(1) 当該市町村及びその周辺で生産された農

林水産物を地元において消費する地産地

消の促進を図るため，当該市町村が作成す

る直売所の整備に関する必要な施策（法定

計画に限る。）との整合が図れたものであ

ること。また，その位置，規模等からみて

許可申請地の周辺の市街化を促進するお

それがなく，まちづくりの観点から支障が

ないことについて，関係部局との調整がと

れたものであること。 
(2) 予定建築物の敷地は，幅員 6 メートル以

上の国・県道等に接していること。 
(3) 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に規

定する立地適正化計画を作成した市町村

において，予定建築物の用途が同条第 2 項

第 3号に規定する誘導施設に該当する場合

は，関係部局と調整がとれたものであるこ

と。 
(4) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(5) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 

 
 
 
 
 
 
(1) 「直売所の整備に関

する必要な施策（法

定計画に限る。）」に

は，地産地消の促進

を図るための直売所

における具体的施策

や直売所の規模，農

林水産物の取扱い品

目等を定めること。 
 
(2) 「国・県道等」とは，

幅員６メートル以上

の市町村道を含む。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 農林水産業の

持続的な発展

を図るための

開発行為等 

(6) 予定建築物の名称は，「直売所」とするこ

と。 
 
2 レストランであって，次に掲げるすべての 
事項に該当するもの。 

(1)  当該市町村及びその周辺で生産された

農林水産物を地元において消費する地産

地消の促進を図るため，当該市町村が作成

する農業等を営む者と食事の提供を行う

事業者との連携の促進に関する必要な施

策（法定計画に限る。）との整合が図られた

ものであること。また，その位置，規模等

からみて許可申請地の周辺の市街化を促

進するおそれがなく，まちづくりの観点か

ら支障がないことについて，関係部局との

調整がとれたものであること。 
(2) 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に規

定する立地適正化計画を作成した市町村

において，予定建築物の用途が同条第 2 項

第 3号に規定する誘導施設に該当する場合

は，関係部局と調整がとれたものであるこ

と。 
(3) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(4) 許可申請地は，原則として水防法第 14

条の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2
の雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条

の 3 の高潮浸水想定区域の土地を含まな

いこと。ただし，安全上及び避難上の対

策が講じられたものについてはこの限り

ではない。 
(5) 予定建築物の名称は，「農家レストラ

ン」等とすること。 
 

 
 
 
 
 
(3) 「農業等を営む者と

食事の提供を行う事

業者との連携の促進

に関する必要な施策

（ 法 定 計 画 に 限

る。）」には，地産地

消を図るためのレス

トランにおける具体

的施策やレストラン

の規模等を定めるこ

と。 
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  提案基準 基  準  内  容 留  意  事 項 

 農林水産業の

持続的な発展

を図るための

開発行為等 

3 体験施設であって，次に掲げるすべての事 
項に該当するもの。 

(1) 当該市町村が作成する農作業を体験する

ことができる環境の整備に関する必要な

施策（法定計画に限る。）との整合が図られ

たものであること。また，その位置，規模

等からみて許可申請地の周辺の市街化を

促進するおそれがなく，まちづくりの観点

から支障がないことについて，関係部局と

の調整がとれたものであること。 
(2) 予定建築物の敷地は，幅員 6 メートル以

上の国・県道等に接していること。 
(3) 都市再生特別措置法第 81 条第 1 項に規

定する立地適正化計画を作成した市町村

において，予定建築物の用途が同条第 2 項

第 3号に規定する誘導施設に該当する場合

は，関係部局と調整がとれたものであるこ

と。 
(4) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第 8条第 2項第 1号に

規定する農用地区域並びに森林法第 25 条

及び同法第 25 条の 2 に規定する保安林を

含まないこと。 
(5) 許可申請地は，原則として水防法第 14 条

の洪水浸水想定区域，同法第 14 条の 2 の

雨水出水浸水想定区域及び同法第 14 条の

3 の高潮浸水想定区域の土地を含まないこ

と。ただし，安全上及び避難上の対策が講

じられたものについてはこの限りではな

い。 
(6) 予定建築物の名称は，「農業体験施設」等

とすること。 
 
 
 
 

 
 
(4) 「農作業を体験する

ことができる環境の

整備に関する必要な

施策（法定計画に限

る。）」には，必要な

体験施設の内容（林

業，水産業を含むこ

とができる。），予定

建築物の用途及び規

模等を定めること。 
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別紙 

大規模既存集落指定地域（提案基準番号１３） 

大 字 小  字 

松崎 辺田谷津，辺田，浅間，外小代，内小代，富宮，東北，備後，

鳥ノ内讃岐の各全部の区域 

塙，名代，二斗蒔，塙下の各一部の区域 

大竹 辺田，湯ノ木，宮田，堂谷津，坂東，宮ノ谷津の各全部の区域

下埜原，大芝，居鑓，和田，細田，内沼の各一部の区域 

北羽鳥 天神峰，上萱場，下萱場，獅子台，平台，北，要害，広，雷，

谷津，高台，辻，瓦作，根田前，根田，辺田前の各全部の区域

内野の一部の区域 

南部 辺田前の一部の区域 

北須賀 上宿，大坂，宿，西の各全部の区域 

和田，西前，前宿，和田前の各一部の区域 

船形 稲荷下の全部の区域 

船形，内沼の各一部の区域 

（注）指定区域に含まれているか否かの確認については，指定図が市役所５階都市計

画課に備え付けてあるのでそれによる。（参考に，指定の概略図を次ページに示す） 

 

 

幹線道路等沿道等における流通業務施設の立地にかかる指定区域等（提案基準番号１４） 

 

（１）４車線以上の国・県道等の沿道における指定区域（提案基準 (１)-①-ア） 

１）国道５１号 

２）国道２９５号 

（２）高速自動車国道等のインターチェンジ周辺（500 メートル範囲）における指定区域 

（提案基準 (１)-①-イ） 

１）国道２９５号（新空港自動車道成田インターチェンジ） 

（３）高速自動車国道等のインターチェンジ周辺（5 キロメートル範囲）における指定区域 

（提案基準 (１)-②） 

１）国道５１号（新空港自動車道成田インターチェンジ） 

２）国道２９５号（〃） 

３）主要地方道成田小見川鹿島港線（〃） 

４）市道南三里塚駒井野線（〃） 

５）市道成田市場線（〃） 

６）市道水の上新田線（〃） 

 

（注）上記路線全区間が指定区域に指定されている訳ではない。指定区域に含まれているか

の確認については，指定図が市役所５階都市計画課に備え付けてあるのでそれによる。

（参考に，指定の概略図を次ページに示す） 



- 207 - 
 

 

凡   例 

 大規模既存集落指定地域 

 
幹線道路等の沿道等における 

流通業務施設指定路線 

都市計画法第 34 条の規定による指定区域 
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第８ 許可又は不許可の通知 
法第３５条 

（許可又は不許可の通知） 

第３５条 都道府県知事は，開発許可の申請があつたときは，遅滞なく，許可又は不許可

の処分をしなければならない。 

２ 前項の処分をするには，文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。 

開発許可申請があったときは，許可権者は遅滞なく許可又は不許可の処分を行わなけれ

ばならない。 

（１）許可の処分は，「開発行為許可通知書」（細則第４条別記第５号様式）に所要の事項

を記載し，かつ必要な条件を付して通知するものとする。 

（２）不許可の処分は，「開発行為不許可通知書」（細則第４条別記第６号様式）不許可と

する旨の文書に不許可とする理由を具体的に明示し，かつ審査請求に関する教示を付し

て通知するものとする。 

（３）不許可の処分を行ったときは，関係行政庁に当該不許可通知書の写しを添えて処分

を行った旨通知することとする。 

（４）工事着手の届出等 

開発行為の許可を受けた者は，当該開発行為に関する工事に着手したときは，速や

かに「工事着手届出書」（細則第７条別記第１１号様式）及び「開発行為に関する工事

工程届出書」（別記様式その１）正本 1 部副本 1 部を市長に提出しなければならない。

また当該許可のあった旨の標識（細則第１７条別記第２８号様式）を施行区域内の見

やすいところに表示しなければならない。併せて標識の表示状況写真を工事着手届書

に添付する。 
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第９ 工事完了の検査 
法第３６条 

（工事完了の検査） 

第３６条 開発許可を受けた者は，当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは，工区）

の全部について当該開発行為に関する工事（当該開発行為に関する工事のうち公共施設

に関する部分については，当該公共施設に関する工事）を完了したときは，国土交通省令

で定めるところにより，その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は，前項の規定による届出があったときは，遅滞なく，当該工事が開発許

可の内容に適合しているかどうかについて検査し，その検査の結果当該工事が当該開発

許可の内容に適合していると認めたときは，国土交通省令で定める様式の検査済証を当

該開発許可を受けた者に交付しなければならない。 

３ 都道府県知事は，前項の規定により検査済証を交付したときは，遅滞なく，国土交通省

令で定めるところにより，当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合に

おいて，当該工事が津波災害特別警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律第７２条第

１項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。）内における同法第７３

条第１項に規定する特定開発行為（同条第４項各号に掲げる行為を除く。）に係るもので

あり，かつ，当該工事の完了後において当該工事に係る同条第４項第１号に規定する開発

区域（津波災害特別警戒区域内のものに限る。）に地盤面の高さが同法第５３条第２項に

規定する基準水位以上である土地の区域があるときは，その区域を併せて公告しなけれ

ばならない。 

省令第２９条から第３１条第１項 

（工事完了の届出） 

第２９条 法第３６条第１項の規定による届出は，開発行為に関する工事を完了したとき

は別記様式第四の工事完了届出書を，開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工

事を完了したときは別記様式第五の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとす

る。 

（検査済証の様式） 

第３０条 法第３６条第２項に規定する検査済証の様式は，開発行為に関する工事を完了

したものに係る検査済証にあっては別記様式第六とし，開発行為に関する工事のうち公

共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証にあっては別記様式第七とする。 

（工事完了公告） 

第３１条 法第３６条第３項に規定する工事の完了の公告は，開発行為に関する工事を完

了した場合にあっては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた

者の住所及び氏名を明示して，開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完

了した場合にあっては開発区域又は工区に含まれる地域の名称，公共施設の種類，位置及

び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して，都道府県知事の定める方

法で行なうものとする。 
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（１）工事完了届出 

１）概要 

開発許可を受けた工事が次のア～ウのいずれかにより完了したときは，開発許可を

受けた者は省令第２９条に定める完了届を提出して検査を受けなければならない。な

お，ウについては，公共施設に関する工事を他の工事に先立って検査し，管理者への

引継ぎ，土地の帰属，費用の負担等の手続の処理を迅速に進めることが合理的である

との観点から公共施設に関する工事の部分を全体の工事と切離して届け出ることがで

きることとしたものであるが，必ずしも公共施設を分離して検査を受けることとする

規定ではない。このため，都市計画街路の築造等の特別の場合を除いては，通常どお

りア又はイの段階で包括的に検査を受けることとなる。 

ア 開発区域全部の工事を完了したとき。 

イ 開発区域を工区に分けて許可を受けたときは，それぞれの工区の全部の工事を完

了したとき。 

ウ 公共施設の工事を完了したとき。 

２）工事完了届出書 

工事完了の届出は次により作成した工事完了届出書により行う。 

ア 上記１）．ア又は１）．イの場合・・・工事完了届出書（省令第２９条別記様式第

四） 

イ 上記１）．ウの場合・・・公共施設工事完了届出書（省令第２９条別記様式第五） 

３）添付図書（細則第８条各号） 

ア 確定測量図 

イ 開発区域区域図 

ウ 工事完成図（土地利用計画図及び排水施設計画平面図の例により作成したもの） 

エ その他市長が必要と認める図書 

① 工事写真（施工前，施工中，施工後） 

② 電子データ（ＣＤ媒体） 

※設計説明書，公共施設管理者同意書又は協議書，開発区域区域図，公図の写

し，求積図，土地利用竣工図，造成計画平面（断面）図，道路縦断図，排水

計画竣工図，給水計画竣工図，排水関係縦断図，がけの断面図，擁壁の断面

図，消防水利平面図，各種構造図，緑地図，構造計算書，安定計算書，水利

計算書等 

※ＰＤＦ形式とし，上記の添付書類の名称と同じファイル名で作成し格納 

③ 公共施設用地の帰属申請書及び添付書類一式 

※分筆，地目変更，抵当権抹消等が必要 

④ その他 

４）提出部数等 

「工事完了届出書」又は「公共施設工事完了届出書」正本 1 部，副本 1 部を市長に提出する。 
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（２）工事完了の検査及び検査済証の交付 

１）工事完了の検査 

工事完了の検査は，それぞれの完了部分が設計並びに許可に付した条件に適合して

いるかについて，図書及び現地の検査を行う。検査にあたっては，細則第８条第４号

の規定に定める図書として，下記に定めるもの等を提出する。 

ア 工事写真（特に，工事完了後外見から検査することが困難な部分（工事着手前の

開発区域，根切り，段切り，地盤改良，基礎，埋設される構造物（舗装，管渠，地

下貯水槽，擁壁の根入れ等）の部分，鉄筋コンクリート構造物の配筋等）の寸法及

び施工状況等は必ず添付する。） 

イ 工事に関する品質を証する書類（納入材料・製品の品質を証する書類等（出荷証

明，納入伝票等）） 

ウ 施工の品質を証する書類（現場採取したコンクリートの強度・地盤改良の強度・

擁壁等構造物の支持地盤の強度を証する書類等） 

２）検査済証の交付 

工事完了検査の結果，工事の内容が開発許可の内容に適合していると認めたとき

は，開発行為に関する工事の検査済証（省令第３０条別記様式第六）又は公共施設に

関する工事の検査済証（省令第３０条別記様式第七）を交付すると共に開発登録簿に

登録する。 

 

（３）工事完了の公告 

１）上記の検査済証を交付したときは，遅滞なく当該工事が完了した旨を次の事項を明

示して公告しなければならない。 

ア 開発行為に関する工事を完了した場合 

① 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

② 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

イ 公共施設に関する工事を完了した場合 

① 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

② 公共施設の種類，位置及び区域 

③ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

２）工事完了公告は市役所の掲示板への掲示に市長名にて行うこと。 

３）完了公告の効果 

工事完了の効果は検査ならびに検査済証の交付によるものではなく，工事完了公告

をもって初めて発生する。 

ア 公告後において開発区域内の宅地における建築が行うことが出来る。（法第３７

条） 

イ 公告の日の翌日において開発行為により設置された公共施設の管理はそれぞれの

管理者に属する。（法第３９条） 

ウ 公告の日の翌日において（法第４０条） 

① 従前の公共施設用地は開発許可を受けた者に帰属する。 
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② 代替として設置された新たな公共施設用地は，従前の公共施設用地の所有者

（国又は地方公共団体）に帰属する。 

③ 新たに設置された公共施設用地（（イ）及び開発許可を受けた者が自ら管理する

ものを除く）はそれぞれの管理者に帰属する。 

エ 公告があったとき以後は開発区域内において予定建築物以外の建築物の建築等は

禁止される。（法第４２条） 
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第１０ 完了公告前の建築制限等 
法第３７条 

（建築制限等） 

第３７条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては，前条第３項の公告があるまで

の間は，建築物を建築し，又は特定工作物を建設してはならない。ただし，次の各号の一

に該当するときは，この限りでない。 

一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し，又は建設する

とき，その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 

二 第３３条第１項第１４号に規定する同意をしていない者が，その権利の行使として

建築物を建築し，又は特定工作物を建設するとき。 

（１）本条のただし書きの適用は，個々のケースごとに開発行為の進捗度及び施工中の防災

措置などについて，開発許可を受けた者及び工事施行者が市長と協議し，建築又は建設の

必要性などを勘案して行われる。 

（２）本条第１号後段の「その他都道府県知事が支障がないと認めたとき」とは以下のいず

れかに該当する場合について，（４）に定める通り承認申請を行い，市長から承認を受け

た場合をいう。なお，当該承認の際には「法第３６条第３項の規定による工事完了の公告

があるときまで，建築物及び特定工作物の使用（入居または営業もしくは操業の開始）を

しないこと」を条件として付するものとする。 

１）自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発行為における建築物の建築 

２）自己の業務の用に供する建築物の建築（特定工作物の建設）を目的とする開発行為  

の建築物の建築（特定工作物の建設） 

３）公共施設（道路，公園，調整池等）又は公益施設（官公署，地区センター等）の工区

を先行的に整備する場合。（工事着手時点で当該施設の接道が確保できていない場合は，

当該敷地が接する新たな道路の工事完了公告後に本承認を行うものとする。） 

４）建築工事又は建設工事との一体施行が必要な宅地造成で，次のア～カに掲げるような

建築工事と宅地の造成工事とを分離して行う事が物理的に又は施工監理上・品質管理上

支障があるもの 

ア 建築物自体が雨水貯留機能を有する場合 

イ 建築物が擁壁を兼ねる場合 

ウ 建築物が擁壁，管路等の構造物に近接して施工される場合 

エ 雨水貯留施設が駐車場等と兼用されている計画で，外構工事と一体整備の必要性が

あり先行して施工出来ない場合 

オ 浸透貯留槽が出入口付近等に計画され先行設置すると工事による破損が危惧され

る場合 

カ 建築工事中の工事車両等の出入口確保のために擁壁工事等が先行して施工出来な

い場合 

５）その他，特に必要があると認められる理由のあるもの。ただし，当該建築行為のため，

開発区域及びその周辺の地域に災害が生じない措置（防塵対策・仮排水設置等）がとら

れたものに限る。 
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（３）上記（２）において，区域内に開発道路を築造する場合（接道の一部を開発区域とし

て拡幅する場合を除く）は工区分けのうえ，開発道路がある工区の検査済後の承認を原則

とする。 

ただし，施工管理及び品質管理上支障がある場合は，開発道路施工の進捗状況（道路形

態が施工され完了が確実等）により，申請を受けるものとする。 

なお，工区分けの必要性について事前に当該建築物等の建築確認審査機関と調整を図る

のが望ましい。 

（４）承認申請 

事前建築承認の申請は，「工事完了公告前の建築等承認申請書」（細則第９条第１項別記

第 12 号様式）に図書（同条第２項）を添付した申請書を正本１部，副本１部，市長に提

出する。 

また市長は，承認の決定をした時は「工事完了公告以前の建築又は建設承認通知書」

（細則第９条別記第１３号様式）により，不承認の決定をした時は「工事完了公告以前

の建築又は建設不承認通知書」（細則第９条別記第１４号様式）により，申請者に通知す

る。 

１）添付図書 

ア 土地利用計画図に建築物又は特定工作物の敷地の場所を表示したもの 

イ 開発区域区域図 

ウ 建築物又は特定工作物の敷地求積図 

エ 建築物又は特定工作物の平面図（縮尺 1/200 以上）及び 2 面以上の立面図（縮尺

1/200 以上） 

オ その他市長が必要と認める図書 

① 防災施行計画書 

・施行中の防災措置等の概要（緊急時の連絡体制，土砂流出防止対策，周辺環境

保全対策） 

※自己の居住及び小規模な自己の業務の用に供する開発行為を除く。 

② 近接施工図書 

・先行して設置される構造物（擁壁等）と建築物の基礎構造及び近接距離を示す

断面図，建設機械の配置を示す施工計画平面図（配置図等にまとめて図示して

もよい） 

※上記４）の場合 

③ その他 
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第１１ 開発行為の廃止 
法第３８条 

（開発行為の廃止） 

第３８条 開発許可を受けた者は，開発行為に関する工事を廃止したときは，遅滞なく，国

土交通省令で定めるところにより，その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

省令第３２条 

（開発行為に関する工事の廃止の届出） 

第３２条 法第３８条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は，別記様式第八に

よる開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。 

省令第３７条 

（登録簿の閉鎖） 

第３７条 都道府県知事は，法第３８条の規定による開発行為の廃止の届出があった場合

は，遅滞なく，登録簿を閉鎖しなければならない。 

開発許可を受けた開発行為に関する工事を廃止したときは，その旨を届け出なければな

らない。 

（１）開発行為に関する工事の廃止は，その周辺地域に対し溢水等の被害を及ぼすほか，

公共施設の機能を阻害する等のおそれがあるので，許可する際の基準として申請者の

資力信用，工事施行者の事業施工能力を審査するとともに，許可の条件として万一廃

止した場合に必要な措置を要求することができるようになっている。 

（２）開発行為の廃止は開発区域の全部を廃止することをいい，部分的な廃止をしようと

するときは法第２９条の規定による開発行為の変更の許可申請により処理する。 

（３）開発行為の廃止の届け出があった場合には，当該開発行為に関する開発登録簿を閉

鎖しなければならない。 

（４）開発行為の廃止の届出は，「開発行為に関する工事の廃止の届出書」（省令第３２条

別記様式第八）に当該工事を廃止した日における当該工事の廃止に係る土地の区域内

の状況を明示する。また細則第１０条に規定する以下のア～エの図書を添付して正本

１部，副本１部を市長に提出する。 

ア 工事廃止の理由を記載した書類 

イ 開発区域区域図 

ウ 工事廃止に係る土地の区域内に講ぜられた防災上の措置を記載した図書及び写真 

エ その他市長が必要と認める図書 
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第１２ 開発行為等により設置された公共施設の管理 
法第３９条 

（開発行為等により設置された公共施設の管理） 

第３９条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置さ

れたときは，その公共施設は，第３６条第３項の公告の日の翌日において，その公共施設

の存する市町村の管理に属するものとする。ただし，他の法律に基づく管理者が別にある

とき，又は第３２条第２項の協議により管理者について別段の定めをしたときは，それら

の者の管理に属するものとする。 

（１）公共施設の管理者の原則 

本法では，開発行為を行う場合に一定水準の公共施設の整備を義務付けたことに関

連して，設置された公共施設が適正に管理されることが必要であり，そのため個々の

施設について管理能力のある管理者を特定することとし，次の場合を除いて原則とし

て地元市町村の管理を定めたものである。 

ア 他の法律に基づく管理者が別にあるとき。 

イ 法第３２条第２項の協議によって別に管理者を定めたとき。 

（２）協議が整わない場合 

法第３２条第２項の協議が整わない公共施設についても，法律的には市町村が管理

することとなる。しかし，協議が整わない場合には，円滑に管理を引継ぐことは困難

であるし，多くの問題が生じることとなる恐れがあるので，事前にできるかぎり十分

協議を整えておくことが望ましい。 

（３）他法令による管理者 

他の法律に基づく管理者が別にあるときは，例えば県道となる道路について，道路

法の規定により県が管理者となることが当然に定まるような場合で次のようなものが

ある。 

ア 道路法の道路管理者（道路法の認定，区域の決定を必要とする。） 

イ 河川法の河川管理者 

ウ 土地改良区 

（４）協議による管理者の特定 

１）法第３２条の協議により，開発者自らが管理する場合で，建築物の管理とあわせて

管理し，かつ充分な管理能力を有するものと認められるようなときである。管理者の

特定に当たっては，管理者の管理能力ならびに永続性について充分審査を行う。 

２）都市計画施設を開発区域に含む場合，法第４０条第３項の費用負担と絡んで県又は

国などに管理者を特定することがある。 
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第１３ 土地の帰属 
法第４０条 

（公共施設の用に供する土地の帰属） 

第４０条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により，従前の公共施設

に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては，従前の公共施設の用

に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは，第３６条第３項の公告の日

の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし，これに代わるものとして

設置された新たな公共施設の用に供する土地は，その日においてそれぞれ国又は当該地

方公共団体に帰属するものとする。 

２ 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用

に供する土地は，前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除

き，第３６条第３項の公告の日の翌日において，前条の規定により当該公共施設を管理

すべき者（その者が地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務（以

下単に「第１号法定受託事務」という。）として当該公共施設を管理する地方公共団体で

あるときは，国）に帰属するものとする。 

３ 市街化区域内における都市計画施設である幹線街路その他の主要な公共施設で政令で

定めるものの用に供する土地が前項の規定により国又は地方公共団体に帰属することと

なる場合においては，当該帰属に伴う費用の負担について第３２条第２項の協議におい

て別段の定めをした場合を除き，従前の所有者（第３６条第３項の公告の日において当

該土地を所有していた者をいう。）は，国又は地方公共団体に対し，政令で定めるところ

により，当該土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部を負担すべきことを求める

ことができる。 

政令第３２条・第３３条 

（法第４０条第３項の政令で定める主要な公共施設等） 

第３２条 法第４０条第３項の主要な公共施設で政令で定めるものは，次に掲げるものと

する。 

一 都市計画施設である幅員十二メートル以上の道路，公園，緑地，広場，下水道（管

渠を除く。），運河及び水路 

二 河川 

第３３条 法第４０条第３項の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を

求めようとする者は，法第３６条第３項の規定による公告の日から起算して 3 月以内

に，国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。 

省令第３３条 

（費用の負担の協議に関する書類） 

第３３条 令第３３条の国土交通省令で定める書類は，次に掲げる事項を記載した書類，費

用の負担を求めようとする者が法第３６条第３項に規定する公告の日において当該費用

の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明

示する図面とする。 

一 費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名 
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二 負担を求めようとする額 

三 費用の負担を求めようとする土地の法第３６条第３項に規定する公告の日における

所在，地番，地目及び面積 

四 費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎 

（１）従前の公共施設に代えて公共施設を設置する場合（法第４０条第１項） 

１）開発行為又は開発行為に関する工事により，従前の公共施設を廃止してこれに代わる

新たな公共施設を設置する場合の土地の帰属（所有権移転）は，法第３６条の完了公告

の翌日において，次のア又はイのとおりに取り扱うこととなる。 

ア 従前の公共施設の土地で国又は地方公共団体の所有地であるものは，開発許可を受

けた者の所有となる。 

イ 代替施設として新たに設置された公共施設の土地は，国又は地方公共団体に帰属す

る。この帰属については不動産登記法による登記が必要である。 

２）このような土地の権利の変動は，契約による譲渡又は交換によって行うべきである

が本法が公共的な施設の整備を課したことと関連して，代替的な機能を有する公共施

設が設置される場合には，その敷地と従前の公共施設の敷地が当然に交換されるもの

として整理することが事務処理上便宜であると考えられるので，国有財産法及び地方

公共団体の財産の処分に関する法令について特例として定められた規定である。 

３）この規定は，従前の公共施設の用地が国又は地方公共団体の所有にかかる場合のみ

適用される。従前の公共施設用地が民有地である場合は当然事業主が買収するなどに

よって必要な権原を取得すべきである。この場合にも設置される公共施設は，原則と

して公共団体の管理とすべきである。 

４）「開発許可を受けた者」とは，複数事業の場合はそれぞれの事業者すべてと考える。

この場合は代替施設用地の提供との関連もあり，事業計画の中で帰属すべき事業者を

決定しておくべきである。 

５）「従前の公共施設に代えて」とは，機能的にみて従前の施設に代わる機能を果すもの

で，その構造規模が同一であることを要せず，従前の公共施設が複数であっても，そ

れらを単一の公共施設にまとめて整備する場合もある。また新旧が等価であることを

要しない。 

（２）新設の土地の帰属（法第４０条第２項） 

第１項の規定に定める交換される土地を除いて，開発行為及び開発行為に関する工

事により新たに設置された公共施設の用地は，法第３６条の完了公告の翌日において

法第３９条の規定により定められた当該施設の管理者に帰属する。 

（３）都市施設の費用負担（法第４０条第３項） 

都市地域における土地利用の合理化を図るため，都市施設の整備に要する費用の負

担区分を明確化する必要があり，その場合，市街化区域内の根幹的施設については国

又は地方公共団体が，その他の施設（市街化区域内の支線的施設及びその他の区域内

の施設）については開発行為を行う者が負担することが合理的であるとの考え方に立

って第３項が規定された。 

 

１）従前の所有者が土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部を負担すべきことを

求めることができる市街化区域内の根幹的公共施設は，法第４０条第２項の規定によ
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り国又は地方公共団体に帰属することとなるもののうち，都市計画施設である幅員 12

メートル以上の道路，公園，緑地，広場，下水道（管渠は除く）,運河，水路及び河川

である。 

２）負担を求めることのできるのは，市街化区域内における上記の公共施設の用に供す

る土地の取得に要する費用の額の全部又は一部であって，市街化区域におけるその他

の公共施設，その他の区域における公共施設，築造費，工事費等は含まれない。 

３）負担を求めることのできるのは，「土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部」

であり土地の取得価額の全部又は一部ではない。開発行為を行う場合には，その相当

以前に開発区域となるべき土地を取得する場合が多いし，又祖先から受け継いだ土地

で行う場合もあるので，土地の取得価額を正確に把握することは困難であるし，適当

でないからである。 

４）「取得に要すべき費用の額」を算定するには，開発行為の着手時を基準とする場合

と，国又は地方公共団体に帰属することとなる時期（法第３６条第３項の公告の日の

翌日）を基準とする場合があるが，開発行為の着手時の方が適当であろう。この場合

地価公示法第６条の規定による土地鑑定委員会が公示した標準地の価額を参考とす

る。 

５）土地の取得に要すべき費用の負担を求めるためには従前の所有者（法第３６条第３

項の公告の日において当該土地を所有していたもの）は，政令第３３条に定める手続

を経なければならない。 
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第１４ 開発許可を受けた土地における建築等の制限 
法第４２条 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

第４２条 何人も，開発許可を受けた開発区域内においては，第３６条第３項の公告があつ

た後は，当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し，又は新

設してはならず，また，建築物を改築し，又はその用途を変更して当該開発許可に係る予

定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし，都道府県知事が当該開発区域におけ

る利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がない

と認めて許可したとき，又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第８８条第２項

の政令で指定する工作物に該当するものにあっては，当該開発区域内の土地について用

途地域等が定められているときは，この限りでない。 

２ 国又は都道府県等が行う行為については，当該国の機関又は都道府県等と都道府県知

事との協議が成立することをもつて，前項ただし書の規定による許可があつたものとみ

なす。 

（１）開発許可の申請に際しては，将来その開発区域に建築し又は建築する予定の建築物等

を申請させ，その建築物等がそれぞれの許可基準に適合することによって許可が与えら

れる。従って予定建築物等以外の建築物又は特定工作物が無制限に建築又は建設される

こととなると，開発許可制度による規制の効果は著しく失われるので，原則としてこれ

を認めないことにしたものである。 

ただし，その土地に用途地域等が定められた区域については，建築基準法などにより

用途が制限されているので本条の適用除外となっている。 

（２）制限の効力 

１）本条の制限は法第４１条制限と同様,開発登録簿に登録することによって一般に知ら

される。 

２）本条の制限は建築物等の新設のみならず，用途の変更も規制している。なお本条制限

はその土地（建築物の敷地）に付されたものであるが，従前の建築物等の用途を一にす

る増築については制限がない。従って本条ただし書の規定による許可を受けたのち，増

築が行われる場合には許可を要しない。 

３）本条制限は法第４１条の制限と異なり，その土地に用途地域が指定された場合には自

動的に消滅する。 

（３）例外許可 

１）法第４２条第１項ただし書の許可の申請は予定建築物以外の建築等許可申請書（細則

第１２条別記第１８号様式）に細則第１２条２項に掲げる図書を添付した申請書を正本

１部，副本１部，市長に提出する。 

また市長は，許可の決定をした時は「予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作

物の建設許可通知書」（細則第１２条別記第１９号様式）により，不許可の決定をした

時は「予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の建設不許可通知書」（細則第

12 条別記第 20号様式）により，申請者に通知する。 
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２）市街化調整区域における許可の運用にあたっては次のいずれかに該当する場合に許可

するものとする。 

（開発許可制度運用指針 Ⅰ-13，千葉県開発審査会の運用（下記 ウ）） 

ア 法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物である場合 

イ 法第４３条第１項第１号から第３号まで又は第５号に該当する場合 

ウ 法第３４条第１号から第１２号までに該当する建築物で，その用途と法第３３条

第１項第２号，第３号及び第４号に規定する基準とを勘案して支障がないと認めら

れるものである場合 

３）区域区分が定められていない都市計画区域で用途地域が定められていない区域（非線

引き白地地域）における許可の運用にあたっては次のいずれかに該当する場合に許可す

るものとする。 

ア 法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物である場合 

イ 建築物の用途と法第３３条第１項第２号，第３号及び第４号に規定する基準とを

勘案して支障がないと認められ，かつ，当該区域に法第４１条第１項の制限を定め

るに際して用途地域を想定した場合は，許可申請に係る建築物の用途がこれに適合

するか又は建築基準法第４８条（用途地域）の規定に準じて例外許可ができると認

められるものである場合 

４）本条第２項の規定について，協議の書式及び添付書類等は，法第３４条の２（第３．

開発行為，建築行為等の協議）を参照する。 

（４）用途変更の有無の判断 

１）申請に係る建築物等と「予定建築物等の用途」とを比べた場合，建築基準法でいう「用

途」においては同一であっても，開発許可の内容とされている「予定建築物等の用途」

に鑑み，これと異なると判断される場合，それは予定建築物等では無いとする。 

２）法第４２条及び法第４３条の用途変更は，原則として別表（昭和４６年３月１日付け，

県土木部長通知，「開発許可制度に関する事務の取扱いについて」準用）（ロ）の欄上下

間の変更を用途変更とするが，別表に無き用途の場合も含めて，申請内容を十分に検討

したうえで判断することとなる。 

３）「予定建築物等の用途」のための開発が属人要件（農家住宅，親族住宅等）で許可さ

れた場合，建築基準法上は，「予定建築物等の用途」の範囲に含まれるが，原則として

ここではその範囲に含まれない。 
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別表 建築物の用途の分類表 

 イ ロ ハ 
備  考 

大分類 中分類 小分類（具体例） 

 

住
宅
施
設 

専用住宅 一戸建住宅，長屋 

 共同住宅，寄宿
舎 

低層共同住宅，中層共同住宅，高層共同住宅 

低層寄宿舎，中層寄宿舎，高層寄宿舎 

倉
庫 

施
設 

危険物倉庫 危険物倉庫 

 倉庫業用倉庫 倉庫業用倉庫 

一般倉庫  

一 

般 

店 

舗 

施 

設 

建材店舗 
材木店，銘木店，建材店  

ガラス店，塗料店，建築金物店 

機械類販売店舗 自動車販売店，機械機具販売店  

飲食店舗 

そば屋，すし屋  

日本料理店，西洋料理店，中華料理店 

喫茶店 

風俗営業店舗 

料亭  

バー，キャバレー，ナイトクラブ，舞踏場，特殊浴場 

パチンコ店，碁会所，麻雀クラブ，玉突場 

趣味愛好品店舗 

書籍店，絵画材料店，美術工芸店，古美術骨とう店  

華道具店，茶道具店，生花・造花店 

装身具店，貴金属宝石店，カメラ店 

がん具店，模型店 

楽器レコード店，釣具店，スポーツ用品店 

愛がん動物販売店，鑑賞用魚類販売店 

銃砲刀剣類販売店 

日 

常 

生 

活 

上 

必 

要 

な 

店 

舗 

日用品店舗 

文房具店，紙店  

燃料販売店 

米穀類販売店，酒類販売店，牛乳販売店 

雑貨店，菓子店，パン店，青果物店 

八百屋，肉屋，魚屋，漬物店，豆腐店，乾物店 

薬局，化粧品店，医薬品販売店 

金物店，セトモノ店，電気器具店，漆器具店， 
家庭用計量機器販売店 

時計店，眼鏡店 

生地店，呉服店，洋品洋装衣料店，糸･毛糸店，裁縫材
料店 

くつ履物店，かさ雨具店，帽子店，足袋・袋物店 

家具調度用品店，寝具店 

日用サービス店
舗 

理容店，美容店  

クリーニング店 

公衆浴場 

新聞販売店 

ガソリンスタンド，自動車用液化ガススタンド，自動車
用天然ガス燃料供給施設 

大衆食堂 

日用品修理加工
施設 

農機具等の修理加工店，漁業機具等の修理加工店  

自転車店，電気器具修理加工店，家庭用品修理加工店 

かさ・雨具修理加工店，くつ履物修理加工店 

 

  



- 223 - 
 

第１５ 市街化調整区域内の建築制限 
法第４３条 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

第４３条 何人も，市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内におい

ては，都道府県知事の許可を受けなければ，第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定

する建築物以外の建築物を新築し，又は第一種特定工作物を新設してはならず，また，建

築物を改築し，又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以

外の建築物としてはならない。ただし，次に掲げる建築物の新築，改築若しくは用途の変

更又は第一種特定工作物の新設については，この限りでない。 

一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第一種

特定工作物の新設 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築，改築若しくは用途の変更

又は第一種特定工作物の新設 

三 仮設建築物の新築 

四 第２９条第１項第９号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた

土地の区域内において行う建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第一種特定工

作物の新設 

五 通常の管理行為，軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２ 前項の規定による許可の基準は，第３３条及び第３４条に規定する開発許可の基準の

例に準じて，政令で定める。 

３ 国又は都道府県等が行う第１項本文の建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設（同項各号に掲げるものを除く。）については，当該国の機関又は

都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて，同項の許可があつたもの

とみなす。 

政令第３４条～第３６条 

（その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しな

いこととなる開発行為） 

第３４条 法第４３条第１項第４号の政令で定める開発行為は，次に掲げるものとする。 

一 法第２９条第１項第４号から第９号までに掲げる開発行為 

二 旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号）第４条の認可を受けた

住宅地造成事業の施行として行う開発行為 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為，軽

易な行為その他の行為） 

第３５条 法第４３条第１項第５号の政令で定める行為は，次に掲げるものとする。 

一 既存の建築物の敷地内において行う車庫，物置その他これらに類する附属建築物の

建築 

二 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が10平

方メートル以内であるもの 

三 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため
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必要な物品の販売，加工，修理等の業務を営む店舗，事業場その他これらの業務の用

に供する建築物で，その延べ面積が 50平方メートル以内のもの（これらの業務の用に

供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の 50 パーセント以上のものに限る。）の新築

で，当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの 

四 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準） 

第３６条 都道府県知事（指定都市等の区域内にあっては，当該指定都市等の長。以下この

項において同じ。）は，次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ，法第  

４３条第１項の許可をしてはならない。 

一 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準（用途

の変更の場合にあっては，ロを除く。）に適合していること。 

イ 排水路その他の排水施設が，次に掲げる事項を勘案して，敷地内の下水を有効に排

出するとともに，その排出によって当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被

害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。 

(1) 当該地域における降水量 

(2) 当該敷地の規模，形状及び地盤の性質 

(3) 敷地の周辺の状況及び放流先の状況 

(4) 当該建築物又は第一種特定工作物の用途 

ロ 地盤の沈下，崖崩れ，出水その他による災害を防止するため，当該土地について，

地盤の改良，擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられているこ

と。 

二 地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められ

ている区域に限る。）内においては，当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作

物の用途が当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。 

三 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。 

イ 法第３４条第１号から第１０号までに規定する建築物又は第一種特定工作物 

ロ 法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域内において新築し，若しくは改

築する建築物若しくは新設する第一種特定工作物で同号の条例で定める用途に該当

しないもの又は当該区域内において用途を変更する建築物で変更後の用途が同号の

条例で定める用途に該当しないもの 

ハ 建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認

められ，かつ，市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる

建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として，都道府

県の条例で区域，目的又は用途を限り定められたもの。この場合において，当該条例

で定める区域には，原則として，第２９条の９各号に掲げる区域を含まないものとす

る。 

ニ 法第３４条第１３号に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する

目的で建築し，又は建設する建築物又は第一種特定工作物（第３０条に規定する期間

内に建築し，又は建設するものに限る。） 
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ホ 当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがない

と認められ，かつ，市街化区域内において建築し，又は建設することが困難又は著し

く不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物で，都道府県知事があらかじめ

開発審査会の議を経たもの 

２ 第２６条，第２８条及び第２９条の規定は，前項第１号に規定する基準の適用について

準用する。 

省令第３４条 

（建築物の新築等の許可の申請） 

第３４条 法第４３条第１項に規定する許可の申請は，別記様式第九による建築物の新築，

改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものと

する。 

２ 前項の許可申請書には，次に掲げる図面（令第３６条第１項第３号ニに該当するものと

して許可を受けようとする場合にあっては，次に掲げる図面及び当該許可を受けようと

する者が，区域区分に関する都市計画が決定され，又は当該都市計画を変更して市街化調

整区域が拡張された際，自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し，又は自己

の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所

有権以外の権利を有していたことを証する書類）を添付しなければならない。 

図面の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位，敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設 

敷地現況図 （一） 建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設の場

合 

敷地の境界，建築物の位置又は第一種特定工作物の位置，がけ及

び擁壁の位置並びに排水施設の位置，種類，水の流れの方向，吐口

の位置及び放流先の名称 

（二） 建築物の用途の変更の場合 

敷地の境界，建築物の位置並びに排水施設の位置，種類，水の流

れの方向，吐口の位置及び放流先の名称 
 

（１）市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域においては，市長の許可を受

けなければ，法第２９条第１項第２号又は第３号に規定する建築物以外の建築物を新築し，

又は第一種特定工作物を新設してはならず，また，建築物を増築・改築し，又は用途を変

更（新築・増築は問わない）して上記以外の建築物としてはならない。 

（２）適用除外 

法第４３条第１項本文及びただし書きでは，次のア～エに該当するものについて制限

の対象外としている。 

ア 法第２９条第１項第２号又は第３号に掲げる建築物の建築又は第一種特定工作物

の建設並びに用途変更により法第２９条第１項第２号又は第３号に掲げる建築物又

は第一種特定工作物とすること（法第４３条第１項本文） 

イ 法第４３条第１項第１号から第３号までに掲げるもの 

ウ 法第４３条第１項第４号に掲げるもの（政令第３４条に規定する各事業により造成
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分譲された土地において，その行為（建築等）の主体を問わず適用除外となるが，当

該土地について新たに開発行為を行う場合は，開発許可を受けることが必要である。） 

エ 法第４３条第１項第５号に掲げるもの（政令第３５条第３号に規定される行為につ

いては，法第３４条第１号の審査基準を満足すること｡） 

（３）許可の基準 

法第４３条第１項本文の許可については，政令第３６条第１項各号により許可基準を

定めているので，申請にかかる敷地ならびに建築物が当該基準に適合している場合に許

可することとなる｡なお，当該許可基準のうち，次の通り特記事項を取り扱う。 

１）第１号イについて，雨水排水の区域外放流先を確保できない場合であって，自己の居

住用または敷地面積 3,000 平方メートル未満の自己の業務の用に供するものについて

は，敷地内での浸透処理を認める｡（確保すべき貯留量等の技術基準については，第６

開発許可の基準 ２．（５）．３）．ウ参照） 

２）第３号については，法第３４条の基準の運用（第９ 市街化調整区域の許可基準）に

準じて取扱うものとする｡なお，同号ハについては法第３４条第１２号と同様である（条

例第８条で同一の区域を指定している。）ほか，同号ホについては法第３４条第１４号

と同様である。 

（４）許可申請の手続き 

法第４３条第１項の許可を受けようとする者は，建築物の新築，改築若しくは用途

の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書（省令第３４条別記様式第九）に，省

令第３４条第２項及び細則第１３条第１項各号に掲げる図書を添付した許可申請書を

正本１部，副本１部，市長に提出する。 

また市長は，許可の決定をした時は「建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設許可通知書」（細則第１３条別記第２１号様式）により，不許可

の決定をした時は「建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新

設不許可通知書」（細則第１３条別記第２２号様式）により，申請者に通知する。 

１）省令第３４条第２項で定める添付図書 

ア 付近見取図 

イ 敷地現況図 

２）細則第１３条第１項各号で定める添付図書 

ア 住民票等 

イ 申請理由書 

ウ 建築物又は第一種特定工作物の敷地を明らかにする公図の写し 

エ 建築物又は第一種特定工作物の敷地となるべき土地の登記事項証明書 

オ 建築物又は第一種特定工作物の敷地の求積図 

カ 建築物又は第一種特定工作物の敷地の配置図（縮尺 1/500 以上），平面図（縮尺

1/200 以上）及び 2面以上の立面図（縮尺 1/200 以上） 

キ 建築物又は第一種特定工作物の敷地の現況図及び断面図 

ク その他市長が必要と認める図書 

 

（５）法第４３条第３項の規定について 
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協議の書式及び添付書類等は，法第３４条の２を参照する。 

（６）用途変更について 

第１４ 開発許可を受けた土地における建築物等の制限（４）を参照する。 
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第１６ 許可の承継 
法第４４条・第４５条 

（許可に基づく地位の承継） 

第４４条 開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は，被

承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。 

第４５条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に

関する工事を施行する権原を取得した者は，都道府県知事の承認を受けて，当該開発許可

を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 

１．一般承継人（法第４４条） 

法第４４条は開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の一般承継人について，許可

に基づく地位の承継を規定したものである。 

（１）一般承継人とは相続人のほか，合併後存続する法人（吸収合併の場合）又は合併に

より設立された法人（新設合併の場合）をいう。 

（２）一般承継人は被承継人の有していた開発許可に基づく地位を当然に引き継ぐものと

する。 

（３）「許可に基づく地位」とは，許可を受けたことによって発生する権利と義務の総体を

いい，次のような事項がある。 

ア 適法に開発行為又は法第４３条の建築等を行うことができる権能 

イ 公共施設の管理者との同意，協議によって定められている公共施設の設置，変更

の権能 

ウ 法第４０条第３項の費用の負担を求めることができる権能 

エ 土地所有者等との関係において，工事につき同意を得ているという地位 

オ 工事完了，工事廃止の届出の義務 

（４）一般承継のあったときは，次の承継したことを証する書類を添えて，その旨を「許

可に基づく地位の承継届出書」（細則第１４条別記第２３号様式）を正本１部，副本１

部，市長に提出する。 

ア 相続による承継にあっては被承継者の除籍謄本および承継者の戸籍謄本その他承

継を証する書類 

イ 法人の合併による承継にあっては合併後の法人の登記事項証明書，その他承継を

証する書類 

（５）一般承継人に事業を継続する意志のないときは承継の届出とともに工事の廃止届を

出さなくてはならない。この場合，廃止に伴う防災工事等は当然行わなければならな

い。 

（６）市長は，許可に基づく地位の承継届出書の提出があったときは，当該届出書を受理

した旨の通知書を交付するものとする。 
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２．特定承継人（法第４５条） 

法第４５条は開発許可を受けた者の特定承継人について，開発許可に基づく地位の承

継を規定したものである。 

（１）特定承継人とは，開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権，その他工事

を施行する権原を取得したものである。 

（２）一般承継人と異なり，特定承継人は市長の承認を得て，その地位を承継することが

できる。 

１）承継の承認を受けようとする者は「開発許可に基づく地位の承継承認申請書」（細則

第１５条別記第２４号様式）に次の書類を添えて，正本１部，副本１部を市長に提出

する。 

２）添付図書 

ア 開発行為許可通知書（開発行為に変更があった場合は，開発行為変更許可通知書

を含む）の写し 

イ 開発区域区域図 

ウ 申請者の資力および信用に関する書類 

エ 資金計画書及び工事施行者が発行する工事費の内訳明細書，自己資金又は借入金

の調達が可能であることを証する書類 

オ 承認を受けようとする者が開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有

権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

（土地の登記事項証明書，売買契約書写し（印鑑証明書添付）等） 

カ その他市長が必要と認める図書 

（３）承認を与えるかどうかの判断の基準は主として申請者が適法に当該開発区域内の土

地の所有権その他工事を施行する権原を取得しているかどうか，当初の許可どおりの開

発行為を行うために必要な資力及び信用があるかどうかによる。また市長は，承認の決

定をした時は「開発許可に基づく地位の承継承認通知書」（細則第１５条別記第２５号様

式）により，不承認の決定をした時は「開発許可に基づく地位の承継不承認通知書」（細

則第１５条別記第２６号様式）により，申請者に通知する。 

（４）承継の承認が与えられなかった場合は，当初に許可を受けた者が廃止届を提出する

こと。 
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第１７ 開発登録簿 
法第４６条・第４７条 

（開発登録簿） 

第４６条 都道府県知事は，開発登録簿（以下「登録簿」という。）を調製し，保管しなけ

ればならない。 

第４７条 都道府県知事は，開発許可をしたときは，当該許可に係る土地について，次に

掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。 

一 開発許可の年月日 

二 予定建築物等（用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。）の用途 

三 公共施設の種類，位置及び区域 

四 前三号に掲げるもののほか，開発許可の内容 

五 第４１条第１項の規定による制限の内容 

六 前各号に定めるもののほか，国土交通省令で定める事項 

２ 都道府県知事は，第３６条の規定による完了検査を行なつた場合において，当該工事

が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは，登録簿にその旨を附記しなければな

らない。 

３ 第４１条第２項ただし書若しくは第４２条第１項ただし書の規定による許可があつた

とき，又は同条第２項の協議が成立したときも，前項と同様とする。 

４ 都道府県知事は，第８１条第１項の規定による処分により第１項各号に掲げる事項に

ついて変動を生じたときは，登録簿に必要な修正を加えなければならない。 

５ 都道府県知事は，登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し，かつ，請求があつ

たときは，その写しを交付しなければならない。 

６ 登録簿の調製，閲覧その他登録簿に関し必要な事項は，国土交通省令で定める。 

省令第３５条～第３８条 

（開発登録簿の記載事項） 

第３５条 法第４７条第１項第６号の国土交通省令で定める事項は，次に掲げるものとす

る。 

一 法第３３条第１項第８号ただし書に該当するときは，その旨 

二 法第４５条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名 

（開発登録簿の調製） 

第３６条 開発登録簿（以下「登録簿」という。）は，調書及び図面をもつて組成する。 

２ 図面は，第１６条第４項により定めた土地利用計画図とする。 

（登録簿の閉鎖） 

第３７条 都道府県知事は，法第３８条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合

は，遅滞なく，登録簿を閉鎖しなければならない。 

（登録簿の閲覧） 

第３８条 都道府県知事は，登録簿を公衆の閲覧に供するため，開発登録簿閲覧所（以下

この条において「閲覧所」という。）を設けなければならない。 

２ 都道府県知事は，前項の規定により閲覧所を設けたときは，当該閲覧所の閲覧規則を 
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定めるとともに，当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 

細則第１６条 

（開発登録簿の調書） 

第１６条 省令第３６条第１項に規定する開発登録簿の調書は，成田市開発登録簿（別記

第２７号様式）とする。 

開発登録簿の調製及び保管並びに閲覧等については次のとおり。 

（１）開発登録簿の様式（細則第16条第27号様式） 

（２）本市において省令第３８条第２項に規定する「閲覧規則」とは，「成田市開発登録

簿閲覧規則」であり，「閲覧所」とは，閲覧規則第２条の規定により都市計画主管課

（開発許可担当課）である。 

（３）開発登録簿の閲覧は，閲覧所に備え付けてある「閲覧簿」（閲覧規則第３条別記第

１号様式）に必要な事項を記入する。 

（４）開発登録簿の写しの申請は，「開発登録簿写し交付申請書」（閲覧規則第７条別記

第２号様式）により１部を市長に提出する。 
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第１８ 他法令との関係 
１．建築基準法との関係 
（１）開発行為又は建築に関する証明書等 

省令第６０条 

（開発行為又は建築に関する証明書等の交付） 

第６０条 建築基準法第６条第１項（同法第８８条第１項又は第２項において準用する場

合を含む。）又は第６条の２第１項（同法第８８条第１項又は第２項において準用する場

合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようとする者は，その計画が法第２９条

第１項若しくは第２項，第３５条の２第１項，第４１条第２項，第４２条，第４３条第

１項又は第５３条第１項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事

（指定都市等における場合にあっては当該指定都市等の長とし，指定都市等以外の市に

おける場合（法第５３条第１項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める

場合に限る。）にあっては当該市の長とし，法第２９条第１項若しくは第２項，第３５条

の２第１項，第４１条第２項，第４２条又は第４３条第１項の事務が地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の規定により市町村が処理すること

とされている場合又は法第８６条の規定により港務局の長に委任されている場合にあっ

ては当該市町村の長又は港務局の長とする。）に求めることができる。 

２ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和３年法律第３４号）第３条第１項

の認定（同法第４条第１項の変更の認定を含む。）を受けようとする者は，その計画が法

第５３条第１項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事（指定都

市等における場合にあっては当該指定都市等の長とし，指定都市等以外の市における場

合にあっては当該市の長とする。）に求めることができる。 

１）証明書の概要 

開発行為等の規制（開発許可制度）は，最終的に建築基準法の規制により建築物が

建築されて初めてその目的を達する。 

このため本条第１項において，建築基準法第６条第１項（同法第８８条第１項又は

第２項において準用する場合を含む。）又は第６条の２第１項（同法第８８条第１項又

は第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようとす

る者は，その計画が建築基準法施行規則第１条の３第１項第１号ロ.（１）表２(76)～

(80)に掲げる法第２９条第１項若しくは第２項，第３５条の２第１項，第４１条第２

項，第４２条又は第４３条第１項の規定に適合していることを証する書面の交付を市

長に求めることができる。 

また，本条第２項において，畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第３条第

１項の認定(同法第４条第１項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は，その計

画が法第５３条第１項の規定に適合していることを証する書面の交付を市長に求める

ことができる。 

２）証明書交付申請の手続き 

省令第６０条の証明書の交付を受けようとする者は，「開発行為又は建築に関する証

明書交付申請書」（細則第１８条別記第２９号様式）に，細則第１８条第２項に掲げる
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図書を添付した申請書を正本１部，副本１部，市長に提出する。 

また市長は，申請内容を適当と認めた時は，「開発行為又は建築に関する証明書」

（細則第１８条別記第３０号様式）により申請者に交付する。 

３）開発行為等に関する申告書の概要 

開発行為等に関する申告書は，省令第６０条の証明対象事項及び証明対象事項以外

（法第２９条の開発許可（旧宅地造成事業に関する法律に基づく認可を含む。）等を要

するもの及びそれ以外のものをいう。）に関して法第３章第１節の規定に適合すること

等を判断するものである。また，申告書は，本市の建築主事に建築確認申請書を提出

する場合にのみ添付書類として取扱うことができる。 

４）証明書交付申請又は申告書提出にあたっての注意点 

本市の建築主事に建築確認申請書を提出する場合に，省令第６０条の証明対象事項

に関する証明については，当該建築主事に，証明書又は申告書どちらの書類が必要で

あるか（必要の有無を含めて）事前に確認すること。 

 

証明書交付の例 

条文（法，令） 建築物の種類 条  件 

＜市街化区域，非線引都市計画区域＞ 

法２９条１項本文 ― 開発行為に該当しないこと 

法２９条１項２号 
農林漁業用建築物 

（市街化区域を除く） 

農家住宅（敷地面積が規制規模以上のもの） 

農家住宅以外の農林漁業用建築物（敷地面積が規制規模以上のもの） 

法２９条１項３号 公益上必要な建築物 敷地面積が規制規模以上のもの（公益性が明確なものは除く） 

令２２条２号 附属建築物 敷地の増加に伴い，かつその面積が規制規模以上のもの 

法４２条１項 
開発許可を受けた開発区

域内における建築物 

大規模開発の区域内など開発許可書等の添付ができないもので，かつ

用途地域が無指定の場合 

＜市街化調整区域＞ 

法２９条１項２号 農林漁業用建築物（新築） 
農家住宅 

農家住宅以外の農林漁業用建築物 

法２９条１項３号 公益上必要な建築物 新築・用途変更（公益性が明確なものは除く） 

令２２条６号 

令３５条３号 

日常生活用品の販売・加

工等の業務用の建築物 
50㎡以内の調整区域内居住者の自己業務用建築物の新築， 

法４２条１項 
開発許可を受けた開発区

域内における建築物 

大きな住宅団地開発の区域内の建築などで，開発許可書等の添付がで

きないもの 

法４３条１項本文 
農林漁業用建築物 

公益上必要な建築物 
開発行為を伴わずに左記の建築物を建築すること 

法２９条 

法４３条 

既存適法建築物の延べ面

積が1.5倍以内の増改築 

用途変更を伴わない場合に限る（既存部分の適法性が建築確認等で確

認できる場合等を除く） 

近接した時期に行われる増改築は一体のものとみなす 

５）添付図書 

ア 住民票等 
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イ 申請理由書 

ウ 開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地を明らかにする公図の写し 

エ 開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地に含まれる土地の登記事項証明書 

オ 開発区域区域図又は敷地現況図 

カ 開発区域又は建築物若しくは特定工作物の敷地の求積図 

キ 建築物又は特定工作物の配置図（縮尺 1/500 以上），平面図（縮尺 1/200 以上）及

び 2 面以上の立面図（縮尺 1/200 以上） 

ク その他市長が必要と認める図書 

（２）確認，検査等の手続上の規定の免除（建築基準法第８８条第４項） 

法第２９条第１項又は法３５条の２第１項の規定により許可を受けなければならな

い場合に設置する擁壁（いわゆる「義務擁壁」）については，建築基準法第８８条第４

項の規定により建築基準法の確認，検査等の手続上の規定（建築基準法第６条から第７

条の５，第１８条（第１項及び第２３項を除く）及び第８９条）は免除されている。 

 

２．宅地造成及び特定盛土等規制法との関係 
（１）みなし許可工事 
盛土規制法第１５条第２項（許可の特例） 

２ 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅

地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１

項又は第２項の許可を受けたときは，当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい

ては，第１２条第１項の許可を受けたものとみなす。 

盛土規制法第１７条第３項（完了検査等） 

３ 第１５条第２項の規定により第１２条第１項の許可を受けたものとみなされた宅地造

成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第３６条第１項の規定による届出又は

同条第２項の規定により交付された検査済証は，当該工事に係る第１項の規定による申

請又は前項の規定により交付された検査済証とみなす。 

盛土規制法第４９条 

（標識の掲示） 

第４９条 第１２条第１項若しくは第３０条第１項の許可を受けた工事主又は第２７条第

１項の規定による届出をした工事主は，当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に，

主務省令で定めるところにより，氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載し

た標識を掲げなければならない。 

成田市は全域が盛土規制法第１０条第１項の規定による「宅地造成等工事規制区域」

に指定されているため，同法で規制されている規模の切土又は盛土の工事を含む開発行

為について当該区域の指定以降に法第２９条第１項の開発許可を受けた場合，当該工事

は盛土規制法第１２条第１項の許可を受けたものとみなされる（みなし許可工事）。 

また，みなし許可工事が完了した際に法第３６条第１項の規定による完了届をしたと

きは，当該届出は盛土規制法第１７条第１項の完了検査申請とみなされ，当該検査によ

り法第３６条第２項の規定による検査済証の交付を受けたときは，当該検査済証は盛土
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規制法第１７条第２項の検査済証とみなされる。 

開発行為を行おうとする者は，開発許可申請を行う前に千葉県に対して当該開発行為

が盛土規制法の規制を受けるもの（みなし許可工事）に該当するのかを確認する。また，

市は開発許可通知書において当該開発行為がみなし許可工事に該当するのか，中間検査

又は定期報告が必要な工事となるのかを記載するものとする。 

なお，開発許可が盛土規制法のみなし許可となった場合には，当該工事現場に開発許

可を受けたことを示す標識に加えて，盛土規制法の許可を受けたことを示す標識も設置

しなければならない。 

盛土規制法の詳細な規制内容や許可に係る技術的な基準等については，千葉県が作成

した「盛土規制法に係る手引」を参照すること。 

（２）中間検査 
盛土規制法第１８条 

（中間検査） 

第１８条 第１２条第１項の許可を受けた者は，当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等

（政令で定める規模のものに限る。）に関する工事が政令で定める工程（以下この条にお

いて「特定工程」という。）を含む場合において，当該特定工程に係る工事を終えたとき

は、その都度主務省令で定める期間内に，主務省令で定めるところにより，都道府県知事

の検査を申請しなければならない。 

２ 都道府県知事は，前項の検査の結果，当該特定工程に係る工事が第１３条第１項の規定

に適合していると認めた場合においては，主務省令で定める様式の当該特定工程に係る

中間検査合格証を第１２条第１項の許可を受けた者に交付しなければならない。 

３ 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は，前項の規定による

当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ，することができない。 

４ 都道府県は，第１項の検査について，宅地造成又は特定盛土等に伴う災害を防止するた

めに必要があると認める場合においては，同項の政令で定める宅地造成若しくは特定盛

土等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし，又は特定工程（当該特定工程後の前

項に規定する工程を含む。）として条例で定める工程を追加することができる。 

５ 都道府県知事は，第１項の検査において第１３条第１項の規定に適合することを認め

られた特定工程に係る工事については，前条第１項の検査において当該工事に係る部分

の検査をすることを要しない。 

盛土規制法政令第２３条・第２４条 

（中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模） 

第２３条 法第１８条第１項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は，次に掲げ

るものとする。 

一 盛土であって，当該盛土をした土地の部分に高さが 2 メートルを超える崖を生ずる

こととなるもの 

二 切土であって，当該切土をした土地の部分に高さが 5 メートルを超える崖を生ずる

こととなるもの 

三 盛土と切土とを同時にする場合において，当該盛土及び切土をした土地の部分に高
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さが 5 メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前２

号に該当する盛土又は切土を除く。） 

四 第１号又は前号に該当しない盛土であって，高さが 5 メートルを超えるもの 

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって，当該盛土又は切土をする土

地の面積が 3,000 平方メートルを超えるもの 

（特定工程等） 

第２４条 法第１８条第１項の政令で定める工程は，盛土をする前の地盤面又は切土をし

た後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程とする。 

２ 前項に規定する工程に係る法第１８条第３項の政令で定める工程は，前項に規定する

排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とする。 

盛土規制法省令第４５条 

（中間検査の申請期間） 

第４５条 法第１８条第１項の主務省令で定める期間は、特定工程に係る工事を終えた日

から 4日以内とする。 

みなし許可工事のうち，盛土規制法政令第２３条各号に掲げる規模の切土又は盛土の

工事において，盛土を行う前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設ける工

程（特定工程）が完了した場合は，当該工程の完了日から 4日以内に，その特定工程に

ついて技術的な基準に適合しているかの検査（中間検査）を申請しなければならず，当

該中間検査に合格するまでの間，排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工

程に進むことはできない。 

中間検査の申請にあっては，盛土規制法省令の様式第十三（宅地造成又は特定盛土等

に関する工事の中間検査申請書）に，区域図（縮尺 1/2,500）及び検査の対象となる特

定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して市長に提出しなければならない。 

なお，中間検査に合格した排水施設については，完了検査の際にあらためて検査を要

しないものと定められている。 

（３）定期報告 
盛土規制法第１９条 

（定期の報告） 

第１９条 第１２条第１項の許可（政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るも

のに限る。）を受けた者は，主務省令で定めるところにより，主務省令で定める期間ごと

に，当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項

を都道府県知事に報告しなければならない。 

２ 都道府県は，前項の報告について，宅地造成等に伴う災害を防止するために必要がある

と認める場合においては，同項の政令で定める宅地造成等の規模を当該規模未満で条例

で定める規模とし，同項の主務省令で定める期間を当該期間より短い期間で条例で定め

る期間とし，又は同項の主務省令で定める事項に条例で必要な事項を付加することがで

きる。 

盛土規制法政令第２５条第１項 

（定期の報告を要する宅地造成等の規模） 
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第２５条 法第１９条第１項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は，第２３条

各号に掲げるものとする。 

盛土規制法省令第４８条から第５０条 

（定期の報告） 

第４８条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１９条第１項の規定によ

る報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点におけ

る盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を

添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 略 

（定期の報告の期間） 

第４９条 法第１９条第１項の主務省令で定める期間は、３月とする。 

（定期の報告の報告事項） 

第５０条 法第１９条第１項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、

第３号に掲げる事項については、２回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。 

一 工事が施行される土地の所在地 

二 工事の許可年月日及び許可番号 

三 前回の報告年月日 

２ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１９条第１項の規定による工事

の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

一 報告の時点における盛土又は切土の高さ 

二 報告の時点における盛土又は切土の面積 

三 報告の時点における盛土又は切土の土量 

四 報告の時点における擁壁等（法第１３条第１項に規定する擁壁等をいう。）に関する

工事の施行状況 

３ 略 

みなし許可工事のうち，中間検査の対象となる規模の切土又は盛土の工事を行う開発

行為については，工事期間のうち 3 か月ごとに当該工事の状況等を成田市長に報告し

なければならない。 

定期報告を行う場合は，盛土規制法細則別記第２号様式（定期報告書）を使用して市

長に報告するものとする。  
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第１９ 標準処理期間 
１．標準処理期間 

成田市行政手続条例第６条の規定による標準処理期間（申請が行政庁に到達してから

行政庁が当該申請に対する処分を行うまでに，通常必要となる標準的な期間）について

は，下表のとおりである。 

手続きの種類 日数 

開発行為の許可（法第２９条第１項） 

法第３４条第１４号に係るもの 

（千葉県開発審査会諮問） 
60日以内 

開発区域が1.0ｈａ以上のもの 60日以内 

その他のもの 30日以内 

開発行為の変更の許可（法第３５条の２第１項） 30日以内 

工事完了の検査及び検査済証の交付（法第３６条第２項） 15日以内 

工事完了公告前の建築物等の建築等の承認（法第３７条第１号） 15日以内 

用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可 

（法第４１条第２項ただし書き） 
30日以内 

予定建築物以外の建築物の建築等の許可（法第４２条第１項ただし書き） 30日以内 

開発許可を受けた土地以外の土地におけ

る建築等の制限（法第４３条第１項） 

令第３６条第１項第３号ホに係る

もの（千葉県開発審査会諮問） 
60日以内 

その他のもの 30日以内 

許可に基づく地位の承継の承認（法第４５条） 20日以内 

開発登録簿の写しの交付（法第４７条第５項） 1日以内 

開発行為又は建築に関する証明書等の交付（省令第６０条） 15日以内 

中間検査合格証の交付（盛土規制法第１８条第２項） 15日以内 

 

２．注意点 

（１）あくまで目安であるため，申請の内容等によっては，標準処理期間以上の処理日数

がかかることも考えられる。 

（２）書類又は現地等に修正事項があった場合等は，その修正等に要する日数を除く。 

（３）特別な理由により標準処理期間を著しく超えることが予測される場合には，必要に

応じてその理由等を申請者に通知する。 

（４）一定規模以上の開発行為等は，許可申請等の前までに「成田市開発行為等指導要

綱」に基づく事前協議の期間が別途必要となる。 

※「成田市開発行為等指導要綱」の内容については，さらに別途確認が必要のため注意

すること 
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開発許可等の申請フロー 

〈市街化区域及び非線引き都市計画区域の場合〉 

 市街化区域及び非線引都市計画区域 
処分 

機関 

 

 

開 

 

発 

 

行 

 

為 

 

の 

 

規 

 

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 
 

田 
 

市 
 

長 

 

建 

 

築 

 

等 

 

の 

 

規 

 

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法に基づく建築確認申請へ 

  

法 36－２ 

法 32 公共施設の 

管理者協議、同意 

開発行為を伴うもの 

開発許可対象 

となるもの 

開発許可適用 

除外のもの 

許可申請 

工事着手届 

検 査 

検査済証 

法 33 の許可基準に適合 

開発禁止 

法 36－３ 

開発行為を伴わないもの 

公告前の建築等 

法 37 ただし書 

公共用地等の

移転手続、帰

属 

用途地域内 

予定建築物等以外 予定建築物等 

不  許  可 許 可 

建築禁止 

（開発行為者） 

許 可 

法 37 承認申請 

法 30 

細則８の４ 

法 47 開発登録簿の作成 

法 42 開発許可を受けた 

土地における建築制限 

建築等許可申請 

用途地域外 

法 42 ただし書 

法 35 許可又は不許可通知 

承認の通知 
法 36－１ 

不許可 

工事完了届 

完了公告 
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〈市街化調整区域の場合〉 

 市  街  化  調  整  区  域 
処分 

機関 

 

 

開 

 

発 

 

行 

 

為 

 

の 

 

規 

 

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 
 

田 
 

市 
 

長 

 

建 

 

築 

 

等 

 

の 

 

規 

 

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法に基づく建築確認申請へ 

法 32 公共施設の 

管理者協議、同意 

工事完了届 

検 査 

検査済証 

不許可 

法 33、法 34 条の許可基準に適合 

開発禁止 

完了公告 

法 36－２ 

法 36－３ 

開発行為を伴わないもの 

公共用地等の

移転手続、帰

属 

予定建築物等以外 

不許可 許 可 

法 41 形態制限 

対象 対象外 

不許可 許 可 

建築禁止 

建築禁止 

建築許可適用除外 

許 可 不許可 

建築禁止 

（開発行為者） 

法 42 ただし書 

法 43 

法 37 承認申請 

政令 36 条の許可基準に

適合 

建築等許可申請 

法 30 

細則８の４ 

法 47 開発登録簿の作成 

法 35 許可又は不許可通知 

承認の通知 
法 36－１ 

開発行為を伴うもの 

許可申請 

開発許可対象 

となるもの 

開発許可適用 

除外のもの 

許 可 

公告前の建築等 

法 37 ただし書 

工事着手届 

予定建築物等 

建築許可対象 

建築許可申請 
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別記様式第二(第十六条関係) 

開発行為許可申請書 

 
 都市計画法第 29 条第 1 項の規定により、開発行為

の許可を申請します。 

   年  月  日 

（あて先）成田市長 

許可申請者住所            

氏名            

 
※ 手数料欄 

開

発

行

為

の

概

要 

1 開発区域に含まれる地域の名称   

2 開 発 区 域 の 面 積 平方メートル 

3 予 定 建 築 物 等 の 用 途   

4 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

5 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年   月   日 

6 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年   月   日 

7 

自己の居住の用に供するもの、自

己の業務の用に供するもの、その

他のものの別 

  

8 
法第34条の該当号及び該当する理

由 
  

9 そ の 他 必 要 な 事 項   

※ 受 付 番 号 年   月   日   第   号 

※ 許可に付した条件   

※ 許 可 番 号 年   月   日   第   号 

備考 1 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和 36 年法律第 191 号)第 10 条第 1 項の宅地造

成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事は、本

許可を受けることにより、同法第 12 条第 1 項の許可を受けたものとみなされます。 

 

2 宅地造成及び特定 盛土等規制法第26条第1項の特定盛土等規制区域内において行

われる特定盛土等に関する工事は、本許可を受けることにより、同法第30条第1項

の許可を受けたものとみなされます。 

 
3 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第73条第1項の特定開発

行為は、本許可を受けることにより、同項の許可を受けたものとみなされます。 

 
4 許可申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名

称及び代表者の氏名を記載すること。 

 5 ※印のある欄は記載しないこと。 

 
6 「法第34条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調

整区域内において行われる場合に記載すること。 

 
7 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法

令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記載すること。 

  



- 243 - 

 

第 7 号様式 

開発行為変更許可申請書 

年  月  日  

 (あて先)成田市長 

住 所              
申請者                  

氏 名              

 

 都市計画法第35条の2第1項の規定により，開発行為の変更の許可を申請します。 

 

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要 

1 開発区域に含まれる地域の名称   

2 開 発 区 域 の 面 積 平方メートル  

3 予 定 建 築 物 等 の 用 途   

4 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

5 

自己の居住の用に供するもの，

自己の業務の用に供するもの，

その他のものの別 

  

6 
法第34条の該当号及び該当する

理由 
  

7 そ の 他 必 要 な 事 項   

開発許可番号及び年月日 成田市指令第   号       年  月  日  

変 更 の 理 由   

※ 受付番号及び年月日 第     号        年  月  日  

※ 変更の許可に付した条件   

※ 変更の許可の許可番号及

び年月日 
第     号        年  月  日  

備考 

 1 ※印のある欄は記載しないこと。 

 2 「法第34条の該当号及び該当する理由」の欄は，申請に係る開発行為の変更が市街化調

整区域内において行われる場合に記載すること。 

 3 「その他必要な事項」の欄には，開発行為の変更を行うことについて，農地法その他の

法令による許可，認可等を要する場合には，その手続の状況を記載すること。 

 4 開発行為の変更の概要(「その他必要な事項」を除く。)は，変更前及び変更後の内容を

対照させて記載すること。 
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第 10 号様式 

 

開発行為変更届出書 

 

年  月  日 

 

(あて先)成田市長 

 

住 所             

届出者                 

氏 名             

 

 

 都市計画法第35条の2第3項の規定により，開発行為の変更を，次のとおり届け出ます。 

1 変更に係る事項   

2 変更の理由   

3 開 発 許 可 番 号 及 び 年 月 日 成田市指令第   号     年  月  日  

備考 変更に係る事項は，変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 
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別記様式第三(第十六条関係) 

資 金 計 画 書 

 1 収 支 計 画 

(単位 千円) 

科 目 金 額 

収

入 

処 分 収 入 

宅 地 処 分 収 入 

〇 〇 〇 

補 助 負 担 金 

〇 〇 〇 

〇 〇 〇 

計 

  

支

出 

用 地 費 

工 事 費 

整 地 工 事 費 

道 路 工 事 費 

排 水 施 設 工 事 費 

給 水 施 設 工 事 費 

〇 〇 〇 

附 帯 工 事 費 

事 務 費 

借 入 金 利 息 

〇 〇 〇 

計 
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2 年度別資金計画 

(単位 千円) 

年 度 

科 目 
年度 年度   

  

年度 計 

支

出 

事 業 費 

用 地 費 

工 事 費 

附 帯 工 事 費 

事 務 費 

借 入 金 利 息 

〇 〇 〇 

借 入 償 還 金 

〇 〇 〇 

計 

          

収

入 

自 己 資 金 

借 入 金 

〇 〇 〇 

処 分 収 入 

宅 地 処分収 入 

〇 〇 〇 

補 助 負 担 金 

〇 〇 〇 

〇 〇 〇 

計 

          

借 入 金 の 借 入 先           
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第 1 号様式 

設計説明書 

その1 設計の概要 

１
設
計
の
方
針 

  

(

地
目
別
概
況) 

２
土
地
の
現
況 

区 分 宅 地 農 地 山 林 そ の 他 計 

面 積           

比 率           

３
土
地
利
用
計
画 

区 分 宅 地 公 共 用 地 未 利 用 地 そ の 他 計 

面 積           

比 率           

４
公
共
施
設
整
備
計
画 

区 分 道路敷地 
水 路 及び

下水道敷地 

公 園 及 び

緑地等用地 

消 防 用 貯

水施設用地 

ごみ収集

場 用 地 
そ の 他 

面 積             

比 率             

都市計画

街 路 
  

その他の都市

計 画 施 設 
  

５
計
画
内
容 

  

６
摘

要 

  

備考 
 1 面積は平方メートル，比率はパーセントを単位とする。 
 2 1欄には，造成計画及び公共施設整備計画の詳細を記載すること。 
 3 4欄の比率は，3欄の面積の合計に対する各公共施設の敷地面積の比率とする。 
 4 5欄には，開発行為により設置される建築物又は特定工作物の計画内容等を記載するこ

と。 
 5 6欄には，開発行為により設置される公益施設(学校，保育所，幼稚園，官公庁施設，購

買施設，医療施設)の用地の面積等を記載すること。 
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その2 公共施設の管理者等に関する事項 

種 類 番 号 

概 要 
施 設

の管理者 

用 地

の 帰 属 
摘 要 

幅員・寸法 延 長(m) 面 積(m2) 

                

備考 

 1 番号は，施設の種類別に付すこと。 

 2 公共施設の次に公益施設を記載すること。 

 3 公共施設の摘要には，(新設)，(付け替え)，(拡幅)の別を記載し，新設以外の場合は，

従前の施設の概要及び管理者を記載すること。 

 



 

 

第 2 号様式 

開発行為施行同意書 

 『              』の施行に係る開発行為については，異議がないのでその施行に同意します。 

所在及び地番 
地 目 又 は

工作物の種類 

地 積 又 は

工作物の延面積 
権利の種類 同意年月日 同 意 権 者 の 住 所 氏 名 印 摘 要 

                

                

                

                

                

                

                

                

備考 

 1 『  』内には，許可申請者の氏名を記載すること。 

 2 同意権者とは，開発区域内に含まれる土地又は工作物の所有権者，仮登記権者及び抵当権者並びにその他当該土地又は工作物の利用に関する

権利を有する者並びに隣接土地の所有権者等とする。 

 3 隣接土地の所有権者を除く同意権者については，同意印の印鑑証明書1部を申請書正本に添付すること。 

 4 隣接土地の所有権者の同意書は，開発行為施行上必要と認めた場合にのみ徴することとし，その印鑑証明書についても同様とする。 

 5 同意権者の同意を得られない場合には，別に疎明書を添付し，その旨を摘要欄に明示すること。 

 

- 2
7

5
 - 
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第 3 号様式 

開発行為に関する工事設計者の資格申告書 

年  月  日 

 (あて先)成田市長 

住 所              

申告者                  

氏 名              

 次のとおり，設計者の資格について申告します。 

1 
設計者の氏名

及び生年月日 

フリガナ 
年  月  日 

  

2 最 終 学 歴 
(学校名)  (学部名)  (学科名) 

年  月                    卒業・中退 

3 連 絡 先 事務所電話番号(  ―  ―  )緊急連絡先(  ―  ―  ) 

4 資格・免許等   

５ 
 

実

務

経

歴 
 
 

職

務

経

歴 

会 社 又 は

事 務 所 名 
職 務 内 容 期 間 

年 数 

(年) 

年 数 計 

(年) 

          

          

          

          

          
 
 

工
事
及
び
設
計
経
歴 

工 事 名 
工 事

発 注 者 名 

工 事

施 行 場 所 
工事面積 実務内容 期 間 

            

            

            

            

            

備考 

 1 申告者は，設計者が法人の従業員である場合は当該法人とし，その他の場合は設計者自

身とする。 

 2 2欄及び4欄については，それぞれ当該申告事項を証する書類を添付すること。 

 3 5欄については，市長が必要と認めるときは，当該申告事項を証する書類を添付すること。 
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第 11 号様式 

 

工事着手届出書 

 

年  月  日 

 

(あて先)成田市長 

 

住 所              

届出者                  

氏 名              

 

 

 工事に着手したので，次のとおり届け出ます。 

 

1 開 発 許 可 番 号 及 び

年 月 日 
成田市指令第   号        年  月  日  

2 開発区域に含まれる

地 域 の 名 称 
  

3 工事着手年月日   

4 工事完了予定年月日   

5 現場管理者 氏 名   

  工事施行者又は工

事施行者の定めた

者 

  

連 絡 先   

電話番号   
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別 記 

 様式その１ 

 

開発行為に関する工事工程届出書 

 

  年  月  日 

（あて先） 成田市長 

 

                     届出者 住 所 

                         氏 名            

 

許可番号・許可年月日 成田市指令第   号        年  月  日 

開 発 行 為 施 行 者 

 

開発区域に含まれる 地

域 の 名 称 

 

届

出

す

る

工

事

の

工

程 

工 事 の 区 分     工             程 

  

 

 

 摘      要 
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第 28 号様式 

 

 

開発許可済みの標識 

 

 

 

80cm以上   

  

都市計画法第29条の規定による許可済み   

60cm

以上 

  

開発許可番号及び年月日 成田市指令第   号     年  月  日 

開発行為施行者 
住所   

氏名   

工 事 施 行 者 
住所   

氏名   

開発区域に含まれる地域

の名称 
  

開 発 区 域 の 面 積   

工 事 期 間   

現 場 管 理 者 

氏名   

連絡

先 
電話番号  (  )    
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様式第二十三 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 

 

 

 

〔注意〕 

1 1 欄の工事主、4 欄の工事施行者又は 5 欄の現場管理者が法人であるときは、氏名は、

当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

2 2、3、9 及び 10 欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許可証の許可番

号、許可年月日、許可期間をそれぞれ記入してください。 
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別記様式第四(第二十九条関係) 

 
工 事 完 了 届 出 書 

 
年  月  日  

 
 （あて先）成田市長 
 

                 届出者 住所             

                     氏名            
 
 都市計画法第 36 条第 1 項の規定により、開発行為に関する工事(許可番号    年  月

日成田市指令第   号   )が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 
 

記 
 
 1 工事完了年月日    年  月  日 

 2 工事を完了した開発区域

又は工区に含まれる地域の名称 
  

 

※ 受 付 番 号      年  月  日  第     号 

※ 検 査 年 月 日         年  月  日 

※ 検 査 結 果 合        否 

※ 検 査 済 証 番 号      年  月  日  第     号 

※ 工 事 完 了 公 告 年 月 日         年  月  日 

備考 1 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

   2 ※印のある欄は記載しないこと。 
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別記様式第五(第二十九条関係) 
 

公共施設工事完了届出書 
 

年  月  日  
 
 （あて先）成田市長 
 

届出者 住所             

氏名            
 
 都市計画法第 36 条第 1 項の規定により、公共施設に関する工事(許可番号    年  月

日成田市指令第   号   )が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 
 

記 

 
1 工事完了年月日    年  月  日 

2 工事を完了した公共施設が存する開発区域

又は工区に含まれる地域の名称 
  

3 工事を完了した公共施設 

※ 受 付 番 号      年  月  日  第     号 

※ 検 査 年 月 日         年  月  日 

※ 検 査 結 果 合        否 

※ 検 査 済 証 番 号      年  月  日  第     号 

※ 工 事 完 了 公 告 年 月 日         年  月  日 

備考 1 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

   2 ※印のある欄は記載しないこと。 
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第 12 号様式 

 

工事完了公告以前の建築又は建設承認申請書 

 

年  月  日 

 

(あて先)成田市長 

 

住 所              

申請者                  

氏 名              

 

 都市計画法第37条第1号の規定により，開発行為に関する工事の完了公告以前の(建築・建設)

の承認を申請します。 

 

１ 

開
発
許
可
の
概
要 

(1) 
開発許可を受けた者

の住所及び氏名 
  

(2) 
開 発 許 可 番 号 及 び

年 月 日 
成田市指令第   号       年  月  日 

(3) 
開発区域に含まれる

地域の名称 
  

2 
開発行為に関する工事の進

行状況 
  

３ 

建
築
又
は
建
設
の
概
要 

(1) 

建築又は建設をしよう

とする土地の所在及び

地番 

  

(2) 
建築又は建設をしよう

とする土地の面積 
平方メートル  

(3) 
建築物又は特定工作物

の構造及び規模 
  

(4) 
建築物又は特定工作物

の用途 
  

4 
工事完了公告以前に建築

又は建設しようとする理由 
  

 備考 2欄には，整地工事，排水施設工事，道路工事，擁壁工事等の区分により，着手した

工事について申請書提出の日における当該工事の完了又は工事中の別を記載するこ

と。 
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別記様式第八(第三十二条関係) 

 
 

開発行為に関する工事の廃止の届出書 
 

年  月  日   

  （あて先） 成田市長 

 
住所              

届出者 

                     氏名             

 
 都市計画法第 38 条の規定により、開発行為に関する工事(許可番号    年  月  日

成田市指令第   号  )を下記のとおり廃止しましたので届け出ます。 
 

記 
 

1 開発行為に関する工事を廃

止した年月日 
     年  月  日 

2 開発行為に関する工事の廃

止に係る地域の名称 
  

3 開発行為に関する工事の廃

止に係る地域の面積 
  

 

備考 1 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 
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第 31 号様式 

 

申請取下届出書 

 

年  月  日   

(あて先)成田市長 

 

住 所               

届出者                   

氏 名               

 

   年  月  日に提出した      申請を取り下げしますので，次のとおり届け出

ます。 

 

1 土 地 の 名 称   

2 土 地 の 面 積 平方メートル 

3 予定建築物等の用途   

4 取 下 げ の 理 由   

5 その他必要な事項   
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参考様式 

公共施設用地の帰属申請書 

 

年  月  日 

 

（あて先）成田市長 

 

住 所 

申請者 

                氏 名            

 

 開発行為が完了しましたので、都市計画法第４０条第２項に基づき公共施設の

用に供する土地の帰属登記の手続きをお願いします。 

 

記 

 

添付資料 

１．土地調査台帳 

２．登記原因証明情報兼登記承諾書 

３．印鑑証明書及び資格証明書 

４．公図の写し 

５．土地の登記事項証明書 

６．検査済証の写し 

７．完了公告の写し 

８．事前協議協定書（法３２条協議）の写し 

９．開発区域区域図、求積図及び土地利用計画図 

 



   

     

 

土  地  調  査  台  帳 

分筆登記 

年 月 日 

登記年月日 

及 び 番 号 

土 地 台 帳 面 所  要  地 
権 利 者 住 所 氏 名 摘 要 

大字 字 地 番 地目 面 積 小番 地籍 1 ㎡当り 価 格 

      ㎡  ㎡ 円 円   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

- 2
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- 262 - 

 

登記原因証明情報兼登記承諾書 

 

 

一、不動産の表示  末尾記載のとおり 

下記不動産、     年   月   日 都市計画法第４０条第２項

の規定に基づき、    敷地として成田市に帰属しましたので所有権移転

登記されることに承諾いたします。 

 

    年  月  日 

住 所 

氏 名          印 

 

 

（あて先）成 田 市 長 

 

記 

市町村名 大 字 字 地 番 地 目 地    積 ㎡ 

成田市       
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第 18 号様式 

 

予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の建設許可申請書 

 

年  月  日   

 

(あて先)成田市長 

 

住 所              
申請者                  

氏 名              

 

 都市計画法第42条第1項ただし書の規定により，予定建築物等以外の(建築物・特定工作物)

の(新築・改築・用途の変更・新設)の許可を申請します。 

 

１ 

開
発
許
可
の
概
要 

(1) 
開 発 許 可 を 受 け た

者 の 住 所 及 び 氏 名 
  

(2) 
開 発 許 可 番 号

及 び 年 月 日 
第   号    年  月  日 

(3) 
開発許可を受けた際の予 定

建 築 物 等 の 用 途 
  

2 建 築 等 を し よ う と す る

土 地 の 所 在 及 び 地 番 
  

3 

建築しようとする建築物，用途の

変更後の建築物又は新設しようとする

特 定 工 作 物 の 用 途 

  

4 

3の用途が都市計画法第 34条第 1号

か ら 第 1 2号 ま で に 掲 げ る 建 築 物

又は特定工作物のいずれに該当するか

の 記 載 及 び そ の 理 由 

  

5 変 更 し よ う と す る 理 由 
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別記様式第九(第三十四条関係) 

  
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定

工作物の新設許可申請書 
  

 

都市計画法第43条第1項の規定により、 

建 築 物 
 

第一種特定 

工 作 物 

の 

※手数料欄 

新 築 

改 築 

用途の変更 
 

新 設 

の許可を申請します。 

     年  月  日 

 （あて先）成田市長 

   許可申請者住 所           

氏 名               

1 

 建築物を建築しようとする土地、用途

の変更をしようとする建築物の存する土

地又は第一種特定工作物を新設しようと

する土地の所在、地番、地目及び面積 

  

2 

 建築しようとする建築物、用途の変更

後の建築物又は新設しようとする第一種

特定工作物の用途 

  

3 
 改築又は用途の変更をしようとする場

合は既存の建築物の用途 
  

4 

 建築しようとする建築物、用途の変更

後の建築物又は新設しようとする第一種

特定工作物が法第34条第1号から第10号

まで又は令第36条第1項第3号ロからホ

までのいずれの建築物又は第一種特定工

作物に該当するかの記載及びその理由 

  

5 その他必要な事項   

※ 受 付 番 号 年 月 日  第  号 

※ 許可に付した条件   

※ 許 可 番 号 年 月 日  第  号 

 

備考 1 許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏

名を記載すること。 

   2 ※印のある欄は記載しないこと。 

   3 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一

種特定工作物の新設をすることについて他の法令による許可、認可等を要する場合に

は、その手続きの状況を記載すること。 
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第 23 号様式 

許可に基づく地位の承継届出書 

年  月  日  

(あて先)成田市長 

住 所              

届出者                  

氏 名          印   

 都市計画法第44条の規定により許可に基づく地位を承継したので，届け出ます。 

１ 

許
可
の
概
要 

(1) 
許可を受けた者の

住 所 及 び 氏 名 
  

(2) 
許 可 番 号

及 び 年 月 日 
成田市指令第   号        年  月  日 

(3) 
区 域 の 名 称

又は土地の表示 
  

２ 

届
出
前
の
承
継
の
経
過 

被 承 継 者 の 住 所 及 び 氏 名 承 継 年 月 日 

  年  月  日 

  
年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

3 届出に係る承継年月日 年  月  日 

4 承 継 の 原 因 

  

備考 

 1 1の(3)欄には，都市計画法第29条第1項の許可の場合は開発区域に含まれる地域の名称

を，同法第43条の許可の場合は土地の表示(所在，地番及び面積)を記載すること。 

 2 この届出書には，相続による承継にあっては被承継者の除籍謄本及び承継者の戸籍謄本

を，法人の合併による承継にあっては合併後の法人の登記事項証明書を添付すること。 
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第 24 号様式 

開発許可に基づく地位の承継承認申請書 

 

年  月  日  

(あて先)成田市長 

住 所               

申請者                   

氏 名          印    

 都市計画法第45条の規定により，開発許可に基づく地位の承継の承認を申請します。 

１ 

開
発
許
可
の
概
要 

(1) 開発許可を受けた者の住所及び氏名   

(2) 開 発 許 可 番 号 及 び 年 月 日 
成田市指令第   号      

年  月  日 

(3) 開発地域に含まれる地域の名称   

２ 

申
請
前
の
承
継
の
経
過 

被 承 継 者 の 住 所 及 び 氏 名 承 継 年 月 日 

  
年  月  日  

  
年  月  日  

  
年  月  日  

  
年  月  日  

3 承認申請に係る権原を取得した年月日 年  月  日  

4 取 得 し た 権 原 の 内 訳 
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第 2 号様式 

開発登録簿写し交付申請書 

 

年  月  日  

 

 (あて先)成田市長 

 

住所              

申請者                 

氏名              

 

 都市計画法第47条第5項の規定により，開発登録簿の写しの交付を申請します。 

 

 

開
発
許
可
の
概
要 

1 
開発許可を受けた者の

住 所 及 び 氏 名 
  

2 
開 発 許 可 番 号 及 び

年 月 日 
  第   号       年  月  日 

3 
開発区域に含まれる

地 域 の 名 称 
  

4 写 し の 交 付 部 数   

5 申 請 理 由   

※
処
理
欄 

交 付 年 月 日   ※
取
扱
者 

  

交 付 番 号   

 備考 ※印のある欄は，記載しないでください。 
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第 29 号様式 

 

開発行為又は建築に関する証明書交付申請書 

 

年  月  日  

(あて先)成田市長 

 

住 所              

申請者                  

氏 名              

 

 都市計画法施行規則第60条の規定により，次の事項に係る証明書の交付を申請します。 

 

1 建 築 物 の 敷 地 と な る 土 地 の 名 称   

2 地 目 及 び 面 積 

実 測     平方メートル 

 地目 

公 簿     平方メートル 

3 都 市 計 画 法 の 適 合 条 項   

4 都 市 計 画 法 の 適 合 条 項 の 内 容   

5 開 発 行 為 の 有 無 有  ・  無 

6 予 定 建 築 物 の 用 途 ・ 構 造 ・ 規 模   

7 農 地 法 に 係 る 手 続 の 状 況   

8 そ の 他 必 要 な 事 項   

 



 

  

- 269 - 

 

様式その二                      （建築確認申請書添付書類） 

開発行為等に関する申告書 

1 申告書提出年月日            年     月     日  ７
建
築
の
区
分 

ア 新  築 

イ 用途の変更を伴う改築 

ウ 用途の変更を伴わない改築 

エ 増  築 

2 建築確認申請者 

 住所及び氏名 
   

3 敷地となる土地を含む区域

の都市計画の区域区分 

ア 市街化区域     イ 市街化調整区域 

ウ 非線引区域     

4 敷地となる土地の面積 ㎡  8 建築(新築・改築・増築) 床面積 ㎡  

5 建築を行うために開発行為

を伴うことの有無 
 ア 伴う  イ 伴わない 9 用途の変更を伴う改築床面積 ㎡  

6 開発行為を伴う場合の 

 開発区域の面積 
㎡  10 建築物の用途  

 
11  
敷
地
と
な
る
土
地
の
表
示 

所  在 地 番 地目 面 積 

   ㎡  

    

    

    

    

12  
 

都
市
計

画
法
第

二
十
九

条
ま
た

は
第
四

十
三
条

に
関
す

る
事
項 

(1) 
 
市
街
化
区
域
・
調
整
区
域
・
非
線
引
区
域
共
通 

ア 都市計画法第 29条第 3号に規定する公益施設の建築 
(2) 
 
市
街
化
区
域
・
非
線
引
区
域 

建
築 

ア  

区
域
内
に
お
け
る 

市
街
地
開
発
事
業 

(ア)  土地区画整理事業区域内 

イ 都市計画施設の整備に関する事業区域内における建築 
(イ)  工業団地造成事業区域内 

(ウ)  新住宅市街地開発事業区域内 

ウ 市街地開発事業でない土地区画整理事業区域内における建築 (エ)  市街地再開発事業区域内 

エ 公有水面埋立事業竣功許可前の土地における建築 イ 既存（従前）建築物の敷地における建築 

オ 非常災害のための必要な応急措置としての建築 

    〔1000平方メートル(非線引区域)〕   

ウ        500平方メートル(市街化区域)   未満の造成地 

       (道路位置指定等)における建築 

カ 車庫・物置等附属建築物の建築 
(3) 
市
街
化
調
整
区
域 

ア 法第 43 条の許可を受けた建築物の建築 

キ 開発許可を受けた造成地における建築 イ 開発行為を伴わない増築 

ク 住宅地造成事業認可等を受けた造成地における建築 
ウ 用途の変更を伴わない改築 

エ 政令第 20条第 1号から第 4号までの農林漁業用建築物 

(4) 市街化調整区域内 

ア 農林漁業用住宅または政令第 20 条第 5 号の 90 平方メートル以内の農林漁業用建築物 

イ 物品の販売等を行う 50 平方メートル以内の店舗、事業所等で業務用の面積が 2 分の 1 以下（開発行為

を行う場合は、敷地 100 平方メートル以内）のものの建築（政令第 22 条第 6 号、第 35 条第 3 号） 

(5) 〔非線引区域内〕           〔 1000 平方メートル〕 

     市街化区域内                500 平方メートル 

(6) 市街化調整区域内で(1)から(4)までに掲げる土地の区域以外の土地における建築または(1)から(4)までに掲げる建築物以外の建築 

摘 

要 
 

13 農地転用の許可または届出受理の番号および年月日  

                        １ 都市計画法第３章第１節の規定に適合すると認める。 

 ※      上記事項につき確認したところ  ２ 別途、市長の発行する証明書の添付を必要と認める。 

 確                      ３ 都市計画法に基づく許可（第   条）を受ける必要を認める。 

  認 

 欄 
成田市開発許可担当課 課長  課長補佐   係長  係 員  年 月 日 

備  考 
 １ この申告書は、都市計画法施行規則第６０条に代えるものです。（12 の(4)欄については、別途証明書必要となる場合があります。） 
 ２ ※印のある欄は記入しないこと。 
 ３ 3・5・7 および 12 の欄は、該当するものの記号を丸で囲むこと。 
４ 12 の(4)欄に該当するものは、別途市長の証明書を受けてから、建築確認を受けることとなる場合があります。 

 ５ 12 の(6)欄に該当するものは、別途許可を受けてから、建築確認を受けること。 
 ６ 12 の摘要欄には、許可・認可・検査等、関係する手続きについて、番号・年月日等（開発許可にあっては、予定建築物、その他の条

件等を含む。）必要な事項を記載すること。 
 ７ この申告書の提出にあたっては、建築確認申請者自身で所要の事項を記載し、その記載事項について成田市開発許可担当課の確認を

受けてから、建築確認申請書に提出してください。 
 ８ 非線引区域とは、市街化区域、市街化調整区域の指定のない都市計画区域をいう。 

  

で(1)および(2)以外の  以上の開発行為を伴う建築物の建築 
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都市計画法第５３条に関する申告

書 

１ 
提 出 

年月日 
   年   月   日 

２ 
建築主の氏名 

及 び 住 所 
氏名          住所 

〒 

３ 
建築物の敷地 

所在及び地番 

〒 

４ 

連  絡  先 

住所氏名 

電話番号 

〒 

 

氏名 ［                    ］  ℡ ［      －     －        ］ 

５ 

主
要
部
の
構
造 

 

A 

B 

C 

D 

 

 

木造 

鉄骨造 

Ｃ．Ｂ．造 

その他 

（          ） 

６ 

建
築
の
区
分 

A 

B 

C 

D 

新  築 

改  築 

増  築 

移  転 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

敷地面積 

 

建築面積 

 

延べ面積 

 

．   ㎡ 

 

．   ㎡ 

 

．   ㎡ 

０ 

内
に
含
ま
れ
て
い
る
か 

１ 

都
市
計
画
施
設
の
区
域 

市 

に 

計 

含 

画 

ま 

施 

れ 

設 

て 

の 

い 

区 

る 

域 

か 

A 
敷地及び建築物ともに含まれて 

いない。 

１ 

区
域
内
に
含
ま
れ
て
い
る
か 

１ 

市
街
地
開
発
事
業
の
施
行 

街 

域 

地 

内 

開 

に 

発 

含 

事 

ま 

業 

れ 
の 
て 

施 

い 

行 

る 

 
 
 

か 

A 
敷地及び建築物ともに含ま 

れていない。 

B 
敷地は含まれているが建築物は含ま 

れていない。 
B 

敷地は含まれているが建築物 

は含まれていない。 

C 敷地及び建築物ともに含まれている。 

 

［都市計画施設名］ 

 

C 敷地及び建築物ともに含まれて 

いる。 

［市街地開発事業名］ 

 

 

１２ 

１０－Ｃまたは１１－Ｃ 

に該当している場合 

当該建築行為の内容 

Ａ  都市計画事業の施行として行う行為。 

Ｂ  都市計画法施行令第３７条で定める行為。 

Ｃ  非常災害のため必要な応急措置として行う行為。 

Ｄ  Ａに準ずる行為として都市計画法施行令第３７条の２で定める行為 

Ｅ  都市計画法施行令第３７条の３で定める行為。 

Ｆ  都市計画法第５３条第２項で定める行為。 

Ｇ  都市計画事業の認可を受けた事業地内で行う行為。 

Ｈ  上記以外の行為。 

 

確 

認 

欄 

ア １０－Ａ，Ｂまたは１１－Ａ，Ｂ  →  都市計画法第５３条の規定に無関係 

イ １２－Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ  →  別途都市計画法第５３条に関する知事の証明を受ける必要がある。 

ウ 

エ 

オ 

１２－Ｆ 

１２－Ｇ 

１２－Ｈ 

→

→

→ 

都市計画法第５３条第２項に基づく協議が必要である。 

都市計画法第５３条第３項に基づき、同法第５３条第１項の規定は適用しない。 

都市計画法第５３条第１項の許可を受ける必要がある。 

 

決 

裁 

課長 課長補佐 係長 係員 決裁年月日 
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様式第十三 

※ 受 付 欄 

年 月 日 

番   号 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 

年   月   日    

（あて先）成田市長 

工事主 住所            

氏名            

宅地造成及び特定盛土等規制法 
第 18条第 1項 

第 37条第 1項 
の規定による中間検査を申請します。 

１ 許 可 番 号 番     号 

２ 許 可 年 月 日    年  月  日 

３ 
工事をしている土地の所在地及

び地番 
 

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

５ 
今回中間検査の対象となる特定

工程に係る工事 

検 査 実 施 回 第   回 

特 定 工 程  

特定工程に係る

工事終了年月日 
   年  月  日 

６ 
今回申請以前の中間検査受験履

歴 

検 査 実 施 回 第 回 第 回 

特 定 工 程   

中間検査合格証   

 番 号 第 号 第 号 

 交付年月日 年 月 日 年 月 日 

７ 
今回申請以降の中間検査受験予

定 

検 査 実 施 回 第 回 第 回 

特 定 工 程   

特定工程に係る

工事終了予定年

月日 

年 月 日 年 月 日 

８ 備 考  

〔注意〕 

１ ※印のある欄は記入しないでください。 

２ 工事主又は４欄の工事施行者が法人であるときは，氏名は，当該法人の名称及び

代表者の氏名を記入してください。 

３ ６及び７欄は，記入欄が不足するときは，別紙に必要な事項を記入して添えてく

ださい。 
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第 2 号様式 

定期報告書 

 

年  月  日  

 

（あて先）成田市長 

工事主 
住 所 

氏 名 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第19条第1項の規定により，工事の実施状況等

について以下のとおり報告します。 

 

記 

1 工事が施行される土地の所在地  

2 工事の許可年月日及び許可番号  

3 
前回の報告年月日（2回目以降の

み記入） 
 

4 
報告の時点における盛土又は切

土の高さ 
 

5 
報告の時点における盛土又は切

土の面積 
 

6 
報告の時点における盛土又は切

土の土量 
 

7 
報告の時点における擁壁等に関

する工事の施行状況 
 

※処理欄  

注意 ※印のある欄は，記入しないでください。 
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都市計画法第 29 条開発許可申請（都市計画法第 35 条の 2 第１項 開発変更許可）チェックリスト① 

申請者名  チェック者  

項 目 適 否 摘 要 欄  備 考 欄  
申請者 

ﾁｪｯｸ欄 

様式の 

有無 

１ 開発行為許可申請書      有 

2 委 任 状   
・申請者以外が申請行為を代行する場合 

・正本副本それぞれ申請者朱肉で押印 
委任事項を記載   

3 設 計 説 明 書   ・自己の住宅用の場合は原則として不要   有 

4 資 金 計 画 書    自己居住用住宅・1ha

未満の自己業務用の

場合（盛土規制法規制

対象は除く）は不要 

 有 

5 資金計画書の添付書類 

  ・工事施行者が発行する工事費の内訳明細書   

  
・自己資金または借入金の調達が可能であること

を証する書類（銀行からの借入れ証明書等） 
  

6 開発行為施行同意書   

・開発区域内の土地または工作物の所有権者，

仮登記権者，抵当権者等の実印による同意（正

本には同意した者の印鑑証明（原本）を添付し，

副本にはその写しを添付） 

・隣接地の所有権者の同意（必要と認める以外は

認印で可） 

（申請者と所有権者が

同じ場合も添付） 
 有 

7 公共施設管理者同意書 

  
・開発行為に関係がある公共施設の管理者の同

意（道路，水路等で財産権を有する者） 
   

  
・直接の利害関係を有する者の同意（水利組合

等） 
   

  

・道路法第 24 条または 32 条及び，下水道第 16

条等の許可書の写し（申請時は，受付印のある

申請書でも可） 

   

8 公共施設管理者協議書 
  

・開発行為に関する工事により設置される公共施

設を管理することとなる者との協議経過を示す書

類または図書等 

   

  ・事前協議協定書（法 32 条協議）の写し    

9 
申請者の資力及び信用

に関する書類 

  

・住民票等（受付日より３ヶ月以内で直近のもの） 

法人の場合：法人の登記事項証明書 

個人の場合：住民票 

(自己居住用住宅・1ha

未満の自己業務用の

場合（盛土規制法規制

対象は除く）は住民票

等で可) 

（法人の登記事項証明

書は，現在事項全部証

明書とする） 

（納税証明書について

は，その１からその３ま

でとする） 

  

  

・資産調書 

法人の場合：前年度の財務諸表 

個人の場合：資産に関する調書（名寄帳等） 
  

  

・納税証明（受付日より３ヶ月以内で直近のもの） 

法人の場合：法人税に関する納税証明書 

個人の場合：所得税に関する納税証明書 
  

  ・事業経歴書   

10 
工事施行者の能力に関

する書類 

  

・住民票等（受付日より３ヶ月以内で直近のもの） 

法人の場合：法人の登記事項証明書 

個人の場合：住民票 

(自己居住用住宅・1ha

未満の自己業務用の

場合（盛土規制法規制

対象は除く）は住民票

等及び工事経歴書で

可) 

  

  ・工事経歴書   

  
・建設業法の許可を受けていることを証する書類

（受付日より３ヶ月以内で直近のもの） 
  

11 
設計者の資格を証する

書類 

  ・開発行為に関する工事設計者の資格申告書 （1ha未満の事業につ

いても添付、この場合

は申告事項を証する書

面の添付は不要） 

 有 

  
・資格，免許等の申告事項を証する書類（卒業証

明書，免許書の写し，実務経歴証明書等） 
  

12 給 水 に 関 す る 書 類   
・公営水道により給水される場合は，水道利用計

画協議書等（受付印のあるもの）の写し 

（自己の居住の用に供

する場合は添付不要） 
  

13 土地の登記事項証明書   

・開発区域に含まれる土地及び当該開発行為の

工事に関する土地 

・正本には原本を添付 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 

   

14 農地転用許可申請書   
・地目が農地で転用許可が必要な場合には，農業

委員会の受付印のある転用申請書の写し 
   

15 その他市長が必要と認める図書    

・道路境界の確定できる図書 

・盛土規制法事前相談カード，みなし許可概要書 

・法第 34 条に適合することを証する図書 等 
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都市計画法第 29条開発許可申請（都市計画法第 35条の 2第１項 開発変更許可）チェックリスト② 

※(注)設計図面には，設計者の氏名を記載しなければならない。 

項 目 適 否 摘 要 欄 備 考 欄 
申請者 

ﾁｪｯｸ欄 

設 計 図 面 

１ 開 発 区 域 位 置 図    1/25000 都市計画図に位置及び方位を示す   

２ 開 発 区 域 区 域 図   1/2500 地形図に区域及び方位を示す   

３ 公 図 の 写 し   縮尺 1/500 以上（1/600） 

・開発区域区域内の地番を表示し，区域の境界を

明示したものに各権利者を記入 

・調査日が受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 

・調査者の氏名を記載すること 

  

４ 現 況 図   縮尺 1/2500 以上 

・既存建築物がある場合には明示 

・地形，開発区域の境界・地盤高，開発区域内及

び開発区域の周辺の公共施設等 

  

５ 開 発 区 域 の 求 積 図   縮尺 1/500 以上 

・境界杭の種類及び周長を記載 
  

６ 土 地 利 用 計 画 図 

  縮尺 1/1000 以上 

・開発区域の境界を朱線，開発区域の計画高，公

共施設の位置及び形状，外構等，予定建築物の敷

地の形状，公益的施設の位置等 

・境界線名，境界杭の種類及び周長を記載 

・予定建築物に関しては、配置のみを記載 

・接続道路名・幅員・建築基準法の位置付けを記    

載 

  

７ 造 成 計 画 平 面 図   縮尺 1/1000 以上 

・開発区域の境界，切土又は盛土をする土地の部

分，がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置，形状，

幅員及び勾配，宅地造成前後の地盤高，面積 

・切土・盛土は色分けすること 

  

８ 造 成 計 画 断 面 図   縮尺 1/1000 以上 

・切土又は盛土をする前後の地盤高 

・断面箇所は造成平面図に記入すること 

  

９ 道 路 縦 横 断 図   ・各路線ごとの断面を示すもの，また，横断図に

ついては各幅員ごとの標準断面を示したもの 
  

10 排 水 施 設 計 画 平 面 図   縮尺 1/500 以上 

・排水，給水まとめて図示可 

・給水施設計画平面図は自己居住用の住宅建築

の場合は不要 

  

11 給 水 施 設 計 画 平 面 図           

12 排 水 関 係 縦 断 図   縮尺 1/500 以上 

・各排水系統毎の縦断を示すもので，マンホール

の位置，勾配，計画高，土被り等を示したもの 

  

13 が け の 断 面 図   縮尺 1/50 以上   

14 擁 壁 の 断 面 図   縮尺 1/50 以上 

透水層、水抜き、根入れ寸法 
  

15 消 防 水 利 平 面 図   縮尺 1/1000 以上 

・消防水利の種類別位置を表示したもの 

自己居住用の住宅建築

の場合は不要 
 

16 各 種 構 造 図   縮尺 1/50 以上 

・貯水槽，排水施設，給水施設，道路等の各構造

を図示したもので，寸法，材料等を記入すること 

  

17 その他市長が必要と認める図面    ・緑地図 

・建築物の平面図，立面図，求積図  等 
  

その他の資料  

１ 構 造 計 算 書   ・擁壁の安定計算（現地に設置する構造のもの） 
躯体地上高 2m 以上の場合は  

中･大地震時も必要 
 

２ 安 定 計 算 書   ・崖面の安定計算 土質試験等を添付  

３ 水 理 計 算 書      

４ その他市長が必要と認める計算書       

５ 地区計画への適合が確認できる資料       
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都市計画法第 36 条第 1 項工事完了届出チェックリスト 

※(注)設計図面には，設計者の氏名を記載しなければならない。 

 

関係各課の完了検査等状況 

項 目 担 当 部 署 帰属 の有無 許 可 等 

年 月 日 

完 了 届 等 提 出 

( 報 告 ) 年 月 日 

検 査 （ 確 認 ） 

年 月 日 

指摘事項 

の 有 無 

指 摘 事 項 是 正 

年 月 日 用 地 施 設 

道路法 32 条 道 路 管 理 課   R   .   .    R   .   .      R   .   .    

県 成 田 土 木   R   .   .    R   .   .      R   .   .    

道路法 24 条 道 路 管 理 課   R   .   .    R   .   .      R   .   .    

県 成 田 土 木   R   .   .    R   .   .      R   .   .    

開 発 道 路 道 路 管 理 課    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

上 水 道 工 務 課   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

県 企 業 局   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

下水道法 16 条 下 水 道 課   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

下水道法 24 条 下 水 道 課   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

ご み 収 集 場 ク リーン推 進 課    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

消 防 施 設 警 防 課    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

交通安全施設 交 通 防 犯 課   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

防 犯 灯   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

集 会 施 設 市 民 協 働 課    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

公 園 ・ 緑 地 公 園 緑 地 課    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

敷 地 内 緑 地 

（ 緑 化 協 定 ） 

  R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

土 質 条 例 環 境 対 策 課   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

盛 土 規 制 法 印旛地域振興事務所   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

県宅地安全課   R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

そ の 他    R   .   .    R   .   .    R   .   .     R   .   .    

申請者名  チェック者  

項 目 適 否 摘 要 欄 
申請者 

ﾁｪｯｸ

欄 

１ 工 事 完 了 届 出 書   
・別記様式第四 

・第 5号様式（事前協議を行っている場合のみ） 
 

2 委 任 状   
・申請者以外が届出行為を代行する場合 

・正本副本それぞれ申請者朱肉で押印 
 

3 開 発 区 域 区 域 図   1/2500地形図に区域及び方位を示す  

4 確 定 測 量 図   
縮尺 1/500以上 

・境界杭の種類及び周長を記載（原則として，許可を受けた求積図とする） 
 

5 土 地 利 用 竣 工 図   
縮尺 1/1000以上 

・都市計画法第 29条開発許可申請チェックリスト②と同様 
 

6 排 水 施 設 竣 工 図   
縮尺 1/500以上 

・都市計画法第 29条開発許可申請チェックリスト②と同様 
 

7 工 事 写 真   
・施工前，施工後（全景が分かるもの） 

・施工後に外見から検査することが困難な部分の寸法及び施工状況等が分かるもの 
 

8 
工事に関する品質を 

証 す る 書 類 
  ・納入材料・製品の品質を証する書類等（出荷証明，納入伝票等）  

9 
施 工 の 品 質 を 

証 す る 書 類 
  

・現場採取したコンクリートの強度・地盤改良の強度・擁壁等構造物の支持地盤の強

度を証する書類等 
 

10 
電 子 デ ー タ 

（ C D 媒 体 ） 
  

・設計説明書，公共施設管理者同意書又は協議書，開発区域区域図，公図の写

し，求積図，土地利用竣工図，造成計画平面（断面）図，道路縦断図，排水計画

竣工図，給水計画竣工図，排水関係縦断図，がけの断面図，擁壁の断面図，消防

水利平面図，各種構造図，緑地図，構造計算書，安定計算書，水利計算書等 

・ＰＤＦ形式とし，上記の添付書類の名称と同じファイル名で作成し格納 

 

11 
公共施設用地の帰属申

請書及び添付書類一式 
  

・公共施設用地の帰属申請書（様式有） 

・土地調査台帳（様式有），登記原因情報兼登記承諾書（様式有），印鑑証明書，

資格証明書，公図の写し，土地の登記事項証明書（※分筆，地目変更，抵当権抹

消等が必要），事前協議協定書（法 32 条協議）の写し，区域図，求積図，土地利

用計画図 

 

12 その他市長が必要と認める図書     
[必要部数等] 

・正本・副本 計２部 ※正本にはチェックリストを添付する。 

・電子データ（ＣＤ媒体） 正１部 

・公共施設用地の帰属申請書及び添付書類一式 正１部・副本２部 計３部 
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都市計画法第 37 条第 1 号 工事完了公告以前の建築又は建設承認申請チェックリスト 

※(注)設計図面には，設計者の氏名を記載しなければならない。 

 

 

 

承  認  項  目  （該当項目を○で囲む）※市で記載 

１）自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発行為における建築物の建築 

２）自己の業務の用に供する建築物の建築（特定工作物の建設）を目的とする開発行為の建築物の建築（特定工作物の建設） 

３）公共施設（道路，公園，調整池等）及び公益施設（官公署，地区センター等）の工区を先行的に整備する場合。 

４）建設工事との一体施行が必要な宅地造成で，建築工事と宅地の造成工事とを分離して行う事が物理的に又は施行管理上・品

質管理上支障があるもの。 

・建築物自体が雨水貯留機能を有する場合 

・建築物が擁壁を兼ねる場合 

・建築物が擁壁，管路等の構造物に近接して施工される場合 

・雨水貯留施設が駐車場等と兼用されている計画で、外構工事と一体整備の必要性があり先行して施工出来ない場合 

・浸透貯留槽が出入口付近等に計画され先行設置すると工事による破損が危惧される場合 

・建築工事中の工事車両等の出入口確保のために擁壁工事等が先行して施工出来ない場合 

 ５）その他，特に必要があると認められる理由のあるもの（ただし，当該建築行為のため，開発区域及びその周辺 

   の地域に災害が生じないこと（防塵対策・仮排水設置等）） 

 

申請者名  ﾁｪｯｸ者  

項 目 適 否 摘 要 欄  備 考 欄  
申請者 

ﾁｪｯｸ欄 

申 請 書 ・ そ の 他 

１ 建築又は建設承認申請書      

２ 委 任 状   ・申請者以外が申請行為を代行する場合 

・正副共申請者朱肉で押印 
委任事項を記載  

3 開 発 許 可 書 の 写 し      

4 その他市長が必要とする図書    ・防災計画図書等   

   設 計 図 面  

１ 開 発 区 域 区 域 図   1/2500地形図に区域を示す   

２ 土 地 利 用 計 画 図   
・建築物等の敷地の場所及び建築物等の位置を表

示したもの 
  

３ 建築物等の敷地求積図   ・敷地の区域，形状，面積   

４ 建 築 物 等 の 平 面 図   
1/200以上 

・構造及び規模（建築物の延べ面積，建築面積） 
  

５ 建 築 物 等 の 立 面 図   1/200以上  2面以上   

６ その他市長が必要とする図面    
・近接施工図書（建築物と支障となる施設の関連資

料等） 

  

承 認 基 準  

1 承 認 項 目   ・支障がないと認めたとき   
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都市計画法第 43 条建築許可申請チェックリスト【土地収用法，騒特法又は騒防法による移転を除く】 

※(注)設計図面には，設計者の氏名を記載しなければならない。 

申請者名  ﾁｪｯｸ者  

項 目 適 否 摘 要 欄  備 考 欄  
申請者 

ﾁｪｯｸ

欄 

申 請 書 ・ そ の 他 

１ 建 築 許 可 申 請 書      

2 委 任 状   ・申請人以外が申請行為を代行する場合 

・正副共申請者朱肉で押印 
委任事項を記載  

3 住 民 票 等 

  ・個人の場合：住民票 

・法人の場合：法人の登記事項証明 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 

（法人の登記事項証明書につい

ては，現在事項全部証明書） 

 

4 土地の登記事項証明書   ・正本には原本を添付 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 
  

5 土 地 使 用 承 諾 書   ・申請者と土地所有者が異なる場合 

・実印による承諾（印鑑証明を添付） 
  

6 申 請 理 由 書   ・分家住宅の場合は，分家の事由を記載   

7 公共施設管理者同意書   ・排水先の同意，道路法の施行・占用許可等   

8 
その他の書類（既存建築

物の建替えの場合） 

  ・昭和 45 年の家屋課税または建築確認通知書の

写し等 

・線引前の航空写真 

  

9 
その他の書類（分家住宅

の場合） 

  ・戸籍謄本、附票（S45以降の移動が確認できるも

の）及び家系図（本家と申請者の関係が判断ができ

るもの） 

・誓約書、諸証明（申請者及び両親→市街化区域

に土地を有していない旨の証明書，名寄帳） 

・農家要件の証明（農家分家の場合） 

  

10 
その他の書類（法 34条

11号の場合） 

  ・要件を確認できる連たん図（1/2500 地形図に記

入） 

  

11 その他必要とする図書   ・法第３４条に適合することを証する図書 等   

設 計 図 面  

1 位 置 図   1/25000都市計画図に位置を示す   

2 区 域 図   1/2500地形図に区域を示す   

3 公 図 の 写 し   ・申請地を明示 

・調査日が受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの  
  

4 敷 地 の 現 況 図   ・既存建築物の位置を示す   

5 敷 地 の 断 面 図      

6 敷 地 の 求 積 図   ・境界杭の種類及び周長を記載   

7 建 築 物 の 配 置 図 

  1/500以上 

・接続道路名，幅員，建築基準法の位置付けを記載 

・外構等，計画地盤，境界線名，境界杭の種類を記載 

  

8   〃  平 面 図   1/200以上   

9   〃  立 面 図   1/200以上  2面以上   

10   〃  求 積 図   1/200以上   

11 給 排 水 平 面 図   1/500以上   

12   〃  構 造 図   1/50以上   

13 外 構 の 構 造 図   1/50以上   

14 がけ及び擁壁の断面図等   1/50以上   

15 その他必要とする図面      
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都市計画法第 43 条建築許可申請チェックリスト【土地収用法，騒特法又は騒防法による移転】 

※(注)設計図面には，設計者の氏名を記載しなければならない。 

申請者名  ﾁｪｯｸ者  

項 目 適 否 摘 要 欄  備 考 欄  
申請者 

ﾁｪｯｸ

欄 

申 請 書 ・ そ の 他 

１ 建 築 許 可 申 請 書      

2 委 任 状   ・申請人以外が申請行為を代行する場合 

・正副共申請者朱肉で押印 
委任事項を記載  

3 住 民 票 等 

  ・個人の場合：住民票 

・法人の場合：法人の登記事項証明 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 

（法人の登記事項証明書につい

ては，現在事項全部証明書） 

 

4 土地の登記事項証明書   ・正本には原本を添付 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 
  

5 土 地 使 用 承 諾 書   ・申請者と土地所有者が異なる場合 

・実印による承諾（印鑑証明を添付） 
  

6 申 請 理 由 書   ・分家住宅の場合は，分家の事由を記載   

7 公共施設管理者同意書   ・排水先の同意，道路法の施行・占用許可等   

8 

その他の書類（土地収用

法，騒特法又は騒防法に

よる移転の場合） 

  ・移転補償対象の土地が確認できるもの（収用証

明書，移転証明書，資金証明書等の写し）及び誓

約書（印鑑証明を添付） 

・（収用）対象建築物の昭和 45 年の家屋課税又は

建築確認通知書の写し等 

・（収用）対象建築物の従前の敷地が確認できるも

の（航空写真等） 

・諸証明（申請者→市街化区域に土地を有してい

ない旨の証明書，名寄帳） 

・申請地が農用地区域及び保安林を含まないこと

が確認できるもの 

  

9 その他必要とする図書   ・法第３４条に適合することを証する図書 等   

設 計 図 面  

1 位 置 図   1/25000都市計画図に位置を示す   

2 区 域 図   1/2500地形図に区域を示す   

3 公 図 の 写 し   ・申請地を明示 

・調査日が受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの  
  

4 敷 地 の 現 況 図   ・既存建築物の位置を示す   

5 敷 地 の 断 面 図      

6 敷 地 の 求 積 図   ・境界杭の種類及び周長を記載   

7 建 築 物 の 配 置 図 

  1/500以上 

・接続道路名，幅員，建築基準法の位置付けを記載  

・外構等，計画地盤，境界線名，境界杭の種類を記載 

  

8   〃  平 面 図   1/200以上   

9   〃  立 面 図   1/200以上  2面以上   

10   〃  求 積 図   1/200以上   

11 給 排 水 平 面 図   1/500以上   

12   〃  構 造 図   1/50以上   

13 外 構 の 構 造 図   1/50以上   

14 がけ及び擁壁の断面図等   1/50以上   

15 その他必要とする図面      
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省令第 60 条の証明書交付申請チェックリスト【農林漁業用建築物】 

※(注)設計図面には，設計者の氏名を記載しなければならない。 

申請者名  ﾁｪｯｸ者  

項 目 適 否 摘 要 欄 備 考 欄 
申請者 

ﾁｪｯｸ欄 

申 請 書 ・ そ の 他 

１ 
開発行為又は建築に関す

る証明書交付申請書 
     

２ 委 任 状   
・申請者以外が申請行為を代行する場合 

・正副共申請者朱肉で押印 
委任事項を記載  

３ 農（林漁）業従事者証明   ・農家等の要件が確認できるもの   

4 農地転用許可申請書   
・地目が農地で転用許可が必要な場合には，農業委員

会の受付印のある転用申請書の写し 
  

5 住 民 票 等   

・正本には、原本を添付 

・農家住宅の場合は，世帯全員の住民票 

・農業用倉庫の場合は，申請者の住民票 

・法人の場合は，法人の登記事項証明書 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 

（法人の登記事項証

明書については，現

在事項全部証明書） 

 

6 土地の登記事項証明書   
・正本には，原本を添付 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 
  

7 土 地 の 使 用 承 諾 書   
・申請者と土地所有者が異なる場合 

・実印による承諾（印鑑証明を添付） 
  

8 申 請 理 由 書      

9 公共施設管理者同意書   ・排水先の同意，道路法の施行・占用許可等   

10 その他市長が必要とする図書    

・農家住宅の場合は，申請者世帯全員の名寄帳もしく

は居住用建築物を有していないことの証明書 

・土地収用法等による移転の場合，移転補償対象の土

地が確認できるもの（収用証明書，移転証明書，資金

証明書等の写し）及び誓約書（印鑑証明を添付） 

  

設 計 図 面 

1 位 置 図   1/25000 都市計画図に位置を示す   

2 区 域 図   1/2500地形図に区域を示す   

3 公 図 の 写 し   ・申請地を明示，調査日は受付日より３ヶ月以内で直近のもの    

4 敷 地 現 況 図   ・既存建築物がある場合は明示   

5 敷 地 の 求 積 図   ・境界杭の種類及び周長を記載   

6 建 築 物 の 配 置 図   

1/500以上 

・接続道路名，幅員，建築基準法の位置付けを記載 

・外構等，計画地盤，境界線名，境界杭の種類を記載 

  

7   〃  平 面 図   
1/200以上 

・農業用倉庫の場合は利用形態を表示 
  

8   〃  立 面 図   1/200以上  2面以上   

9   〃  求 積 図   1/200以上   

10 給 排 水 平 面 図   ・予定建築物の配置図と兼用可   

11   〃  構 造 図   1/50以上   

12 外 構 の 構 造 図   1/50以上   

13 造 成 計 画 平 面 図   
・造成工事がない場合は，建築物の配置図に造成工事

がない旨を記載 
  

14   〃   断 面 図      

15 がけ及び擁壁の断面図等   1/50以上   

16 既存建築物の平面図等   
・既存建築物が残る場合は，建築・延床面積及び構造

を表示 
  

17 その他市長が必要と認める図面       
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省令第 60 条の証明書交付申請チェックリスト【農林漁業用建築物を除く】 

※(注)設計図面には，設計者の氏名を記載しなければならない。 

申請者名  ﾁｪｯｸ者  

項 目 適 否 摘 要 欄 備 考 欄 
申請者 

ﾁｪｯｸ欄 

申 請 書 ・ そ の 他 

１ 
開発行為又は建築に関す

る証明書交付申請書 
     

２ 委 任 状   
・申請者以外が申請行為を代行する場合 

・正副共申請者朱肉で押印 
委任事項を記載  

3 住 民 票 等   

・正本には、原本を添付 

・個人の場合：住民票 

・法人の場合：法人の登記事項証明書 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 

（法人の登記事項証明

書については，現在事

項全部証明書） 

 

4 土地の登記事項証明書   
・正本には，原本を添付 

・受付日より 3 ヶ月以内で直近のもの 
  

5 土 地 の 使 用 承 諾 書   
・申請者と土地所有者が異なる場合 

・実印による承諾（印鑑証明を添付） 
  

6 申 請 理 由 書      

7 既存建築物に関する書類   

・昭和 45年の家屋課税又は建築確認通知書の写し

等 

・線引前の航空写真 

  

8 公共施設管理者同意書   ・排水先の同意，道路法の施行・占用許可等   

9 その他市長が必要とする図書      

設 計 図 面 

1 位 置 図   1/25000 都市計画図に位置を示す   

2 区 域 図   1/2500地形図に区域を示す   

3 公 図 の 写 し   ・申請地を明示，調査日は受付日より３ヶ月以内で直近のもの    

4 敷 地 現 況 図   ・既存建築物がある場合は明示   

5 敷 地 の 求 積 図   ・境界杭の種類及び周長を記載   

6 建 築 物 の 配 置 図   

1/500以上 

・接続道路名，幅員，建築基準法の位置付けを記載 

・外構等，計画地盤，境界線名，境界杭の種類を記載 

  

7   〃  平 面 図   1/200以上   

8   〃  立 面 図   1/200以上  2面以上   

9   〃  求 積 図   1/200以上   

10 給 排 水 平 面 図   ・予定建築物の配置図と兼用可   

11    〃  構 造 図   1/50以上   

12 外 構 の 構 造 図   1/50以上   

13 造 成 計 画 平 面 図   
・造成工事がない場合は，建築物の配置図に造成工

事がない旨を記載 
  

14   〃   断 面 図      

15 がけ及び擁壁の断面図等   1/50以上   

16 既存建築物の平面図等   
・既存建築物が残る場合は，建築・延床面積及び構

造を表示 
  

17 その他市長が必要と認める図面       
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成田市手数料条例 別表第 15 

都市計画法(昭和43年法律第100号)関係手数料 
 

手数料の種類 区分 金額 
開発行為許可申請手数料 主として，自己の

居住の用に供する
住宅の建築の用に
供する目的で行う
開発行為 

開発区域の面積が0.1ヘ
クタール未満のもの 

1件につき 8,600円 

開発区域の面積が0.1ヘ
クタール以上0.3ヘクタ
ール未満のもの 

1件につき 22,000円 

開発区域の面積が0.3ヘ
クタール以上0.6ヘクタ
ール未満のもの 

1件につき 43,000円 

開発区域の面積が0.6ヘ
クタール以上1ヘクター
ル未満のもの 

1件につき 86,000円 

開発区域の面積が1ヘク
タール以上3ヘクタール
未満のもの 

1件につき 130,000円 

開発区域の面積が3ヘク
タール以上6ヘクタール
未満のもの 

1件につき 170,000円 

開発区域の面積が6ヘク
タール以上10ヘクタール
未満のもの 

1件につき 220,000円 

開発区域の面積が10ヘク
タール以上のもの 

1件につき 300,000円 

主として，住宅以
外の建築物で自己
の業務の用に供す
るものの建築又は
自己の業務の用に
供する特定工作物
の建設の用に供す
る目的で行う開発
行為 

開発区域の面積が0.1ヘ
クタール未満のもの 

1件につき 13,000円 

開発区域の面積が0.1ヘ
クタール以上0.3ヘクタ
ール未満のもの 

1件につき 30,000円 

開発区域の面積が0.3ヘ
クタール以上0.6ヘクタ
ール未満のもの 

1件につき 65,000円 

開発区域の面積が0.6ヘ
クタール以上1ヘクター
ル未満のもの 

1件につき 120,000円 

開発区域の面積が1ヘク
タール以上3ヘクタール
未満のもの 

1件につき 200,000円 

開発区域の面積が3ヘク
タール以上6ヘクタール
未満のもの 

1件につき 270,000円 

開発区域の面積が6ヘク
タール以上10ヘクタール
未満のもの 

1件につき 340,000円 

開発区域の面積が10ヘク
タール以上のもの 

1件につき 480,000円 

その他の開発行為 開発区域の面積が0.1ヘ
クタール未満のもの 

1件につき 86,000円 

開発区域の面積が0.1ヘ
クタール以上0.3ヘクタ
ール未満のもの 

1件につき 130,000円 

開発区域の面積が0.3ヘ
クタール以上0.6ヘクタ
ール未満のもの 

1件につき 190,000円 

開発区域の面積が0.6ヘ
クタール以上1ヘクター
ル未満のもの 

1件につき 260,000円 

開発区域の面積が1ヘク
タール以上3ヘクタール
未満のもの 

1件につき 390,000円 
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開発区域の面積が3ヘク
タール以上6ヘクタール
未満のもの 

1件につき 510,000円 

開発区域の面積が6ヘク
タール以上10ヘクタール
未満のもの 

1件につき 660,000円 

開発区域の面積が10ヘク
タール以上のもの 

1件につき 870,000円 

開発行為変更許可申請手数料  1件につき 次に掲げる額を合算した額
(その額が870,000円を超える場合にあっ
ては，870,000円) 
ア 開発行為に関する設計の変更(イ
のみに該当する場合を除く。) 開
発区域の面積(イに規定する変更を
伴う場合にあっては変更前の開発区
域の面積，開発区域の縮小を伴う場
合にあっては縮小後の開発区域の面
積)に応じ，開発行為許可申請手数
料の額に10分の1を乗じて得た額 

イ 新たな土地の開発区域への編入に
係る都市計画法第30条第1項第1号か
ら第4号までに掲げる事項の変更 
新たに編入される開発区域の面積に
応じ，開発行為許可申請手数料の額 

ウ その他の変更 10,000円 

市街化調整区域内等における
建築物の特例許可申請手数料 

 1件につき 46,000円 

予定建築物以外の建築等許可
申請手数料 

 1件につき 26,000円 

開発許可を受けない市街化調
整区域内の土地における建築
等許可申請手数料 

敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 6,900円 

敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタ
ール未満のもの 

1件につき 18,000円 

敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタ
ール未満のもの 

1件につき 39,000円 

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクター
ル未満のもの 

1件につき 69,000円 

敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 1件につき 97,000円 

開発許可を受けた地位の承継
の承認申請手数料 

承認申請をする者が行おうとする開発行為
が，主として自己の居住の用に供する住宅
の建築の用に供する目的で行うもの 

1件につき 1,700円 

承認申請をする者
が行おうとする開
発行為が，主とし
て住宅以外の建築
物で自己の業務の
用に供するものの
建築又は自己の業
務の用に供する特
定工作物の建設の
用に供する目的で
行うもの 

開発区域の面積が1ヘク
タール未満のもの 

1件につき 1,700円 

開発区域の面積が1ヘク
タール以上のもの 

1件につき 2,700円 

承認申請をする者が行おうとする開発行為
が，その他のもの 

1件につき 17,000円 

開発登録簿の写しの交付申請
手数料 

 1枚につき 470円 
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別表第１６ 

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）関係手数料 

手数料の種類 区分 金額 

中間検査申請手数料 盛土又は切土をする土地の面積が 3,000 平方メートル以内の

もの 

１件につき 

3,300 円 

盛土又は切土をする土地の面積が 3,000 平方メートルを超え

20,000 平方メートル以内のもの 

１件につき 

6,200 円 

盛土又は切土をする土地の面積が 20,000 平方メートルを超

え 40,000 平方メートル以内のもの 

１件につき 

11,900 円 

盛土又は切土をする土地の面積が 40,000 平方メートルを超

え 70,000 平方メートル以内のもの 

１件につき 

23,300 円 

盛土又は切土をする土地の面積が 70,000 平方メートルを超

え 100,000 平方メートル以内のもの 

１件につき 

40,500 円 

盛土又は切土をする土地の面積が 100,000 平方メートルを超

えるもの 

１件につき 

57,700 円 
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留意事項 

この手引きは，千葉県内で宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）の規制が開始され

た令和７年５月２６日より前に旧宅地造成等規制法（旧法）の許可を受けた工事等が，盛土規

制法附則の規定により引き続き旧法の適用を受けることから，旧法の手続等について解説して

いた本手引きを当該工事に必要な事項に限り改訂したものである。 

この手引きにおいて「旧法」とは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律

第５５号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前

の宅地造成等規制法」を，「旧政令」とは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係政令の整備に関する政令（令和４年政令第３９３号）による改正前の宅地造成等規制

法施行令」を，「旧省令」とは「宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特

例に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和５年／農林水産省／国土交通省／令第３

号）による改正前の宅地造成等規制法施行規則」をそれぞれいう。 
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第１ 定義 

  

旧法第２条（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の

用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。 

二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変

更で政令で定めるもの（宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。）をいう。 

三～七 略 

旧政令第１条～第３条 

（定義等） 

第１条 この政令（第３条を除く。）において、「切土」又は「盛土」とは、それぞれ宅地造

成である切土又は盛土をいう。 

２ この政令において、「がけ崖」とは地表面が水平面に対し 30度を超える角度をなす土地

で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 

３ 崖面の水平面に対する角度を崖のこう勾配とする。 

４ 小段等によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、か

つ、水平面に対し 30 度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上

下の崖は一体のものとみなす。 

５ 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項

において同じ。）とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端と

の垂直距離を擁壁の高さとする。 

（公共の用に供する施設） 

第２条 宅地造成等規制法（以下「法」という。）第２条第１号の政令で定める公共の用に

供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、

飛行場、航空保安施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設並びに国又

は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で国土交通省令で定めるもの

とする。 

（宅地造成） 

第３条 法第２条第２号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 

一 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが 2 メートルを超える崖を生ずる

こととなるもの 

二 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが 2 メートルを超える崖を生ずる

こととなるもの 

三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分

に高さが 1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さ

が 2メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土

地の面積が 500平方メートルを超えるもの 

旧省令第１条（公共の用に供する施設） 

第１条 宅地造成等規制法施行令（以下「令」という。）第２条の国土交通省令で定める施

設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道及び下水道とする。 
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（１）宅地の定義（旧法第２条第１号） 

旧法第３条の規定に基づき知事が指定した旧宅地造成工事規制区域内であっても，農地，

採草放牧地及び森林並びに道路，公園，河川その他旧政令で定める公共の用に供する施設

の用に供されている土地，旧政令第２条及び旧省令第１条に示すような土地利用が行われ

る場合は，旧法の規定は適用されない。 

（２）宅地造成の定義（旧法第２条第２号） 

旧法第２条第２号で規定する宅地造成とは，旧政令第３条により 

１）高さ２メートルを超える崖を生ずる切土 

２）高さ１メートルを超える崖を生ずる盛土 

３）切土及び高さ１メートル以下の崖を生ずる盛土で，高さ２メートルを超える崖を生ず

る場合 

４）面積が 500平方メートルをこえる切土盛土 

のいずれかに該当する場合をいう。また，切土，盛土及び崖の定義は旧政令第１条に規

定されている。 

なお，４）については 30センチメートル以上の切土又は盛土をいう。 

 

第２ 宅地造成工事規制区域 

旧法第３条（宅地造成工事規制区域） 

第３条 都道府県知事（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の

指定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第２５２条の２２第１項の中核市（以下

「中核市」という。）の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第

２４条を除き、以下同じ。）は、この法律の目的を達成するために必要があると認めると

きは、関係市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）の意見を聴いて、宅地造成に伴い

災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅

地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域とし

て指定することができる。 

２ 前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければなら

ない。 

３ 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当

該宅地造成工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければ

ならない。 

４ 第１項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。 

宅地造成工事規制区域に含まれているか否かの確認については，指定図が本市開発許可担当

課に備え付けてあるのでそれによる。（指定区域の縮小版は次ページ参考） 
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旧宅地造成工事規制区域 

※指定告示日：昭和４３年１１月２１日 

施 行 日：同年１２月１日 

規 制 面 積：１，８２０．０ヘクタール 
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第３ 宅地造成に関する工事の許可 

旧法第８条（宅地造成に関する工事の許可） 

第８条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造

成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事

の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項又は第２項の許可を受けて行われる当該許可の内容（同法第３５条の２第

５項の規定によりその内容とみなされるものを含む。）に適合した宅地造成に関する工事

については、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の

規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。 

３ 都道府県知事は、第１項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な

条件を付することができる。 

旧省令第４条（宅地造成に関する工事の許可の申請） 

第４条 法第８条第１項本文の許可を受けようとする者は、別記様式第二の許可申請書の

正本及び副本に、次の表に掲げる図面を添付して、都道府県知事（指定都市又は中核市

の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。）に提出しな

ければならない。 

（次の表 略） 

２ 前項の場合において、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置しよ

うとする者は、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書を

提出しなければならない。 

３ 第１項の場合において、令第６条第１項第１号ロの崖面を擁壁で覆わない者は、土質

試験その他の調査又は試験に基づく安定計算を記載した安定計算書を提出しなければな

らない。 

（１）許可の申請 

旧宅地造成工事規制区域内で行なわれる宅地造成工事については，造成主は当該工事に

着手する前に，市長の許可を受けなければならない。（千葉県知事の権限に属する事務の

処理の特例に関する条例の規定により，旧法第８条の規定による許可は成田市長が行って

いた。）なお，千葉県内での盛土規制法の規制が開始された令和７年５月２６日以降は，

旧法の規定による新たな許可の申請を行うことはできない。 

（２）許可が不要なもの 

１）都計法第２９条第１項の許可（都計法第３４条の２のみなし許可含む）を受けて行わ

れる当該許可の内容（都計法第３５条の２第５項の規定によりその内容とみなされるも

のを含む。）に適合した宅地造成に関する工事の場合（旧法第８条第１項） 

２）建物の一部が擁壁を兼ねる場合（建築基準法の建築確認が必要となる場合がある。） 

３）既存の崖面を擁壁で補強する場合（ 〃 工作物確認が必要となる場合がある。） 

４）既存の擁壁を造り換える場合（ 〃 工作物確認が必要となる場合がある。）なお，

３）及び４）は，宅地の形質の変更が必要最小限と認められる場合（いわゆる管理行為

に該当）に限る。  
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第４ 宅地造成に関する工事の変更許可 

旧法第１２条（変更の許可等） 

第１２条 第８条第１項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事

の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事

の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとす

るときは、この限りでない。 

２ 第８条第１項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な

変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 第８条第２項及び第３項並びに前３条の規定は、第１項の許可について準用する。 

４ 第１項又は第２項の場合における次条の規定の適用については、第１項の許可又は第

２項の規定による届出に係る変更後の内容を第８条第１項本文の許可の内容とみなす。 

旧省令第２５条・第２６条 

（変更の許可の申請） 

第２５条 法第１２条第１項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申

請書の正本及び副本に、第４条の表に掲げる図面のうち宅地造成に関する工事の計画の

変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければなら

ない。 

一 変更に係る事項 

二 変更の理由 

三 宅地造成に関する工事の許可番号 

（軽微な変更） 

第２６条 法第１２条第１項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる

ものとする。 

一 造成主、設計者又は工事施行者の変更 

二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

（１）変更の許可の申請 

旧法第８条第１項本文の許可を受けた者は，当該許可に係る宅地造成に関する工事の計

画の変更をしようとするときは，市長の許可を受けなければならない。 

変更許可申請は，「宅地造成に関する工事の変更許可申請書」（細則第６条別記第４号様

式）に旧省令第２５条及び細則第６条各号に掲げる図書を添付して正本１部，副本１部を

市長に提出し，成田市手数料条例で定められた宅地造成工事計画変更許可申請手数料を納

付して行う。 

（２）軽微な変更の届出 

旧法第８条第１項本文の許可を受けた者は，当該許可に係る宅地造成に関する工事の

計画の変更のうち，旧省令第２６条に規定する軽微な変更しようとするときは，次の１）

又は２）のとおり市長に届け出なればならない。なお、届出書類は，正本１部，副本１部

を市長に提出するものとする。 

１）造成主の変更（造成主の地位の承継があるものに限る。） 

「宅地造成工事承継届出書」（細則第７条別記第７号様式） 

２）１）．以外の造成主の変更又は設計者，工事施行者，工事着手予定年月日若しくは工

事完了予定年月日の変更 

「宅地造成工事変更届出書」（細則第７条別記第８号様式） 
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一 変更申請に必要な図書 

図書の種類 根拠及び様式 内容 摘要 

宅地造成に関す

る工事の変更許

可申請書 

細則第６条 

別記第４号様

式 

  

変更前及び変更

後の内容を記載

した書類 

細則第６条第

１号 

  

位置図  方位，道路及び目標となる地

物を明示したもの 

縮尺10,000分の1以上 

地形図  方位及び宅地の境界線を明示

したもの 

縮尺2,500分の1以上 

等高線は2メートルの

標高差を示すものとす

ること。 

公図の写し 細則第６条第

２号 

 当該変更により新たな

土地を区域に加える場

合に添付する。 

土地の登記事項

証明書 

 

宅地造成に関す

る工事の土地使

用承諾書 

細則第６条第

３号別記第５

号様式 

 新たな土地が他人の所

有するものである場合

に添付する。 

宅地造成に関す

る工事設計者の

資格申告書 

細則第６条第

４号別記第６

号様式 

工事が旧法第９条第２項の規

定により資格を有する者の設

計によらなければならない工

事を含む場合は，旧政令第１

７条各号に掲げる資格を有す

る者であること。 

資格，免許等の申告事

項を証する書類（卒業

証明書，合格書の写

し，経歴書等）添付す

ること。 

公共施設管理者

同意書 

 工事に関係がある公共施設の

管理者（道路，水路等で財産

権を有する者） 

土木工事許可又は占有

許可等が必要な場合

は，当該許可書の写し

を申請書に添付する。 

その他市長が必要と認める書類 

 

二 変更許可申請書に添付する図面（次のうち当初の許可内容から変更されるもの） 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

宅地の平面図 方位及び宅地の境界線並びに切土又は盛

土をする土地の部分，崖（切土又は盛土

をする土地の部分に生ずるものに限る。

以下同じ。），擁壁（切土又は盛土をす

る土地の部分に生ずる崖に設置するもの

に限る。以下同じ。），排水施設（切土

又は盛土をする土地の部分に設置するも

のに限る。以下同じ。）及び地滑り抑止

2,500 分 の

１以上 

断面図を作成

した箇所に断

面図と照合で

きるように記

号を付するこ

と。 
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ぐい又はグラウンドアンカーその他の土

留（切土又は盛土をする土地の部分に設

置するものに限る。）の位置 

宅地の断面図 切土又は盛土をする前後の地盤面 2,500 分 の

１以上 

高低差の著し

い箇所につい

て作成するこ

と。 

排水施設の平面

図 

排水施設の位置，種類，材料，形状，内

法寸法，勾配及び水の流れの方向並びに

吐口の位置及び放流先の名称 

500 分の１

以上 

 

崖の断面図 崖の高さ，勾配及び土質（土質の種類が

２以上であるときは，それぞれの土質及

びその地層の厚さ），切土又は盛土をす

る前の地盤面並びに崖面の保護の方法 

50 分の１以

上 

擁壁で覆われ

る崖面につい

ては，土質に

関する事項は

示すことを要

しない。 

擁壁の断面図 擁壁の寸法及び勾配，擁壁の材料の種類

及び寸法，裏込めコンクリートの寸法，

透水層の位置及び寸法，擁壁を設置する

前後の地盤面，基礎地盤の土質並びに基

礎ぐいの位置，材料及び寸法 

50 分の１以

上 

 

擁壁の背面図 擁壁の高さ，水抜穴の位置，材料及び内

径並びに透水層の位置及び寸法 

50 分の１以

上 

 

 

 

各種構造図 排水施設等の各構造を図示したもので，

寸法，材料等を記入すること。 

50 分の 1以

上 

 

求積図 宅地の面積，切土又は盛土をする面積 500 分の１

以上 

 

その他市長が必要と認める図面 

 

三 変更許可申請書に添付する計算書（次のうち当初の許可内容から変更されるもの） 

計算書の種類 内    容 備考 

構造計算書 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリー

ト造擁壁の構造計算 

 

安定計算書 崖面を擁壁で覆わない場合の，土質試験等

に基づく安定計算 

 

その他市長が必要と認める計算書 
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第５ 許可又は不許可の通知 

旧法第１０条（許可又は不許可の通知） 

第１０条 都道府県知事は、第８条第１項本文の許可の申請があった場合においては、遅滞

なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 

２ 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。 

旧法第２４条（許可通知書の様式） 

第２４条 法第１０条第２項の許可の処分の通知は、第４条第１項の申請書の副本の許可

通知欄に所要の記載をしたものによって行うものとする。 

（１）当初許可の通知 

市長は，許可の決定をした時は，「宅地造成に関する工事の許可通知書」（旧省令第４

条第１項別記様式第二）により，申請者に通知する。 

（２）変更許可の通知 

市長は，変更許可の決定をした時は，「宅地造成に関する工事の変更許可通知書」（細

則第６条別記第４号様式その２）により，申請者に通知する。 

（３）工事着手の届出等 

宅地造成工事の許可を受けた者は，当該宅地造成に関する工事に着手したときは，速や

かに「宅地造成工事着手届出書」（細則第５条別記第３号様式）正本１部副本１部を市長

に提出しなければならない。また当該許可のあった旨の標識（細則第９条別記第１０号様

式）を当該工事現場の見やすい場所に表示しなければならない。 

（４）休止等の届出 

宅地造成工事の許可又は変更許可を受けた者は，工事の休止若しくは休止した工事の再

開又は工事の廃止をした時は，遅滞なく「宅地造成工事（休止・再開・廃止）届出書」（細

則第８条別記第９号様式）届出なければならない。 
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第６ 宅地造成に関する工事の技術基準等 

１．設計者の資格 

旧法第９条（宅地造成に関する工事の技術的基準等） 

第９条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令（その政

令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準

に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置そ

の他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならな

い。 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規

則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める

資格を有する者の設計によらなければならない。 

旧政令第１６条・第１７条 

（資格を有する者の設計によらなければならない措置） 

第１６条 法第９条第２項（法第１２条第３項において準用する場合を含む。次条において

同じ。）の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。 

一 高さが 5メートルを超える擁壁の設置 

二 切土又は盛土をする土地の面積が 1,500 平方メートルを超える土地における排水施

設の設置 

（設計者の資格） 

第１７条 法第９条第２項の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 

一 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学

令（大正７年勅令第３８８号）による大学において、正規の土木又は建築に関する課程

を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して 2 年以上の実務の経験を有する者

であること。 

二 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において

同じ。）において、正規の土木又は建築に関する修業年限 3 年の課程（夜間において授

業を行うものを除く。）を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあっ

ては、修了した後。同号において同じ。）、土木又は建築の技術に関して 3年以上の実務

の経験を有する者であること。 

三 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧

専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校において、正規の土木又は建築

に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して 4 年以上の実務の経

験を有する者であること。 

四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年勅

令第３６号）による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業

した後、土木又は建築の技術に関して 7年以上の実務の経験を有する者であること。 

五 国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると

認めた者であること。 

旧省令第２３条（設計者の資格） 

第２３条 令第１７条第５号の規定により、国土交通大臣が同条第１号から第４号までの

規定に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる

者とする。 

一 土木又は建築の技術に関して 10 年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行
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規則（昭和４４年建設省令第４９号）第１９条第１号トに規定する講習を修了した者 

二 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が令第１７条第１号から第４号までに掲げる者

と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者 

（１）宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事のうち，旧政令第１

６条で規定する措置が含まれている場合は，旧政令第１７条又は旧省令第２３条で規定す

る資格を有する者でなければならない。 

（２）「第１編 第３ 設計者の資格」に開発許可との比較を示す。 

 

２．地盤 

旧政令第４条・第５条 

（擁壁、排水施設その他の施設） 

第４条 法第９条第１項（法第１２条第３項において準用する場合を含む。以下同じ。）の

政令で定める施設は、擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい並びにグラウンドアンカーその

他の土留とする。 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第５条 法第９条第１項の政令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関す

るものは、次のとおりとする。 

一 切土又は盛土（第３条第４号の切土又は盛土を除く。）をする場合においては、崖の

上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表

水が流れるように勾配を付すること。 

二 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、

その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土

留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置、土の置換えその他の措置を講ずるこ

と。 

三 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水

（以下「地表水等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう

に、おおむね 30 センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土

を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるととも

に、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずること。 

四 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤

と盛土とが接する面が滑り面とならないように段切りその他の措置を講ずること。 

これらの内容は，都市計画法に基づく開発許可においても同一の基準である。（都計法第

３３条第１項第７号，都計法政令第２８条第２号から第５号）ただし，細則第１０条第２項

第１号の規定により，凹部等を有する土地において著しい盛土をする場合においては，適当

な位置にコンクリート堰堤，枠等を暗渠とともに埋設し，かつ，盛土下端部分に滑り止め擁

壁を設置しなければならない。 

詳細については，「第１編 第６ 開発許可の技術基準 ２．（９）造成工事 ２）～５）」

による。 

 

３．擁壁 

旧政令第６条（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第６条 法第９条第１項の政令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次

のとおりとする。 
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一 切土又は盛土（第３条第４号の切土又は盛土を除く。）をした土地の部分に生ずる崖

面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第一上欄

に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のも

の（その上端から下方に垂直距離 5メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保

つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他

の練積み造のものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合に

おける同号イ（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せ

ず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。 

別表第一（第６条関係） 

（上欄） （中欄） （下欄） 

土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを

除く。） 
60° 80° 

風化の著しい岩 40° 50° 

砂利、真砂土、関東ローム、

硬質粘土その他これらに類

するもの 

35° 45° 

 

旧政令第１２条（崖面について講ずる措置に関する技術的基準） 

第１２条 法第９条第１項の政令で定める技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関

するものは、切土又は盛土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁で覆われた崖

面を除く。）が風化その他の侵食から保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹

付けその他の措置を講ずることとする。 

これらの内容（旧政令第６条第１項第２号を除く。）は，都市計画法に基づく開発許可に

おいても同一の基準である。（都計法第３３条第１項第７号，都計法省令第２３条（第２項

は準用する。））詳細については，「第１編 第６ 開発許可の技術基準 ２．（９）．６）．

ア 擁壁の設置基準」による。 

また，旧政令第６条第１項第２号については，本編 第６ ４．から１１．による。 
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４．鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 

旧政令第６条（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第６条 法第９条第１項の政令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次

のとおりとする。 

一 切土又は盛土（第３条第４号の切土又は盛土を除く。）をした土地の部分に生ずる崖

面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第一上欄

に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のも

の（その上端から下方に垂直距離 5メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保

つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他

の練積み造のものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合に

おける同号イ（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せ

ず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。 

別表第一（第６条関係） 

（上欄） （中欄） （下欄） 

土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを

除く。） 
60° 80° 

風化の著しい岩 40° 50° 

砂利、真砂土、関東ローム、

硬質粘土その他これらに類

するもの 

35° 45° 

 

旧政令第７条（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

第７条 前条の規定による鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、

構造計算によって次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならな

い。 

一 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。 

二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリ

ートの許容応力度を超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの 3 分の 2 以下である

ことを確かめること。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力

その他の抵抗力の 3分の 2以下であることを確かめること。 

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないこと
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を確かめること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐい

に生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧につい

ては、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値

を用いることができる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第９０条（表一を除く。）、第９１条、

第９３条及び第９４条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する

部分の例により計算された数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じ

て計算された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算さ

れた数値を用いることができる。 

別表第二（第７条、第１９条関係） 

土質 単位体積重量（1立方メートルにつき） 土圧係数 

砂利又は砂 1.8トン 0.35 

砂質土 1.7トン 0.40 

シルト、粘土又はそれらを

多量に含む土 
1.6トン 0.50 

別表第三（第７条、第１９条関係） 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑（せつ）、砂利又は砂 0.5 

砂質土 0.4 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面か

ら少なくとも 15 センチメートルまでの深さの土を砂利又は

砂に置き換えた場合に限る。） 

0.3 

 

旧政令第９条（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第９条 第６条の規定による擁壁については、建築基準法施行令第３６条の３から第３９

条まで、第５２条（第３項を除く。）、第７２条から第７５条まで及び第７９条の規定を

準用する。 

（１）鉄筋コンクリート造等擁壁における耐震設計の必要性 

開発行為では，都計法省令第２７条第２項の規定により 2ｍを超える擁壁は建築基準法

施行令第１４２条を準用し，さらに同条第２項の規定により同令第３６条の３を準用する

ことになっている。 

また，宅地造成工事でも，旧政令第９条の規定により政令第６条に規定する擁壁は建築

基準法施行令第３６条の３を準用することになっている。 

ところで，建築基準法施行令第３６条の３第１項は， 

「建築物の構造設計に当たつては，その用途，規模及び構造の種別並びに土地の状況に応

じて柱，はり，床，壁等を有効に配置して，建築物全体が，これに作用する自重，積載

荷重，積雪荷重，風圧，土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して，一様

に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。」 

と規定されている。 

また，「宅地防災マニュアルの解説 Ⅷ．３．２．１．鉄筋コンクリート造等擁壁の設
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計上の一般的留意事項」において， 

「鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁（以下，「鉄筋コンクリート造等擁壁」

という。）設計に当たっては，土質条件，荷重条件等の設計を的確に設定した上で常時

及び地震時における擁壁の要求性能を満足するように次の各項目について安全性を検

討するものである。 

１）土圧，水圧，自重等(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと 

２）土圧等によって擁壁が転倒しないこと 

３）土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと 

４）土圧等によって擁壁が沈下しないこと」 

と記載されていることから，上記擁壁については地震時の検討を行うものとする。 

（２）耐震設計区分の基本的考え方 

「宅地防災マニュアルの解説 Ⅷ．３．２．１．２」において，高さ 2ｍを超える擁壁に

ついて，地震時の検討を行うものとされており，下記のとおり取扱うものとする。 

ただし，宅地に接しない擁壁で道路，公園等で公共管理者が管理する擁壁については，

当該管理者の基準によるものとする。 

１）高さ（下図ｈ）が 1ｍを超え 2ｍ以下の擁壁については，少なくとも常時における

検討を行う。（盛土の場合） 

２）高さ（下図ｈ）が 2ｍを超える擁壁については，常時，中地震時及び大地震時にお

ける検討も行う。 

 

 
 

        

    
条   件 

耐震設計の区分 

    常時 中地震時 大地震時 

    ｈ≦1m △ △ △ 

    1m＜ｈ≦2m ○(盛土)，△(切土) △ △ 

 Ｈ ｈ   2m＜ｈ ○ ○ ○ 

       ○：必須 △：任意 

     Ｈ：構造上の擁壁の高さ 

 ｄ    ｈ：擁壁の高さ 

     ｄ：根入深さ 

         

（３）設計水平震度（地震時水平荷重） 

次式によるものとする。なお，地震による鉛直荷重は考慮しないものとする。 

Ｋｈ＝Ｃｚ×ｋ０ 

ここに，Ｋｈ：設計水平震度 

Ｃｚ：地域別補正係数 

ｋ０：標準設計水平震度 

１）標準設計水平震度（ｋ０）は，中地震時で 0.2，大地震時で 0.25とする。 

２）地域別補正係数（Ｃｚ）は，建築基準法施行令第８８条第１項に規定するＺの数値（昭

和５５年建設省告示第１７９３号）であり，千葉県の場合は全域で 1.0となる。 

（４）照査のための検討事項（安全率等） 

常時，中地震及び大地震時において備えるべき性能の照査については，下記のとおりとす

る。 



- 300 - 

１）常時における検討 

ア 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.5倍以上であること。 

イ 合力の作用位置が底版幅の中央 1/3（ミドルサード）の範囲にあること。 

ウ 擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.5倍以上であること。 

エ 最大接地圧が，地盤の極限支持力の 1/3以下であること。 

オ 擁壁躯体の各部に作用する応力度が，材料の長期許容応力度以内に収まっているこ

と。 

２）中地震における検討 

ア 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.2倍以上であること。 

イ 合力の作用位置が底版幅の中央 2/3の範囲内にあること。 

ウ 擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.2倍以上であること。 

エ 最大接地圧が，地盤の極限支持力の 2/3以下であること。 

オ 擁壁躯体の各部に作用する応力度が，材料の短期許容応力度以内に収まっているこ

と。 

３）大地震における検討 

ア 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.0倍以上であること。 

イ 合力の作用位置が底版幅の範囲内にあること。 

ウ 擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.0倍以上であること。 

エ 最大接地圧が，地盤の極限支持力以下であること。 

オ 擁壁躯体の各部に作用する応力が，終局耐力（設計基準強度）以内に収まっている

こと。 

※安全率（Ｆｓ）等のまとめ 

 常 時 中地震 大地震 

転 倒 1.5（ｅ≦B/6） 1.2（ｅ≦B/3） 1.0（ｅ≦B/2） 

滑 動 1.5 1.2 1.0 

支持力 1/3 2/3 1 

部材応力 長期許容応力度 短期許容応力度 
終局耐力 

（設計基準強度） 

（５）その他留意事項 

１）土圧計算には，常時及び地震時において，原則 10 キロニュートン／㎡以上の上載荷

重を見込むこと。なお，特定の条件がある場合はそれに従う。 

２）逆Ｔ及びＬ型擁壁の安定計算における土圧は，底版後端から引いた垂直面に作用する

ものとして算定すること。また，部材応力の計算における土圧は，たて壁の背面に作用

するものとして算定すること。 

３）逆Ｌ型擁壁のつま先版上部の土砂は擁壁の自重として算定すること。 

４）地震時荷重は，擁壁自体の自重に起因する地震時慣性力と裏込め土の地震時土圧を考

慮する。ただし，設計に用いる地震時荷重は，地震時土圧による荷重，又は擁壁の自重

に起因する地震時慣性力に常時の土圧を加えた荷重のうち大きい方とする。 

ここで，常時の土圧はクーロンの土圧公式により，地震時の土圧は物部・岡部式によ

り算定することを標準とするが，地表面の形状等の状況により上記式において算定が不

可能の場合は，試行クサビ法等従来より確立された算定方法でもよい。 

５）鉄筋及びコンクリートの材料強度および許容応力度は，建築基準法施行令に規定する

数値によることとするが，擁壁が設置される場所の地形，地質，地下水位の状況等現地
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の施工条件を勘案し，前述による数値以内で適切に決定すること。 

６）土の内部摩擦角や擁壁底版との摩擦係数については，背面土や支持地盤の地質及び土

質調査の結果に基づき算定することとなるが，これによらない場合は，旧政令第７条別

表第二及び第三の値を用いることができる。 

ただし，旧政令第７条別表第二の土圧係数は，背面土の勾配を 90 度以下，余盛等の

勾配及び高さをそれぞれ 30 度以下及び 1ｍ以下とし，かつ上端に続く地盤面等には積

載荷重がないものとして計算されているので，この条件に合致しないものは用いること

は出来ない。（宅地防災マニュアルの解説 Ⅷ．３．２．１．１（１）１）） 

７）現地の地盤支持力の確認及び不足した場合は地盤改良が必要である。 

（具体には，平成１３年７月２日国土交通省告示第１１１３号に従う。） 

８）「構造図集 擁壁（社団法人日本建築士会連合会）」の標準構造図集に掲載されている

鉄筋コンクリート擁壁は高さ（ｈ）に従った照査が必要である。 

９）政令第１４条の規定による，いわゆる大臣認定擁壁については，使用する箇所が認定

を受けた条件に合致した場合に限り使用することが出来る。ただし，その場合において

も現地の地盤支持力の確認及び不足した場合の地盤改良は必要である。 

 

（６）Ⅰ 鉄筋コンクリート擁壁の施工上の注意 

鉄筋コンクリート擁壁の施工上の注意については，社団法人日本建築士会連合会発行

の「構造図集擁壁」を準用すること。 
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５．練積み造の擁壁の構造 

旧政令第６条（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第６条 法第９条第１項の政令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次

のとおりとする。 

一 切土又は盛土（第３条第４号の切土又は盛土を除く。）をした土地の部分に生ずる崖

面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第一上欄

に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のも

の（その上端から下方に垂直距離 5メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保

つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他

の練積み造のものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合に

おける同号イ（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せ

ず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。 

別表第一（第６条関係） 

（上欄） （中欄） （下欄） 

土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除

く。） 
60° 80° 

風化の著しい岩 40° 50° 

砂利、真砂土、関東ローム、

硬質粘土その他これらに類

するもの 

35° 45° 

 

旧政令第８条（練積み造の擁壁の構造） 

第８条 第６条の規定による間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定め

るところによらなければならない。 

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第１条第５項に規定する擁壁の前面の下端以

下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第四において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四

に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、

同表上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは 40 センチメートル以上、そ

の他のものであるときは 70センチメートル以上であること。 

二 石材その他の組積材は、控え長さを 30 センチメートル以上とし、コンクリートを用

いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めす

ること。 

三 前２号に定めるところによっても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のお

それがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を

講ずること。 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設

置される地盤の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは
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擁壁の高さの 100分の 15（その値が 35センチメートルに満たないときは、35センチメ

ートル）以上、その他のものであるときは擁壁の高さの 100の 20（その値が 45センチ

メートルに満たないときは、45センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄

筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である

基礎を設けること。 

別表第四（第八条関係） 

土 質 
擁   壁 

勾 配 高 さ 下端部分の厚さ 

第 

一 

種 

岩、岩屑、砂利

又は砂利混じ

り砂 

70°を超え 75°以下 
2ｍ以下 40ｃｍ以上 

2ｍを超え 3ｍ以下 50ｃｍ以上 

65°を超え 70°以下 

2ｍ以下 40ｃｍ以上 

2ｍを超え 3ｍ以下 45ｃｍ以上 

3ｍを超え 4ｍ以下 50ｃｍ以上 

65°以下 

3ｍ以下 40ｃｍ以上 

3ｍを超え 4ｍ以下 45ｃｍ以上 

4ｍを超え 5ｍ以下 60ｃｍ以上 

第 

二 

種 

真砂土、関東ロ

ーム、硬質粘土

その他これら

に類するもの 

70°を超え 75°以下 
2ｍ以下 50ｃｍ以上 

2ｍを超え 3ｍ以下 70ｃｍ以上 

65°を超え 70°以下 

2ｍ以下 45ｃｍ以上 

2ｍを超え 3ｍ以下 60ｃｍ以上 

3ｍを超え 4ｍ以下 75ｃｍ以上 

65°以下 

2ｍ以下 40ｃｍ以上 

2ｍを超え 3ｍ以下 50ｃｍ以上 

3ｍを超え 4ｍ以下 65ｃｍ以上 

4ｍを超え 5ｍ以下 80ｃｍ以上 

第 

三 

種 

その他の土質 

70°を超え 75°以下 
2ｍ以下 85ｃｍ以上 

2ｍを超え 3ｍ以下 90ｃｍ以上 

65°を超え 70°以下 

2ｍ以下 75ｃｍ以上 

2ｍを超え 3ｍ以下 85ｃｍ以上 

3ｍを超え 4ｍ以下 105ｃｍ以上 

65°以下 

2ｍ以下 70ｃｍ以上 

2ｍを超え 3ｍ以下 80ｃｍ以上 

3ｍを超え 4ｍ以下 95ｃｍ以上 

4ｍを超え 5ｍ以下 120ｃｍ以上 
 

旧政令第９条（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第９条 第６条の規定による擁壁については、建築基準法施行令第３６条の３から第３９

条まで、第５２条（第３項を除く。）、第７２条から第７５条まで及び第７９条の規定を

準用する。 

胴込めコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み擁壁については，旧政令

第１４条の規定による国土交通大臣の認定を受けたものであること。この場合，認定条件を遵

守すること。 
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（１） 練積み造擁壁を設計・施工するときの注意事項 

１）本擁壁は，鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造の擁壁に比べ自立性に欠け，

また理論上の安全確認が困難であることなどから設計に当たっては極力安全側に留意

すること。特に基礎の設計には地耐力等が十分であるかどうか検討し，安全確認が困難

な場合は他の工法など再検討すること。 

２）表の土質の区分は土の力学的性質によって分類されたもので，例示されていない土質

においては，その内部摩擦角，粘着力等の例示されている土質と比較し，それが第何種

の土質に該当するか判別しなければならない。 

３）組積材は重量，強度，耐久性等において間知石等の石材と同等以上の効力を有するも

のであるので軽量，強度が劣るものは使用しないこと。また控えの長さ 30 ㎝以上で胴

込コンクリートを結合し，さらに裏込コンクリートと連続し，一体性を有していなけれ

ばならない。 

４）表の基準は，擁壁上端に続く地盤線が水平で，擁壁に作用する載荷重は 500 ㎏/㎡程

度であるので現地の状況がこれいじょうである場合は，裏込コンクリートの厚さを増す

等必要な措置を講じられなければならない。 

なお，擁壁の高さは 5ｍを超えてはならない。また擁壁の上端に続くがけがある場合

は，この高さを含んだ断面形状とすること。 

５）裏込の栗石等の厚さは擁壁上端は 30㎝以上とし，下端部は切土の場合 30㎝以上，盛

土の場合 60 ㎝以上，又は擁壁の高さの 100 分の 20 以上のいずれか大きい方の値とす

る。なおプラスチック製などの透水層を設置する場合でも栗石等を裏込を省くことはで

きない。 

６）水抜穴は均一に配置する主旨でなく，湧水箇所や擁壁の下部に重点的に設ける等状況

に応じた設計をし，結果として 3㎡に 1箇所以上となるように配置すること。また排水

方向に勾配をとること。 

７）組積方法は谷積を原則とする。 

８）擁壁の躯体と基礎の接する面は擁壁の法勾配と直角にならないようにすること。根入

れの深さは擁壁前面から基礎の底面までを示すものであるが，設計にあったっては（1）

の主旨により，地盤面から擁壁躯体の下端までを根入れ深さとみなすことが望ましい。

なお，擁壁の前面に側溝等がある場合は側溝底面を地盤面とみなすこと。 

９）義務設置の擁壁の構造は建築基準法施行令の技術基準にも適合していること。 

１０）その他，間知石等練積み造擁壁の施工上の注意については，社団法人日本建築士会

連合会発行の「構造図集擁壁」を準用すること。 
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（２）宅地造成等規制法の施行にあたっての留意事項について（平成１３年５月２４日国総

民発第７号国土交通省総合政策局民間宅地指導室長から都道府県・政令指定都市・中核

市・特例市宅地防災行政担当部長あて）（改正平成１８年９月２９日 国都開第１２号） 

 

平成１２年４月１日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法

律」(平成１１年法律第８７号)が施工され，宅地造成等規制法(昭和３６年法律第９１号)

に基づく許可等の事務が機関委任事務から自治事務に移行したところであります。 

これに伴い，別紙１に掲げる宅地造成等規制法の施行に関し発出した通達もその効力を

失ったところであり，その旨御了知願います。 

なお，今般，宅地造成等規制法の施行にあたっての留意事項を別紙２のとおり，まとめ

たので，参考とされたく送付いたします。 

 

別紙１ （略） 

別紙２ 宅地造成等規制法の施行にあたっての留意事項について 

第１ （略） 

第２ 宅地造成に関する工事等の許可について 

(１) 宅地造成工事規制区域において行われる宅地造成に関する工事に係る許可に際し

ては，「宅地防災マニュアル（別添二）」及び「宅地開発に伴い設置される浸透施設等設

置技術指針（別添三）」を参考とし，慎重かつ厳正に行ない災害の防止に遺憾なきを期

すべきであること。また，工事中の災害の防止を図るため，できるだけ具体的な条件を

附することが望ましいこと。 

(２) 宅地造成に関する工事の許可に係る事務の処理期間については，申請者の負担を軽

減するために，一層の事務の迅速化が求められ，適切な標準処理期間を設けることが必

要であり，原則として申請のあった日から 21日以内に期間を設定することが望ましく，

また，今後も標準処理期間の設定及び短縮化に努め，一層の事務の迅速化を図ることが

望ましいこと。 

(３) 擁・ヌの透水層については，擁壁の裏面で水抜き穴の周辺その他必要な場所には砂

利等の透水層を設ける旨規定されているが，「砂利等」として石油系素材を用いた「透

水マット」の使用についても，その特性に応じた適正な使用方法であれば，認めても差

し支えないこと。 

(４) 宅地造成等規制法施行令第１４条の規定により認定を受けた擁壁については，認定

時に付された条件等を確認するなど適切に審査すべきであること。なお，胴込めにコン

クリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造擁壁については，昭和４０年

６月１４日建設省告示第１４８５号において明らかにされているところであるが，審査

にあたっては，以下の点に留意することが望ましいこと。 

1）胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造擁壁が本告

示の各号に適合するものであるかどうかについては，宅地造成等規制法第８条第１項

の規定による許可の際に許可権者は慎重に審査すること。 

2）胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁とは，

本告示の別表に規定する控え長さ一杯までコンクリートを充填し，胴込めに用いたコ

ンクリートが連続して一体の構造となる擁壁であること。 

3）第３号のコンクリートブロックの重量は胴込めコンクリートを充填せずに，当該コ

ンクリートブロックを積み上げたと仮定した場合の壁面 1 平方メートル当りの重量

であること。 

4）第４号の使用実績は認定申請の日から起算して 1 年前までに施工が終了した当該特

殊擁壁の施行実績が施工件数で 50 件以上かつ擁壁前面の面積で 1 万平方メートル以

上あり，倒壊等の重大な支障を生じたことがないこと。 

5）第５号の壁体の曲げ強度はコンクリートブロック 4×6 個又は 5×7 個の供試体 3 体

以上について試験しその結果によること。 

6）第６号の載荷重は擁壁の高さだけ擁壁上端より後退した範囲の載荷重とすること。 

（以下省略）  
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（３）宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートを用いて充填するコ

ンクリートブロック練積み造の擁壁の効力を認定（昭和４０年６月１４日 建設省告示

第１４８５号） 

宅地造成等規制法施行令（昭和３７年政令第１７号）第１４条の規定に基づき，胴込め

にコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁は，次の各号に定

めるところによる場合においては同令第８条の規定による練積み造の擁壁と同等以上の

効力があると認める。 

１．コンクリートブロックの四週圧縮強度は，1平方センチメートルにつき 180キログラ

ム以上であること。 

２．胴込めに用いるコンクリートの四週圧縮強度は，1平方センチメートルにつき 150キ

ログラム以上であること。 

３．コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重は，2.3以上であり，かつ，擁壁

に用いるコンクリートブロックの重量は，壁面１平方メートルにつき 350キログラム以

上であること。 

４．コンクリートブロックは，相当数の使用実績を有し，かつ，構造耐力上支障のないも

のであり，その形状は，胴込めに用いるコンクリートによって擁壁全体が一体性を有す

る構造となるものであり，かつその施工が容易なものであること。 

５．擁壁の壁体曲げ強度は，1平方センチメートルにつき 15キログラム以上であること。 

６．擁壁の勾配及び高さは，擁壁の背面土の内部摩擦角及びコンクリートブロックの控え

長さに応じ，別表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上端の水平面上の積荷重は，1平

方メートルにつき 500キログラムをこえていないこと。 

７．擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き，擁壁前面の根入れ深さは擁壁の高さの

100分の 20（その値が 45センチメートルに満たないときは，45センチメートル）以上

とし，かつ，擁壁には，一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で擁壁のす

べり及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 

８．擁壁が曲面又は折面をなす部分で必要な箇所，擁壁の背面土又は擁壁が設置される地

盤の土質が著しく変化する箇所等破壊のおそれのある箇所には，鉄筋コンクリート造の

控え壁又は控え柱を設けること。 

９．擁壁の背面には，排水をよくするため，栗石，砂利等で有効に裏込めすること。 
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（４）コンクリートブロック練積み造擁壁の認定について（昭和４０年７月５日住地発第３

６号 建設省住宅局開発課長から各都道府県担当部長あて） 

胴込めにコンクリートブロックを用いて充填するコンクリートブロック練積み造擁壁

については，宅地造成等規制法施行令第１４条の規定により，別添昭和４０年６月１４日

建設省告示第１４８５号（以下「告示」という。）のとおり，告示の定めるところにより

設置する場合には，宅地造成等規制法施行令第８条の規定による練積み造の擁壁と同等以

上の効力があるものと認定された。 

これについては下記の諸点に留意して遺憾のないよう取り計らわれたい。 

 

記 

１．胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造擁壁が告示の

各号に適合するものであるかどうかについては，宅地造成等規制法第８条第１項の規定

による許可の際に許可権者は慎重に審査すること。 

２．胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁とは，

告示の別表に規定する控え長さ一杯までコンクリートを充填し，胴込めに用いたコンク

リートが連続して一体の構造となる擁壁であること。 

３．第３号のコンクリートブロックの重量は胴込めコンクリートを充填せずに，当該コン

クリートブロックを積み上げたと仮定した場合の壁面 1 平方メートル当たりの重量で

あること。 

４．第４号の使用実績は当分の間は 50 万箇程度以上の使用実績があり，かつ，過去に倒

壊等の重大な支障を生じたことのないものであること。 

５．第５号の壁体の曲げ強度はコンクリートブロック 4×6 箇又は 5×7 箇の試験体 3 体

以上について試験しその結果によること。 

６．第６号の載荷重は擁壁の高さだけ擁壁上端より後退した範囲の載荷重とすること。 

練積み造擁壁構造一般図（昭和４０年建設省告示） 
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６．設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用 

旧政令第９条（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第９条 第６条の規定による擁壁については、建築基準法施行令第３６条の３から第３９

条まで、第５２条（第３項を除く。）、第７２条から第７５条まで及び第７９条の規定を準

用する。 

義務設置の擁壁の構造は，旧政令第６条から第８条まで及び第１０条の技術的基準のほか，

旧政令第９条で準用されている建築基準法施行令の技術的基準に適合したものでなければ

ならない。この場合において，当該政令中「建築物」とあるのは旧政令第９条では義務設置

の「擁壁」と，「組積造」とあるのは「間知石練積み造その他の練積み造」と読替える。当

該準用規定ついて，読替え後の趣旨は次のとおりである。 

（１）構造設計の原則（建築基準法施行令第３６条の３） 

この規定は，擁壁の構造設計に当たり，当然配慮しなければならない原則的事項を規定

したもの。 

１）擁壁の構造設計に当たつては，その用途，規模及び構造の種別並びに土地の状況に応

じて底盤，壁等を有効に配置して，擁壁全体が，これに作用する自重，積載荷重，積雪

荷重，風圧，土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して，一様に構造耐力

上安全であるようにすべきものとする。 

２）構造耐力上主要な部分は，擁壁に作用する水平力に耐えるように，釣合い良く配置す

べきものとする。 

３）擁壁の構造耐力上主要な部分には，使用上の支障となる変形又は振動が生じないよう

な剛性及び瞬間的破壊が生じないような靱性をもたすべきものとする。 

（２）構造部材の耐久（建築基準法施行令第３７条） 

構造耐力上主要な部分で，特に腐食，腐朽又は，摩損のおそれのあるものには，腐食，

腐朽若しくは，摩損しにくい材料又は，有効なさび止め，防腐若しくは，摩損防止のため

の措置をした材料を使用しなければならない。 

（３）基礎（建築基準法施行令第３８条） 

１）擁壁の基礎は，擁壁に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え，かつ，地盤の沈下

又は，変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 

２）擁壁には，異なる構造方法による基礎を併用してはならない。ただし，擁壁の構造，

形態及び地盤の状況を考慮した構造計算又は実験によって構造耐力上安全であること

が確かめられた場合においてはこの限りではない。 

３）打撃，圧力又は振動により設けられる基礎ぐいはそれを設ける際に作用する打撃力そ

の他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。 

４）擁壁の基礎に木ぐいを使用する場合においては，その木ぐいは常水面下にあるように

しなければならない。 

※注意 

地盤及び基礎ぐいの許容支持力の算定方法は，建築基準法施行令第９３条（地盤調

査方法は平成１３年７月２日 国土交通省告示第１１１３号）の規定により，施工前

に必要とする許容支持力を確認すること。なお，不足する場合は地盤改良等を行い再

度許容支持力を確認すること。（政令第１４条の規定による，いわゆる大臣認定擁壁を

使用する場合で，かつ現場条件が認定条件の範囲内であっても確認は必要である。） 

（４）外装材等の緊結（建築基準法施行令第３９条） 

擁壁に取り付けるものは，一般的に脱落しないようにしなければならない旨を規定し

ている。建築基準法施行令第 39 条の趣旨は，主として屋外に面する建築物の部分や装

飾物の脱落による人身事故の発生を防止することであるが，宅地造成等規制法によって

準用する場合，現状においては，擁壁に外装物等を取り付ける場合はないと思われるが，

一般的に取り付ける場合，脱落しないようにしなければならない旨を規定している。 
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（５）間知石練積み造その他の練積み造の施工（建築基準法施行令第５２条（第３項を除

く。）） 

１）組積材（間知石等の石材）は組積するに当たって十分水洗をしなければならない。 

２）組積材は，その目地塗面の全部にモルタルがゆきわたるように組積しなければならな

い。 

３）組積材は，芋目地がでないように組積しなければならない。これは旧政令第８条第 1

項第２号を補足する規定である。従って組積材は十分清浄なものとし，目地面（すり合

わせ部分）はモルタルで，かつ，控え部分は胴込めコンクリートで十分に結合しなけれ

ばならない。また組積方法は，どの部分にも芋目地ができないような方法で十分な耐力

を有するようにしなければならない。 

（６）鉄筋コンクリート造，無筋コンクリート造の部分に使用するコンクリート材料（建築

基準法施行令第７２条） 

コンクリートの材料は次の各号に定めるところによらなければならない。 

１）骨材，水及び混和剤は，鉄筋をさびさせ，又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げる

ような酸，塩，有機物又は泥土を含まないこと。 

２）骨材は，鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさとし，かつ，必要な

強度を有すること。 

（７）鉄筋の継手及び定着（建築基準法施行令第７３条） 

１）鉄筋の末端は，かぎ状に折り曲げ（フック）て，コンクリートから抜け出ないよう定

着しなければならない。ただし，異形鉄筋はこの限りではない。 

２）主筋の継手は，構造部材における引張り力の最も小さい部分に設け，継手の重ね長さ

は，溶接する場合を除き，主筋の径（径の異なる主筋をつなぐ場合は，細い主筋の径。

以下この項において同じ。）の 25倍以上としなければならない。ただし主筋の継手を引

張り力の最も小さい部分に設けることができない場合は，その重ね長さを主筋の径の

40倍以上としなければならない。 

３）引張り鉄筋の定着される部分の長さは，主筋に溶接する場合を除き，その径の 40 倍

以上としなければならない。 

４）軽量骨材を使用する場合，前２項の適用に関してはこれらの項中「25倍」とあるのは

「30倍」と，「40倍」とあるのは「50倍」とする。 

５）前３項の規定は，実験又は附着力を考慮した構造計算によって安全であることが確か

められた場合においては，適用しない。 

（８）コンクリートの強度（建築基準法施行令第７４条） 

１）コンクリートの四週圧縮強度は，1 平方ミリメートルについて 12 ニュートン（軽量

骨材を使用する場合は，1平方ミリメートルについて 9ニュートン）以上でなければな

らない。 

２）前項の四週圧縮強度は，国土交通大臣の指定する日本工業規格による強度試験で求め

ること。 

３）コンクリートは，打上りが均質で密実になるようにその調合を定めなければならない。 

（９）コンクリートの養生（建築基準法施行令第７５条） 

コンクリート打込み中及び打込み後 5日間は，コンクリートの温度が 2度を下がらない

ようにし，かつ，乾燥，震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないよう

に養生しければならない。 

（１０）鉄筋のかぶり厚さ（建築基準法施行令第７９条） 

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは，土に接しない構造部分は 3センチメートル

以上，直接土に接する構造部分は 4センチメートル以上，基礎は捨てコンクリートの部分

を除いて 6センチメートル以上，その他の部分は 2センチメートル以上としなければなら

ない。 
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７．擁壁の水抜穴 

旧政令第１０条（擁壁の水抜穴） 

第１０条 第６条の規定による擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積 3平

方メートル以内ごとに少なくとも 1 個の内径が 7.5 センチメートル以上の陶管その他こ

れに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他

必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 

本条は，水抜穴の設置，材料及び構造に関する規定である。 

雨水，地下水等によって擁壁の背面土の含水量が増加すると，背面土の単位体積重量が増

加するとともに，その強度が低下し，粘性土の場合は体積が膨張し又は浸透水圧若しくは静

水圧が加わり，その結果土圧及び水圧を増加させる。背面土が浸水状態になるとこの土圧及

び水圧は更に著しく増大する。そのほか基礎のすべり抵抗力を低下させることもある。集中

豪雨時における擁壁の倒壊は，このような土圧及び水圧の増大により起こることが非常に多

い。そのために擁壁には，背面土の雨水，地下水等を有効に排水することのできる水抜穴を

設けなければならない。 

従って，本条の規定により，義務設置の擁壁には，壁面の面積 3平方メートル以内ごとに，

少なくとも 1 個の内径が 7.5 センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水材料を用

いた水抜穴を設けなければならない。ここにいう壁面は，擁壁の表面であり，かつ，地盤面

下に埋没している部分は含まれない。そして，壁面の全面積を水抜穴の総数で除したものが

3平方メートル以内であるように規定されている。逆に，壁面のどの 3平方メートル以内に

ついても水抜穴がなければならないということではない。裏面の排水をよくするためには，

水抜穴は擁壁の下部，擁壁の裏面での湧水等のある箇所に重点的に配置されなければならな

い。地盤面下の壁面には一般に設ける必要はないが地下水等の流路に当たっている壁面があ

る場合においては，その部分に，水抜穴を設けて地下水等を排出するようにしなければなら

ない。水抜穴の配置の仕方は一般に平行にするのではなく千鳥式にするのが排水上有効であ

る。水抜穴の材料は陶製，コンクリート製等の耐水性のものに限られ，土砂等がたまらない

ように排水方向に相当の勾配をとって設置する必要がある。また水抜穴は擁壁の裏面の周辺

に砂利，砂等による透水層（排水層）及びこれらを横につなぐ透水層を設け，かつ，水抜穴

の入口には，水抜穴から流出しない大きさの砕石等をおくなどの措置をとって，砂利，砂等

が流出しないような構造のものとしなければならない。（下図） 

なお，石油系素材を用いた「透水マット」についても，その特性に応じた適切な使用方法

による場合に，使用できることが通達（平成３年４月１０日，建設省経民発第２２号，建設

省住指発第１３８号）によって定められている。その適正な使用方法については，「擁壁用

透水マット技術マニュアル」（平成３年４月，建設省民間宅地指導室監修）による。（「宅地

防災マニュアルの解説 Ⅷ．３．２．４．６」） 
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８．任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用 

旧政令第１１条（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第１１条 法第８条第１項本文又は第１２条第１項の規定による許可を受けなければなら

ない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが 2 メートルを超えるもの（第６

条の規定によるものを除く。）については、建築基準法施行令第１４２条（同令第７章の

８の規定の準用に係る部分を除く。）の規定を準用する。 

建築基準法施行令第１４２条（擁壁） 

第１４２条 第１３８条第１項に規定する工作物のうち同項第５号に掲げる擁壁(以下この

条において単に「擁壁」という。)に関する法第８８条第１項において読み替えて準用す

る法第２０条第１項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法

又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通

大臣が定めた構造方法を用いることとする。 

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とす

ること。 

二 石造の擁壁にあっては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合する

こと。 

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺

に砂利その他これに類するものを詰めること。 

四 次項において準用する規定(第７章の８(第１３６条の６を除く。)の規定を除く。)に

適合する構造方法を用いること。 

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって確か

められる安全性を有すること。 

２ 擁壁については、第３６条の３、第３７条、第３８条、第３９条第１項及び第２項、第

５１条第１項、第６２条、第７１条第１項、第７２条、第７３条第１項、第７４条、第７

５条、第７９条、第８０条(第５１条第１項、第６２条、第７１条第１項、第７２条、第

７４条及び第７５条の準用に関する部分に限る。)、第８０条の２並びに第７章の８(第１

３６条の６を除く。)の規定を準用する。 

本条は，義務設置の擁壁のほか，造成主が任意に設置する擁壁（いわゆる「任意擁壁」）

に関する規定である。 

義務擁壁については，建築基準法第８８条第４項の規定により建築基準法の確認，検査

等の手続上の規定（建築基準法第６条から第７条の５，第１８条（第１項及び第２３項を

除く）及び第８９条）は免除されている。従って建築基準法上工作物として指定されてい

る擁壁については，建築基準法施行令で定める技術的基準と同等以上の基準が本政令に規

定されるべきであり，本法における義務擁壁の構造に関しては，旧政令第６条から第１０

条までの技術的基準は，その趣旨のものである。しかし，前条までにおいては，任意擁壁

の構造についてはなんらの規定がないから，そのうちで高さが 2メートルを越える擁壁

（建築基準法において工作物として指定されている擁壁）については，再び建築基準法に

かえって，建築基準法に規定する技術的基準の準用を受けるべきことを規定したのが本条

である。従って，高さが 2メートル以下の任意擁壁については，本法及び建築基準法のい

ずれの適用をも受けないこととなる。 

なお，建築基準法施行令第７章の８に関しては準用されていないのは，宅地造成工事の

施工に伴う災害の防止に関する技術的基準の規定化が困難であるためである。 
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９．排水施設 

旧法第９条（宅地造成に関する工事の技術的基準等） 

第９条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令（その政

令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準

に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置そ

の他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならな

い。 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規

則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める

資格を有する者の設計によらなければならない。 

旧政令第１３条（排水施設の設置に関する技術的基準） 

第１３条 法第９条第１項の政令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するもの

は、切土又は盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるお

それがあるときは、その地表水等を排除することができるように、排水施設で次の各号の

いずれにも該当するものを設置することとする。 

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度

のものとする措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の

防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、

多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させること

ができるものであること。 

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次

に掲げる箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を

除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の 120 倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清

掃上適当な箇所 

五 ます又はマンホールに、ふたが設けられているものであること。 

六 ますの底に、深さが 15 センチメートル以上の泥溜めが設けられているものであるこ

と。 

これらの内容は，都市計画法に基づく開発許可においても同様に運用されている。（都計

法第３３条第１項第３号，都計法政令第２６条，都計法省令第２６条）ただし，細則第１０

条第２項第２号の規定により，排水施設の断面積を決定する場合において計画流出量の算定

は，1時間当たりの降水量を 50ミリメートル以上としておこなわなければならない。 

詳細については，「第１編 第６ 開発許可の技術基準 ２．（５）排水施設」による。

（但し，雨水その他の地表水に関する部分） 
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１０．特殊の材料又は構法による擁壁 

旧政令第１４条（特殊の材料又は構法による擁壁） 

第１４条 構造材料又は構造方法が第６条第１項第２号及び第７条から第１０条までの規

定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力がある

と認めるものについては、これらの規定は適用しない。 

旧省令第５条（擁壁認定の基準） 

第５条 国土交通大臣は、令第６条第１項第２号及び第７条から第１０条までの規定によ

らない擁壁であって、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通

大臣が定める基準に適合しているものを、令第１４条の規定に基づき、令第６条第１項第

２号及び第７条から第１０条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるも

のとする。 

２ 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によって築造される

ものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を

受けた工場において製造されたものである場合においては、当該擁壁については、同項の

国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。 

本条は，特殊な材料又は構法による擁壁の取扱いに関する規定である。 

義務設置の擁壁の材料又は構法に関する技術的基準は，旧政令第６条第１項第２号及び第

７条から第１０条までに規定されているが，これらの規定による材料又は構法以外の材料又

は構法による擁壁及び技術の進歩により新しく出現する材料又は構法による擁壁で国土交

通大臣がこれと同等以上の効力を有すると認められるもの（いわゆる大臣認定擁壁）につい

ては旧政令第６条に規定する擁壁とみなし，従って義務設置の擁壁として使用し得ることを

定めたものである。 

この場合において，旧政令第６条第１項第２号及び第７条から第１０条までの規定の一部

についてそれらと異なる材料又は構法を用いて，擁壁の効力が全体として旧政令第６条第１

項第２号及び第７条から第１０条までの規定による擁壁と同等以上のものであるものも含

まれる。 

本条の適用を受けることが考えられる構造のものとして，鉄筋コンクリート造，各種のコ

ンクリートブロック造（間知石練積み造その他の練積み造に含まれるものを除く。）間知石

から積み造その他のから積み造等がある。 

なお，大臣認定擁壁を使用する場合は，その認定条件の範囲内での使用のみを認めるもの

である。 
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１１．擁壁設置の一般的注意 

「構造図集 擁壁（社団法人日本建築士会連合会）」 

１．盛土斜面の上に設置する擁壁は原則として高さ 3.0ｍ以下となるよう配慮するものと

する。 

２．施工地区周囲において家屋等に隣接する擁壁は高さ 3.0ｍ以下におさえる事が望まし

い。 

３.間知石等練積み造擁壁の地上高さは，原則として 5.0ｍを限度とすること。 

４．水路，河川等に接して設ける擁壁は河床からの根入れ深さについて十分に安全性を検

討すること。 

５．斜面上に擁壁を設置する場合には，図一１のように擁壁基礎前端より擁壁の高さの

0.4Ｈ以上で，かつ 1.5ｍ以上だけ土質（表－１）に応じた勾配線より後退し，その部分

はコンクリート打ち等により風化浸蝕のおそれのない状態にすること。 

 
６．斜面に沿って擁壁を設置する場合等において，擁壁正面における基礎底面前端の線

は段切り等によりなるべく水平とするものとする。 

７．擁壁が長く連続する場合は，原則として 20ｍ以内ごとに区切り，伸縮目地または積

み分けするものとし，地盤の状況，工法等を異にする場合も同様とする。 

８．図－２，図－３，図－４に示す擁壁で表－１のθ角度内に入っていないものは，二

段の擁壁とみなされるので一体の構造とする必要がある。なお，上部擁壁が表－１の

θ角度に入っている場合は別個の擁壁として扱うが，水平距離を 0.4Ｈ以上かつ 1.5ｍ

以上はなさなければならない。  
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図－４ 

上部擁壁，下部擁壁とも鉄筋コンクリート造で築造する場合 

 
 

 

９．高さの異なる一連の擁壁は，一番高い擁壁の角度に合わせて施工すること。 

１０．止水コンクリートについては下図のように施行すること。 
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１１．盛土上及び軟弱地盤上の擁壁は必要に応じて，基礎基盤を改良すること。 

 

〔地盤改良の例〕 盛土 地盤置換表〈砂・砂利・栗石等〉 

 
 

 

 

地盤の高さ(Ｈ) ｈ 

1.0m～1.5m 1.2b 

1.5m～2.0m 1.5ｂ 

2.0m～2.5m 1.8b 

2.5m～3.0m 2.2b 

 

なお，一体がけの考え方は「第１編 第６ 開発許可の技術基準 ２．（９）．６）．

ア 擁壁の設置基準」による。 
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「上端に切土の斜面がある場合の練積み擁壁の構造」 

 

 

１．擁壁の上端に切土の斜面がある場合は，地盤調査の結果，土質に応じた勾配線が斜面

と交差した点までの垂直高さを崖高さと仮定し，擁壁はその高さに応じた構造とするこ

と。 

 

２．土質に応じた勾配線は，旧政令第６条別表第一における「擁壁を要しない勾配の上限」

の角度とすること。 

別表第一（抜粋） 

土   質 擁壁を要しない勾配の上限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 60° 

風化の著しい岩 40° 

砂利，真砂土，関東ローム，硬質粘土その他こ

れらに類するもの 
35° 

 

３．高さ 5.0ｍの擁壁の上端に切土の斜面がある場合は，高さ 5.0ｍの擁壁構造に斜面の

高さが 3.0ｍ以下の場合は厚さ 10ｃｍ，また 3.0ｍを超える場合は厚さ 20ｃｍの裏込め

コンクリートで補強する構造とするとともに，斜面の角度は 30°以下にすること。（別

紙①） 

 

４．斜面の高さが 6.0ｍを超える場合は，高さ 5.0ｍごとに幅 1.5ｍ以上の小段を設けるも

のとすること。 

 

 

土質に応じた勾配線 
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（別紙①） 
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第７ 工事完了の検査 

旧法第１３条（工事完了の検査） 

第１３条 第８条第１項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合に

おいては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第９条第１項の規定に適合し

ているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果工事が第９条第１項の規定に適合していると認め

た場合においては、国土交通省令で定める様式の検査済証を第８条第１項本文の許可を

受けた者に交付しなければならない。 

旧省令第２７条・第２８条 

（工事完了の検査の申請） 

第２７条 法第１３条第１項の検査を受けようとする者は、別記様式第三の工事完了検査

申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

（検査済証の様式） 

第２８条 法第１３条第２項の様式は、別記様式第四とする。 

細則第１１条（工事一部完了の検査） 

第１１条 旧法第８条第１項本文又は第１２条第１項の許可を受けた者は，当該許可に係

る工事の一部が完了した場合において，市長が当該工事に係る宅地が分割できるもので

あり，かつ，独立して宅地の用に供し得るものであると認めたときは，当該完了した工事

について旧法第１３条第１項の検査を受けることができる。 

 

許可を受けた者は，工事を完了したときは，技術的基準に適合しているかどうかについて

市長の検査を受けなければならない。 

申請は，「工事完了検査申請書」（旧省令第２７条別記様式第三）正本１部，副本１部を市

長に提出する。添付書類は，都計法細則第８条各号のうち市長が必要と認めるものとする。

（第１編 第９ 工事完了の検査 参照） 

なお，細則第１１条の規定により，工事の一部が完了した場合において，市長が当該工事

に係る宅地が分割できるものであり，かつ，独立して宅地の用に供し得るものであると認め

たときは，当該完了した工事について旧法第１３条第１項の検査を受けることができる。 
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第８ 他法令との関係 

１．建築基準法との関係 

（１）旧法第８条第１項又は第１２条第１項の規定に適合していることを証する書面の交

付 

旧省令第３０条（法第８条第１項又は第１２条第１項の規定に適合していることを証する

書面の交付） 

第３０条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第８８条第１項又

は第２項において準用する場合を含む。）若しくは第６条の２第１項（同法第８８条第１

項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようと

する者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和３年法律第３４号）第３条

第１項の認定（同法第４条第１項の変更の認定を含む。）を受けようとする者は、その計

画が法第８条第１項又は第１２条第１項の規定に適合していることを証する書面の交付

を都道府県知事に求めることができる。 

１）証明書の概要 

旧法による宅地造成工事の規制は，最終的に建築基準法の規制により建築物が建築さ

れて初めてその目的を達することが多い。 

このため本条において，建築基準法第６条第１項（同法第８８条第１項又は第２項に

おいて準用する場合を含む。）又は第６条の２第１項（同法第８８条第１項又は第２項

において準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第３条第１項の認定(同法第４条第１項の

変更の認定を含む。)を受けようとする者は，その計画が旧法第８条第１項又は法第１

２条第１項の規定に適合していること（千葉県内で盛土規制法の規制が開始された令和

７年５月２６日以前に旧法の許可を受けたものに限る。）を証する書面の交付を市長に

求めることができると規定されている。 

２）証明書交付申請の手続き 

旧省令第３０条の証明書の交付を受けようとする者は，「宅地造成工事に関する証明

書交付申請書」（細則第１３条別記第１１号様式）に，当該計画がこれらの規定に適合

することを証するため市長が必要と認める図書を添付した申請書を正本１部，副本１部，

市長に提出する。 

また市長は，申請内容を適当と認めた時は，「宅地造成工事に関する証明書」（細則第

１３条別記第１２号様式）を申請者に交付する。 

（２）確認，検査等の手続上の規定の免除（建築基準法第８８条第４項） 

旧法第８条第１項又は法１２条第１項の許可を要する場合に旧政令第６条第１項第１

号の規定により設置した擁壁（いわゆる「義務擁壁」）については，建築基準法第８８条

第４項の規定により建築基準法の確認，検査等の手続上の規定（建築基準法第６条から第

７条の５，第１８条（第１項及び第２３項を除く）及び第８９条）は免除されている。 

 

２．都市計画法との関係 

都計法第２９条第１項の許可（都計法第３４条の２のみなし許可含む）を受けて行われ

る当該許可の内容（都計法第３５条の２第５項の規定によりその内容とみなされるものを

含む。）に適合した宅地造成に関する工事の場合，旧法第８条第１項の規定による許可は免

除されていた（千葉県内で盛土規制法の規制が開始された令和７年５月２６日以前に開発

許可を受けたものに限る。）。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%88%ea%8b%e3%88%ea&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%88%ea%8b%e3%88%ea&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000
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第９ 標準処理期間 

１．標準処理期間 

成田市行政手続条例第６条の規定による標準処理期間（申請が行政庁に到達してから行

政庁が当該申請に対する処分を行うまでに，通常必要となる標準的な期間）については，

下記のとおりである。 

手続きの種類 日 数 

変更の許可（旧法第１２条第１項） 30日以内 

工事完了の検査及び検査済証の交付（法第１３条第１項及び第２項） 15日以内 

適合していることを証する書面の交付（旧省令第３０条） 10日以内 

 

２．注意点 

（１）あくまで目安であるため，申請の内容等によっては，標準処理期間以上の処理日数が

かかることも考えられる。 

（２）書類又は現地等に修正事項があった場合等は，その修正等に要する日数を除く。 

（３）特別な理由により標準処理期間を著しく超えることが予測される場合には，必要に応

じてその理由等を申請者に通知する。 
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様式 

宅地造成に関する工事工程届 

 

年  月  日   

 

 (あて先)成田市長 

住 所              

届 出 者                  

氏 名              

 

  

 

 

許可番号・許可年月日 成田市指令第   号        年  月  日 

造 成 主 
  

宅地の所在及び地番   

届
出
す
る
工
事
の
工
程 

工 事 の 区 分 工        程 

   

摘         要  
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第3号様式 

宅地造成工事着手届出書 

 

年  月  日   

 

 (あて先)成田市長 

住 所              

造 成 主                  

氏 名              

 

 宅地造成工事に着手したので，次のとおり届け出ます。 

 

 

1 許可番号・許可年月日 成田市指令第   号        年  月  日 

2 宅 地 の 所 在 及 び 地 番 
  

3 工 事 着 手 年 月 日 年  月  日 

4 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

5 現 場 管 理 者 

住 所   

  工事施行者又

は工事施行者

の定めた者 

  
氏 名   

連絡先   
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第10号様式 

 

標識   

80cm以上 

宅地造成等規制法第8条第1項本文による許可済み 

60cm以上 

1 許 可 番 号 年  月  日成田市指令第  号  

2 造 成 主 

住 所   

氏 名   

3 工 事 施 行 者 

住 所   

氏 名   

4 宅地の所在及び地番   

5 工 事 施 行 面 積   

6 工 事 施 行 期 間   

7 現 場 管 理 者 

氏 名   

連絡先   

    

  

    60cm以上 
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第４号様式 

 その1 

(表面) 

宅地造成に関する工事の変更許可申請書 

 宅地造成等規制法第12条第1項の規定により，宅地造成に関する工事の計画の変更の許

可を受けたいので申請します。 

      年  月  日 

 

(あて先)成田市長 

 

申請者 住 所              

氏 名              

1 設 計 者 
住 所   設計者

の資格 
要・否 

氏 名   

2 工 事 施 行 者 
住 所   

氏 名   

3 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

4 宅 地 の 面 積 平方メートル 

５ 
工
事
の
概
要 

ア 
切土又は盛土をする

土 地 の 面 積 
平方メートル 

イ 切土又は盛土の土量 
切 土 立方メートル 

盛 土 立方メートル 

ウ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    メートル メートル 

        

        

エ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

      
センチ 

メートル 
メートル 

        

        

オ 崖面の保護の方法   

カ 
工事中の危害防止の

た め の 措 置 
  

キ そ の 他 の 措 置   

ク 工事着手予定年月日   

ケ 工事完了予定年月日   

コ 工 程 の 概 要   

サ 許 可 番 号   

シ 変 更 理 由   

ス 変 更 内 容 
変更前   

変更後   
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(裏面) 

注意 

 1 ※印のある欄は，記入しないでください。 

 2 2欄は，未定のときは，後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

 3 6欄は，宅地造成に関する工事の変更に伴い，他の法令による許可，認可等を要する場

合においてのみ，その許可，認可等の手続の状況を記入してください。 

 4 申請者(造成主)，設計者又は工事施行者が法人である場合においては，氏名は，その

法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

 5 1欄から6欄までは，変更前及び変更後の内容を対照させて記載してください。 
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第5号様式 

宅地造成に関する工事の土地使用承諾書 

 

年  月  日   

 

使用申出者        様 

 

土地所有者 
住 所 

氏 名        印 

 

 あなたが私の所有する土地を使用することを，承諾いたします。 

 

1 使用土地の範囲 

  

2 使 用 の 内 容 

  

3 そ の 他 
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第6号様式 

宅地造成に関する工事設計者の資格申告書 

年  月  日  

 (あて先)成田市長 

申告者 
住 所 

氏 名          

 

 次のとおり，工事設計者の資格について申告します。 

 

1 
設計者の氏名

及び生年月日 

フリガナ(           ) 
年  月  日 

  

2 最 終 学 歴 
(学校名)   (学部名)   (学科名) 

年  月                 卒業・中退 

3 現 住 所 等 事務所 電話番号(           ) 

4 資格，免許等   

５ 
 

実

務

経

歴 

職

務

経

歴 

会社又は事務所名 職 務 内 容 期 間 年 数 年 数 計 

          

          

          

          

          

工
事

及
び
設
計
経
歴 

工 事 名 
工 事

発注者名 

工 事

施行場所 
工事面積 実務内容 期 間 

            

            

            

            

            

備考1 設計者が法人である場合は当該法人が，その他の場合は設計者自身が申告してくだ

さい。 

  2 2及び4欄については，それぞれの当該申告事項を証する書類を添付してください。 

  3 5欄については，市長が必要と認めるときは，当該申告事項を証する書類を添付して

ください。 
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省令第27条（工事完了の検査の申請） 

様式第三 

 

宅地造成に関する工事の完了検査申請書 

 

   宅地造成等規制法第１３条第１項の規定による検査を申請します。 

 

年  月  日   

 

 (あて先)成田市長 

住 所            

造 成 主                

氏 名            

 

 

1 工 事 完 了 年 月 日  年  月  日 

2 許 可 番 号 成田市指令第      号 

3 許 可 年 月 日  年  月  日 

4 工事をした土地の所在 

及び地番 
 

5 工事施行者住所氏名   

6 備        考  

 

〔注意〕１ ※印のある欄は記入しないで下さい。 

    ２ 造成主又は工事施行者が法人である場合においては，氏名はその法人の名称

及び代表者の氏名を記入して下さい。 

  

※ 受 付 欄  

年 月 日 

第   号 
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第7号様式 

宅地造成工事承継届出書 

 

年  月  日 

 

(あて先)成田市長 

 

届出者氏名              

 

 宅地造成等規制法施行規則第26条第1号に規定する造成主の変更(造成主の地位の承継)

をしたので，宅地造成等規制法第12条第2項の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

1 
造成主の地位を

承 継 し た 者 

住 所   

氏 名   

2 
許可を受けた者 

(被承継者) 

住 所   

氏 名   

3 
許 可 番 号 ・

許 可 年 月 日 

成田市指令第   号 

    年  月  日 

4 
宅 地 の 所 在

及 び 地 番 
  

5 承 継 年 月 日     年  月  日 

6 承 継 の 理 由   
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第8号様式 

宅地造成工事変更届出書 

 

年  月  日 

 

(あて先)成田市長 

 

届出者 
住 所 

氏 名           

 

 宅地造成等規制法施行規則第26条各号に規定する変更(造成主の地位の承継による変更

を除く。)をしたので，宅地造成等規制法第12条第2項の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

1 
許 可 番 号 ・

許 可 年 月 日 

成田市指令第   号 

    年  月  日 

2 
宅 地 の 所 在

及 び 地 番 
  

3 変 更 の 内 容 

変 更 前 変 更 後 

    

    

    

    

4 変 更 年 月 日     年  月  日 

5 変 更 の 理 由   
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第9号様式 

宅地造成工事(休止・再開・廃止)届出書 

 

年  月  日  

(あて先)成田市長 

 

住 所           

届出者               

氏 名           

 

 宅地造成工事について，次のとおり届け出ます。 

 

 

 

1 許 可 番 号 ・ 許 可 年 月 日 成田市指令第   号      年  月  日 

2 宅 地 の 所 在 及 び 地 番 

  

3 届 出 の 別 休止 ・ 再開 ・ 廃止 

4 休止，再開又は廃止をした理由 

  

 (注) 3欄は，該当するものを○で囲んでください。 
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第11号様式 

宅地造成工事に関する証明書交付申請書 

年  月  日  

 (あて先)成田市長 

住 所            

申請者               

氏 名            

 

 宅地造成等規制法施行規則第30条の規定により，次の事項に係る証明書の交付を申請し

ます。 

 

1 宅地の所在及び地番 

  

2 許可番号・許可年月日 成田市指令第    号       年  月  日 

3 宅 地 造 成 の 概 要 

 宅地の面積              平方メートル 

 

 切土又は盛土の面積          平方メートル 
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旧宅地造成等規制法第12条第１項変更許可申請書類チェックリスト（以下のうち変更に係る図書を添付） 

申請者名  ﾁｪｯｸ者  

項 目 適 否 摘 要 欄  備 考 欄  
申請者 

ﾁｪｯｸ

欄 

申 請 書 ・ そ の 他 

１ 変 更 許 可 申 請 書      

2 委 任 状 
  ・

申請人以外が申請行為を代行する場合  

・正副共申請者朱肉で押印 

委任事項を記載  

3 土地の登記事項証明書   ・受付日より３ヶ月以内のもの   

4 土 地 使 用 承 諾 書 
  ・申請者と土地所有者が異なる場合 

・実印による承諾，副は写し（印鑑証明

を添付） 

  

5 工事設計者の資格申告書 
  ・擁壁 5m を超える場合又は造成面積

1500㎡以上の場合には，卒業証明書，

資格の合格書の写し等を添付 

  

6 公共施設管理者同意書   ・排水先の同意等及び道路等の工事を

伴う場合 
  

7 その他市長が必要と認める図書       

    設 計 図 面      ※（注）設計図には，設計者の氏名を記載しなければならない。 

１ 位 置 図   縮尺 1/10000 以上（1/25000 都市計

画図に位置を示す） 
  

２ 地 形 図   縮尺 1/2500 以上（1/2500 地形図に

区域を示す） 
  

3 公 図 の 写 し   ・申請地を明示 

・調査日は受付日より３ヶ月以内のもの 
  

４ 宅 地 の 平 面 図 

  縮尺 1/2500以上 

・方位及び宅地の境界線並びに切土又

は盛土をする土地の部分，崖，擁壁，排

水施設等の位置を明示 

・断面図の位置を示す 

別途現況図を添付  

５ 宅 地 の 断 面 図   縮尺 1/2500以上 

・切土又は盛土をする前後の地盤面 
別途現況図を添付  

６ 排 水 施 設 の 平 面 図 
  縮尺 1/500以上 

・排水施設の位置，種類，材料，形状，

内法寸法，勾配及び水の流れの方向等 

  

７ 崖 の 断 面 図 

  縮尺 1/50以上 

・崖の高さ，勾配及び土質，切土又は盛

土をする前の地盤面並びに崖面の保護

の方法 

  

８ 擁 壁 の 断 面 図   

縮尺 1/50以上 

・擁壁の寸法及び勾配，擁壁の材料の

種類，透水層の位置及び寸法，擁壁を

設置する前後の地盤面，基礎地盤の土

質並びに基礎杭の位置，材料及び寸法 

  

9 擁 壁 の 背 面 図 
  縮尺 1/50以上 

・擁壁の高さ，水抜き穴の位置，材料及

び内径並びに透水層の位置及び寸法 

  

10 各 種 構 造 図   縮尺 1/50以上 

・排水施設等の寸法及び材料等 
  

11 求 積 図   宅地の面積，切土又は盛土をする面積   

１2 その他市長が必要と認める図面       

    計 算 書 等 

１ 構 造 計 算 書   ・擁壁の構造計算 

 （現地に設置する構造のもの） 

躯体地上高 2m以上の場合

は中・大地震時も必要 
 

２ 安 定 計 算 書   ・崖面の安定計算 土質試験等を添付  

３ その他市長が必要と認める計算書       
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成田市手数料条例 

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法関係手数料 

手数料の種類 金額 

宅地造成工事計画

変更許可申請手数

料 

1件につき 次に掲げる額を合算した額(その額が420,000円を超える場合にあって

は，420,000円) 

(1) 宅地造成に関する工事の設計の変更((2)に規定する変更のみに該当する場合

を除く。) 次に掲げる変更前の切土又は盛土をする土地の面積((2)に規定する

変更がない場合であって，切土又は盛土をする土地の縮小を伴うときは，縮小後

の切土又は盛土をする土地の面積)の区分に応じ，それぞれに定める額 

ア 500平方メートル以内のもの 1,200円 

イ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 2,100円 

ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 3,100円 

エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 4,700円 

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 6,700円 

カ 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 11,000円 

キ 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 17,000円 

ク 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 25,000円 

ケ 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 34,000円 

コ 100,000平方メートルを超えるもの 42,000円 

(2) 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成に関する工事の設計の変更 

当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に応じ，(1)に定める額に10を乗じて

得た額 

(3) その他の変更 10,000円 
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成田市開発行為等の手続等に関する手引き 

 
 

平成 25年 7月 発行 

平成 26年 3月 改訂 

平成 27年 3月 改訂 

平成 28年 3月 改訂 

平成 29年 3月 改訂 

平成 30年 3月 改訂 

平成 31年 3月 改訂 

令和 2年 3月 改訂 

令和 3年 3月 改訂 

令和 3年 6月 改訂 

令和 4年 3月 改訂 

令和 4年 8月 改訂 

令和 5年 3月 改訂 

令和 6年 3月 改訂 

令和 7年 5月 改訂 

令和 8年 3月 改訂 

 

発  行 成田市 

編  集 都市部都市計画課 

〒286-8585 

成田市花崎町 760番地 

℡ 0476-22-1111（代） 
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